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８ 佐 藤 史 人 

１ 小中学校の特別支援教育について 

２ 小中学校の不登校対策について 

３ 子どもや保護者が SOS を出しやすい環境づくりについ
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９ 黒 澤 哲 朗 
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令和２年第１回松川町議会定例会会議録 

（ 第 １ 日 目 ） 

 

 

令和２年３月３日（火曜日）    午後１時００分 開議 

 

 

開会宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 町長あいさつ 

第 ４ 議案第 １号 特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

第 ５ 議案第 ２号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

第 ６ 議案第 ３号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

第 ７ 議案第 ４号 松川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ８ 議案第 ５号 松川町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

第 ９ 議案第 ６号 松川町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

第１０ 議案第 ７号 松川町水道事業及び松川町下水道事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

第１１ 議案第 ８号 松川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

第１２ 議案第 ９号 松川町家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 
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第１３ 議案第１０号 第５次松川町総合計画〔改訂版〕について 

第１４ 議案第１１号 辺地に係る総合整備計画の策定について 

第１５ 議案第１２号 令和元年度松川町一般会計補正予算（第４回）について 

第１６ 議案第１３号 令和元年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）に

ついて 

第１７ 議案第１４号 令和元年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回）につ

いて 

第１８ 議案第１５号 令和元年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第４回）につい

て 

第１９ 議案第１６号 令和元年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第３回）に

ついて 

第２０ 議案第１７号 令和元年度松川町水道事業会計補正予算（第２回）について 

第２１ 議案第１８号 令和元年度松川町下水道事業会計補正予算（第３回）について 

第２２ 議案第１９号 令和２年度松川町一般会計予算について 

第２３ 議案第２０号 令和２年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について 

第２４ 議案第２１号 令和２年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について 

第２５ 議案第２２号 令和２年度松川町介護保険事業特別会計予算について 

第２６ 議案第２３号 令和２年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算について 

第２７ 議案第２４号 令和２年度松川町発電事業特別会計予算について 

第２８ 議案第２５号 令和２年度松川町水道事業会計予算について 

第２９ 議案第２６号 令和２年度松川町下水道事業会計予算について 

第３０ 議長の報告 

陳 情 １ 妊婦を対象とした歯科健康検査の実施を求める陳情 

陳 情 ２ 「 低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求

める陳情 

陳 情 ３ 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める陳情 

散  会 

 

出席議員    １４名 

（別表のとおり） 
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欠席議員    ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 



 －14－

午後１時００分 開 議 

開会宣告 

○議長（米山俊孝） 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから令和２年第１回

松川町議会定例会を開会いたします。 

ここでお伝えしておきますが、本会議から当分の間、新型コロナウイルス感染症対策

としてマスク着用で議会をいたします。 

 

議事日程の報告 

○議長（米山俊孝） 議事日程の報告でありますが、日程につきましてはお手元に配布のとお

りであります。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。 

株式会社チャンネル・ユーのケーブルテレビ生中継の許可をしてあります。 

 

＝＝＝ 日程第１ 会議録署名議員の指名 ＝＝＝ 

○議長（米山俊孝） 日程第１、会議録署名議員の指名についてであります。会議規則第 119 条

の規定により１番、米山郁子議員、２番、佐藤史人議員を指名いたします。 

 

＝＝＝ 日程第２ 会期の決定 ＝＝＝ 

○議長（米山俊孝） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期につきましては、本日から３月 24 日までの 22 日間としたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日から３月 24 日までの 22日間と決定いたしました。 

 

＝＝＝ 日程第３ 町長あいさつ ＝＝＝ 

○議長（米山俊孝） 日程第３、町長あいさつであります。 

宮下町長。 

○町長（宮下智博） 令和２年第１回定例会開会にあたりまして、一言冒頭のごあいさつを申
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し上げます。 

先ほど議長からもございました。現在、国難とも呼べるようなレベルで新型コロナウ

イルス猛威を振るっております。また、目に見えないということで、大変地域にも不安、

また疑心暗鬼になっている方が多く存在しております。 

行政といたしましても、日々刻一刻と変わる情報に振り回されながらも、なんとか住

民の皆さん安心安全のために日夜努力している 中でございます。 

昨日から松川町内でも学校が閉校となりました。やはり今までになかったようなこと

が現在起きております。また、ちょうど年度末ということで、各総会など大変イベント

の多いときにどんどんどんどん中止や延期を余儀なくされております。そういう中で、

私たちがまず町を引っ張っていくということを心がけて日々職員も努力しております。 

また、先週末ぐらいからデマのメールが広がっております。松川町としましても情報

を発信していきますので、どうか安易にデマに惑わされないように日々の生活を送って

いただければなと思っております。 

また、現在の松川町の現状でございます。本当にたくさんいろいろ今までになかった

ことが起き、正直大変な時期とよく言われるようになってまいりました。ただ、この大

変な時期というのは、やはり物事が変わるその前の段階だと思っております。何も意見

もない凪のような状態では、新しいことの提案、また今までやってきたことをよりよく

していくという提言、なかなかできない状態です。たくさんのご意見をいただいている

今だからこそ、松川町がいい未来になるために、行政だけではなく、地域の人も一緒に

なっていい人が育っていく、そういう地域になる本当にいい瞬間に現在立ち会っており

ます。 

このあと当初予算の話もございます。新型コロナウイルス対策ということで、あいさ

つは短めにさせていただきます。 

それではこれから定例会を開催をいたします。令和２年度の当初予算を決める大切な

定例会でございます。どうかご忌憚のない意見をいただいて、活発なご審議をよろしく

お願いいたします。 

 

＝＝＝ 日程第４ 議案審議 ＝＝＝ 

◇ 議案第１号 特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

◇ 議案第２号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 
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○議長（米山俊孝） 日程第４、議案第１号、特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、日程第５、議案第２号、議会の議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題といたします。 

説明を求めます。田中課長。 

○総務課長（田中 学） よろしくお願いします。 

＝ 議案第１号・第２号 朗読・説明 ＝ 

○議長（米山俊孝） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

議案第１号から第２号までを一括して採決を行いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 異議なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第１号から議案第２号までについて、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 13名） 

○議長（米山俊孝） 全員賛成であります。 

よって、議案第１号、特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、議案第２号、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

○議長（米山俊孝） 日程第６、議案第３号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

説明を求めます。田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 議案第３号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
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する条例の一部を改正する条例の制定について。 

＝ 議案第２号朗読・説明 ＝ 

○議長（米山俊孝） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 質問です。 

図書館法に定めるところの館長、それから博物館法に定めるところの館長、松川町に

おいては資料館の館長だと思います。現在は、教育長が兼務しておりますが、今後松川

町が兼務ではなくて単独で図書館長、それから資料館長が誕生したときのことを考える

と、この図書館長と資料館長は一般職の方に入るのではないかと思いますが、その点い

かがでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 今現在は、そのような状態ではございませんで、このままお願いした

いと思います。 

将来的には、そのような事態がそういったときに検討をしていきたいと考えておりま

す。 

お願いします。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） ぜひとも図書館は、しっかりした館長、それから資料館もしっかりした館

長を置くべきだと思いますのでよろしくお願いします。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第３号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 
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○議長（米山俊孝） 賛成多数であります。 

よって、議案第３号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第４号 松川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（米山俊孝） 日程第７、議案第４号、松川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。 

説明を求めます。矢澤住民税務課長。 

○住民税務課長（矢澤 覚） 議案第４号、松川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の制定について。 

＝ 議案第４号朗読・説明 ＝ 

○議長（米山俊孝） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第４号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 13名） 

○議長（米山俊孝） 全員賛成であります。 

よって、議案第４号、松川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第５号 松川町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○議長（米山俊孝） 日程第８、議案第５号、松川町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

説明を求めます。矢澤住民税務課長。 

○住民税務課長（矢澤 覚） 議案第５号、松川町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を
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改正する条例の制定について。 

＝ 議案第５号朗読・説明 ＝ 

○議長（米山俊孝） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第５号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 13名） 

○議長（米山俊孝） 全員賛成であります。 

よって、議案第５号、松川町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第６号 松川町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○議長（米山俊孝） 日程第９、議案第６号、松川町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

説明を求めます。米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） それではお願いいたします。 

＝ 議案第６号朗読・説明 ＝ 

○議長（米山俊孝） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 
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議案第６号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 13名） 

○議長（米山俊孝） 全員賛成であります。 

よって、議案第６号、松川町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第７号 松川町水道事業及び松川町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

○議長（米山俊孝） 日程第 10、議案第７号、松川町水道事業及び松川町下水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

説明を求めます。池上環境水道課長。 

○環境水道課長（池上 徹） それではよろしくお願いいたします。 

＝ 議案第７号朗読・説明 ＝ 

○議長（米山俊孝） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第７号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 13名） 

○議長（米山俊孝） 全員賛成であります。 

よって、議案第７号、松川町水道事業及び松川町下水道事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第８号 松川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（米山俊孝） 日程第 11、議案第８号、松川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とい
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たします。 

説明を求めます。下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） よろしくお願いします。 

＝ 議案第８号朗読・説明 ＝ 

○議長（米山俊孝） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） ただいまの説明の中にあった主な体制の中の対応の内容の 後の町長が

認めた場合における連携施設の確保義務の緩和及び免除については、今後今のところは

ないそうですが、今後そういった施設が予想されますので、しっかりとこの点を重視し

ていただいてやっていただきたいと思います。 

賛成意見です。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） ほかに討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第８号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 13名） 

○議長（米山俊孝） 全員賛成であります。 

よって、議案第８号、松川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決され

ました。 

 

◇ 議案第９号 松川町家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について 

○議長（米山俊孝） 日程第 12、議案第９号、松川町家庭的保育事業等の設置及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

説明を求めます。下井こども課長。 
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○こども課長（下井昭二） よろしくお願いします。 

＝ 議案第９号朗読・説明 ＝ 

○議長（米山俊孝） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第９号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 13名） 

○議長（米山俊孝） 全員賛成であります。 

よって、議案第９号、松川町家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第 10 号 第５次松川町総合計画〔改訂版〕について 

○議長（米山俊孝） 日程第 13、議案第 10号、第５次松川町総合計画〔改訂版〕についてを議

題といたします。 

説明を求めます。小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） それではよろしくお願いいたします。 

＝ 議案第 10 号朗読・説明 ＝ 

○議長（米山俊孝） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） ただいま課長の方から説明をいただいて、前段午前中に私の方から指摘

をさせていただいた実施計画ということで資料を配付させていただいたと今、話があり

ました。 

いただいた資料見るところ、実施計画という文言はどこにも載っておらないわけであ

りますけれども、これが実施計画だということでしたけれども、町長の承認を受けてい

るんでしょうか。レクも受けているんでしょうか。質問をいたします。 
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○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） ご覧いただき、先ほど確認をいただいたところでござ

います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 午前中の答弁では「ほぼできている」という課長答弁でしたが、そこから

この資料どこにも実施計画書というのがないんですけれども、こういうものはあったの

かもしれませんけれども、これを午後までの間に町長にチェックをしていただいてオッ

ケーをいただいたと、再度確認しますけれど、そういうことでよろしいわけですね。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

現在、実施計画、先ほどの午前中の答弁にもございました。予算を今後どういうふう

にやっていくのかというのも載せながら作成中でございますので、議会へ提出する資料

として出したという意味では、私の目を通っているものでございます。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） じゃあ 後の質問をしますが、町長はこれをこの基本計画に基づいて今、

議題に挙がっているこの基本計画に基づいて、そして年度ごと毎年実施計画を立てると

いうことでこれが配布されたわけですけれども、この計画に沿って予算が組まれて、編

成されて執行していきますとそういうふうに総合計画も書かれておりますが、町長はこ

の実施計画というのは非常に大事なものだと思うんですけれど、いつ初めてご覧になっ

たんですか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

確か６月ぐらいだったかなと思いますが、何日とかそこまで今細かく今出ませんが。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） ほかに質疑ございませんか。 

森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 全協でも申し上げましたが、今度のものは第５次総合計画の改訂版と

いうことでありますけれども、従来は５年から 10 年というようなことで、総合計画を立

ててきたと、そういう認識をしておりますが、今回といいますか、この前から要するに

首長の任期が４年でありますので、こういったものも４年ということで見直していくと。
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そういうことで決められたというふうに承知をしております。 

今回のこの改訂版でありますけれども、町長の思いがどこにあるかということが私は

一番大事だというふうに思っておりまして、町長はまだ就任をして日が浅いわけであり

ますけれども、日々の業務は本当に真摯に誠実に行われておって、心から敬意を表する

ところでありますし、そういったことについて意見を申し上げるわけではありませんけ

れども、この改訂版についてはやはりこれから４年間このものに縛られて町長もやって

いくとそういうものだというふうに思っております。 

今日お示しをいただいたこの町政運営に関する施政方針の中でも、初めての予算編成

の中で、総合計画で示したもの、これの将来像に向かってこれから頑張っていくと、こ

ういうことで職員にも指示をしたと、そんなことが書かれておりますけれども、今のお

示しがあった実施計画の中で、町長は思いとしてどれとどれが私がどうしても４年間の

うちにやりたいものだというようなそんなお考えがあるのか、この資料をお示しをいた

だきましたので、これに基づいてお示しをいただければありがたいとそんなふうに思い

ます。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

まず、実施計画についての認識でございますが、実施計画自体は単年度のものですの

で、この細かいことにつきましてはまずはこの１年のものでございます。 

その中で特に力を入れてという話でございます。若者と地域をつなぐ仕組みづくりの

部分。また、ずっと言っておりますが、自治組織を持続可能にさせるということについ

ての部分が、一番今回やらなければいけないと思っているところでございます。 

また、子どもの支援に関しましては、妊娠期から切れ目のない支援体制の構築という

部分において、一番力を入れなければいけないと思っておりますが、今回の総合計画改

訂版につきましては、今までのように大きなすべてを網羅した大きい冊子を作るという

よりは主に抜粋したものを作って、あまりその製本するということを目的ではなく、重

点目標についてお示しをするというところでございますので、今回出ているところに関

してはそもそも抜粋をした部分となっております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 今、お話をいただいたように、考え方については納得をしておりますけ

れども、その実施計画は単年度というのは、それはそれで結構でありますけれども、や
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はり重要なこのこれからの４年間の中に高速交通網を見つめて将来どうしていくかと。

松川町をどうしていくかというようなことについての認識がちょっと欠けておるといい

ますか、そういうものについては明確に出ておらんというふうに思っておりますので、

それらについてはどんなお考えだかお示しをいただきたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

先ほど少し全協で答えたところもかぶってきて申し訳ないんですが、先ほど確認もい

たしました。６月の定例会の私の冒頭のあいさつの中でも今回、改訂版ということで、

私の思いが大変強く入っておりますので、変えずにいくというご説明をやはりさせてい

ただいております。 

また、「この一緒に育てよう、一人ひとりが輝く笑顔あふれるまち、まつかわ」ここに

込められたものでございますが、ともあれば特に行政で地域を引っ張らなければいけな

い。どんどんアイデアを出さなければいけないという時代が続いてまいりました。それ

に伴って、各地域の人が育つという力が現在弱まっているというのが私の大きな課題と

して思っております。それは松川町役場の組織においてもそうでございます。 

私の理想とするリーダー像としましては、大きな方向性にはあまり具体性を持たせす

ぎない。また、地域の方がもっとこうしたいんだ、こうしたいんだというのをどんどん

声を上げられる地域にしていくというのが、この一緒に育てようという部分に入ってお

ります。 

ただ、その中で手法というのは、やはりやりながら考えていかなければいけないとい

うのは課題としてございます。それが現状の松川町の将来の認識でございます。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 道路交通網についてのご質問がございました。 

この基本計画の一番 後 61 ページでございますが、関係人口の構築のところに町の基

本方針の③でございますが、リニア中央新幹線、三遠南信自動車道の開通を見据えとあ

ります。その次のところに交通環境の整備について近隣市町村と連携し、促進していく

ということで、パブリックコメントにもありましたが、具体的には 153 号線の改良工事

の今、期成同盟会がスタートしておりますので、そういうところへ反映していくという

ような形。 

また、公共交通の関係でも検討していく。リニア駅に向けてバスですとか、公共交通

を充実させていく、そういった部分も含まれてこういう表現で記載させていただいてお
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ります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） まちづくり政策課長のお答えをお聞きしたんではなくて、町長がそう

いうものに対してもうすぐそういう時代が来ますので、それらについてどんなふうにこ

の中で施策をしていくかというようなことをお聞きしたんで答えをいただいておらんの

で。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） すいません、質問の理解が浅くて申し訳ないです。 

道路交通網に関しまして、確かに公共交通現在お認めをいただきましたデマンド交通

の検証などが行われておりますが、地域をつなぐということで、松川町単独で公共交通

ではなく、北部地区でも今度やっていくという話を今、作り上げ始めております。 

リニアが来るということにあんまり振り回れすぎないように、ただそういうふうに交

通網が開いたときに選ばれる地域になるためには、まずはほかのよそから来た方が認め

てもらうような場所。ここはいいなと思ってもらうような場所ではないと、そもそも若

者の帰ってきづらいと。全部つながって考えておる中で、公共交通網、リニアが来るに

対してということに関しましては、現在松川で整備している公共交通網を町単独ではな

くつなげていくという方針でおります。 

○議長（米山俊孝） ほかに質疑ございませんか。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） お聞きしたいんですけれども、今回私どもはじめ、町民のみさんに配られ

るのは、この内容なんでしょうか。それに 63 ページから始まる資料編がつくんでしょう

か。今までのような分厚いのとそれからダイジェスト版と２冊が出るんでしょうか、出

ないんでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 今現在考えておりますのは、これ取った暁には製本し

てまいりますが、その製本に対しては一部に使っていきたい。 

そして町民の皆様への公表でございますが、ホームページを通じ、また各施設にパブ

リックコメントのときと同じように設置。あと広報でも全部が全部というわけではいき

ませんが、知らせていく方法もあるかなというふうに考えております。 

まずはホームページで知らせてまいりたいとそんなふうに考えております。 
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よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） この 初の第５次松川町総合計画を作ったときには、いろんな人がいろ

んな意見を言って、議会からも答申書が出ております。 

で、これ今日以前に第５次松川町総合計画改訂版案が出ているわけですけれども、こ

の資料編の皆さんがどういう意見を言って、それからアンケート、ヒアリング、どうい

う意見がある中でその地域づくり会議、それから総合計画審議会でどういう議論がなさ

れた上でこれが出されたというものでなければいけないと思うんですが、町長いかがで

しょうか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

ここには確かに資料編がついておりませんので、前回は確かにこういうふうな議論が

あってというところが付いておりました。その 終的に製本のときにつけるものに関し

ては、まだ付けてまいりますので、これは現在資料編切れている状態です。 

終的に配る中、製本作る中には、その一番大事なその部分は付けてまいります。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 私は、宮下町長になってから総合計画について、それから来年度の予算に

ついて一般質問で言ってまいりました。町長はこう言いました。「本を作るのではなくて、

町民の皆さんのいろんな意見を伺って、10年後 20 年後 30 年後を見据えた上で第５次の

松川町の総合計画改訂版を作るとおっしゃいました。それだったらちゃんとしたものを

出してください。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

確かにそのような答えも覚えておりますし、今回の地域づくり会議等に出ながら話を

伺った経緯もございますので、漏れのないようにきちんと意見もその根源のところも表

示させていただきたいなと思います。 

お願いします。 

○議長（米山俊孝） ほかに質疑ございませんか。 

島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今、いろいろな意見が出ましたけれども、審議会でこれ協議したという

ことでございますので尊重はいたしますけれども、審議会のする過程の中で今日出され
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たこうした実施計画というものが資料として出された中の上で、そのある程度議論され

たのかどうか。そうしないとこういう中身はわからないのに、ただ頭だけポンポンポン

ポン書いてあったって、中身がわからなければ一般町民はわかんないですよね。 

そんなようなことどういうやり方をしていったのかということをお聞きしたいです。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 今回、審議をお願いしたのは、この基本計画部分でござ

いまして、実施計画までの細かい部分、１つ１つの施策の部分までは審議をいただいて

はおりません。そんな状況であります。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） それをある程度提示しなければ、こういうとこに意見が出ないんじゃ

ないんですかということを聞きたいです、私は。 

それからもう１つ追加で申し上げますけれど、今、佐藤議員の方からこれをどういう

ふうに町民に知らせるんですかということでお話がございましたけれども、この改訂版

だけこれを配ったんでは一般の町民、理解できないと思っています。だからその辺の工

夫をどうされるのかということを佐藤議員かぶるところがあるかと思いますけれど、も

う一度再度お願いしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 具体的な部分を審議会の中でご審議いただくというよ

りは、大局に関してご審議いただいてきた経過があります。 

それこそ意見の中ではかなり踏み込んだ意見もいただき、それに基づいて作ってきた

ものでございますので、そういう認識でおるところでございます。 

また、この資料ができあがった暁、改訂版ができあがった暁などですが、やはり今、説

明、具体的に我々の口を通しての説明というものもちょっと検討する必要性があるのか

なというふうに感じております。 

ちょっと考えてまいりたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 今、課長のお話の中では、大局的に考えてかなり突っ込んだ部分の議論も

したと、こういう答弁でございましたけれども、その大局的な議論とはどのようなこと

が出たのかお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 
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○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 主に出された部分というのは、情報の発信の部分はや

はり結構細かい部分が出されておりました。そのホームページに関する部分あたりがや

はり関心度が高かったのかと思います。 

また、持続可能な地域づくり、一番の柱、テーマでありますこの部分もやはりしっか

り時間をかけて議論してきた経過がございます。その部分がしっかり話し合った感じで

ございました。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） ほかに質疑ございませんか。 

中平議員。 

○５番（中平文夫） お願いします。 

確かに私もこの一冊を出すだけでは町民は全然わからないだろうと思っておりますけ

れど、その前に先ほど森谷議員の質問した中で、町長が答弁で、「これは重点項目を載せ

てて抜粋したものである」というお話をしておりました。抜粋をしたということは、新

しくこれを作るときに抜粋してないものも一緒につけるのか、あるいは抜粋というのを

どういうふうに理解していいのかを教えてください。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

前回の総合計画から今回に変わるにあたっての反省の中で、やはり義務的なこともす

べて網羅的に何でもかんでも書いてしまってはかえって伝えたいことが伝わらないだろ

うということで、主にこれは特に総合計画改訂版につきましては、企業でいう企業理念

のようなものがメインになってまいりますので、そういう意味では町でやることすべて

を網羅しているというのではなく、こういうふうにいくというふうに意味で抜粋という

言葉を使わせていただきました。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） そいじゃ抜粋ということは、そういうことで理解していきたいと思いま

す。 

それで先ほど町長、６月の定例議会でこの一緒に育てよううんぬんというのは、自分

の非常に強い思いがあって、これをそのまんまやるというように議会でも報告している

というお話がありましたけれど、それは６月の時点であって、それからそれは町長にな

って間もないころであります。それで町長になってからずいぶん日が経っております。

そういったものの変化というものは、どこかに記す必要があるんじゃないかなという気
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がしております。 

それでもう１つは、先ほど全協のとこでも言いましたけれど、４年間経ってやっぱり

職員の心構えというか、それも変わってきておる。そういったものを全然評価もせずに

評価したものはどこかに乗っける必要があるんじゃないかなと。そうしないと進歩がな

いんじゃないかなというような気がしておりますけれども、そこら辺の基点はいかがで

しょうか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

まず、６月の定例会から全く変化がないのかというようなお話でございました。６月

の定例会の段階では、確かに私登庁から１か月の段階でございました。それから町内各

地を様々回りまして、やはりその中でどっちかというと思いが強くなったということが

大きいところでございます。やはりこの４年間、松川町としてこれでやってきたんです

が、やはりあまり浸透をしきれていないというような反省がございます。 

やはり何でもかんでも役場でやれというようなことは、安易には言ってはいけないと

いう思いをかえって強くしたというところは変化と言えば変化でございます。 

また、もう１点のその前回の反省を踏まえてというのは、今度は実施計画等こまかい

ところに網羅をしておりますのは、これはまた各課で反省をしてももらいながら、その

もっとどういうふうにしたらいいかということが盛り込まれております。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） よくわかりました。 

しかし、今日こういうこの放送を町民の方が見ててくれて、全員が見ててくれれば、

今のそういう町長の思いというのは伝わると思います。しかし、全員の方が見ているわ

けでない。それをどういうふうに伝えていくというのが非常に大事じゃないかなと思っ

ております。 

先ほど全協の中では、町長はアドバルーンを上げないという話はしておりましたけれ

ど、アドバルーンを上げなくても結構ですけれど、そうじゃなくてやっぱりこれを一冊

見て町長がどういうことを考えているかということをもっとよくわかるようにしていか

ないとまずいんじゃないかなと。そうしないと、その前の５年間のやつも比べて見なが

らじゃないとわかりかねるというのが私は実情じゃないかなと思います。 

そういう点についてはいかがでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 
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○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

中平議員おっしゃるとおり、確かに現在行政の持っている課題としてどう伝えるかと

いうことがございます。一昔前は、広報に載せて、チャンネル・ユーとかで流せばそれで

良かった時代がございました。ただ、現在、やはりチャンネル・ユーにすべての方が加入

しているというわけでもなくなり、また公報もしっかり読み込んでいただくというばか

りではなくなってまいりました。 

こういうときは、一般的にＳＮＳ等を使いということをよく言うんですが、やはり回

ってみてわかったのは、文書で交付したところで伝わりきれないというところがござい

ます。 

ここは私１人でやることではないですが、実際に地域の方とお話をしながら伝えてい

くということが大切になってまいります。その中でもいろんな世代で今、なかなか網羅

できていない方が若手の世代でございます。この中にも盛ってありますが、若い世代の

方をもう少し地域のこととか、松川町の将来のことということに引き込んでいかなけれ

ばいけないというのは、私のミッションでございます。 

そういう意味で言われたとおり、確かにこれを発行して終わりということではないと

いうことは大変よくわかりましたので、今後やっていきたいところでございます。 

ありがとうございます。 

○議長（米山俊孝） ほかに質疑ございませんか。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） ちょっとくどくなりますけれども、賛成の立場で申し上げたいと思い

ますけれども、お話があったように、作っただけでは意味がないものでありますし、こ

れは町のこれから進むべきことすべてが申されておるというふうに私は思いますので、

年々にやる事業についてとやかく申し上げるわけではありませんが、やはりこの総合計

画というのは基本的にはやっぱし行政もこれに縛られる部分が本当に出てまいりますの

で、この中でやっぱし自分たちの思いを貫いていくと、そういうことが大事だと思いま

す。 

町長は、年がお若いということもあって、非常に活動的でいいというふうに思います

けれども、やはり自分の思いもこの中で町民にわかるように出していっていただくと、
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そのことも大事だと思いますので、本来なら町長が新しくなって町長の考えを盛ったや

はりこの計画というのほしかったわけでありますけれども、改訂版というようなことも

あったりして、大きな部分というのは大して前と変わっておらんと、そんなふうに私は

見ておりますが、ぜひ新しい町長として自分の思うところを一生懸命やってほしいと、

そんなことをお願いして賛成といたします。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ありませんか。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 私は、反対の立場で意見を述べさせていただきます。 

といいますのは、先ほどから申し上げておりますように、第５次総合計画は私は素晴

らしい計画だったと思います。で、 初の４年間は、いろいろ問題や課題も多かったけ

れども、それなりに皆さん頑張ってこられたと思います。ですからこんな抜粋なんて言

わないで町長の思いをしっかり込めたものを出していただいて、私たちはそれを審議す

るのが努めだと思っておりますので、私はこの案では反対でございます。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。 

島田議員。 

○１１番（島田弘美） 私は反対の立場で討論させていただきますけれども、確かに審議会で

審議されてきたということには、先ほど申し上げましたけれども、尊重させていただき

たいというふうに思います。 

しかし、今のこの議会の中での活発な質疑の中では、大半がまだよく理解をされてお

らないなという、まだ欠けておる部分があるんじゃないかなということを非常に感じま

した。 

それから周知方法の問題もなかなかまだしっかりした明快な回答がないというような

こともございます。 

そんなこと考えますと、今日これを採択していいのか、あるいは時間的に余裕があっ

て、そいじゃ３月が駄目なら６月で再度もういっぺん提出し直すとか、そういうことも

考えられるわけです。 

そうしたことを考えて、今回この部分については、時期尚早というふうに感じました

ので、私は反対をさせていただきます。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。 

中平議員。 

○５番（中平文夫） 私も島田議員と同じように反対の討論でお願いしたいと思います。 
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改訂版だからこそここに町長の宮下町政としての思いが町に伝わるようなものを作っ

ていただきたい。というのは、これが４年間の指標になりますので、ぜひそういうふう

にしていただきたい。 

まだ、時期尚早だと私も思います。 

それで、それはそれでこれは仕方ないじゃないかなという意見もあろうかと思います

けれど、やはりこれは４年間の指標になりますので、ここのところはしっかりと町長の

そういった思い等々をきちっと入れていただかないと私は賛成できない。 

したがって、反対の立場で意見します。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。 

黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 私は、賛成の立場で意見を述べさせてもらいます。 

この改訂版ですけれども、はっきり言って十分なものとは言えないというふうに判断

をしております。我々が指摘させていただいたところも十分意を汲んでいただいていな

いというか、直っていない部分。それから全協でも申しましたが、基本施策と目標指標

がマッチングしていないというような部分だとか、問題点はほかにも具体性がない計画

といいながら話し合っていく、考えていくというような部分。それからそういう曖昧な

部分だけではという指摘をさせていただきました。 

その部分については直っていないわけですけれども、総合計画は示されているように、

基本構想と基本計画と実施計画という形で計画が構成されているということであります。

そして、私が期待したのは、この実施計画というのであります。これは議決事案ではな

いわけですけれども、これがベースに合ってしっかりとした三角形、すべてが総合計画

が成り立っていくというものであると思います。 

ところが、この実施計画というのが先ほど質問もさせていただきましたが、我々に対

しては今、初めてこの議場で示されたというレベルであります。全く議論もしてないわ

けであります。そういった中で、来年度の予算も議案として出てきているわけでありま

す。 

非常に残念なわけでありますけれども、この実施計画という中でしっかり基本計画を

具体化していくという部分をしっかりやっていただきたいという、そういう意味を込め

て、それをお願いする中で、この総合計画が途切れるというのも良くないと思いますの

で、しっかり実施計画をやっていただくということで賛成をしたいと思っております。 

以上です。 
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○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。 

松井議員。 

○１３番（松井悦子） 私は賛成の立場で討論をさせていただきます。 

この総合計画ですけれども、いろいろなご意見もございましたけれども、町が今後進

めていくという計画でございますので、町長な非常な強い色を出すという必要はないと

いうふうに私は考えております。ある程度の基本的なことがきちっと決めて提示されれ

ば、随所随所でまた町長の考えはもちろん入れていかなければならない部分はあると思

いますけれども、基本計画の中にそれを盛り込んでいくという必要はないというふうに

思いますので賛成なんですが、ただ１つお願いをしたいのが、例えば男女共同参画につ

いての数値、そういったものの数値がいろいろ出されておりますが、ぜひ数値の実現と

いうことに関してはしっかり取り組んでいただいて、ここに示された数値にできるだけ

実現ができるようにしていただきたいなとそんなふうな思いを込めて賛成をいたします。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか 

米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） 遅れてすいません。 

私も賛成の立場で意見を申したいと思います。 

総合計画は、基本方針ですので、これをいつまでも練っていますと、ほかの事業に対

して影響があると思います。まして町長がお替わりになって、これからこの基本計画に

沿って事業を進めていかなければなりません。 

私の感じることですが、町長がお替わりになると若干事業の方も遅れがちになるので

はないかというふうに思っておりますので、こだわりがなく、この事業を進めていただ

きまして、細かな年度計画、それからその実施に向けた評価をしっかりしていただきま

して、１年１年を大切に事業をしていただくことを希望いたしまして賛成といたします。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第 10号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 10名） 

○議長（米山俊孝） 賛成多数であります。 
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よって、議案第 10 号、第５次松川町総合計画〔改訂版〕については、原案のとおり可

決されました。 

 

◇ 議案第 11 号 辺地に係る総合整備計画の策定について 

○議長（米山俊孝） 日程第 14、議案第 11 号、辺地に係る総合整備計画の策定についてを議題

といたします。 

説明を求めます。小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） それではよろしくお願いいたします。 

＝ 議案第 11 号朗読・説明 ＝ 

○議長（米山俊孝） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

松井議員。 

○１３番（松井悦子） 総合計画が令和２年度から令和６年度までの５年間ということであり

ますが、この今まで行われてきた生東地域、集合させたということで生東地域とそれか

ら西山地域ですね、これがこれでこの地域が活性化されるのか、辺地対策として適切な

のかという観点から見ますと私は非常に疑問に思っている点が２点ございます。 

生東地域では、この梅松苑のキャンプサイトというんですか、キャンプ整備事業。そ

れから西山においては、ツリードームの事業ですね。これ継続的な事業でやってきまし

たので、いかがかなとは思いますけれども、どちらも非常に運営が困難になっておると

いう状況は、もう歴然としておるわけでありますね。資料なんかでも示していただいて

おりますが。そういった中で同じようなそういった状況の公的公共的整備を事業すると

いうことに関しまして、今後５年間どういったお考えで同じものを同じ継続事業とはい

いますけれど、この事業を進めていくという整備方針を立てられたのか、お伺いをした

いと思います。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

松井議員からのご指摘、梅松苑とツリードームに関してでございます。 

まず、 初にツリードームに関してでございますが、大変メディアなどに露出しなが

ら、だんだん松川町にはツリードームということが周知をされてまいりました。ただ、

現状、泊まる場所の数等で、じゃあそれで収益がどんどん上がるかということは確かに

言いづらいところがございます。ただ、大変効果、松川町の宣伝としての効果が上がっ
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ております。 

また、今度梅松苑でございます。今までやはり指定管理をお願いしながらどっちかと

いうと指定管理者にお願いしっぱなしになってきた部分がどうしてもございます。そん

な中で、地域の方がこのままではまずいということで、まさに私がよく言っております

その住民の方がこうしたいというのが今回梅松苑に関して、梅松苑応援組という形で上

がってまいりました。その意を汲んで、やはり地域の方がやりたいという気持ちがない

となかなか補助金をただ投入するだけではなかなか発展していかないということがござ

います。そういう思いで今回入れさせていただいております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 松井議員。 

○１３番（松井悦子） ほかに。 

森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 私も松井議員と同じようなことをちょっとお聞かせいただきたいと思

いますが、このそもそも辺地債というのは、辺地だということで特典のある交付金等あ

るいは国からいいメリットのあるお金が来るとこういうことだと思いますけれども、そ

の今回その増野はもう事業は当面というようなお話のようでありますが、上片桐だって

辺地債があればやりたいとこはいっぱいあるというふうに思っておりますが、いろんな

要件の中で辺地ではないと、そういうことでこういうことになっておりますが、そのこ

こに住んでおる住民の皆様はこれをしたいとそういう中で、こういった事業が組んでこ

られるということが一番大事だというふうに思っておりますが、そのツリードームだと

か、あるいは梅松苑のこともそうでありますが、その町長は先ほどのご答弁でもやっぱ

り住民の皆様からということを真っ先に言われておって非常に結構だと思いますが、こ

の今、結構大きなお金を投入しておるのはすべてその行政の方でこうしたい、ああした

いというようなことで辺地債を使っておると、そんなふうに私は思いますので、そのお

聞かせをいただきたいのは、この辺地債の計画を今後５年間立てるについて、この辺地

と言われておる今回生田１つにするということでありますが、その３カ所でどういった

ことをしたいかというようなとりまとめをどの程度のことをきちっとしておるか、その

ことをお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 住民の皆さんの意見をとりまとめるという形の手法は

とっておらず、各課でこの地域における整備に関してのとりまとめを行い、審議をしな
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がら進めてきて、それと併せてまちづくり懇談会、まちづくり懇談会で合わせて話をし

てございます。すいません、間違えました。住民との話し合いはまちづくり懇談会でや

っております。 

お願いします。 

○議長（米山俊孝） 森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 地域の活性化というのは、いろんなやり方があると思うんだけれども、

行政の方から主導的にこれがいい、あれがいいというのももちろん大事なときもありま

す。ありますが、やはりそこで住んでおる皆様がどうもこれは不便でかなわんとか、そ

ういうことを真っ先にやるのがこの辺地債ではないかというふうに思っておりますので、

清流苑の整備とそれから梅松苑の整備と東小の整備と、こういうものにちょっと偏重し

過ぎではないかというふうに思いますので、その地域の皆様が暮らしていく中でどうだ

というものに対してのやっぱし事業化ということもうんと大事だと思いますが、それら

についてちょっとお考えがあったら町長のお考えをお聞かせください。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

正直そういう面があるというのは認識をしております。私も地元というところもござ

います。 

道路に関しては確かに少し出たりして、条件がいいからということも地元も説明を受

けながらやってきたという長い経過がございます。 

ただ、ここ数年やはり少しそういうところを力を入れているというところは、ご指摘

の部分もございますので、やはり地域の皆様と話をしながら決めていかなければならな

いというその原点に立ち返ってまた話をしていきたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 森谷議員、よろしいですか。 

ほかに。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 先ほど第５次松川町度総合計画改訂版が認められたわけですけれども、

これ令和２、３、４、５の４年間です。今、上程された松川町辺地総合整備計画は、令和

２年から６年の５年間です。この整合性をご説明ください。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 実際のところ、これは国の定めに応じて５年間という

設定でございます。 



 －38－

よって、当然その中での整合性という部分もあるわけなのですが、直接的に期間が合

致してないというような部分は、今、言われたとおりでございます。 

総合計画との単年度ごとの実施計画、そういったものの見直しの中で、この辺地債、

辺地計画に関わる部分は審議しながら進めていくという形でやってまいります。 

いずれにせよ期間は合致はそういう理由で合致はしておらないところであります。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 先ほどの総合計画の中で、本来この辺地債というのは、安心で安全な住み

よいまちづくりに使う補助金じゃないですか。 

計画を見ると、活力ある産業が行き着くまちづくりの方になっていると思うんですけ

れど。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 活力ある産業もその先には安心して経済的に安心して

暮らせる、そんな意味も含まれておると思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） やはり活力ある産業がいきづくまちづくりの来年度のここに基本施策が

挙がっているわけですけれども、３番のところにありますよね。リニアを見据えた、そ

れから信州松川温泉清流苑の運営。南信州松川観光まちづくりセンターによる地方創生

戦略の推進。この３つで使う補助金というのは、地方創生推進交付金の方じゃないです

か。その点はどうでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 財源に関しては、有利性の高いものを利用していきま

す。もちろん両方とも使える判断の中で有利性の高い方を選択しておるという、そうい

う状況でありますのでよろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） そうであるならば、基本計画以上にやっぱりリニアが開通する松川の 10

年後 20 年後の計画の中で、来年度の事業計画ができて、その原資はどこから持ってくる

んだという話じゃないでしょうか。 

だからもうちょっとその観光まちづくりの計画というものをしっかり立ててもらう必

要があると思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 
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○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） その部分に関しては、先ほど地方創生交付金の話も出

されました。そういった部分に関しては、産業観光課とともに話をしておりますのでそ

んなところでよろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

松井議員。 

○１３番（松井悦子） 先ほどの私の質問で町長は、辺地とか現地の皆様方のご希望もあると

いうようなお話もされましたけれども、いくつもこの辺地、生東地域・西山地域の辺地

のこの事業がありまして、これ全部に反対というわけではありませんけれども、辺地債

に関わる事業といえども、やはりそこの地域の方たちだけのものではない。満足感を得

ていただくだけのものではないと。これ町民全体の利益につながるものでなければおか

しなわけでありまして、とてもこのツリードームとか、それから運営の非常に困難な梅

松苑の事業、これ今後５年間で大きく好転をすると私はとても思えない。その事業を継

続とはいうものの、また同じように５年間、また次の５年間も載せるのかどうかわかり

ませんけれども、同じようにただただやっていくと。そういったことに対して非常に疑

問に思います。 

どこかで見極めるときも大事ではないかというふうに思っておりますので、私は反対

をさせていただきます。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 私も反対の立場で意見を述べさせていただきます。 

町の事業は、人があって、それをどういう形でやるかというのが出てきて、初めて事

業案が出てきて、それについてじゃあ原資はどうするんだというルールに従ってやるべ

きであって、常任委員会はじめ、そこで審議された事業、予算が認められる中で、整備計

画は変更されるものだと思いますので反対でございます。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。 

黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 今回のこの辺地総合整備計画でございますけれども、確かに賛成の立場

で意見を述べさせていただきますが、先ほど森谷議員からも質問がありまして、縷々答
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弁がございました。 

策定に関しては、やはり住民の意見や様々な議論の上でやっぱり進めていくのがいい

かと思いますし、町長もそういうふうにしていきたいという、そういう答弁だったかと

思います。 

そしてこの辺地の計画というのは、今までもあったかと思いますけれど、変更が可能

だというふうに私は理解をしております。辺地債というのは非常に有利な起債かと思い

ますし、しっかり活用していくべきものかと思っておりますので、今回こういう計画の

中で進めていき、さらに住民の意見や議論も指摘があったように、ちょっと足りなかっ

た部分は整備をしていただいて、議論していただいて、変更をかける等して、いい辺地

債活用、辺地の整備にあたっていただきたいなと、そういうふうに思います。 

よって、今回の辺地総合整備計画については、賛成としたいと思います。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。 

間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 私も今回、賛成の立場で討論をさせていただきます。 

やはり松川町の中で生田、それから西山地域、なぜ辺地ということなのかという意味

をもっても、やはり生田の活性化をみんな訴えてきておるわけであります。 

ようやく今までにないような整備計画も出ており、これをなんか切り捨ててしまった

らますます生東地域の活性化がなくなってしまう。それから西山においてもようやくツ

リードームという珍しさもあったり、フォレストアドベンチャー等のあれで交流人口が

増えてきておるという中で、やはりこれは続けなくては意味がない。それからこういう

辺地債のメリットも含めた中で、ぜひともこれは賛成をさせていただきたいと思います。 

強いて言うならばなんか西山辺地において、青年の家の行方がなんかどこかへ消えて

しまったんで、その辺も考える中で進めていただきたいと思います。 

賛成の立場からご意見を申し上げました。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。 

菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） 私も賛成の立場で討論させていただきたいと思いますが、生東地区、それ

から西山地区におかれましても、今まで大変な急激な地形の中で農作業やいろいろにご

尽力されてきた。そんな中でやっぱり生東地区でもそうですけれども、道路だとか、へ

き地の地形の改修などをいろんな形で取り組んできた。また、西山におかれましても観

光面についてツリードーム、それから今、間瀬議員さんもおっしゃったような形の中に
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きたわけですけれども、道路網についても一生懸命改良を重ねてきた。 

そんな中で、またおよりての森はこれからの観光面には梅松苑とともに必要であるか

という形の中。それから今も青年の家のお話も出てまいりましたけれども、やっぱり災

害が例えば西山地区で起きたら何が必要かといったらやっぱり災害の必要性はああいう

施設を残しておいて、いざというときに利用させていただく。それには体育館も整備さ

れたし、もう少し宿泊の面もあのままで残しておいて、へき地としての役割を果たして

いただきたい。 

そういう形の中で今後も活力ある地域のまちづくり中で取り組んでいただければいい

んじゃないかと思いますので、私は賛成の立場で意見を申し上げましたのでよろしくお

願いします。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第 11号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 11名） 

○議長（米山俊孝） 起立多数。賛成多数であります。 

よって、議案第 11 号、辺地に係る総合整備計画の策定については、原案のとおり可決

されました。 

ここで提案させていただきます。ここで休憩をとりたいと思いますが、ご異議ござい

ませんでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） いろいろとあとがつかえておりますので、短いかもしれませんけれど、２

時 55 分、あちらのデジタルの時計で２時 55 分に再開したいと思いますのでお願いしま

す。 

 

休  憩  午後 ２時４２分 

再  開  午後 ２時５５分 

 

○議長（米山俊孝） それではお示しした時間になりましたので再開してまいります。 
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◇ 議案第 12 号 令和元年度松川町一般会計補正予算（第４回）について 

◇ 議案第 13 号 令和元年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）について 

◇ 議案第 14 号 令和元年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回）について 

◇ 議案第 15 号 令和元年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第４回）について 

◇ 議案第 16 号 令和元年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第３回）について 

◇ 議案第 17 号 令和元年度松川町水道事業会計補正予算（第２回）について 

◇ 議案第 18 号 令和元年度松川町下水道事業会計補正予算（第３回）について 

○議長（米山俊孝） 日程第 15、議案第 12 号、令和元年度松川町一般会計補正予算（第４回）

について、日程第 16、議案第 13 号、令和元年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第４回）について、日程第 17、議案第 14 号、令和元年度松川町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第４回）について、日程第 18、議案第 15 号、令和元年度松川町介護保険

事業特別会計補正予算（第４回）について、日程第 19、議案第 16号、令和元年度松川町

保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第３回）について、日程第 20、議案第 17 号、令和

元年度松川町水道事業会計補正予算（第２回）について、日程第 21、議案第 18 号、令和

元年度松川町下水道事業会計補正予算（第３回）について、以上を一括議題といたしま

す。 

説明を求めます。久保副町長。 

○副町長（久保友二） それでは議案第 12 号をお開きください。 

＝ 議案第 12 号・第 13号・第 14号・第 15 号・第 16 号・第 17号・第 18 号 朗読・

説明 ＝ 

○議長（米山俊孝） 説明を終わります。 

これより議案第 12 号から第 18 号までについて、総括して質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） 一般会計の 21 ページの目の障がい者福祉費の中の自立支援給付金増なん

ですけれども、自立支援の内容としましては介護や訓練、それから支援員等の経費が含

まれていると思うんですが、その内訳はどのような内訳で増となっているのか教えてく

ださい。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 今回、自立支援給付費につきまして、2,354 万９千円の増額をさ

せていただいておりますけれども、こちらにつきましては年度によってかなり波がござ
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います。そうした中で、ここへきまして生活介護、主に日中の入浴、排泄、食事といった

ようなサービスが増えておりますのと、それからグループホームの利用が増えてきてお

ります。その利用者の増によりまして介護給付費が全体が伸びてきているという状況で

ございまして、要因を分析いたしますとその障がいをお持ちの方の重度化、それから親

の高齢化といったようなところが要因として挙げられるかというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） この自立支援給付金は、年々増えております。令和２年の予算においても

非常に３億円近い費用がかかっておりますけれども、補正においてこのように数回に分

けて補正されるとなりますと、当初の予算の見積もりっていうものは、正確性っていう

のはどの程度を考えられているのか教えてください。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 当初予算の中では、ある程度その前年度の流れを見る中で、伸び

率がこれくらいあるだろうというようなところで試算をして出しているところでござい

ます。 

ただ、やはりその先ほどもありますように、年によって波もあります。 近増えてき

ているということもあるんですけれども、波もあるもんですから若干そこで多少少なく

したりとかということも出てきておりまして、今回ちょっと予想以上に伸びてしまった

というところで今回は増額をさせていただいたんですけれども、なかなかこの読みづら

いというところがありまして、正確性というところにつきましては若干こちらとしても

つかみづらいところがあるのは正直なところでございます。 

○議長（米山俊孝） 米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） 年によって波はあるということは十分承知しておりますけれども、介護、

障がい者、特にだんだん増えておりまして、介護においても高齢化、先ほどおっしゃい

ましたけれど、なって介護医者の高齢化になって補助が必要になってくる現実はござい

ます。 

ですから、やっぱり当初予算においてもその辺のところ加味して、正確性を持った予

算の見積もりをしていただきたいと思います。 

意見です。 

○議長（米山俊孝） ほかに質疑ございませんか。 

黒澤議員。 
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○７番（黒澤哲郎） たくさんあるんですけれども、まず３点じゃあお願いします。 

一般会計の補正ですけれども、６ページの債務負担行為の補正についてです。 

副町長から期間の延長ということで話がありましたが、この部分もう少し詳しくお話

をいただきたいなというふうに説明をいただきたいなと思います。 

続いてこれも一般会計の補正予算 11 ページ、一番下段でございますけれど、墓地使用

料の減額でございます。これについても詳しい説明をいただきたいということ。 

それから一般会計 12 ページの 7目フォレストアドベンチャー減、これについても詳し

い説明をいただきたいと。 

まず、３点お願いします。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 債務負担行為の補正の関係でご質問をいただきました。 

こちらにつきましては、本来でありましたら令和元年度の当初予算で３年間の債務負

担行為を計上すべきところだったんですけれど、その部分が漏れておりまして、今回補

正という形で２年分を載せていただきました。 

元年分につきましては、予算の方で認められている。その単年度の部分については既

に認められたという形で、漏れた部分の２年３年分をこちらの方に計上をさせていただ

いたところであります。 

こちらは漏れということでミスでありまして、申し訳なかったと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 続きまして池上環境水道課長。 

○環境水道課長（池上 徹） 墓地使用料の減額の理由になりますが、町営墓地の永大使用料

になりますけれども、今年度の当初予算では４区画の申し込みを見込んでおりましたけ

れども、現在の状況では現在は１区画のみの申し込みということで、今後も申し込みの

予定がないので３区画分を減額するものでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） よろしくお願いします。 

フォレストアドベンチャーの使用料の減でございますが、夏前までは順調に推移して

きたんですが、減の原因としまして、７月に長雨が多かった。気象の関係ですけれども、

長雨が多かったということ。それからあと他施設に人が流れたんではないかというふう

に分析しております。 
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具体的には新城、それから県内では蓼科、飯山に新しく施設ができまして、そちらの

方との競合もできたということ。あとこちらの施設は、松川町よりはあとに３施設もで

きたんですけれども、やはりキッズコースという新しいコースもできまして、マーケッ

トがそちらの方で流れたということで、電話の問い合わせ等々でもキッズコースがある

かという問い合わせが、やはり小さなお子さん連れのご家族の方はそういう問い合わせ

もあって、ないんであればということでかなりそちらへ流れてしまったというふうに分

析をしております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） まず、 初の債務負担行為の補正ですけれども、除雪車、除雪機リースの

関係でございますけれども、５年というのを３年ということで２年間分漏れていたとい

うことですけれど、この部分についてちょっと除雪関係については雪も少なくなってき

て、今年なんかは全然今年度なんかは稼働してないんじゃないかなと思うんですけれど、

もう少し詳しく説明をいただきたいなと思うんですけれど、私の記憶ではそのリース契

約というような中で、リースをした、購入するよりリースした方がいいと。リースした

場合は補助金が出るという形でリース契約を選択してきたということかと思うんですよ。

ただ、こういうふうに全然稼働しないような状況の中では、どうなのかなということを

しっかりまた考えていった方がいいんじゃないかなと若干思っております。 

例えばいざというときに流用もできるような形で、土木工事等もかねて購入しておく

ということも考えられますし、以前リースの契約を結ぶかどうかというときに議論をし

たわけですけれども、そんなことも含めて、もうちょっとこの除雪に関してどんなふう

な考えを持っておられるのかということも含めて説明していただければありがたいなと

思います。 

そいじゃ次の墓地ですけれども、申し込み減ということですけれども、この町営墓地

の部分については、いま、非常に墓じまいとか逆にして返すというようなそういうこと

も起こってきているわけです。そして、私以前、担当課に直接墓地の空き状況とかそう

いうのもホームページで公開したり、空き家バンクじゃないですけれど、そういう活動

をすべきだという提案を課に直接しているんですけれど、全くそういう反応がないとい

う状況です。 

ただ、こういうふうに減という形で出してくるんじゃなくて、もう少し取り組みを考

えられたらどうかなと思っているんですけれど、このまだ墓地に関してその空いた部分
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についての取り組みについて、どんな考えを持っておられるのかお聞きをしたいと思い

ます。 

それからフォレストアドベンチャーについてですけれど、順調に推移をしてきておる

のかなという認識でおったわけです、今まで。ここへきて今、課長から「夏前までは良か

った」と。そのあと長雨とそれからほかにも施設ができて、そっちへ流れてしまったん

ではないかと。そういう発言の中でこれだけの減額補正ですけれど、平成２年度以降が

非常に心配をされるんですね、とっても。 

で、ここら辺のとこどんなふうに対策を打っていこうと考えておるのか。これ当初予

算にも関係するわけですけれども、フォレストアドベンチャーも当初はやはり珍しいか

らということで集客できるだろうということできたわけですが、いずれ他施設もできて

頭打ちになってくるんじゃないかというのは、予想の想定内というかそういう感じだっ

たわけですけれど、ツリードームも同じような位置づけで始めた。フォレストアドベン

チャーもそうですけれど、これはいつまでもこれで収益を上げていこうとか、そういう

ものじゃなくて、メインは観光交流人口を増やして、あの清流苑を中心とした一帯をそ

ういう観光の中心地としていくと。そういう中で、交流人口等増やしていくという、そ

のスタートの一端として位置づけてきたわけでありますが、いよいよこういうふうに頭

打ち状況が見られる状況の中で、どういうふうに対応していくのかお聞きをしたいと思

います。 

○議長（米山俊孝） 初に田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 除雪機の考え方についてご質問をいただきました。 

ちょうど６年前だったのかな、大雪なときがありまして、大変な思いをしたときがご

ざいました。その際にもやはり除雪する業者についてはもう手一杯で、こちらの方への

応援は一番 後になるという形でありましたし、また機械なんかもそこら中で使って、

借りられるような状態ではないということから、やはり町は町の公共施設かけるような

ものを持つべきだということでリース契約が始まったかと思います。 

現在は、ブルドーザータイプのものが１つと歩道をかく、飛ばすやつのその２機がリ

ースということで３年契約でリースをしておるところであります。 

以前よりはやはり損失等がだんだんなってくるんで、現在は以前のリース料よりも減

ってはきております。 

それで将来的には、同じ機種のものをリースしておる形なんですけれど、このあと３

年後には金額の方も安くなっていきますので、買い取り等を検討していきたいなという
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ふうに考えております。 

現在、そのようなふうに思っております。 

お願いします。 

○議長（米山俊孝） 続きまして池上環境水道課長。 

○環境水道課長（池上 徹） 現在の墓地の空き状況でございますが、先ほどの黒澤議員のご

質問でもいただいたとおりでありまして、やはり墓じまいといいますか、やはり傾向が

ございまして、今年度も２区画返還がございました。 

町営墓地につきましては、町内３カ所ございます。古町は造成をしておりますまだ空

き区画ありますけれども、そういう傾向もありまして、今まで空きのなかった松川霊園、

また富士塚霊園につきましても現在は空き区画があるというような状況でございます。 

そんな状況もございますので、昨年は６区画申し込みがありまして、年によって波が

あるわけでございますけれども、やはり傾向的には墓じまいというような傾向もござい

ますので、またこういった空き状況の状況につきましては、担当に相談する中で周知を

して、町営墓地の方の使用をしていただくような形で周知をしてまいりたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 続きまして米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） フォレストアドベンチャーの対応ということであります。 

今後のことがご心配でいただきましてありがとうございます。 

そういったことで秋、利用者が伸びなかったもんですから、今年はちょっと通年でテ

スト的にやってみようかという話になりまして、冬場も通年で営業をしました。幸いに

今年は暖冬、ご承知のように雪も少なく、冬場にやるには非常に気象的には恵まれまし

た。 

ＰＲもしましたが、 終的にはこの減った分を挽回することはできなくて、こういっ

た形の補正にはなっております。 

それから今後どうしていくかということですが、やはりフォレストアドベンチャーで

はなくて、他の施設との連携とか、他の観光との連携、あるいは滞在交流プログラム、セ

ンターの方で進めておりますそういったものの組み合わせが必要かなというふうに考え

ております。これは申すまでもなく、強化してやっていかなくてはいけないと思ってお

ります。 

それからハード面では、地方創生推進交付金の中でも要望はしておりまして、まだも

ちろん決定にはなっておりませんが、やはり他施設ではキッズコースが整備、後発の施

設はキッズコースが整備されておりまして、やはりその部分で競合するとどうしてもそ
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ちらへ行かれてしまうというのが、今年は非常に顕著にそういう傾向が見られましたの

で、今後はこのキッズコースというのも視野に入れて、ハード的な施設整備を考えてい

かなくてはいけないかなとそんなふうに認識をしておるところでございます。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 除雪関係については理解をしましたので、また３年後買い取りというよ

うな方向で、有効活用していっていただければいいかなと思います。 

それから墓地の関係ですけれども、課長答弁で周知していくということだったんです

けれど、私の方では具体的にやはりもう少し答弁をいただきたいなと。私からの提案は、

やはりホームページで周知するなり、その墓地の空き状況を具体的に広報なり、きちっ

と空き家バンクのように知らしていくべきだということを提案してきていたわけなんで、

答弁としてただ周知していくだけじゃちょっと不十分かなと感じますので、もう少し前

向きな答弁をいただきたいなと思います。 

フォレストアドベンチャーについては、課長から答弁いただきましたけれど、想定し

た状況に頭打ちの状況になってくるのかなというふうに思われるわけで、他の競合施設

もあるという中で、やはり差別化を図る、また採用を先手を打って行っていくというこ

とをしないと、経営的にも厳しくなっていってしまうんではないかというふうに思いま

す。 

それとこれだけでフォレストアドベンチャーっていうだけじゃなくて、ほかと連携し

てというのは非常に大事なことだと思います。 

当初の目的というのは、これを成功させるだけというのは目的じゃありませんので、

しっかり連携をして、当初の目的、交流人口贈答に貢献できるような取り組みをしてい

っていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） それでは池上環境水道課長、もう一回答弁をお願いします。 

○環境水道課長（池上 徹） すいません、具体的なご提案ができなくて申し訳ございません

でした。 

周知の方法としましては、広報等もあります。また、ホームページ等でも環境という

か、定住に関するようなところともリンクするような形で、そういった情報を載せてい

きたいと思います。 

また、 近も松川町でも新しい住宅がたたっているような状況もございますので、ま
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たそういった関係でまた業者の方へも周知をしてまいりたいと思っております。 

○議長（米山俊孝） ほかに質疑ございませんか。 

川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） それではお願いいたします。 

まず、一般会計の歳入のところで、今、ちょうど黒澤議員が言われように、11 ページ

のとこの上に上というか、すいません、温水プールのとこであります。 

先ほど副町長の説明の中で 148 万５千円のマイナスがありました。これは１月からの

営業停止というか、休業しているということで説明があったわけでありますが、この間

も松川見ていますと、５月までというようなことでありますが、そこら辺いきますと来

年度の予算にも関係してくるかなというふうに思っておりますがまず１点目であります。 

それで、この 148 万円が果たしてこの１月から５月というか、今年度なら３月であり

ますが、果たしてこれだけの期間で 148 万円で済んだのかどうかということがまず気に

なるところであります。 

それに関係しまして、26 ページでありますが、灯油代光熱水費の減というふうに 190

万円と光熱水費は 21 万円ですけれども、これについてはやはり営業が休んでいるという

ことで関連しているのかどうかをお聞きしたいと思います。 

３点目でありますが、宿泊の保養宿泊施設であります。それの３ページにあります。

使用料でありますが、1,450 万円のマイナスということであります。これについて、原因

等の説明があれば教えていただきたいと思います。 

以上です。３点。 

○議長（米山俊孝） そいじゃプールの方ですね。 

米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） プールの減額につきましてですが、これにつきましては、こちら

の分析ではもう１月からの天井のブレースの落下による営業停止ということで、もうそ

の原因のみで分析をしております。 

それから灯油代の減額につきましても、やはり完全に営業停止です。お客様もさるこ

とながら職員も当然出勤しておりませんので、そういう関係もありましてやはり灯油代

はこれだけの金額を関連で減額させていただいたということであります。 

それから保養宿泊の使用料でございますけれども、これにつきましては 12 月の補正予

算でも減額をさせていただいております。そのときには、今年は非常に不即の事態があ

りまして、さくらんぼのさくらんぼ狩りのお客様の減少ですとか、松茸の不作、それか
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ら台風 19 号で 10 日間ほど中央道が不通になった影響。それから 11 月のレジオネラ菌、

あと消費税の増税等々で分析をしておりました。 

さらにここへきて減額ということなんですが、当然昨今のコロナウイルスの分も２月

の半ば頃からじわりと出ておりますので、多少の影響はあります。それに加えまして、

やはり今のホテル・旅館、こういう観光を取り巻く状況ですね。 近顕著になっている

のは、高齢化によりまして非常にそのリピーターですとか、常連客の皆さんが過去ずっ

と来ていただいておった皆さんが減ってきている。それからあと日本人の旅行者が減っ

ているということは、これ再三申し上げているんですが、団体旅行ですとか、あと昔あ

ったその同窓会ですとか、同級会とか、そういったことも非常に減ってきているという

ようなことであります。 

やはり大きくいえば高齢化が進み、日本の人口が減っているというのが非常に大きい

かなというふうに考えております。 

これは清流苑だけじゃなくて、観光業、ホテル、旅館業全体の課題かなというふうに

考えておりますけれども、そうはいっても分析をしたら対策はとっていかなくてはいけ

ないとは思っておりますけれども、原因とするとそんなふうに分析をしております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、数字的には、14 万円なにがしについては、１月からの休業だとい

うことでありますので、確かな数字については私はわかりませんけれども、状況が町民

の方もわかっている方がいるかと思いますので、ここら辺についてはきちっとした営業

等いつころになるか、めどが立った時点では何らかの方法で周知をするべきだなという

ふうに思っております。 

いずれにしましても、早い営業を望む町民の声がたくさんあるとこでありますので、

しっかりとした安全対策とっていただいて、少しでも早い時期に営業をしていただきた

いなというのはこれは要望であります。 

次の灯油代等につきましては、先ほど言われたように営業していないので、当然この

くらいの数字になるのかなというふうには理解をいたしました。 

後の質問でありますけれども、いろいろのことがありましてマイナスということで

あります。これ前回も 1,110 万円のマイナスということで、何か手立てがあるのかとい

うようなことをどなたかが質問されたかと思います。また、今回もこういうような形で

マイナスがどんどん出ているということでありますので、これは先ほど言われましたよ
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うに、高齢化、またリピーターうんぬんと言っておりましたけれども、こういう状態し

か考えられていないというところが非常に残念なとこであります。 

正直申しまして、年々マイナスが増えておるのにもかかわらず、何か対策があるのか。

台風が来た、松茸が不作だったというような理由での今、答弁しかないように思われて

おりますので、そこら辺について何かお考えがありましたら答弁願います。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） 先ほどのフォレストの回答とちょっとダブるところもあります

けれども、やはりセンターで進めております滞在交流プログラムを組み合わせた他施設

の連携、これは大事なことだなと思っております。 

それからあと森林セラピーの事業が大分形になってまいりました。森林セラピーの事

業とそれからこの健康づくりですので、セラピーと併せて食事もヘルシーなまだ案の段

階ですけれど、なんか薬膳的なそういう料理をということで今、研究をしております。 

やはり人に来ていただくには、他施設との差別化を図っていかないとなかなか来てい

ただけませんので、清流苑そのものの宿泊もですが、そういった食事ですとか、他の観

光資源の方でてこ入れをしていけたらとそんなふうに考えております。 

それからやはり今後は、インバウンドというのもやはり視野には入れていかなくては

いけないと思っています。日本人の人口が減る中で、やはり訪日の観光客をどういった

形で取り入れていくかというのは、近い将来大きな課題になってくるかなと思っており

ますので、そこのしっかりとした構想を作る中でまたハード整備等も当然検討する時期

にもくるかと思っております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、課長の方から交流プログラムとかいろいろご説明があったわけで

す。 

私としてちょっと先ほどから申し上げておるのは、果たしてこの対策でいけるかどう

かというのが心配しておりますし、もう１点は私たちが 28年にあれしてからアドバイザ

ーをお願いしております。その年、毎年そのときは 300 万円でした。今、予算のを見て

いると毎年 200 万円なにがしのアドバイザー代が支払われております。果たしてこのア

ドバイザーの方が悪いということではないんですが、それを持つことにおいて、やはり

こういう計画がきちっとしてなされて、有効に使われているかということが一番心配し

ておりますので、今、課長の言われたように交流プログラムだとか、インバウンドを期



 －52－

待しているとか、そういう計画を立てているかも知らんけれど、実際の計画、対策がと

られるような方向に今向いているかどうかというのを 後にお聞きいたします。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） 観光まちづくりアドバイザー、高砂アドバイザーにつきまして

は、町の観光アドバイザーということで委嘱をしておるわけでございます。清流苑も含

めた中で、アドバイスをいただいております。 

いずれにしましても清流苑は、非常に年齢層の高いところがターゲットになっておる

今、施設でございますので、そういった皆さんが高齢化していってしまうと、どうして

もこういう現象は、傾向としてはどうしても起きてしまうということの中でやはり清流

苑も含めた採算出ておりましたが、今後あそこの西山一帯をどういったふうにやってい

くかことを総合的に考えるアドバイスをいただくようにこちらでも話をしておるところ

でございます。 

それからあと清流苑の原点は、やはり町民の保養宿泊ということが、施設を作ったと

きの原点でありますので、やはりその部分も大事にしていきたいなという思いはありま

すので、利用者が増やしてこういった財政的に有利になるというのはそれはもちろんそ

れはそれで大事なことなんですけれども、町民の保養宿泊という面も大事にしていきた

いなと、そんなふうにも考えながらアドバイザーもお知恵もお借りして運営していきた

いと、そんなふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） ほかに質疑ございませんか。 

熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） それでは２点お願いしたいと思います。 

地域おこし協力隊制度について２点お願いします。 

一般会計補正予算の 19ページ、６目企画費の中に９地域おこし協力隊集落支援員活動

費の中の７賃金、協力隊集落支援員減 345 万７千円が減額補正ということになっており

ます。これについて詳しい説明をお願いをいたします。 

続きまして 24 ページの６款農林水産業費の３目農業振興費の中の１農業振興費 19 節

負担金補助及び交付金の中に農業次世代人材投資事業の減で 600 万円ということであり

ます。これは今年度メイン事業として地域おこし協力隊制度を利用して、遊休農地対策

担い手対策というようなことで始められて、この令和元年度は２名の協力隊が来ていた

だいたわけでございます。非常にいい事業であって、来年度事業にも含まれております。 
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この 600 万円の減について詳しい説明をお願いいたします。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 企画費のところの地域おこし協力隊並びに集落支援員

活動費の減のご質問でございます。 

もとよりこの地域おこし協力隊と集落支援員は、生東地区、中山間地に設置したいと

いうことで募集をかけてきたものでございます。おかげさまで集落支援員は、９月から

旧東小学校の中に拠点を持ち、今現在活動をしていただいておりますが、地域おこし協

力隊には適任者が見当たらなかったわけでございます。先ほど中山間地の活性化等に関

する内容を全員協議会のとこでお示しした経過ございますけれど、そういう経過を経て

また地域おこし協力隊を探してまいりたいという考えを持っております。 

減額に関しましては、もうほぼその関係でございます実質上この中で使わさせていた

だいたのが集落支援員の 10 月からこの３月分を見越した部分のみでほかはすいません、

この段階で落とさせていただくという、そういうものでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） ご質問いただきました。 

農業次世代人材育成事業の人材投資事業の減 600 万円の詳細につきまして説明をさせ

ていただきたいと思います。 

当初は、当初予算で盛っていたのが個人が７名、それから１組のご夫婦で当初は計上

させていただきました。個人は 150 万円、年間 150 万円、それからご夫婦の場合は 225

万円ということで５年間という事業でございますけれども、これが今年度の実績という

ことで、 終的には個人が３名、それからご夫婦が１組増えまして２組の実績というこ

とになりました。それで差し引き今般減額をさせていただくのが個人の４人の分の減額

ということになります。150 万円の４人分で 600 万円ということであります。 

ちなみにご承知かと思いますが、この事業は果樹の農業研修制度とは直接関連はない

事業でございますので、申し添えさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 説明をいただきました。 

当初予定していた人数に満たなかったということでございます。 
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生東地区の地域おこし協力隊、１名の応募があったけれど、適任としてはちょっと認

められなかったというような説明だったと思いますが、なぜこういった制度によって来

てくれないのか。集落支援員の女性の方は、本当に地域に入り込んで一生懸命やってい

ただいているというお話は聞いております。さらに地域おこし協力隊の方が来ていただ

いておれば、なおさらまた相乗効果によって生東地区の活性化が図れたんではないかな

というふうに思っておりますが、そういった原因についてどのように考えられておられ

るか。 

また、同じくこの制度を利用した新規就農者制度について、本時点で４人の方が当初

予算に比べると来てくれなかった、合致しなかったということなのかなと思います。地

域おこし協力隊の制度に乗っかってこの地域の農業を守っていってくれるという人たち

を来ていただくということは非常に大事なことで、どんどん農地が荒れていく中におい

て、その人たちが１ｈａ、２ｈａという面積を確保して、営みをしていただければ非常

に農業振興、遊休農地対策に役立つわけでございますが、そこら辺当初に比べてなぜ人

が集まらなかったかなという点についてお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） まずは 初の 19 ページの地域おこし協力隊のこの減についてのご質問で

ございました。これについてお答えをさせていただきます。 

先ほどちらっと新井係長の方からも話がございました。実は以前に生東の地区におら

れました協力隊員の 後の反省を生かしまして、やはりとにかく取ればいいという話か

ら実際の面接の中に普段接することになる地元の人にもきちんと入っていただいて、そ

れで合致すれば取るというきちんとしたやり方をしようという話で、今回１名の応募は

ございましたが、地元も人とうまく合わんかったということで、今回採用の前に落とさ

せていただいたという経緯がございます。 

また、これを受けまして、やはりなんとなく来てくださいというものではまずいのだ

ろうということで、今回先ほども説明ございましたが、今、こういう取り組みを始めま

したという事例をきちんと作ってから、これに対して一緒にやっていただける方をとい

うやり方に変えようという話をしておりますので、ちょっと今まで闇雲に取っていたと

いう反省を生かしたところもございますということはお伝えをさせていただきます。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） 農業次世代の人材投資４人の減員ということでありますが、当

初 初７名と申し上げたんですが、元々この中には急遽就農される方も予想されるとい
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うことで、２名の予備を含んでおりました。特定されてない方でありました。 

ですので、今回減額減員をさせていただいた４人の中には予備の方も含まれておりま

す。 

あとお二方につきましては、条件が就農はされたんですけれども、ちょっと条件の合

わないところがありまして、おそらく次では大丈夫かと思っております。次というか次

年度、令和２年度以降はおそらく該当になってくるかと思います。 

それからもう一方は、ちょっと体、健康状態がちょっと優れなくなってしまいまして、

農業が継続ができなくなってしまった。これはやむを得ないかなというふうに考えてお

ります。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 説明いただきました。 

生東地区の地域おこし協力隊につきましては、地元の方たちが面接に立ち会ったとい

うことの中でちょっと残念な結果になったということであります。 

来年度予算にも関わりますが、また新たに地域おこし協力隊を募集をしていくわけで

ありますので、今、町長の発言もありましたが、いい方が来るような体制づくりという

のをお願いしたいと思います。 

また、農業の担い手としての地域おこし協力隊の募集につきましては、やはり条件で

あるとかサポート体制、ケアの体制、そういったことも含めないとなかなか来てくれな

い。いったん入ったご夫婦がちょっと金銭的な面でやめざるを得ないというような例も

起きているわけで、原因としては種々多々いろいろあると思いますので、そこら辺も踏

まえながら募集には細心な心遣いをして、多くの方が来てくれるように配慮していただ

きたいと思います。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） ほかにございませんか。 

中平議員。 

○５番（中平文夫） ２点お願いします。 

１点は、一般会計の５ページの明許費の中のまつかわの里の温室プールの改修工事の

1,290 万円の件でありますけれど、12 月の全協等々の中にも、ステンレスの強度の問題

等々を検査してもらうという話がありましたけれど、それがその後どうなったかという

のを教えていただきたいと思います。 
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もう１つは、川瀬議員でも言われましたけれど、保養宿泊施設の件なんでありますけ

れど、町長の今回の町政運営に関する施政方針の中にも清流苑の予約キャンセルが大量

に発生などという書いてありますけれど、現状今、宿泊の稼働率がどのようになってい

るかを教えていただければ非常にありがたいです。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） お願いします。 

温水プールのブレースのステンレスの強度ということですが、工業試験場の方から調

査結果がまいりまして、想定されていたことなんですが、ステンレスは非常に純度の高

い 高級のものだということで、材質そのものは非常にいいものを使っていただいてお

りました。 

それから原因とするとやはりちょっと私も専門的なことはあれなんですが、ネジを切

るときにどうしても微妙に細かな亀裂がネジの部分に生じるということで、それがその

中に強い次亜塩素酸ナトリウム、酸素剤を使いますので、それが非常に強い酸素を使い

ます。それからあとあそこのウォータースライダー、あそこの部分の水を送るところに

どうしてもしぶきが非常に飛散するとこであるということで、非常に特殊な環境の中で

のブレースだったということで、その近くだったということで非常にその亀裂から塩素

も入り、長い間のうちに経年劣化したということで、施工ですとか、強度的には特にこ

れは問題あったということはそれは言えないということで、やはり長いうちにそういう

特殊な環境にさらされて強度なステンレスであったわけでございますけれども、そうい

ったことで劣化してこのような事態になったということが１つです。 

それから保養宿泊施設ですけれども、今の状況ですが、これコロナウイルスの数字も

入っておりますので、本会議終わってからの全協でもご報告しようと思っていたんです

が、今朝 新の累計でございます。数字でございますけれども、まずキャンセルが３月

から５月のキャンセルが現時点で宿泊者が 734 名、宴会が 746 名、計が 1,480 名。それ

で減収見込み単純計算で 1,046 万円ということになります。 

この数字には入湯者ですとか、レストランとかそういう数字は入っておりません。宿

泊と宴会のみの数字でございます。 

それから昨年の３月と比較して今年の３月を比較した時点の利用者数の減少見込み率

ですけれども、宿泊者が３月のみでございますけれども、宿泊者が昨年の３月に比べて

63％の減。それから宴会者数が55.１％の減。それから併せて59.８％の減ということで、

先ほどの人数は３月から５月、３か月分ですが、率の方は３月のみということでありま
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すので、補正の数字とはちょっと完全に一致はしませんけれども、現在は非常にそうい

う厳しい状況だということであります。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） プールの方の件はよくわかりましたのでそれは結構ですけれども、保養

施設の方なんですけれど、これだけ落ち込んでくると落ち込んでくるかとの前に毎年こ

の時期に清流苑が減額補正を出しているから、その理由等々については毎年同じような

ことが言われておって、同じような形で補正が組まれて、同じように減額されていると

いうのが今までの実情です。 

それでそれをいつまで言っておってもなかなか解決していかないというように考えて

おります。 

それと同時に、今のキャンセルの部分がありますので、これを例えば計画的にどこか

で休業して、それで政府の方でも言っている人的の補償をするという部分もありますよ

ね。そういうのに含めて、例えばあそこを３月のうち何日間か休業を思い切ってすると

かそういうような方策は考えることはどうなんですかね。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

休業補償につきましては、一昨日確か政府の方から急にまた 8,000 いくらというよう

な具体的な数字がぽんと出てきた状態で、現在どういうスキームでその補償されるのか

どうかもわからないところもございます。今、この場でちょっと軽々には言えないんで

すが、清流苑には経営会議もございますので、緊急事態ではございます。どこかで経営

会議かけてなんとかしていかなければいけないという対策は、清流苑だけではなくて、

確かに民間、今大変苦しいときですので、やらなければならないことだと思います。 

ご提案としていただきます。ありがとうございます。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） それは緊急でぜひお願いしたいのが１つと、あと２つ、清流苑のこの今ま

での答弁等と毎年の答弁の中に保養施設保養施設というのが出てきます。で、今、清流

苑で宿泊利用者が町外と町内の割合がどのふうになっているのかは、多分今、答えられ

ないと思うんですけれど、そういうのも調べて保養施設ということでやっていますけれ

ど、保養施設でこういうことをやっちゃいけないということがあるのかどうかというこ

とですよね。例えば営業をしっかりやるとか、いろいろなことが何かそういう縛りがあ
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るのかどうか。 

今までの答弁を聞いておりますと、課長が一生懸命答弁してくれていますけれど、そ

の答弁が現場の人との中に果たして入っていっているかどうかというのが非常に疑問な

んですよね。一生懸命答弁してもらってて、いい答弁があるんですけれど、それを現場

の人たちがどういうふうに受け止めておるかがちょっとわからないんですけれど、そう

いうような点とか、保養施設保養施設だからということで言っていると、いつまでも同

じような毎年同じような形になるんで、ここで予算を下げておいてそれで９月の決算の

ときには予算いきましたというような形になって、それでだんだん右肩下がりというの

が毎年の例なんです。だからぼつぼつそこら辺を終止符を打っていかなきゃいけないん

じゃないかなと思うんです。 

そういうことに関して、例えば保養施設保養施設っていうことでいつも言われており

ますけれど、じゃあ保養施設というものを外して考えることができるかということも含

めてぼつぼつ考えていく時期じゃないかなと思うんですけれど、そこら辺はいかがでし

ょうか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） ご質問にお答えをさせていただきます。 

大きな方針のことですので、私の方でお答えをさせていただきます。 

まず、課長の答弁でございます。実際に今、清流苑の責任者となっておられます方の

町の職員の係長でございます。もちろん毎日のように役場に来て、課長等と話をしなが

らどうしたらいいというのは、特に今、大変なときですので、しっかり打ち合わせをし

ながらやっております。 

また、今後の方針ということで、やはり保養施設ということがかかってまいります。

正直、役場の職員たちで民間の営業をやっていく時代というのはだんだん厳しくなって

きている。だから右肩下がりということもございます。本当にバリバリの民間であって

も現在苦しい状態であるというところですので、経営会議でも少し出させていただいた

のは、抜本的にちょっと考えないといけない時期に来たという決断はしております。 

ただ、今、現状ですぐどういうふうというのは言えないというところは、保養施設で

あると同時に松川町で 20 数年やってきたこの大変松川町の住民にとってのアイデンテ

ィティーになっているところもございますので、そこも気をつけていかないといけない

なというところで、慎重かつ急いでやらなきゃいけないってちょっと厳しい案件でござ

います。 
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ありがとうございます。 

○議長（米山俊孝） ほかに。 

森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） １点だけ。 

今回の補正は大型減額でありますが、学校のことがありましたので１点お願いをいた

します。 

29 ページになりますけれども、今回補正ということで、次年度へ繰り越すというよう

なお話のようでありますけれども、この町内３校に学校の中に正式には公立学校情報通

信ネットワーク環境施設整備事業と、こういうことのようでありますが、このＬＡＮを

張るということのようでありますけれども、いつ頃までに終了できるのか。 

このことをすることによって、子どもたちがどういうことになるのか、そのあたりを

ちょっとお伺いをしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） ご質問いただきました２月の全協のときにギガスクール構想とい

うことで説明をさせていただきまして、それの１つの事業名、ネットワーク、校内へネ

ットワークを整備する事業に合わせましてキャビネットの電源キャビネットの設置もこ

の事業の中に含まれてきております。 

これから補正をお認めいただいて、実際には４月からそれぞれ詳細の設計に入ってい

って、夏休み中の工事を含めまして、夏休み終わるぐらいまでにはなんとかしていきた

いなとは思っておりますが、いろいろ各町村も同時にみんな手を挙げてきておりますの

で、工事屋さんが間に合うかどうかという部分も含めて、これから詳細な打ち合わせや

調整に入りながら、またお示しをさせていきたいなと思っておりますのでよろしくお願

いします。 

○議長（米山俊孝） 森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 今回この学校にＬＡＮを張って子どもたちがＩＴでということだと思

いますが、今後のことを考えたときにこれでもう大体にもうなるのかな。その機具も含

めてのことはどういうことになりますか。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 先ほどのときに一緒にご質問いただいておってすいません、忘れ

ておりました。 

今度校内のＬＡＮ整備とアクセスポイントの整備をこの補正事業でさせていただいて、
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令和２年度の年度途中の補正予算でタブレットの整備をまた説明をしながら進めてまい

りたいと思っております。 

令和２年度から令和５年度までの間に小中学校児童生徒１人１台を進めていくという

ことで、まず令和２年度につきましては中学校と小学校のちょっとど忘れしてしまいま

したが、その部分を進めさせていただいて、順次それぞれ学年に応じて進めてまいると

いうことで、令和５年までには１人１台整備を完了するということで進めております。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） よろしいですか。 

ほかに質疑。 

坂本議員。 

○８番（坂本勇治） いくつかダブるところもありますが、３点お願いします。 

まず、ページ 21ページ、一般会計の 21ページです。 

先ほど米山郁子議員も質問しておりましたが、障がい福祉費の扶助費であります。自

立支援給付費の増ということであります。 

障がい者の人数だとか、障がい者の障がいになった原因だとか、そういったもののデ

ータ、またその必要な支援の内容等データとしてあれば教えていただきたいのと、その

データを基にした分析で施策につなげないかというようなことがありますので、そこら

辺を答弁いただければと思います。 

次に、ページ 23ページです。 

２目の予防費の中の総合健診の減であります。この総合健診の減について、原因とか

理由、また検診率の低下につながっているのかどうか。その率がどのくらいかというと

ころを教えていただければと思います。 

もう１つ、今、森谷議員からも質問がありました。28 ページ・29ページにかけてのネ

ットワーク整備の関係でありますが、エアコンのこともあります。ここら辺の見積もり

とか設計とか、どの程度の形で発注されてこの金額が出たのか。これからどのように設

計をし、また発注をし、実際にｗｉｆｉですか、その環境を整えていくのか、もう一度説

明をお願いします。 

○議長（米山俊孝） それでは 初に米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 自立支援給付の人数ということなんですが、件数でしかちょっ

と持っていないので、延べという形になるんですけれども、平成元年度これまでに 2,349

件ということでご利用をいただいているところでございます。 
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その原因ということなんですけれども、多く見られますのは、 近多いのは児童の放

課後等デイサービスが伸びているということで、こちらやっぱりその発達障がいをお持

ちのお子さんが若干増えているのかなというふうには思っております。 

あと者というんですかね、身体障がい者の方でございますけれども、やはり先ほども

ちょっと触れましたけれども、地域移行が進みまして、今までは例えば知的障がい者施

設でもそうなんですけれども、施設、入所型からだんだん地域移行が進んで、例えばグ

ループホームですとか、居宅で過ごしていらっしゃる方が多くなってきております。そ

ういった方がどうしてもなかなかそういう施設では受けれなかったサービスを居宅で使

っているということがありますので、そういうところが親の例えば高齢化によりまして、

そういった生活支援といったようなサービスを多く使っているようなそんなような状況

が見られております。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） すいません、申し訳ありません。 

総合健診の減ということなんですけれども、大きく要因としては３つほどあります。

まずは総合健診自体、受診者が当初予定しておりました人数よりも減っているというこ

とでありまして、当初 545 名予定をしておったわけなんですが、70 名減の 475 名という

ことであります。 

特にこの状況分析しますと、二十歳から 39歳の比較的若い方の受診率が伸び悩んでい

るというところが課題として挙げられております。 

それから婦人科検診の関係で子宮がん検診と乳がん検診がございますが、こちらもそ

れぞれ受診者が落ちております。この要因といたしますと、下伊那赤十字病院の産科の

医師が年度当初体調不良もありまして、そこで受診ができなかったということで、町外

の方をお勧めしたんですが、なかなかその町外の方、今度は自分で予約をとっていただ

くというふうな形になりますので、そうするとなかなかそれが受診に結びつかなかった

というようなことで減ってしまったというような状況がございます。 

それから予防接種の関係でも出生数が若干減っているというような中で、その予防接

種を受ける人数が減ったというようなことが主な要因として今回 250 万円の減額をさせ

ていただいたところでございます。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 学校のネットワークのご質問いただきました。 

今回、補正で示させたいただいた数字につきましては、概算の見積もりということで、
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過去に学校にＬＡＮケーブル引いた工事に関係する業者からの関係を含めまして３社か

らそれぞれ見積もりをいただきまして、それぞれの平均を加味しながら今回補正予算と

いうことで対応をしてきてまいっております。 

また、今後でございますが、４月から詳細設計の手続きに入ってくるわけでございま

すが、委託契約、設計に関する委託契約の仕様書の関係で大分ご指摘をいただいておる

ところがありましたので、国から示されておりますこういったものを使うという、ある

程度基準を国から仕様書として出していただいておりますので、それにならって細かい

ようなきちっとした仕様書を作りながら、それぞれ設計会社さんの方へ発注をかけてい

くような手続きになろうかと思います。 

まだ、設計会社につきましてはまだいろいろ想定をしていく中でまだ何社とは言えま

せんが、まだ年度始まりましたら決まったところでお示しをしながら、安心してできる

設計会社さんを選んでいきたいなと思っております。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） まず、障がい者の関係ですが、発達障がいの方が増えているといったこと

であります。自宅での介護もあったりなんかするのはあれですけれども、年々この費用

が増えていく中で、町の政策としてなぜこの発達障がい者が増えているのかというとこ

ろまで分析した中で、何か政策でじゃあ妊娠した方にこういうことを気をつけてくださ

いとかそういったことも広報できる何か政策があるのかなという気がしております。な

んで、そういった数字的な過去からどういう状況が変わってこういうふうに増えてきた

のかという分析もしながら、またぜひ、政策を考えていただきたいなと思いますので、

そこら辺も分析した内容があればお答えいただきたいなと思います。 

あと総合健診については、原因をいただきましたが、これ健診率というか、国保に関

係してある内容には直接影響をしないんですかね。そこら辺もう一度お答えいただけれ

ばと思います。 

あとネットワークの環境整備の関係ですけれども、ここで補正予算として金額が載っ

ているという中で、年度変わったら次に動き出すということなんですけれど、この補正

予算自体は何に使っていくのか。そこら辺もちょっと明確にもう一度お願いしたいと思

いますが、この金額を出すのに３社からの見積もり。３社から見積もりをとってどのく

らいの差があったかわかりませんけれども、それを見て行政側がこういう装置があると

いうのがわかって、じゃあ仮に見積もりが多少違ったとすればなぜかというのを分析で
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きる職員がおるのかどうか。また、それをわかるような誰かに聞くとか、別のところの

その知識のある人に見てもらうとかということをするのかどうか、もう一度お願いしま

す。 

○議長（米山俊孝） 初に米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 発達障がいの関係につきましては、町長の方からお答えをさせ

ていただきますのでお願いします。 

それから総合健診の関係でございますけれども、国民健康保険の特定健診というのは

40 歳から 74 歳ということでやらさせてもらっていまして、それ以外の二十歳から 39歳

までと 75歳以上の方が総合健診ということで、公民館等で受けていただいているもので

ございますので、直接は国保の方とは影響しないということでございます。 

お願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 政策的なことというふうにおっしゃられましたので、私の方からもお答

えをいたします。 

現在、社会的に確かに発達障がいの子どもが増えているということはございますが、

現状でこれが原因だということはまだなかなか出てきていない中で、じゃあ町独自でと

いうことは現状ちょっと厳しいのかなとは思っております。 

また、今回データで分析をということもございました。私の方まで起案回していただ

くもんですから、じゃあ今、受け入れている状態でどんなふうにお金がかかっているの

かという一端がお示しできればなと思うんですが、例えば今日来る予定だったＡさんが

玄関まで来たけれど、それで帰っちゃったとか、本当は８時間いる予定だったけれど、

今日は５分でしたか、例えばいつも５分ぐらいで帰っちゃう方が今日は２時間いてくれ

たとか、やっぱりそういうような感じでちょっと追えるかどうかというところができな

くて増えてきている。分母が増えてきているということと、行動が確かに読めてないと

いうところは現状ございます。 

ただ、これをじゃあいきなりじゃあもう少し正確に積算してとか、抑えていくという

ことは、ちょっと現状では厳しいかなと思いますが、社会的な問題でありますので、そ

こは注視しながら松川町としても 新の情報をとりながら、実際にやっていただいてい

る方たちと話をしながら考えていきたいなと思っております。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） ご質問をいただきました。 
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学校のネットワーク整備の関係でございますが、３月補正で盛り込むことによって、

国の補正予算債という有利な起債が使えるということで今回計上をさせていただいてお

るところでございます。 

繰り越しをさせていただきまして、議決後、また速やかに準備の方に入っていくとい

うつもりで４月からということでお答えをさせていただきました。すいません、失礼し

ました。 

議決後、速やかに設計の方の準備に入っていくということでご理解をお願いしたいと

思います。 

この国の補助金を使いますので、ある程度スピードですとか、機種の選定、そういっ

たものに基準が示されてきております。また、いろいろちょっと国の方針が見えたり見

えなんだりという部分があったりして、どういう機種になるかというのはまだちょっと

わからない中で、いろいろ相談をする中で概算の見積もりをいただいたところでござい

ます。 

これから設計をしていく中で、予算的にどうなるかというのはちょっと今のところで

はわからない状況ですが、そういった部分、また国・県といろいろ面倒を見ていただき

ながら、間違いのないものを汲んでいきたいなと思っております。 

ＩＣＴネットワークですとか、そういったものに詳しい職員、こども課の中にはおり

ませんので、また理事者と相談する中でチェック機関を紹介してもらってチェックをし

ていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 障がい者の関係は理解しましたが、こういう医療機関からの指導だとか、

国全体の様子の中で、こういうことを改善すれば何かが減るとか、そういう情報も詳細

を見ていただいて、町でできることをぜひ進めてもらいたいなと思いますのでよろしく

お願いします。 

次に、総合健診の関係は理解しましたけれども、やはりこの広報というか、窓口に来

たけれども、日赤がたまたま先生が体調が悪かったとか、ほかを進めたけれども、なか

なか行けないというようなこともあったかと思いますが、広報してきてくれる人がいか

にきちんと健診を受けれるかというのを模索しながら、年度途中ではできなかったとい

うことで減額もあったかと思いますけれども、そこら辺も対応を柔軟にしてぜひできる

だけ減らないようにするという対応をお願いしたいと思います。 
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あと中学校、小学校の関係ですが、国の補正補助をもらう関係でということで理解し

ましたけれども、先ほども令和５年まで１人１台タブレットをそろえる。ただ、そろえ

るのが目的で完了じゃないと思いますので、もう既にタブレットをそろえてから数年経

っているわけで、機種というのは多分５年くらいで更新していかなきゃいけない。継続

していくということで、ぜひ令和２年３年くらいで国の補助金をもらえれば１人１台に

なるのかなと思いますけれども、その後も必ずどのくらいずつ更新していくかというこ

とも計画に入れてぜひ進めていただければと思います。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 答弁はよろしいですか。 

ちょっとここでお諮りします。 

残された議案を見てもとても５時までには終わらないと思いますので、５時以降続け

て議事を進めたいと思います。 

異議ございませんでしょうか。よろしいですか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） それでは続きで島田議員。 

○１１番（島田弘美） 簡単にお答えいただければ結構でございます。２点ほどお伺いします。 

まず、これは教育の関係かな、これ民生の関係なんだけれど、児童措置費の中の児童

手当が一挙に 735 万円減額になってきております。この理由はなんであったのかという

ことをお聞きしたいということと、それからもう１点はこれは町長に見解をお聞きした

いんですけれど、私は 12 月の議会においてこの町の補正予算、補正予算というかそのと

きになぜこれだけ消費税や台風 19号やいろいろな」ことの影響の中で、景気対策という

か、不況対策に対する措置がやらなかったんですかという、そういうご質問をした覚え

がありますが、そのときの答弁は、町長「前向きに考えていきます」というようなお話を

頂戴したわけです。それが今回見えなかったというのは、認識があったんだけれども、

財源がなくてできなかったのか、そんなようなことのお話をいただきたいというふうに

思います。 

以上２点です。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 児童手当が 735 万円減額になった理由でございますけれども、

端的に申し上げますと出生数が減ったということでございます。出生した子どもの数が

減ったということでございます。 



 －66－

当初 90 名年間 90 名を予定しておりましたが、現在の見込みで年度末までに 70 名とい

うことで約 20 名ほど減っております。 

そこが大きな金額、３歳未満の被用者、非被用者含めますとそこで 500 万円ほど減っ

ているということで、あとは中途の異動等もございますけれども、そこが も大きな要

因かと思っております。 

○議長（米山俊孝） 続きまして宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

景気対策という話でございます。現在松川町、他市町村と比べましても商工会、また

農業関係に大変手厚く出ている 中でございます。 

そういう中で、ただお金を出して景気対策、その景気対策と申しましてもその例えば

国でしたら公共事業をやるとかそういう感じだろうなとは思うんですが、町単独でその

景気対策というと、すぐお金を配るみたいな話になりかねない。また、そういうことが

やっぱり地域の今までの民間の力を下げてきたんではないかという気持ちもございます

ので、ただ現在コロナウイルスの状況はちょっと計り知れないもんですから、現状でそ

のやる、やらないはまた今の段階で何もどこまでも続くかも世界中の誰もわからん中で

すが、今後はちょっと緊急的にそういうことをやらなきゃいけなくなるだろうなとは思

っておりますが、今までのその台風とか、そういう年によっての上がったり下がったり

ということは直接はございません。 

ただ、例えば今回の台風 19 号、また去年の霜の関係でございます。今回、当初予算に

も挙げさせていただきますが、収入保険制度に関する話に関しては、松川町は全国初ぐ

らいなタイミングでございます。それはやはり一概にそれがいい、悪いというのはやは

りご意見あるところではございますが、何が大事かというのはただお金を出して終わり

ではなく、それで申告が白から青色申告に変えなければならないというところがミソで

ございます。 

ただ、お金を出してとりあえずその場をしのぐというだけではなく、それが生きてい

くお金に替わるような対策を考えていきたいという気持ちは変わっておりませんので、

ちょっと見解になりますかどうか、お答えを申し上げます。 

○議長（米山俊孝） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 20 名違うだけで 700 万円も違いが出ちゃうわけだ。今のお話だとこの

児童手当は大きな金額ですよね。そういうことの理由だからこれはやむを得ないという

ふうに思います。 
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それから今の町長の景気対策の問題ですが、私は何もお金を配るばっかが景気対策じ

ゃなくて、今大変住民が不安に思っていることがありますし、消費者マインドも下がっ

ていますし、例えば中小企業や小規模事業者は資金繰りも大変であるし、そんなような

面で何かをお金をそんねん出さなくてもいいから何かをアピールできなかったというこ

とを非常にその思うわけです。 

１つにいえば、昔、深津町長のときは、その住宅に対して補助金を出しました。その出

すことにおいて何億円という、この地域ができて、活性化になった話だとか、あるいは

消費が落ち込んでおるということについては、農協さんであろうが、商店街であろうが、

みんなが使えるところのものをいくらか補助して、場の消費を喚起させるとか、いろん

なその施策というのは考えられると思うんですよ。 

だから何もそれによって地域が元気になってくれば一番私はベターだというふうに思

っていますので、今はコロナのこのウイルスが入ってきたためにそのちょっといろんな

面で影響が大きくなっちゃっていますけれども、やっぱし国も考える、県も考える。町

もやっぱし独自のことはやっぱし 低限で結構ですけれども、町でも何かを打ち出して

ほしいなという思いが非常にしております。それは町長の考え方でありますから、私が

があがあ言うことでもないかもしれませんが、そういうことを思っているということを

申し上げさせていただきます。 

答弁は結構です。 

○議長（米山俊孝） ほかに。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） ３点ございます。 

まず、１つ目は、一般会計の補正のところの５ページに繰越明許費というのが出てお

ります。先ほど来から出ております教育費の中の公立学校のネットワークですけれども、

これは全部整うまでに何年でいくらを予定しているんでしょうか。 

それから２つ目、同じく 10 の教育費の社会教育費の中に埋蔵文化財調査業務というの

が 400 万円繰り越されております。16 ページと 17 ページに明細が出ておりますけれど

も、当初からその埋蔵文化財を発掘するときの予算の立て方が甘いんじゃないでしょう

か。これが２つ目の質問。 

それからコロナウイルスを受けて、この補正には出ていませんけれども、特に生涯学

習課を中心にイベントが中止になっておりますね。イベントは中止になっておりますが、

ポスターだとか、チラシだとか、そういうものは既に出ていると思います。それから今
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年の秋に予定されているハーフマラソンは、もう既にいろいろなものができちゃってい

るんじゃないですか。 

そうなってくると、その予算は一部使ったけれども、そういったものが総額で大体い

くらぐらいになるか。特にハーフマラソンについては、オリンピックがどうかと言われ

ているときに配れないでしょ、これ。去年参加した人たちに今年もやりますけれど、申

し込みお願いしますって。確かホームページでは、もう３月募集しますっていうことに

なっているんですよ。それについては、その金額的にどのぐらいそういった問題はどう

なんでしょうか。その３点お願いします。 

○議長（米山俊孝） 教育ネットワーク。 

下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 今回、繰り越しでお願いしました学校のネットワーク整備に関し

ましては、校舎内にＬＡＮケーブルを張る事業とアクセスポイント、またタブレット端

末等の電源を含めたキャビネットの整備が、この整備事業に充てられております。これ

につきましては、今回補正の単年度事業で想定をしております。 

もう１つ、ギガスクール構想の中に端末整備の事業がこれのほかに入ってまいってき

ております。現在、小中学校３人に１台のタブレットを整備をさせていただいておりま

すので、残りの２／３の部分の２／３の児童生徒のタブレット端末を国の想定ですと１

台９万円のハードの部分の整備になろうかと思いますが、９万円の部分。 

また、補助金につきましては、それの１／２ということで明記はされておりますので、

ハードの部分でおよそ 3,000 万円ぐらいの整備事業になってくるかと思います。 

ほかに中に入れるソフトの関係もこれも対象外ですが、入れていかないとタブレット

だけになってしまうということで、その部分がまだちょっと不透明でございますので、

プラスになってくると思っております。 

このタブレット端末の整備につきましては、令和２年から令和５年までのうちに整備

をしていくということで、一応国の方の申請につきましては令和２年から令和５年の部

分で申請はしてまいります。 

予算的なものを見まして、若干早くなってくることも想定の中には入ってきておりま

す。 

また、ご質問のありましたタブレット端末につきましては、概ね５年ぐらいがいいと

ころかなという想定の中では考えております。 

そういった部分で、一気に端末を更新しますと、費用もかかってまいりますので、そ
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ういった部分も含めて分散的なもので更新をかけていくのか、一気に更新をかけていく

のかという部分含めて、また町の理事者、財政と相談をする中で決めていくのもひとつ

あろうかと思っておりますので、その部分も含めてまた端末整備のときにはご相談をさ

せていただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 続いてハーフマラソンですか。 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（塩倉智文） まず、埋蔵文化財のことについてご説明をいたします。 

当初の見積もりが甘いのではないかというご質問でございました。30 ページをご覧い

ただきますと、全体的には減額とそれか先ほど議員がおっしゃっていたように、16・17

ページには国から県からとそれから個人からの埋蔵費の歳入等で載せてあります。 

全体的に結論的に申し上げますと、まず馬坂遺跡の発掘調査の中で、昨年度行ってお

りました馬坂遺跡の発掘の北側、東北部分にあたる続き線のところで現在埋蔵の発掘を

行いましたところ、昨年度行ったところでたくさん出ておりましたので、同じように出

ると予想いたしまして発掘をいたしましたが、実際にはほとんど出てこなかったという

ことで作業日数が減ってまいりました。 

また、町道の挟んで福与側に向かう方でいうと右手側なんですけれども、そちらは馬

坂の新しい会所を作る予定の場所の続きになります。 

そちらには今現在、発掘の状況で、土器等が出ておりまして、現在もご覧になれる状

態にはなっておりますけれども、ですから片方は出ましたが、もう片方が予想に反しま

して少なかったので、作業日数が合計で減ってまいりました。実際には人工賃で 147 人

工が減って 63 日の減ということになりました。 

５ページに載せてあります繰越分なんですけれども、３月いっぱいでほぼ発掘を終了

いたしまして、今後は繰り越しした部分で、発掘調査の整理の報告書を作成する業務が

残っております。こちらが約 400 万円ということで繰り越しをする予定です。 

見込みが甘いかどうかというのは、主観かどうかと思いますけれども、一番多く出た

ところの先線でございますので、多く出るという予想を立てて計画をしませんと年度内

での発掘が不可能でありましたので、このように見込みさせていただきました。 

続いてコロナウイルスに対してイベントの中止ということでのご質問でございます。 

３月１日から７月の予定で、第６回ハーフマラソンの募集を既にかけております。募

集をする前に私の方から実行委員にも、募集を延ばす検討もという話もさせてはいただ
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いてはおります。また、町長も相談しながら、いったん止めるべきだかどうかというこ

とも相談しながら行ってまいりました。 

実際には、東京マラソンの一般ランナーの締め出し等を目の当たりにしておりますの

で、応募者の中にもし応募されても中止になった場合、返ってこないという印象はもう

付いておりますので、まず収束するまで応募者の中でご判断いただいて、まずは申し込

みがない可能性もあるけれども、まず応募しましょうということで、チラシ等の印刷も

済んでおりましたので、３月１日からの応募については準備をもう既にしておりまして、

発送できる準備ができている状態でございます。 

実行委員の中では、今後の経費、かかってくる経費をどのようにして次に生かしてい

くかというか、中止になった場合を考えながらいろいろ対策を考えておりまして、例え

ば毎年お渡ししておりますフィニッシャータオルを日付を抜いたものを作って第６回の

まま翌年度に繰り越したときにはそれが使えるようにとか、そういう工夫を考えながら、

万が一中止になったときの対策を考えていただきながら進めているという状態でござい

ます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 初のネットワークの質問は、何年でこの生徒児童に１台ずつタブレッ

トが配られてできるのが何年かかって総額でいくらかかるっていうの聞いているんです。

それを答えてほしいと思います。 

だって、松川町の学校の教育の基本計画の一部としてやるんだったら、この単年度の

金額出してくるんじゃなくて、やっぱりトータルでこれだけかかる。令和２年度はこれ

だけ使うんですよということ示してもらわないと判断できないと思います。 

それから埋蔵文化財ですが、私、見積もりが甘いとは言っていません。予算立てが甘

いと言っています。私、これ前回質問したときに言われました。「見積もりを出した方は

プロだ」と言いました。やっぱり役場の方にプロがいて、県の埋蔵文化財の担当者もい

るわけだから、ちゃんとアドバイスをもらって予算立てすべきだと思うんですが、どう

でしょうか。 

それから３つ目の問題、ハーフマラソンは町が主体ですよ。実行委員会じゃないです

よ。実行委員会の人たちがいろいろ計画してやる中で、町が主催じゃないですか。これ

でいいんですか。これは町長にお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 先に下井こども課長。 
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○こども課長（下井昭二） すいません、総額の部分と何年度までというご質問いただいてお

って、落ちておりました。すいません。 

総額につきましては、今回補正をさせていただいております 1,700 万円余。また、先

ほどハードの部分で説明をさせていただきました端末の部分で説明をさせていただいた

3,000 万円の合わせた金額が今のところの整備に必要な金額となっております。 

まだ、端末に入れるソフトですとか、どういったものをというのが国から示されてお

りませんので、その分ちょっと算定が今のところできない状態で、 低でもこの部分は

かかってくるという認識でしか今のところ把握はできておりません。 

また、この国の方の事業が令和５年までということでございますので、ネットワーク、

校内のＬＡＮケーブルは今回の補正予算で、また端末整備は令和２年度の年度途中から

令和５年度までの間に１人１台整備をしていくということで 長で令和５年という計画

で現在考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 塩倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（塩倉智文） まず、単価については、町で決めた単価でございますので、人工

の見込みという考え方でいきますと、人工でどのくらい必要だ、どのぐらいの文化財が

ありそうだということにつきましては、やはり元々地元で働いていた方のアドバイスが

一番正しいと思いますので、その方にいただいた見積もり業者として出していただいた

見積もりをやはり全面的に信じてまいりたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

ハーフマラソンに関するコロナウイルスの対策の話かと思います。 

現在、確かに私、夕べも国会中継の録画を聞きながら寝ていたんですけれど、毎日情

報が変わってくる中で、こちらとしても情報を持ってない中での判断をしております。

そういう中で、この半年ぐらい先の話に関して、現時点ですべて止めてしまうというこ

とに関してもいかがなものかなとも思っております。 

そういう中で、実行委員会中心になって今、そういう日が変わったり、その先に延期

になったり急遽中止になったりしてもできる対策をとりながら今、動き出しているとい

うことに関して、あまりそこに関する現状の問題としては感じてはおりませんが、ただ、

もうどんどん変わってきますので、一週間後二週間後はまた変わっていく中で、すべて

の行事話をしていかなければいけないという対応を毎日とっておるところでございます。 



 －72－

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） まず、 初のその児童生徒のためのネットワークですけれども、これって

全国の市町村に文部省から通知が来ているわけです。だから松川町で考えるんじゃなく

て広域で考えて、こういうシステムでやっていこうという、そういうことをすればその

コンサル使ってシステムとか開発するのはみんなで出すからそれ済むじゃないですか。

だからそれをやってほしいと思います。 

それから２番目の埋蔵文化財の発掘ですけれども、すいません、私はある大学を出て

おりまして、史学科でございまして、考古学も詳しいですし、ちゃんとした学芸員の資

格も持っております。 

やっぱりちゃんとしたところでちゃんとした人同士が、これはこれぐらいということ

で決めていくのが妥当だと思いますし、掘ってみないとわからないんですよ。いくら試

掘をしてもわからない。特にあの場所は縄文から始まって、ずっと重なっている遺跡な

んですよ。だからそういうことを考えたときに、やっぱり県のちゃんとした人に見ても

らった方が私はいいと思います。 

発掘したあとに調査書はいくらでもできますので、だって出なかったら調査書は必要

がないんで、そこのところをやってほしいと思います。 

それから 後、ハーフマラソンですけれど、これすごく大きな問題ですよ。だって東

京マラソンはもう既に募集がエントリーが締め切られててあったわけですよ。でも９月

でしょ、いったん止めましょうよ。これすごい問題になっちゃうと思いますよ。 

そんな参加料払って戻ってこないのが当たり前、そんな問題では済まないと思います

けれど。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） ギガスクール構想なんですけれども、佐藤議員ご存じのように 12月の

半ばに国から下りてきまして、それからその対応についてははっきりとした形で支持が

来るというのではなくて漠然とした形で下りてきたという中で、その年を明けてからも

いろいろな具体的な方向性が徐々に見えてきたと、そういうことであります。 

うちの町だけではなくて、ほかの市町村も同じようにやっぱり全国的に進めるこの構

想に乗るか乗らないかという、そんな議論もしながら、結局乗っかってやっていった方

が得策だろうというふうにはなっています。 

一律にそろえてというところもありますけれども、やっぱりその公務支援システムと

いう、実は来年度から稼働させるんですが、このシステムについてもスケールメリット
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を生かした形で県が主導しながらやっていきますよという、そういう方向性に乗っかる

ところもあるし、いや、ちょっと待てよという、そういうところもありまして、なかなか

一律にという部分は実現ができませんでした。 

このギガ構想についても、タブレット１台をどこまでどんな段階でどんなふうに下ろ

していくか。また、それからどういうタブレットがいいのかということは、やっぱりそ

れぞれの市町村の教育委員会、学校が子どもたちにどういう使わせ方をするかというと

ころをしっかり吟味していかなきゃいけないということがありますので、全国一律につ

いてという、そういうところには乗らない方がいいんじゃないかなというふうに思って

おります。 

やはり松川町として導入されるタブレットを子どもたちにどのように活用させていく

のか。そして、そこでどのような力をつけるのかということをはっきりさせながら進め

ていきたい、そんなふうに思っております。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

ハーフマラソンの話が、ちょっと現在補正から外れている話ではあるんですが、一応

先ほども答えてしまったのでお答えをいたします。 

また、埋蔵文化財の話の中でこの場って結構公式な場なんですが、ちゃんとしたとこ

ろに頼んだ方がいいという、ちょっとその根拠がよくわからんもんですから、そこはま

たちょっとお伺いをしたいところではあるんですが。 

ハーフマラソンに関しましてはちょっと現段階ですぐ止めるということはやりません

が、ただ、今後もずっと状況を注視していくというには変わりないので、緊急で止める

ということも選択肢の中にはあるということでお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（塩倉智文） 佐藤議員のお考えはよく理解しましたので、今後このような大

きな発掘があった場合には、町長や教育長と検討しながらどのように進めていくかを考

えてまいります。 

○議長（米山俊孝） ここでお諮りします。 

時間が非常にないとこなんですけれど、先ほど休憩をとってから大分時間が経ってお

りますので、ここ 10分ほどですけれど、休憩をとりたいと思いますが、異議ございませ

んでしょうか。 
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（「継続」との声あり） 

○議長（米山俊孝） あと総括質疑なもんですから、議論になるようなそういうような質問は

また委員会でそれぞれお願いしたいと思いますので、それぞれ注意をして質問の方をよ

ろしくお願いしたいと思います。 

菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） 後になろうかと思いますけれども、簡単にお答をいただければありが

たいと思います。 

24 ページの林業水産費でございますけれども、その中の振興費 1,140 万７千円。この

振興費の中で農業自主財源人材投資事業、この減に 600 万円の減。それからその下の 627

の減についてご説明ともう１つお願いをしたいのは、林業費の。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員、今の一番 初のやつはさっきやりましたけれどね。 

○６番（菅沼一弘） すいません。 

その下の商工費をお願いしたいと思います。25 ページ。720 万円の減についての商工

振興費の内訳についてご説明をいただきたいと思います。 

それから展示事業費の減、それから創業支援事業の減、それから店舗リフォームの減、

この減の説明をいただきたいわけですが、利用者がなかったのかというような形かと思

いますが、その説明をちょっとお願いしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） まず、農業振興費の農業次世代の方は、そういうことで先ほど熊

谷議員からご質問ありましたので、割愛させていただきます。 

６次産業化の事業の減ですが、これは増野の法人の関係のシードルの醸造所を作る関

係であります。これにつきましては、施設のうち補助対象にならない部分、店舗の部分

ですとか、そういった部分で一部補助対象にならない部分ができまして、その部分で事

業費が減ってきております。若干入札差金的なとこもありますけれども、そういったこ

とで 623 万７千円の減ということでお願いしたいと思います。 

それから商工振興費ですけれども、内訳ということですが、その説明欄のとおりであ

りますけれども、展示、それから創業、店舗につきましては、実績が展示につきましても

店舗リフォーム等々につきましても実績が予算より少なかったということであります。 

特に店舗リフォームにつきましては、非常に件数的に落ち着いてきているということ

で、件数が非常に少なかったということの中で 70 万円の減額。 

それから創業支援事業 100 万円の減の方ですけれども、これも商工会と協議して審査
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の結果、１本予定したものが申請を取り下げということで補助金はいらなくなったとい

うことであります。 

それからあと 19節の負担金補助及び交付金の関係ですが、これにつきましては県の制

度資金等で非常に億単位レベルの大きなお金が急遽融資の申し込みがある場合がありま

すので、ある程度大きな数字をとっておるんですけれども、昨年実績と今後の見通しを

見る中で、今回 500 万円ということで落とさせていただいたということで、実績による

減ということでご理解いただければと思います。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） ありがとうございました。 

わかりました。 

○議長（米山俊孝） ほかに。 

黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） ４点ほどございますので、時間も経過しております。端的にお答えいただ

ければと思いますが、一般会計 25ページ観光費の関係でございますけれども、自然体験

プログラム関係で減額の部分、工事請負費と備品関係あります。この説明をお願いした

いということ。 

それから同じく 27 ページですけれども、道路橋梁関係でございます。公有財産購入費

の改良工事用地減、金額が大きいので説明をお願いしたいと思います。 

それから一般会計と保養施設の特会と関連しておりますけれども、保養施設の関係で

特会の方で質問をさせていただきたいと思いますが、一般会計より 300 万円の繰り入れ

ということで、副町長よりバスの購入ということでお話がありました。 

それで、歳出の方を見ますと、副町長の説明からは予備費でバスの購入ということで

ありますが、そこら辺のところは営業費等でバスの購入というふうにならなくて、予備

費でというのはどういうことなのかということと、300 万円のバスというのはどういう

バスなのかなということ。 

それから営業が非常に厳しい状況になっている中で、バスという、バスがどうしても

必要なのかどうかというようなこと、そこら辺も含めてお願いしたいということと、い

くらちょっと厳しい状況の中でも、この財調の積み立てを 100 万円減額しておるわけで

すけれども、町長も言っていましたが、清流苑の経営会議もあったかと思うんですけれ

ど、将来的に見ても基金を積み立てていかないということはずっと言われている中で、
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ここで積み立て減額するという部分、そこら辺のところの説明をいただきたいと思いま

す。 

○議長（米山俊孝） それでは先に 初に米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） まず、一般会計の 26 ページの自然体験プログラムの拠点整備の

減ということで 200 万円ということですが、これにつきましては自然体験拠点整備とい

うことで、地方創生推進交付金のこういうメニューの名称でありますけれども、当初青

年の家の炊事場の周りの整備も計画していたんですけれども、青年の家が解体の方向性

を町の方で出ささせていただいた関係で、ここの炊事場周りを今やることはちょっと時

期的にここでやるということがこの方針の中ではちょっと執行することがなかなか難し

い状況ですので、ここはちょっといったん見送りをさせていただいたということの中で

200 万円の減ということで計上をさせていただいたものであります。 

それから 300 万円のバスの購入の関係ですが、バスにつきましては昨年の秋にご承知

のように事故で１台破損をしてしまいまして、それで町のバスが空いているときには職

員が来て町のバスで対応をしておりました。それで、町のバスも空いているばっかでは

ないもんですから、レンタカー等々を使いながらやっておりましたが、なかなかやはり

効率が悪いということの中で、バスも探しておりました。そういった中で、ある車屋さ

んの方でバスの中古車の程度のいいものが出ました。 

マイクロバスというのは、元々ものが非常に少ないということ荷持ってきて、非常に

程度のいいものが出るというのは極めてまれということであります。年式ですとかグレ

ード、あるいは走行距離から考えて非常に程度のいいものでありました。 

ディーラーの方からの話で、即決してくれればというお話でしたので、財政とも相談

する中で予備費充用をさせていただいて、それで財源としては副町長の説明にもありま

したが、寄附金を充当させていただいてということで繰り入れていただくということで、

バスの購入を決断したということで、非常に程度のいいバスを安価で購入できたという

ことで、これはこちらでは良かったかなというふうに考えております。 

以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 小沢建設課長。 

○建設課長（小沢雅和） 27 ページの道路新設改良費の中の公有財産購入費のご質問をいただ

きました。 

一番大きい理由としましては、北小学校の南側の道を改良工事をするということで、

測量をして事前に用地を買うということで計画を立てておりました。今現在、ちょっと
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用地の方で交渉しておる状況で、今年度は買えないというところからこのように 340 万

円減額ということでお願いするところでございます。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 予備費流用という感じでキャパシティについては。 

米山環境課長、予備流用、それでどういうふうなのかという質問があったと思うんだ

けれど。積み立てをしていくと言っておる 中で。 

米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） すいません、私がうっかりしておりまして申し訳ありません。 

100 万円の予備費、財調へ落としたという理由でございます。これにつきましては 300

万円を予備費の方から充用しましたので、そちらへということであります。 

予備費につきましては、清流苑、突発的なことが結構ありますので、やはり予備費は

このぐらい余裕を持ちたいということ。 

○議長（米山俊孝） 課長、積み立てをしていかならんときに積み立て充当分を減らしてもい

いのかという、そういうような質問だったと思うけれど。 

宮下町長。 

○町長（宮下智博） すいません、こちらで説明が遅くなりまして申し訳ないです。 

財政調整基金への積み立てを 100 万円ということは、もう現状先ほどから話題に上っ

ておりますとおり、大変経営が苦しいということで、今回 100 万円を落とすような事態

にまでなっているというところが実情でございます。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 道路改良用地の減は了解しました。 

それで自然体験プログラム関係ですけれど、これ初耳なんですけれども、旧青年の家

の方針とどういうふうに影響があるのかよく理解ができませんでしたね、今の説明では。 

この自然体験プログラムというのは、子どもたちのために企画されているものじゃな

いかなって思うんですけれども、旧青年の家取り壊しのうんぬんも 終決定したわけじ

ゃないわけですけれども、ここで補正が出てくるというのがよく理解できないので、も

う少し丁寧な説明をいただきたいなと思います。 

あとその財政調整基金への積み立て 100 万円減は、町長から答弁いただきましたけれ

ど、この考え方の問題です。厳しい状況だというのは、経営がわかりますけれども、その

経営会議にも諮ったんですかね。清流苑経営会議。 
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で、将来を見越して積み立てていくということもすごく重要だということも言われて

いるわけですよ。で、100 万円の積み立てができない状況であるのかどうかということで

すよね。そういう説明がないので、回答をいただきたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長、ありますか。 

米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） 自然体験プログラムの関係ですけれども、同じ説明になってし

まうんですが、青年の家の解体の方針を町で出して、その中でこの炊事場周りの整備を

進めるというのは、時期としてはタイミングとしては適切ではないということの中で工

事を見送ったということであります。 

今後、解体をするという方向の中で、総合的に青年の家の跡地の整備を総合的に考え

ていきたいということの中での判断でございます。 

ご理解をいただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

経営会議、ちょっと私１月の一番 新のものをインフルエンザで出席できなかったん

ですが、経営会議の方へは予算決めの場ではないので、確かに出してない状況で今回こ

こに盛ってあります。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 清流苑の経営会議をその時期にもってくるというのは、やはり当初予算

を絡めてその時期にもってくるようにしたんですよね。したんです、町長。 

だから予算のことも含めて経営会議やっているはずです、当然。将来構想も含めて。 

当然、担当課長出ていると思いますので、担当課長から答えていただきゃいいと思い

ますけれども、どういう考えでそういうふうにしたのか。 

そして 100 万円を減額しなきゃいけない経営状況なのかということを聞いたわけです

から、繰り返しになっちゃいますけれどね、もう３回目なんで。答弁をちゃんとお願い

したいなと思います。 

あとそのもう３回目なんで、自然体験プログラムのことも旧青年の家の解体というの

についても私は反対しているわけですけれども、決定した事項ではないという認識でお

ります。 

そういった中で、この補正の中でこれを出してくるというのはいかがなものかなとい

うふうに思っております。これは意見になりますけれども。 
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後の質問になりますので、 後に町長にお伺いしたいと思うんですけれども、４回

目の定例会を経験されているということだと思いますが、補正のたびにこういうふうに

減額補正というのが出てきているわけですけれども、この状況、町長がお出しになって

いるということですけれども、どういうふうに感じておられるのか。 

骨格予算で作られてきたものの中で、町長就任してからあまりそれをいじってこなか

ったという中で、こういう新たな事業によるプラスの補正ではなくてこういう減額補正

が続いているという状況をどういうふうに捉えているのか、お答えいただければありが

たいなと、 後に思います。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

当初予算組むにあたりまして、やはりギリギリの予算で盛るわけにはいかないという

のが、これちょっとものによって性格が大分違うなと思うんですが、今回の自然体験プ

ログラムに関しましては、確かに私の方針によって落ちてきたということの減額補正で

ございます。 

また、先ほどの答弁の中にあったもので、突発的なものに対して用意しなければなら

ないというのは行政側の義務でございます。 

そういう中で、すべてびちびちでぴったりでということは、やはりかえって危険を招

く。これから特に何があるかわからないような状況が大変続いておりますのでそういう

考えでおります。 

また、先ほど 後の話でございます。財政調整基金に関しましては説明のとおりです

が、ただ、今、ここで経営状況の資料はまた持っておりません。 

必ずこれまだ清流苑に関しましては、今後も話さきゃいけない状況ですので、そうい

う中で話を出していきたいと思います。 

お願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） 積立金の関係でございます。 

町長が言われたあと私が言うのもあれなんですが、経営会議ではこの検討はこの場で

の予算の検討はしておりません。 

それでこの 100 万円の減額ですが、こちらの思いとすればやはり 300 万円を流用した

ということの中で、少しでも予備費に充用をして、予備費の中で清流苑、突発的なこと

がありますので、そちらの方へ少しでもということの中で、こういった形をとらさせて
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いただきました。 

そんなことで説明になっておるかわかりませんが、そんなことでお願いしたいと思い

ます。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 足りない分がありましたら、それぞれ委員会の方へ委託していただいて

お願いできればと思いますので。 

ほかにいかがですか、よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） それではここで総括質疑を打ち切りたいと思います。 

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） それではただいま提案のありました令和元年度各会計の補正予算につい

て、審議を各常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 異議なしと認めます。 

それでは、令和元年度各会計補正予算について、担当の常任委員会において審査をい

ただき、 終日に報告をお願いいたします。 

 

◇ 議案第 19 号 令和２年度松川町一般会計予算について 

◇ 議案第 20 号 令和２年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について 

◇ 議案第 21 号 令和２年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について 

◇ 議案第 22 号 令和２年度松川町介護保険事業特別会計予算について 

◇ 議案第 23 号 令和２年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算について 

◇ 議案第 24 号 令和２年度松川町発電事業特別会計予算について 

◇ 議案第 25 号 令和２年度松川町水道事業会計予算について 

◇ 議案第 26 号 令和２年度松川町下水道事業会計予算について 

○議長（米山俊孝） 続きまして日程第 22、議案第 19 号、令和２年度松川町一般会計予算につ

いて、日程第 23、議案第 20 号、令和２年度松川町国民健康保険事業特別会計予算につい

て、日程第 24、議案第 21 号、令和２年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について、

日程第 25、議案第 22 号、令和２年度松川町介護保険事業特別会計予算について、日程第

26、議案第 23 号、令和２年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算について、日程第 27、



 －81－

議案第 24 号、令和２年度松川町発電事業特別会計予算について、日程第 28、議案第 25

号、令和２年度松川町水道事業会計予算について、日程第 29、議案第 26号、令和２年度

松川町下水道事業会計予算についてを一括議題といたします。 

説明を求めます。宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは令和２年度の当初予算の上程に関しまして、町政運営に関する

施政方針ということで申し上げます。 

令和２年松川町議会第１回定例会にあたり、令和２年度松川町一般会計予算案の概要

等の説明を中心に、新年度の町政運営について申し上げます。 

まずは、地方財政を巡る動きと松川町の令和２年度予算案の概要についてでございま

す。 

日本政府は、２月の月例経済報告の中で、景気は穏やかに回復しているという判断は

維持しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響が経済面をはじめ

として、国民の社会生活に大きな影響を与えております。町内でも飲食店や清流苑の予

約キャンセルが大量に発生するなど、地域経済への悪影響が懸念される事態となってお

ります。 

松川町といたしましても、この国難とも呼べる状況から住民の皆様を守るため、２月

26 日に対策本部を立ち上げ、日々変わる状況に全力で対応しております。 

国の予算案は、高齢化に伴う医療の増や幼児教育、保育の無償化などにより、社会保

障費が大きく増え、２年連続で 100 兆円を超える過去 大の予算となりました。 

地方財政対策としては、ひとづくり革命の実現や地方創生の推進、地域社会の維持、

再生、防災、減災対策等に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、地

方交付税等の一般財源総額について、前年度を上回る額が確保されています。 

令和２年度予算編成は、私が町長に就任して初めての編成となりました。新年度予算

編成にあたり、総合計画で示した私たちが目指す将来像に向け取り組むということを職

員に指示をいたしました。そのためには、例え継続的であっても事業の内容が、この将

来像に沿った取り組み内容や実施方法になっているかどうかを見つめ直すことが必要で

あると考えました。 

また、徴税や地方交付税などの一般財源において、大幅な増収が見込めない状況下で、

社会保障関連費用の増大など、引き続き厳しい財政運営が予想されるため、費用対効果

や緊急性の高い事業について着実に進めることを基本とした財源配分を行いました。 

総合計画で掲げる将来像の実現。選択と集中や財源確保の徹底。課題意識に基づき、
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事業全般にわたって精査し、柔軟に予算編成をいたしました。 

令和２年度予算案における一般会計の総額は、60億 5,300 万円、前年度比 9,700 万円、

１.６％減となり、５つの会計がある特別会計の総額は 31 億 6,506 万２千円となり、２

つの会計がある企業会計の総額は 15 億 7,580 万４千円となりました。 

松川町全体では、３億 2,086 万４千円、２.９％の減となり、107 億 9,386 万６千円と

なりました。 

一般会計の歳入では、町民税が法人分減収の影響で減額を見込んでいるものの、固定

資産税や軽自動車税で増額を見込み、町税全体では増額となっています。 

また、昨年 10 月からの消費税率引き上げにより、地方消費税交付金が大きく増額とな

っていますが、その分については幼児教育、保育無償化など、子育て世代の経済的負担

を軽減する財源などに充てられることになります。 

歳入全体の１／３以上を占める普通交付税については、令和２年度地方財政計画にお

いて対年度比で増額となっていることから4,400万円、２.１％の増額を見込んでいます。 

詳細については、町道弥太沢線改良工事などの辺地対策事業。町道 59 号線道路改良な

どの社会資本整備総合交付金事業。耐震性貯水槽設置工事などの緊急防災減災事業など

を実施するために新たに借り入れます。 

一般会計の起債残高は、令和２年ほど末で 44億 1,672 万円あまりとなる見込みで、実

質公債費比率は６.５と見込んでいます。 

特別会計と合わせた町全体の起債残高は、87 億 3,461 万円あまりとなる見込みで前年

度に比べ４億 7,759 万円減少する見込みです。 

基金については、財政調整基金を 6,650 万円取り崩すほか、「くだものの里まつかわ」

松川応援基金を 4,070 万円取り崩す見込みです。これらの基金取り崩しに伴い、令和２

年度末の一般会計基金残高は、20億 7,450 万円あまりとなる見込みです。 

続きまして令和２年度予算の主な施策等についてでございます。 

令和２年度の主な施策等について、総合計画の基本方針ごと順次申し上げます。 

まず、大項目の１、多様性を生かした自治づくりについてでございます。 

この中の持続可能な自治組織づくりについて、人口減少や高齢化等を背景として、自

治組織の運営が課題である中で、持続可能な自治組織づくりの支援を目的として、森林

資源を活用した農山村地域ならではの生業を営むローカルベンチャーの創出と、町内の

若者や都市部に住む若者が地域に関わる仕組みづくりを推進するため、地域材を暮らし

の中に取り入れていく実践型ワークショップを実施します。 
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また、自治組織のあり方検討研究として、住民の主体性を育む土壌づくりを進めるた

め、地域運営組織、中間支援組織などの自治組織を補完する仕組みづくりについて、全

国の先進事例の研究などを住民と一緒になって取り組みます。 

さらに、人口減少や高齢化が深刻な集落への支援として、引き続き生東地区へ集落支

援員制度を活用した支援員を配置します。 

次に、時代に合った行財政運営と行政サービスの推進でございます。 

ふるさと納税に関する「くだものの里まつかわ」応援寄附金事業については、魅力あ

る特産品等の提供により、寄附金額が増加傾向にあります。今後も国の指針に沿った制

度運用を心がけるとともに、魅力ある特産品等を通じて、交流人口の増加にもつながる

よう、南信州松川観光まちづくりセンターと連携して取り組みます。 

次に、移住定住の促進についてでございます。 

移住の促進や地元企業の担い手不足の解消、さらに地域大の解決のため、３大都市圏

から移住した方が、地元への就業や社会的事業を創業した場合に移住経費の一部を助成

する制度を新たに創設します。移住体験住宅及び移住促進住宅を田舎暮らしの体験場所

として引き続き運営し、移住促進を図ります。また、若者世代の定住対策として、町内へ

住宅を建築、取得した方への祝い金支給を継続します。 

さらに長野県宅地建物取引協会等と連携した空き家バンク制度の運用。首都圏などで

行われる移住セミナーへ参加し、移住希望者の相談へ対応していきます。 

続きまして大項目の２、安心して子育てできる環境づくりと地域で学び、地域で育つ

ひとづくりについてでございます。 

まず、子どもの育ちの切れ目ない支援についてでございます。 

安心して子育てできる環境を整えるために子どもの発達段階に応じて切れ目なく子育

てを支援する体制を整える必要があります。妊娠期から乳幼児期の支援として、母子に

対する健診、遊びの教室の開催、育児相談等を継続して実施します。また、情報発信のツ

ールとして、地域の母親たちの力で作成された子育て情報誌、「のびのび」をさらに活用

し、より多くの方に支援の力が行き届くよう取り組みます。 

子育て支援の受け皿につきましては、子育て支援センター、保育園、児童館等を中心

に柔軟に対応していきます。 

そのうち町内５園の保育園の運営については、昨年10月から幼児教育無償化等により、

子育て世帯の経済的負担が軽減されました。福与保育園の山保育の実践のように、各園

の特長を生かした保育園運営に努めるとともに、今後も保護者の方が安心して就労でき
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るよう、お子さんをお預かりしていきます。 

また、引き続き町の独自施策として所得制限なしでの多子世帯保育料及び副食費の軽

減措置を実施します。 

また、子育て世代の経済的負担軽減を目的に、発電事業特別会計による発電収入を財

源とした入学祝い金については、今年度においては引き続き小中学校の入学時に支給し

ます。しかし、もう少し効果的な支援がないかという問題意識のもと、保護者の意見も

聞きながら今後検討してまいります。 

次に、探求的、主体的な学びについてでございます。 

小学校における英語正式教科化に伴い、児童に対する学習支援の目的で平成 30 年度よ

り英語支援員を松川町独自で配置してきました。引き続き支援員を配置し、英語授業の

充実と主体的、対話的で深い学びに向けて取り組みます。さらにここ数年来続いている

海外からの教育旅行も受け入れながら、言語の違う生徒とコミュニケーションをとりな

がら英語教育をする目的をよりわかりやすく児童、生徒や保護者に理解してもらう取り

組みも続けてまいります。 

また、令和元年度から始まった英検の検定料補助については、引き続き実施するとと

もに、夏休み中の子どもの居場所づくり、自習する子どもの育成などを目的としたサマ

ーチャレンジまつかわを引き続き開校するなど、子どもの主体的な学びに向け支援をし

ていきます。 

さらに学校施設等長寿命化計画に基づいた学校施設の環境改善の取り組みとして、令

和２年度ではすべての学校内のトイレを洋式化と環境改善工事の実施設計を行います。 

次に、学びが循環する社会づくりについてでございます。 

公民館における本館活動や各種講座等を企画、開催し、様々な学習機会の提供や各種

講座等を企画、開催し、様々な学習機会の提供やグループ育成を図り、将来の松川町を

担う人材の発掘、育成を目指します。 

また、図書館運営について、貸し出し数がここ数年毎年 10万冊を超える状況となって

いる中で、施設利用者への対応や保育園などの町内施設への出張等の要望に応えていく

ため、司書職員の増員を図ります。 

次に、大項目の３でございます。ともに支え合い、健康に暮らすまちづくり。 

この中で、まず健康な暮らしづくりについてでございます。 

町内はもとより、周辺町村からの利用も多い下伊那赤十字病院の運営に対する支援に

つきましては、地域医療確保の観点から平成 25年度より補助を行っておりますが、引き
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続き補助を行い、身近で安心して医療が受けられる体制を確保します。 

また、昨年突然発表された厚生労働省の地域医療構想方針につきましては、政府には

抗議をしながらも、地元自治会としてさらに良い病院の運営についてともに考えてまい

ります。 

健康まつかわ 21の推進については、引き続き生活習慣病などの疾病予防及び重症化予

防を需要事業として捉え、総合健診などの各種健診事業やインフルエンザ予防接種など

の予防接種事業を実施してまいります。 

また、特定健診受診率の維持向上や保健指導へつなげるために、これまでの下伊那赤

十字病院におけるドック受診の公費負担に加え、さらに下伊那赤十字病院以外の病院で

のドック受診に対しても助成するようにします。 

続きまして支え合い認め合うまちづくりと共生社会の実現についてでございます。 

令和２年度は、第７期介護保険事業計画、地域包括ケア計画の 終年度です。次期計

画策定に向け、令和元年度に実施した町民アンケートを基に懇談会を開催し、現計画の

評価と分析を行います。また、相談が増えている生活困窮者への対応として、地域福祉

コーディネーター等の強化を図っていきます。 

ｍ高齢者や障がい者を対象としたひまわり乗車券交付事業、家庭介護者を対象とした

介護クーポン券交付事業については、引き続き実施していきます。 

なお、ひまわり乗車券交付事業のスタンプウォーリーによる町営バスの利用促進策に

ついては、一定の効果をもたらしたため終了とし、公共交通のさらなる利便性向上を図

ってまいります。 

次に、大項目の４、安心で安全な住みよい暮らしづくりについてでございます。 

まず、災害に強い地域づくりについてでございます。災害への備えとして、平成 30 年

度から着手した防災用備蓄倉庫の整備について、令和２年度中の整備完了を目指します。

近年の自然災害は、昨年の台風 19号でもご承知のとおり、従来の想定を超える被害が発

生することが多くなりました。災害が起こらないことが第一ですが、万が一の災害時の

際に正確な情報を迅速に町民の皆さんに伝える必要があるため、防災行政無線の通信シ

ステムエリアの拡張工事を実施するとともに、防災ハザードマップを 新の内容へ更新

し、町ホームページ等を通して発信していきます。 

また、大規模災害等に備えるため、国土強靱化地域計画の策定に取り組みます。行政

のみでは、手の届かない部分につきましては、各地域の住民の皆様とともに考えてまい

ります。 
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次に、暮らしを支える交通環境づくりでございます。 

社会資本整備総合交付金を活用した主要幹線道路の整備として、長年の懸案事項であ

った新井西交差点の町道 59 号線の道路改良を進めるとともに、町道大草線名護交差点の

改良工事に着手します。 

辺地対策事業として西山の町道弥太沢線の道路改良を。道路及び橋梁の長寿命化事業

として舗装補修工事や橋梁補修工事をそれぞれ実施します。また、主要幹線道路以外の

地元要望等に基づく道路改良、道路維持管理についても採択箇所は少なくなりましたが、

１カ所あたりの事業費を増額し、短期完成を目指した予算措置をしたところです。 

高齢者の生活に欠かせない移動手段である地域公共交通については、継続して運営し

てまいります。 

令和元年度から開始したデマンド乗り合いバスの実証運行については引き続き実施し、

効果を検証した上で本格運行につなげてまいります。 

次に、自然環境、景観の保全と適正な土地利用の推進についてでございます。 

長期ビジョンの下で進めているおよりての森一帯の整備については、専門家の意見を

取り入れながら、100 年の森構想の下で整備を進めており、明るく人が訪れて楽しめる森

林公園へと変わってきており、今後も継続して整備を進めます。 

令和２年度は、遊歩道整備を実施するとともに、森林セラピー導入などの取り組みに

より、引き続き訪れる方々が心休める場所とし、植樹祭の開催など、多くの方に関わっ

ていただける取り組みを継続していきたいと思います。 

自然エネルギーの利用推進については、住宅用太陽熱温水器の設置補助事業やペレッ

トストーブや薪チップなど、木質燃料ストーブ及びボイラーの設置に対して助成を継続

します。 

令和２年度からは、太陽光発電設備設置事業を拡充し、新たに住宅用の蓄電池設置に

対する助成制度を追加し、地域の自然エネルギー有効利用を支援します。また、公共施

設を活用した太陽光発電設備による発電事業については、町内公共施設５カ所へ設置し

た設備により事業運営を行うとともに、発電による得た収入については、子育て支援に

活用していきます。 

続きまして、大項目の５、圧力ある産業が息づくまちづくりについてでございます。 

まず、持続可能な農業の推進についてでございます。 

農業の振興については、各種補助事業を時代の変化に応じて見直しながら実施をいた

します。 
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１例を申しますと、全国に先駆け、農家への収入保険制度への助成を行い、災害や気

象変化に強い農業の構築を通じて、安心して農業に取り組める環境づくりを目指します。

また、農村観光交流センター「みらい」を拠点として、農地相談、農地の斡旋、遊休農地

の解消、新規就農者への支援を実施していきます。例えば人・農地プランにおいては、農

業委員さんを主体として町内で３カ所の地区においてスタートし、だんだんと地域の皆

様が自分たちの地区の課題は自分たちで考えていくといった姿勢で動き始めております。 

自立した農業経営者の育成を目的としたまつかわ農業みらい塾は、引き続き開講をい

たしますが、講師の選定など実施内容について、これまでの実績を生かしながら十分に

検討し、参加者の満足度が高まり、実りある内容になるように努めていきます。 

また、令和元年度から開始した果樹農業研修制度については、現在２名の方が研修生

として活動しておりますが、新たな取り組みですので、常に注視しながらもさらに２名

を地域おこし協力隊制度を活用して募集し、喫緊の課題である農業の担い手不足や遊休

農地の解消を図り、移住定住を推進します。 

有害鳥獣等による農作物被害対策については、計画に基づいた駆除に対して報償費を

支給するとともに、被害防止施設の設置、駆除資格取得への支援、捕獲おりや防護柵な

どの施設修繕、緩衝帯の整備など、地域ぐるみの対策を継続します。 

農業の生産性向上などを目的とした農業用排水路などの農業生産基盤の整備について

は、地元農業に基づき、農業用排水路等の改修を引き続き国などの補助を活用して実施

していきます。 

また、引き続き農業水利施設のインフラ長寿命化計画の策定に取り組むとともに、部

奈地区の農業用ため池についてハザードマップを作成します。 

そのほかにも既存の遊休農地対策で行われていた１人１坪農園事業などと合わせ、新

たな形で環境保全型推進事業に取り組みます。 

新事業としては、有機農業で栽培された地元産の食材を、学校給食に使用する取り組

みを始めます。まだまだ試験的ではございますが、松川町の魅力の１つにつながるもの

と確信しております。 

続きまして魅力的な商工業の振興についてでございます。 

商工業の振興等を目的とした各種補助事業を継続して実施をいたします。また、町内

の企業を訪問し、情報を共有する中で、行政と民間がともに地域経済の活性化をできる

よう考えてまいります。 

住宅リフォーム補助及び店舗リフォーム補助は、地元経済の循環と活性化を図るとと
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もに、居住環境の維持向上や魅力ある店舗づくりのため継続して実施していきます。 

さらに今後の商店街について、地元住民が中心となって考える取り組みが始まってい

ます。引き続き集落支援員を配置する中で、将来の商店街について考えることを支援し

ていきます。 

また、新たに国や県の事業を活用したＵＩＪターン就業創業移住支援事業を創設し、

取り組んでまいります。 

続きまして関係人口の構築についてでございます。 

一般社団法人南信州まつかわ観光まちづくりセンターが設立して２年が経過しようと

していますが、引き続き観光手段とした地域づくりを推進するため、地域おこし協力隊

員などを配置するとともに、国の地方創生交付金を活用して、センターと連携して観光

地域づくりに取り組みます。 

令和２年度からは、新たにインバウンド誘客戦略と町の国際化推進施策との連携を図

り、リニア時代に対応した地域づくりを目指します。インバウンドというと外に目が向

いてしまいますが、地域の魅力を発掘し、育てて発信するためには外部からの目が必要

不可欠と考えます。これからも選ばれる地域松川町のため、様々な手法で取り組んでい

きます。 

シードル観光の推進については、南信州シードル協議会と連携する中で、セミナーを

開催するなど、より一層のシードルの普及、振興を図ります。 

また、老朽化などにより改修が必要な新井公衆トイレや梅松苑コテージについて改修

工事を実施し、旅行者の受け入れ環境の整備を進めます。 

リニア中央新幹線に関しては、建設工事に関する対策委員会を継続的に開催していき

ます。 

また、リニア開通後の町の将来検討に若者が関わる機会を創出し、新たな提案や機運

を醸成を図るため、懇談会形式の語る会を立ち上げます。さらに下伊那北部５町村で町

村の枠を超えたまちづくりに取り組み、地域一丸となってきたるリニア時代に備える検

討を進めます。 

いよいよ今年は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。コス

タリカ共和国のホストタウンとして大会期間中の応援、それ以外でもオリンピック選手

との交流会開催など、異文化理解と多角的視点を養うホストタウン事業を実施します。

さらに現状では、新型コロナウイルス対策のため延期したところではありますが、引き

続き高校生コスタリカスタディーツアーも実施し、高校生主体の地域資材、学習を通じ
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た若者の地域とのつながりを創出し、将来の町を担う人材の育成を目指します。 

以上、令和２年度主要施策の概要を説明させていただきましたが、全国的な傾向と同

様に、人口減少や少子高齢化などに伴う様々な課題がある中で、それらをすぐに解消す

ることは難しいと認識しています。しかしながら、現状をしっかりと見極め、未来に向

けて今、私たちがすべきことを確実に実行していかなければならないと認識しています。 

さらに、将来に負担を残さないよう、住民の皆さんの利便性を保ちながら持続可能な

町政運営のため、行政のスリム化など、行財政計画に取り組まなければならない状況で

もあります。 

今回、初めての当初予算編成でしたが、人が育つ環境になるためにはさらなる施策の

取捨選択やリニューアルが重要と考えております。そのためにこれから２年かけて、現

在の事業や再点検を行う覚悟です。ただ、切り捨てるのが目的ではなく、あくまで行政

主導で良いかどうか見つめ直すのが目的です。議会の皆様、また住民の皆様にともに考

えていただく機会が出てまいりますのでよろしくお願いいたします。 

松川町がいつまでも活力にあふれ、様々な人が育ち、ここで命を育み、暮らし続けて

いきたいと思える町であるとともに、すべての住民の皆さんが未来に向けて、それぞれ

が輝く夢を見ることができる。「一緒に育てよう、一人ひとりが輝く笑顔あふれるまち、

まつかわ」の実現を着実に進めていくため、全力で町政運営に取り組んでまいります。 

ここに重ねて、町、議員の皆様はじめ、住民の皆様の温かいご理解と一層のご支援、ご

協力をお願い申し上げます。 

十分なご審議をいただきまして、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、私の施政方針

といたします。 

○議長（米山俊孝） 説明を終わります。 

ここでお諮りいたします。 

令和２年度各会計予算案についての総括質疑を３月４日に行いたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 異議なしと認めます。 

それでは、令和２年度各会計予算案についての総括質疑を３月４日午前９時 30 分より

行うことといたします。 
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＝＝＝ 日程第 30 議長の報告 ＝＝＝ 

◇ 陳 情 １ 妊婦を対象とした歯科健康検査の実施を求める陳情 

◇ 陳 情 ２ 「 低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳

情 

◇ 陳 情 ３ 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める陳情 

○議長（米山俊孝） 日程第 30、議長の報告であります。今定例会に陳情３件が提出されてお

ります。 

内容について、事務局より説明させます。 

加山議会事務局長。 

○議会事務局長（加山隆浩） それではよろしくお願いいたします。 

＝ 陳情第１・第２・第３ 朗読・説明 ＝ 

○議長（米山俊孝） 説明を終わります。 

お諮りいたします。 

ただいまの陳情について、担当常任委員会に審査を付託したいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 異議なしと認めます。 

それでは陳情１、妊婦を対象とした歯科健康検査の実施を求める陳情、陳情３、医師

養成定員を減らす政府方針の見直しを求める陳情については、社会文教常任委員会に審

査を付託いたします。 

陳情２、「 低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情

については、総務産業建設常任委員会に審査を付託いたします。 

 

散 会 

○議長（米山俊孝） 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

これにて散会といたします。 

 

午後６時１５分  散  会 



 

 

 

 

 

令和２年 松川町議会 第１回定例会 

（第 ２ 日 目） 
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令和２年度第１回松川町議会定例会会議録 

（ 第 ２ 日 目 ） 

 

 

令和２年 ３月 ４日（水曜日）    午前９時３０分 開議 

 

 

開議宣告 

議事日程の報告 

日 程 

第 １ 総括質疑 

散 会 

 

出席議員    １４名 

（別表のとおり） 

欠席議員    ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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午前９時３０分 開 議 

開議宣告 

○議長（米山俊孝） 出席議員数が定数数に達しておりますので、ただいまから令和２年第１

回松川町議会定例会を再開いたします。 

 

議事日程の報告 

○議長（米山俊孝） 本日の議事日程につきましては、総括質疑であります。 

本日の会議に説明者として、理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。 

大島代表監査委員の出席をいただいております。 

株式会社チャンネル・ユーのケーブルテレビ生中継の許可をしてあります。 

 

総括質疑 

○議長（米山俊孝） それでは総括質疑であります。 

３月３日に町長から提案されました、令和２年度松川町一般会計及び各特別会計の予

算案について総括質疑を行います。 

質問者、答弁者ともに簡素にお願いいたします。 

なお、質問者は会計名、予算書のページを明示し、質問するようにお願いいたします。 

ただいまから総括質疑を行います。質疑ありませんか。 

熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） おはようございます。 

それでは総括質疑、３点お願いをしたいと思います。 

まず、松川町当初予算案の概要というところでお聞きをしたいと思います。 

３ページの 18、下から２番目の繰越金でございます。財政調整基金昨年と同額 6,650

万円というのを繰り入れることと、ふるさと応援基金 4,070 万円を繰り入れるというこ

とで予算を組んだということでございます。 

12 月に配られました令和２年度予算編成方針の中においては、このなるべく財政調整

基金を使わないように、この基金を使わないようにやっていきたいというようなことで

方針を立てられておりますが、やはり今年度任用職員の件であるとか、様々なところで

やはり予算組みがなかなか困難だということがここで見受けられるわけでございます。

経常収支比率についても、財政の硬直化が確実に進んでおりまして、30 年度決算は 87.

１というようなことでございました。 



 －95－

そういった中で、予算組みを立てられてきたわけでございますが、全般的に前年度踏

襲的な部分が数多く見受けられて、 新規事業についてはビルドアップ的なことが多く、

現状維持の感が見受けられるという、そういう感じをしております。 

そこでお聞きいたします。予算編成の方針の中においては、前年度踏襲や現状維持の

見直しを図っていくためのスクラップアンドビルドを徹底していくと、そういったこと

が記載されておったわけでありますが、どういう点を見直しをされてきたのか、その考

え方についてお聞きをしたいと思います。 

それから２番目でございますけれど、一般会計予算の 71 ページ、３目の農業振興費で

ございます。18 節の負担金補助及び交付金、下から６行目でございますが、気象災害に

強い産地づくり推進補助金 205 万３千円が計上されております。これについて、説明を

お願いをいたします。 

もう１点、一般会計の歳出でございますけれど、87 ページの２目道路橋梁維持費、13

節委託料、除雪委託料として 450 万円が計上されております。前年度においては、600 万

円の委託料を見込んできておるわけでございます。本年度でありますけれど。こういっ

た雪のない状況の中で、その除雪費の見込みの中でこの 450 万円という 150 万円の減の

計上をされたのかどうか、そこら辺のことをお聞きをしたいと思います。 

以上、３点よろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） それでは概要については久保副町長。 

○副町長（久保友二） スクラップアンドビルド、予算編成方針で示されたことに関してのご

質問でございます。 

まず、今年度予算編成におきましては、各箇所から予算の要求をいただく前に、主な

事業について、各箇所がどのようなことを考えているかというものについて理事者の方

でヒアリングをさせていただきました。その中で、やはりこれは少し見直した方が良い

のではないかというようなものについては、その際に問題提起をさせていただいて、ま

た担当の課の方で考えた上で予算案を要求してくるというようやり方を今年度初めて取

り組んだところでございます。 

例えばでありますけれども、先般、全協等でもご説明いたしましたその農業にかかる

収入保険につきましては、そういった流れを踏まえて、果樹共済から収入保険の方に移

行するような政策的なことの転換というようなこともございました。ただし、なかなか

町長・副町長初めての予算編成というとこもございまして、やはりそれぞれ例えば補助

金の関係ですとか、そういったものは今までそれをお使いになっている町民の方、ある
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いは業界の方もいらっしゃいますので、いきなりなんか政策転換をするということは望

ましくないという判断もございまして、例えば令和２年度予算においては経費は費用は

精査をするけれども、制度そのものはじっくり１年間かけて、令和３年度に制度変更を

していくというような検討を関係課の方に投げかけたような事業もございます。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 続きまして農業関係。 

米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） 熊谷宗明議員のご質問、気象災害に強い産地づくり推進補助金

の説明ということでございますのでお願いしたいと思います。 

この事業につきましては、主に４つに分かれます。燃焼資材の関係。それから凍霜害

を防止するための薬剤の関係。それから防霜ファンを移転する費用の関係。それから果

樹共済の共済、あるいは収入保険の関係、この４つに分かれますが、果樹共済と収入保

険を別々に数えると全部で５つということになります。 

燃焼資材につきましては、31 万５千円、内訳的にも 31 万５千円の計上。それから凍霜

害の薬剤につきましては 14 万４千円。それから防霜ファンの移築につきましては、45 万

円の計上。 

それから果樹共済と収入保険につきましては、全協の折にも説明させていただきまし

たし、先ほどの副町長の答弁の中にも出てまいりましたけれども、令和４年度の果樹共

済制度の大きな改正があります。制度的には、ちょっと縮小される形になります。 

それから収入保険につきましては、31 年、昨年法律改正によって新たにスタートした

制度でございまして、ここのところを果樹共済から収入保険に切り替えていきたいとい

うことの中での計上でありまして、果樹共済分が 75 万６千円、それから収入保険の方が

38 万８千円ということで計上させていただいております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 続きまして除雪の委託料に関して。 

小沢建設課長。 

○建設課長（小沢雅和） 除雪の委託料の 150 万円の減額の関係でご質問いただきました。 

今までは一回 150 万円という中で、12 月から３月までの４回分、月１回ということで

４回分で 600 万円計上しておりましたけれども、ここのところの暖冬によりまして、３

月はほとんどやっておりませんので、今回３回分の 450 万円というふうに計上させてい

ただきました。 
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よろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 副町長よりスクラップアンドビルドの今年度の予算についてお聞きをい

たしました。 

いきなりの政策転換は困難がありますので、１年かけてじっくり考えていくというよ

うなことでございました。 

町長からもそんなお話が昨日あったわけでございますが、初めての予算編成というよ

うなことでそのことはわかります。やはり今まで人間でいえば、手足に毛細血管まで暖

かい血がいっていたのを突然よすというわけにはいかないというふうに考えますが、や

はり自分の思いを予算に反映するという部分では、まんべんなく予算をつけていく方法

も大切でありますけれど、町長としての得意分野を伸ばすということがないと特徴のな

い町になっていってしまうということも反対には考えられますので、そこら辺も頭に置

きながら本年度予算の遂行を行っていただきたいと思います。 

スクラップアンドビルドの反対用語でビルドアンドスクラップという考え方が元三重

県知事の北川さんが提唱しております。壊してから作るんではなくて、やるべきことを

決めて、そのために必要な資源を確保していくという考え方でございます。 

やはりこういう考えも大事にしながら考えていくということも大事かなと思いますが、

その点についてのお考えをお聞きいたします。 

２番目の気象災害に強い産地づくりについては、５項目用意していただいたというこ

とで、まさに天変地異の気象災害が本年度襲っております。昨年は、４月 10 日に湿った

大雪が降り、本当に異常気象が普通の時代になってきております。そういった中で、収

入保険加入については、50％以内、10 万円限度の部分が町で補助してくれるというよう

なことで、全国にも先駆けてやっていくというようなことで決断をされたということは、

果樹農家、農業全体にとってみると非常にありがたいということで思っております。 

そこで、このいい制度を作っていただいたわけでありますけれど、これを周知してい

く方法。やはりわかりやすく住民に伝えていくという周知徹底についてのお考えをお聞

きしたいと思います。 

除雪については、回数を減らした中で予算組みをしたということでございますので、

その件は結構でございます。 

その２点についてお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） それではまず宮下町長。 
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○町長（宮下智博） 熊谷議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

スクラップアンドビルドだけではなくビルドアンドスクラップという考え、本当にい

い考えだと思います。 

また、今回、なるべく取り崩しを少なくして、借金を返してということにも注視をさ

せていただきました。 

現状、その後に今回このコロナウイルスの大きなことが起きているわけですが、今後

乗り切っていくために将来どういうリスクがあるか全くわからない状況になっていく中

で、少しでもそういう予備のものを確保したいという気持ちも今回ありまして、本来で

あれば会計年度任用職員の大幅な増で増大になるところを少し抑えるにまで至ったとい

うところもございますが、熊谷議員のご指摘のとおり、確かに力を入れていくところが

見えづらいということになったところは否めないところでございます。 

今後も私の中で１年かけて見るということと、２年かけてどういうものに力を入れて

いくか。あと今までやってきたものをどういうふうに収めていくかということも含めて

やってまいります。 

ありがとうございます。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） 周知の方法ということでご質問いただきました。 

月並みではありますけれども、いろんな農業関係の会議が産業観光課持っております

し、あとＪＡの方でも果樹の部会等々ありますし、そういった席を通じましてＪＡと連

携する中でＰＲをしていきたいと。やはり顔を見てそういった席で直接説明するのが一

番効果的だなと思っております。 

あとは町の広報ですとか、チャンネル・ユーですとか、そういった媒体も当然利用し

ていく中でＰＲしていきたいということです。 

やはり普及していくには、収入保険の良さをわかってもらうということが大事であり

ます。それから青色申告も１年実績がないと入ることができませんので、それも併せて

しっかり推進をしていきたいというふうに考えております。 

収入保険、ちょっとＰＲさせてもらいますと、非常にちょっと掛け金だけ見ると高い

イメージがあるんですが、支払率と支払限度額、あるいは積立金方式は任意であります

ので、そこをうまく工夫すれば果樹共済と比べてそれほど大きな負担にはならないとい

うふうに私は考えております。 

積立金方式は自分のお金ですし、支払いに使わなければそのまま繰り越されますし、
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万が一その制度をやめたとしても積立金はその分、自分のお金として手元に戻ってまい

ります。 

積立金、そういった加入の方法を工夫すれば、決してそれほど果樹共済と比べて大き

なご負担ではないというふうに考えておりますので、ぜひ多くの皆様に収入保険の良さ、

青色申告の実践、それを前面に押し出してＰＲをしていきたいと、そんなふうに考えて

おります。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 町長より答弁をいただきました。 

また、繰越金の戻りますけれど、ふるさと応援基金と財調併せて１億 720 万円という

ことが繰越金になっております。基金の残高が 20 億 7,450 万円ということで、毎年１億

円を繰入金として使っていくと 20年で基金が終わってしまうということになります。 

こういった状況をやはり町民の皆さんにわかってもらうということが、これからのま

ちづくりにとっては大事かなと思います。 

町長がこれからやろうとしているまちづくり懇談会、それから町民の皆さんが来てほ

しいという出前講座、そういった機会を多く作って、総合計画にはちょうどいい町とい

うようなことも書かれておりますけれど、そういった部分あろうかと思いますけれど、

この財政の状況を町民の衆にわかってもらって、町民とともにまちづくりを考えていく

という方向でないと、どんどん財政が逼迫していくという状況は否めないことだと私は

思いますので、そこら辺のことをどういうふうに考えていくのか。あれもこれもからあ

れかこれかという行政のスリム化は、住民と一緒になって考えていく必要があろうかと

思いますが、その点についてお聞きをしたいと思います。 

収入保険につきましては、どうしても自然と自然相手の職業ではございますので、や

っぱり保険制度というのは非常に大事でございます。台風 19号による千曲川の氾濫に見

られるように、全滅してしまうような事態も起こりうるというような時代でありますの

で、多くの方たちが加入ができますように推進していただくことを要望いたしまして、

その件については終結してまいります。 

よろしくお願いいたします。１点お願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

やはり行政のスリム化ということを、ただ役場主導でいきなりじゃあ今年からやめま
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すという話はできないということが今回よくわかりました。 

熊谷議員おっしゃるとおりでございます。本当に住民の方にまず現在の財政の状況を

理解していただきながらやっていくということが、私としても大切だと感じております。 

また、新しい制度を作るときにこれから心がけていかなければならないといって今、

指示をしているのが、その新たな補助制度のようなものを作るときに見直しの時期を今

まで明記をしておりませんでした。そうすると自動的にということで、急に切り出さな

ければならないということが続いております。今後、新しい補助制度を作っていくとき

には、例としては総合計画の切り替えのときあたりをめどに一回見直しをかけるという

ことを明記して、新しい制度を作ってまいりますので、その辺も併せて今後のことが対

応できるように作ってまいります。 

お願いいたします。 

○議長（米山俊孝） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

中平議員。 

○５番（中平文夫） それでは概要書から２点と一般会計から１点お願いしたいと思います。 

まず、概要書の５ページの性質別歳出との理由でありますけれど、この中の人件費と

物件費についてお願いしたいと思います。 

今度、令和２年度から会計年度任用職員制度というのが始まるということで、12 月に

説明をいただきました。それで今回は、今まで物件費に入っていたものが今度は人件費

に入るということで、そこの備考欄にも会計年度云々ということで、物件費から人件費

というように書いてありますけれど、これが 12月の説明でいただいたようなものになっ

ているのかどうかちょっとわかりませんので、これに関してこの制度が変わることによ

って物件費から人件費に変わった額を教えていただきたいのが１点。 

それと８ページ、８ページの下から２つ目の自治組織のあり方検討研究。これは今回

新しく入っております。これは昨日の町長の説明の中にも、多様性を生かした自治づく

りというところでも、持続可能な自治組織づくりというとこで、先進地を視察するとい

うようになっております。この先進地というのはどこなのかをひとつ教えていただきた

いと思います。 

一般会計の 40 ページ、40 ページの 12番の委託料、庁舎清掃ということで計上されて

おります。これに関して、どのような方法で契約等々を結んでいるかを教えていただき

たいと思います。 
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○議長（米山俊孝） それではまず田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） よろしくお願いします。 

令和２年度につきましては、今、中平議員おっしゃられるように、会計年度任用職員

制度がスタートいたしまして、今まで臨時非常勤の職員であった方々の賃金という形で

扱っていたものがなくなりまして、人件費扱いになるということで、人件費の報酬のと

ころに入ることになります。 

それで予算書の方の給与費明細をちょっとご覧いただきたいと思います。予算書の 126

ページになります。126 ページになりますが、給与費明細の方で今までは正規職員だけの

給与費明細でありましたけれど、今回から会計年度任用職員の給与費も併せた形で載せ

るようになりました。それで 126 ページのところのイというところに会計年度任用職員

ということ掲載させてもらっております。 

人数的には、152 人のパート会計年度任用職員。それから 10 人のフルタイムの会計年

度任用職員という人数であります。これらの方々の人件費ということで、合計の欄見て

いただきますと、４億 4,612 万円というような数字になっております。 

概ねこの金額が、人件費の方に持っていったという形になりますけれど、このページ

の中でも共済費があります。共済費の中の社会保険料でありますが、こちらは今までも

賃金の中には入っていませんでした。ですので、その部分を除いて純粋な会計年度任用

職員として、今までの賃金から今回の人件費の方に変わっていったというのが４億 5,000

万円というような形でお願いしたいかと思っております。 

それから続いて３つ目のご質問でいただきました 40 ページの庁舎の清掃の関係でご

ざいます。 

こちらにつきましては、契約については庁内業者さんと契約を結んでございます。こ

ちらにつきましては、一応３年の長期契約という形でやらせていただいております。 

以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 続きまして小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） よろしくお願いいたします。 

自治組織のあり方検討研究に関する先進地視察の場所でございますが、島根県の雲南

市を予定してございます。 

ここは地域運営組織、中間支援組織両面を持っておる市ということで先進地という位

置づけをして視察したいとそのように考えております。 

よろしくお願いします。 
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○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） それぞれお答えいただきました。 

会計年度任用職員の制度のこれは 12 月に一応計画をいただきましたけれど、この計画

のほぼ令和２年度の試算というところで人数が金額等々が書いてありますけれど、人数

等々に関してもほぼ予定どおりいっているのかをあとで教えていただきたい、それが１

つと、その中に今回一般会計を見ていると、旅費の中に費用弁償というのが今までなく

て、今回から費用弁償の旅費というのが随所にいっぱい入っておりますけれど、それも

この任用制度に絡めてのものかどうかをお伺いしたいと思います。 

２点目の島根県の雲南市というところの事例を見に行くというところで、そこを見て

きて町でどのように活用するかも少しお話ししていただければありがたいなと思ってお

ります。 

３番目の庁舎の関係３年間という契約と。町内業者ということでありますけれど、町

内の業者が何社ぐらいあるのかを教えていただきたいと思います。 

○議長（米山俊孝） はじめに田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） １点目のご質問でございます。 

12 月のときに資料として出させていただいたものと人数的な変更があるかというとこ

ろでございます。 

12 月のときにはパートの職員の方々も含めた人数で出させていただいておりました。

それを今回整理をさせていただきまして、1か月で 15 日以上勤務していただく方をパー

トタイムの会計年度任用職員ということにさせていただきました、 

それ以下の短い日数、あるいは月に一回程度とか、そういう短いような方については

報奨という形で、そちらの方に入れさせていただきましたので、そこで区分をさせてい

ただきました。ですので、そちらの方の報奨の対象になる短い期間の方々につきまして

は 81 名ほどいます。その方については、報奨費ということになりまして、性質別でいい

ますと物件費の方に入っておるような形になります。 

よろしくお願いします。 

それから３点目の庁舎の清掃の関係でございます。 

すいません、先ほど私３年と言いましたけれど、５年の長期契約ということでやらせ

ていただいております。 

清掃の関係、町内には一応届け出ていただいておるのは１社のみということでござい

ます。以前、町外のところの入札も一部入れたことがあったわけですけれど、町内の方
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の１社の方に今、お願いしておるような状況でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 先進地視察の活用方法ということでのご質問でござい

ます。 

雲南市におきましては、先ほど触れました地域運営組織というのがございます。この

地域運営組織というのは、いわゆる地縁型組織、自治会ですとか区会に当たる部分。そ

れとあと課題別組織、これは自主防ですとか、防災の関係ですとか、それぞれの地域に

おける課題を解決することをもくろんで作られた組織ですとか、あと目的別組織。これ

は例えば育成会ですとかそういう組織であります。 

そういった部分の関係性、いわゆるそれが私どもの町にどのように使っていけるのか

というようなこと。持続可能な地域づくりをしていくには、やはりそういった部分のバ

ランスを考えていかなければならないというようなことを考えております。よって、そ

ういった部分を参考にしたいということ。 

また、中間支援組織に関しましては、昨日全協でお示ししました自立分散型生産社会

の取り組みという地産地消的なものでありますが、ＮＰＯ法人を絡みまして、中山間地

の活動支援というような形をとってまいりたいという形があります。 

そういったものも実際のところ、この雲南市ではされておられると聞いております。

その部分を学んでまいり、うちの町に反映してまいりたいと、そういうふうに考えてお

ります。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） すいません、答弁漏れておりました。すいません。 

あと費用弁償の関係であります。こちらにつきましては、パートタイム会計年度任用

職員の通勤の手当てや旅費の関係になります。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） １番目の３番目のやつはよくわかりましたので、先ほどからお答えいた

だいておるその視察の件なんですけれど、今のお話聞いておりますと、組織的には名前

は違っているけれど、松川でもほとんど同じような組織を各自治会でもやっていると思

うんですよね。自治会、課題、目的、地縁うんぬんというのは自治会であり、課題という

のは防災組織であり、目的というのが公民館活動ということで、あんまり行って何を見
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てくるのかがよくわからないんですけれど、ここら辺では同じような組織を名前は変わ

っているけれど、私が見る限りではあんまりそんなに島根県まで行って見てくるだけの

ものがあるのかなという気がするんですけれど、そこら辺はいかがでしょうか。 

もう少し具体的に何かもうちょっとつかめるものがあれば、そんな遠くまで行っても

いいんだけれど、同じような組織が全部松川にもありますし、同じようにやっている。

ただ、名前が違うだけでやっているような気がするんですけれど、いかがでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） うちの町の課題、これは全国的な課題も同じなのです

が、自治会加入、未加入というものがやはり全国的にも課題になっております。 

この中で、その枠を超えた考え方というのがあります。要は自分たちで自分たちの地

域をなんとかしていこうというような考え方を持った先進が、この雲南市でございます。 

具体的に私のイメージで恐縮です。もし、こちらに当てはめる、松川町に当てはめて

いくとすると、例えば自治会、自治会の部分を自治会はほとんど総合的に全部自分の自

治会の守備範囲やってきた。それを課題別組織、そういったものに自治会の役割を小さ

くしておいて、課題別組織の方にウエートを置いていくような流れ。こういったものは

イメージをしております。 

じゃあそういうようなイメージが合致するのかどうかですとか、あるいは自分たちの

自主的にやっていくスタイルというのはどのように構築をしておるのか。そこら辺が非

常にキーになってきますので、そういったものを学んでくるというそういうことであり

ます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） ほかにございませんか。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 概要の方の９ページ、ひまわり乗車券交付事業、それから介護クーポン券

交付事業が載っております。 

両方ともクーポンを発券しているわけで、これだけのお金をクーポンの当然印刷代と

かもあるでしょうけれども、これを例えば両方パスにして、バーコードかなんかついて

いて、運転手が読み取って、それで 終的に業者の方にお金が支払われるというような

ことは考えておられるかどうか。それをまずお聞きしたいと思います。 

それから 17 ページにあります入学祝い金事業です。 

始まってから何年かたっておりますけれども、近隣では現物支給、ランドセルを支給
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しております。子どもに対するこういったものについては、原則的に現物というふうに

いわれておりますけれども、来年度そういったふうにされる検討をされたかどうか、お

聞きしたいと思います。 

それから 19 ページ、ホストタウン事業が載っておりますが、ホストタウン事業という

のはオリンピックが始まる前から始まって、オリンピック・パラリンピックが終わった

あとの１年間がホストタウン事業になるわけですけれども、ここにありますのはほとん

どがオリンピックまでの事業であって、オリンピック後の事業が全くないんですが、そ

れはどうされるのでしょうか。 

その３点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） それでは米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） ひまわり乗車券、それから介護クーポン券等のバーコードによ

るパスというか、ご提案をご発言をいただきました。 

現在のところ、そうしたことは考えておりません。やはり導入をするということにな

りますと、対象者ご本人がそういったものを持つ。それから受ける方の事業者さんもそ

ういったシステム的なところのそれを保持しなければいけないということになりますの

で、そうしたシステムを導入すれば確かに便利なんですけれども、そこまでのシステム

導入費がかかることが考えられますので、現在のところ、そういったことは検討をして

おらないという状況でございます。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） ご質問いただきました入学祝い金の現物での支給という提案でご

ざいます。 

現在のところ、入学祝い金制度始まってまだそんなにたってないということで、小学

校、中学校の入学生に祝い金として支給をさせていただいておるところでございます。 

ご提案をいただきましたので、今後見直していく中でそういった部分も検討を含めて、

入学時の保護者の負担軽減につながるようなそういったものを考えてまいりたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 塩倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（塩倉智文） ホストタウン事業についてのご質問でございます。 

オリンピック後の事業はどのようなものがあるかというご質問でございますが、オリ

ンピック・パラリンピック後ですけれども、10 月に国際交流のイベントを予定しており

ます。 
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10 月末で今、おいでいただいています地域おこし協力隊の方が任期が切れるというこ

とになっております。 

今、国際交流関係の関係課、産業観光課だとかまちづくり政策課と連携をとりながら、

その後について国際交流を視野に入れた事業について、どういうことができるかという

話し合いが始まっておりますので、来年度以降の事業につきましてはそこの場で検討し

ていくことになると思います。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 初の乗車券のクーポンの券ですけれども、プレミアム商品券も結局印

刷代ものすごくかかっているわけです。全部がはけているわけではありませんし、それ

から回収もできてないと思います。 

それからプレミアム商品券については、いろんな告知でいろんなお金が使われている

わけです。だからそういったことも考えると、このクーポンを発行するよりもやっぱり

障がい者手帳だとか、後期高齢者の保険証あるわけですから、それを提示したら運転手

さんの方にバーコードのこういう処理ができればできると思うんで、これは検討しても

らいたいと思います。 

それから２番目の入学祝い金事業ですが、やっぱり保護者の方だとか、そういう方に

アンケートをとって、どういうものが一番役に立つのかという、やっぱりそういったこ

とも聞いてみることが必要だと思うし、近隣の状況もきちんと把握することが大事だと

思うんですが、いかがでしょうか。 

それから先ほど答弁があったホストタウン事業ですが、その事業って本来のホストタ

ウン事業ではないです。コスタリカの高校生派遣事業というのは、ホストタウンとは全

く関係がないとはいえませんけれども、ホストタウン事業ではありません。 

ですから、やはりきちんとした形でオリンピックが終わったあと、１年間はホストタ

ウン事業をしっかりやるべきだと思いますが、その点いかがでしょうか。 

○議長（米山俊孝） まず米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） プレミアム商品券のことを例に出していただきました。 

ひまわり乗車券につきましては、現在用紙を購入いたしまして、町の中で印刷をかけ

てチケットを使っていただいているという状況でございます。 

また、運転手さんにそのバーコードの読み取りをということでございますけれ ども、

現在はひまわり乗車券につきましてはデマンド交通、公共交通との絡みもございまして、

今後デマンド交通が普及していけば、ある程度のそのひまわり乗車券ご利用になられる



 －107－ 

方というのは限られてくるという状況でございます。そうした中で、そうした費用をか

けて、そのひまわり乗車券のためにそうしたシステムを導入するということについては、

少し費用対効果の面では薄いのかなというふうに考えておりますので、現在のところは

今のままでいきたいというふうに考えております。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） ご質問いただきました。 

保護者のアンケートですとか、役に立つもの近隣の状況を併せてというご質問をいた

だいておりました。 

この祝い金始めるスタートは、近隣の状況を見る中で、松川町では祝い金として支給

を始めてきたところでございます。 

昨日の町長の方針の中にもありましたが、見直しを含めて時間をかけていろいろ調べ

る、近隣調査やアンケートをしながら検討をしてまいりたいと思っておりますのでよろ

しくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 塩倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（塩倉智文） 佐藤議員のおっしゃることわかりますので、今後事業の参考に

してまいりたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 初のクーポンの話ですけれども、別に松川町が独自にやらなくてもも

う既にそういうことをやっている自治体はあると思いますので、それを参考にしていた

だいてやってほしいと思います。 

それから祝い金の話ですが、もう入学祝い金をその子どもに送るというのは、今の状

況の中、いろいろなお子さんのいろいろな状況の中で考えると、祝い金をあげるよりは

しっかりとした子育て、それから教育の方にお金を使うべきだと私は考えますのでお願

いします。 

それからホストタウン事業というのは、オリンピックが終わって１年後に終わります

けれども、そのホストタウン事業で培ったその海外との交流事業というのは、今後もつ

なげていっていただくようにお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） クーポンの関係、広域ということで、例えば北部ブロックという

ようなところになろうかと思いますけれども、そういったところで定期的に担当者会議
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開かれておりますので、そういった場に投げかけをさせていただきまして、他の町村の

方でどう考えているかというところもまた参考にしながら、まずは投げかけをしていき

たいというふうに思っております。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 入学祝い金の関係なんですが、先ほど課長から説明申し上げましたけ

れども、一応何年かかけて見直しを進めていくということで、今、受給している家庭が

あまりその不平等にならないような時期を見ながら変えていくということで考えており

ます。 

経済的な貧困の問題が実は教育格差につながっているという、そういう大きな問題も

指摘されております。一律平等に入学祝い金を支給することがいいかどうか。今、求め

られている教育面での支援はどうあったらいいか、そんなことも含めて総合的に考えて

いきたい、そんなふうに思っております。 

○議長（米山俊孝） 塩倉課長はございますか。いいですか。 

宮下町長。 

○町長（宮下智博） 政策的なことですので、私の方からも 後お答えをさせていただきます。 

ひまわり乗車券、介護クーポンにつきましては、公共交通への誘導などと絡めてやっ

ておりましたが、だんだん抜本的に見直さなければいけない時期になっております。 

その中で、そういうご指摘をいただいて、ほかと一緒にというのは確かにいいご提案

だなと思います。 

また、入学祝い金制度につきましては、先ほど課長からもございました。私あえて昨

日申し上げさせていただいたのは、これについての是非をかなり問うて、その結果、今

年はとりあえずやっていきますがということの言及をさせていただきましたので、かな

り課題意識を持って取り組んでいるということはご理解をお願いいたします。 

ホストタウン事業につきましても、先ほど佐藤議員からご提案いただいたとおり、こ

の事業をやってきたおかげで住民の方たちがスペイン語を習う中で、もう少しいろいろ

やりたいという気運が高まってまいっております。それをどうつなげるかということを

これから考えてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） ほかにございませんか。 

松井議員。 

○１３番（松井悦子） それではちょっと３点ほどお伺いをしたいと思います。 

43 ページの一般会計の 43 ページ、18 節でありますが、地域公共交通対策協議会費
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6,229 万６千円と載っております。これについて、この内訳をお聞きをしたいわけですけ

れども、小中学生が今、一月に 1,000 円の定期券を購入して乗車をしておるわけですけ

れども、この中にどのくらいの乗車賃が含まれておるのかということをお聞きをしたい、

１点です。 

それからもう１つは、概要の７ページ、それから町長の施政方針で３ページにも示さ

れておりますけれども、中山間地域の自立分散型生産社会の仕組みづくりということが

載っておりますが、これについてはちょっと今までご説明をいただいたかどうだか失念

しておるかもしれませんけれども、いま一度ご説明をいただきたいというふうに思いま

す。 

それから先ほど中平議員の方からも質問がございましたけれども、概要の８ページで

ありますけれど、自治組織のあり方検討研究ということで、予算的には 150 万円が盛ら

れておる、15 万円載っておりますが、これがまた地域の主体性を育む土壌づくりを進め

るため地域、運営組織、中間支援組織などの自治機能を補完する仕組みを検討、研究し

ますということで、これから始めていかれるということで 15 万円の予算付けをされたと

いうことですけれども、これがどういう方向に、どういう理念のもとにされていくのか

というところが少しわからない部分がございますので３点お願いをいたします。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 地域公共交通の 6,029 万９千円の内訳でございます。 

まず、会議費、公共交通に関する対策協議会があります。それに対して 20 万円。あと

事務費で７万円。あと事業費ですが、需用費として 51 万円。この内容は、時刻表の印刷

ですとか、バス停のポール台ですとか、車両の修繕費。あと一番大きなのは委託料の部

分でございます。これが概ね 6,000 万円弱でございます。一番大きなところでございま

す。伊那バスさん、そして丸茂タクシーさん、今現在お願いしておるところへの委託で

ございます。 

以上、内訳で、その中で歳入に関して大体どのくらいの収益があるかというようなお

話でございます。私の記憶の中では、大体 300 万円ほどだったのではないかと思います。 

ごめんなさい、30 万円でした。すいませんちょっと桁が違いました。 

よろしくお願いします。 

あと２つ目のご質問が、中山間地域のお話でございます。 

この取り組みに関しましては、昨日も全協の方でお話を申し上げました。今、中山間

地、主に生田地区を中心としてやはり課題が多ございます。その中で、中山間地域の魅
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力となる、つくるということと、暮らすということとの関係性を含めまして、暮らしの

魅力化を図ってまいりたいというところでございますが、このやはり中山間地域ですの

で、森林資源が非常に豊富でございます。そういった地域の材を活用して、循環型の社

会をつくってまいりたい。そういうような狙い目がございます。 

具体的に言っていくと、今回予算計上させていただいたのは、ワークショップの部分

でございます。２点のワークショップを計画しておりますが、地域材を日常に取り入れ

るアイデアワークショップ。そして木材加工実践型ワークショップ、この２つのワーク

ショップを行っていくという。それは今回 120 万円計上した中身でございます。 

あともう１つですが、自治組織のあり方検討研究といった部分のご質問だったと思い

ます。 

町の中の課題というのが、やはり自治組織、自治会、あるいは区会の中で非常に役員

のなりてが大分厳しくなってきておるということ。あと自治会への加入未加入。先ほど

も触れましたが、自治会未加入の問題が大きくなってきておるということ。 

こういった課題解決をするにあたりまして、その先進地を見ながら学んでまいりたい

という、そこが大きなポイントでございます。その部分をしっかり研究してまいる１年

にしてまいりたいと、そんなふうな思いでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 松井議員。 

○１３番（松井悦子） 初の地域交通対策協議会の支出ではなくて予算の収入の方でお聞き

をしなければいけなかったかなと思って今、お聞きをして思いました。失礼いたしまし

た。 

収入が 30万円ほどだと、小中学生の 1,000 円定期の。これについて、ご承知かと思い

ますけれども、ご家庭の方から無料化にしてほしいという非常に強い要望がございます。

それについて私ももちろん考えはございますけれども、どのような考えでおられるのか

というそのあたり 30 万円が収入の方に含まれるということですけれども、今年度予算に

入っておるということですが、いつからということではないですけれども、できたらと

いいますか、早期の無料化を実施をしてほしいという立場でお聞きをするわけでありま

す。お考えをお聞きしたいと思います。 

それから概要の７ページの方の中山間地地域の自立分散型生産社会の仕組みづくりと

いうことですけれども、趣旨はよくわかりますけれども、今、こういったことがそのど

の程度必要なのか。林業が今、衰退をしておる中で、その何かアイデアを募って地域の
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林業材を使った何か産業振興をしていこうというお考えなのか、それとも地域そのもの

の活性化につなげたいというそういうものなのか、はたまた両方なのか、ちょっとそこ

ら辺が今更と申し上げてもおかしいですけれども、森林資材の活用という、これはもう

全国的な当然課題であって、林業が衰退した原因というのが大きくあるわけですね。そ

の中で、これをまた復活させようという、そういうことは非常に大きな壮大な構想であ

って、なかなか難しいんではないかなと。その小手先の取り組みで果たしていけるのか

どうなのかという。小手先と言うと失礼ですけれども、小規模な取り組みでは杉の木が

３～４本というようなそんな話になるんではないかなというふうに思います。 

そのあたり、どんなお考えなのかということをもう少しお聞きをしたいと思います。 

それから自治組織のあり方検討研究についてですけれども、確かに役員のなり手不足、

それから未加入というよりもむしろ脱退をしていく人たちがまたこれが問題だというふ

うなことはあります。小さな自治体でなくても意外と市のようなところでも、自治会そ

のものが全員が脱退をして、自治会そのものが消滅するというところもあるということ

はお聞きをしております。 

もちろん小さな町村の中ではあるかと思いますけれども、大都市の中でもそういった

周辺地域で担っていけないと。担っていけない理由の一番大きな問題は、役員のなり手

不足ということなんですが、その何で役員がというと、結局その行政のいろいろな様々

な業務というか、委託された事業について担えないと。そういうことが一番大きいんで

すね。自治会内で自分たちだけでたまに会合したり、何か事業したりするということよ

りも行政からの委託されたものがこなせないと。それにはある程度責任が伴いますので、

１年にいっぺんやってもいいし、やらなくてもいいということではない。毎月配布され

るもののきちんとしたお届けをするとか、そういうことが一番できないと、そういうこ

とで当然会合もたまにはありますが、それもできないと。 

そういうことで、自治会そのものが全員がもうこれで話し合いをした結果、自分たち

は自治会組織を解散しようと、そういう例がかなり全国にあるようでありますので、そ

のあたりのことについて、維持していこうと。できるだけ維持していこうという町側の

考えはわかりますが、住民の側の都合ということについての折り合いがここがうまくい

かないと、なかなかこういった一生懸命考えていってもうまくいかないということもあ

ると思います。 

そのあたりできるだけ、私の考えを申し上げますと、できるだけ町からの要請事項を

減らして、自治会が元々の自治という住民自治ですから、元々の自治の部分だけは自分
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たちで自治の皆さん、その地域の自治会の皆さん集まりですから、そもそもが任意団体

でありますので、集まった人たちが自分たちで何か相談しながら自分たちのしたいこと

を何かやっていくという、そういう本来の自治組織のあり方に戻せるようなそういった

方向性も大事ではないかなというふうに思うわけですが、そんなお考えもお聞きをした

いと思います。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

まず、地域公共交通の子どものバスの無料化をという話でございます。 

先日、総合教育会議というのがございまして、町の執行者側と教育委員会との話し合

いを持ちました。その話し合いの中で、無料化についての話も議論をさせていただきま

した。 

その中で、教育委員会としては、その無料化をすることを止めるということはしない

というような結論になりました。 

これのまたこの今度、地域公共交通の会議がございます。そちらにもかけていかない

といけないのは、行政側としては、 終的な受益者負担のことも考えなければいけませ

ん。また、払う方、払わない方がどのように出てくるかということも考えなければいけ

ないので、今、この場で軽々にはできませんが、ずっと検討を続けておるということを

ここでお伝えをさせていただきます。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 中山間地に関するご質問の中で、どの程度必要なのか、

地域そのものの活性化が必要なのか、それともいわゆる収益を得るとか、そういった部

分が中心なのかというようなご質問だったかと思います。 

このそもそものスタートが、生東地区の地域家政科でございます。その中で、実は地

域おこし協力隊と集落支援員２人を設置して活性化に寄与しようといったところ、地域

おこし協力隊がなかなか昨日もお話ありましたが、質問ありましたけれど、地域おこし

協力隊が適任者がおいでにならなかったということの中の延長線上で、じっくりそこら

辺を見極めなければならないなということの中で、そういうことを検討している間にこ

の発想が生み出す一番のもとの相手方が見つかったということもあります。 

一番は、これに関する期待の部分は、コミュニティ機能の支援的役割を担う人材の確

保と組織の育成といった部分ともう１つ、やはり持続可能という言葉をずっと使い続け

ております。それには若者というものが非常にキーを握っておる。この若者が地域にか
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かる仕組みづくりと地域おこし協力隊の確保、ここら辺を中心として、生東地区はじめ、

生田地区、中山間地に部分を活性化につなげられればというような思いでございます。 

よって、その延長線上にそのいわゆる収益を得たりとか、そういうような部分も出て

くるかもしれませんが、一番の大本は地域活性化の部分、この部分がこの事業の狙いで

ございます。 

もう１つ、自治組織のあり方、役員のなり手がない。この役員のなり手がないという

のは、いわゆる行政から来た依頼された部分、これがなかなか大変だというようなお話

でございました。 

これに関しましても、ちょうど総合計画を策定する段階にもご意見をいただいており

ます。行政と自治組織、あるいは区会とのその関係性、これに関しても研究をしていく

必要性があるかなというふうには思っております。 

そんなことで、来年１年間考えてまいりたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 松井議員。 

○１３番（松井悦子） この地域公共交通の中の小中学生の乗車賃の定期の無料化ということ

ですけれども、当然公共交通の協議会がございますので、そこで審議をしていただくこ

とはもちろんなんですが、協議会のメンバーを見ますと、ほとんどが業者関係の皆さん

です。住民の方は本当に４～５人いるかいないかくらいですかね。純粋な地域代表とい

うか地域の松川町の住民のという方は。 

そういう中で、なかなか投げかけてもはっきり言って業者の方たちは業者の立場で運

行しておるので、運行そのものがきちんとできればいいということで、こういった問題

に関してはなかなかお答えのしようがないんではないかなというふうに私は思っており

ます。 

ぜひ、事務局として腹案を持っていただいて、方向性を示していただければ、審議会

の方でも審議がしやすい。どうですか、どうですかと言われてもなかなかわからないと

いうのが正直なとこじゃないかと思うんですね。 

それで現在、お聞きをするところによりますと、30 万円の中に含まれるということだ

と思いますけれども、10 人前後の小中学生の子どもさんが乗車をしておると。定期券を

利用して乗車をしておるということですけれども、非常に遠い距離を歩いて通わなけれ

ばならないので、福祉バスに乗らなければならないという、そういう立場におる方がほ

とんどだと思います。 
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そういう中で、小中学生の義務教育の小中学生からお金をいただいて、町が運行して

おる 6,000 万円余の高額の多額の予算を含む中で、子どもさんの中からそういった義務

教育の中から乗車賃をいただいてというのは、あまりにも不合理だというふうに私は思

っております。 

切実な要望が町民からあるわけですので、特に３人くらいの子どもさんを通わせる家

庭においては、なかなかこれが年間で言いますと負担になるという、これは当然のこと

だと思います。ぜひ事務局の方で無料化の方向に向けていただいて、そんな腹案の方を

出していただいて、審議会、これから３月もあるようですけれども、お願いをしたいと

そんなふうに思います。 

それから中山間地の活性化についての問題でありますけれども、非常にその取り組み

の趣旨についてはわかりますが、ぜひあれもこれもする中の１つということで、中途半

端にならないように、ぜひできればマスコミが注目してくれるくらいのそういった何か

取り組みがいいアイデアでも生まれて、ぜひそんなことになってくれればこの事業も生

きてくるのかなと、そんなふうに思いますのでよろしくお願いします。 

それから 後の自治組織のあり方の検討会ですけれども、非常にこのやはりこれも今

申しましたけれども、投げかける側のワークショップで検討をするということですけれ

ども、投げかける側の開催をするといいましょうか、ワークショップを開催する側の思

惑というか、意図によってかなりこのワークショップの方向が、向いていく方向が違っ

てくるんではないかというふうに思います。 

ぜひ、そのあたり、しっかりと行政の側が、投げかける側が、この自治会というもの

の、また区会というものの位置づけをきちんとしていただいて、その中でいろいろな意

見が出ると思います。自治会は合併をした方がいいとか、数人７人８人の自治会もある

ので、合併を誘導すべきではないかとか、そんな意見ももしかしたら出るような気がい

たします。そしてもっと報酬を上げた方がいいとか、そういうような報酬といいましょ

うか、報酬という形ではないですけれども。 

○議長（米山俊孝） 松井議員、すいませんが総括質疑でありますので予算の。討論はちょっと

少なめにお願いしたいと思いますけれど。 

○１３番（松井悦子） そういうことでよろしくお願いをしたいと。 

自治組織のあり方について、検討をされるのはいいんですか、方向性をしっかりと町

の方で腹に据えた中で進めていただきたいとそういうふうに思います。 

以上でありますが、何かお考えがありましたら長くなりましたが、よろしくお願いし
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ます。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 松井議員のお話、お答えをさせていただきます。 

まず、地域公共交通については、松井議員ご指摘いただいたとおり、考えながらやっ

ていく。また、そういう声があるということも重々わかった上で今やっております。 

ちょっと訂正だけ、対策会議の中、業者さんばっかりとおっしゃられましたが、業者

さん１割にも満たない方で、行政と業者の方とあと地元の区長さんとかで構成をされて

おります。 

また、中山間地域の話がマスコミが飛びつくようなというようなそれも確かにそうか

なと思います。また、目的としておるのは、やはりその地域の方が自分たちの中で経済

を回せるように、何か生み出せるようなものができればというところを目的としており

ます。 

また、自治組織のあり方について、いろいろお話をいただきました。確かに町内回る

と本当に様々な議論がある中でやっていかなければいけません。 

ただ、現在、こういう田舎でありながら、その自治組織が少し壊れ始めているせいで

毎日のように住民の方が相談する場所がなくて、直すべてのことを行政に来てしまって

いるというところもございます。 

その辺も、何でもかんでもじゃあ今後全住民 13,000 人分の相談を松川町の役場のみで

受けるというのもあんまり現実的な話ではございませんので、この地域の良さを生かす

ためにはやはりある程度そういうこのうちの自治会はこういうふうにやっていきたいん

だというような組織をなんとか早く立て直したいという気持ちでやっていくものでござ

います。 

ありがとうございます。 

○議長（米山俊孝） ここでお諮りします。 

休憩をとりたいと思いますが、いかがですか。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） それでは 11時までちょっと時間短いですけれど、11 時までの休憩といた

します。お願いします。 

 

休  憩  午前１０時４８分 

再  開  午前１１時００分 
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○議長（米山俊孝） それでは再開してまいります。 

総括質疑でありますので、質問者、答弁者ともに簡潔にお願いしたいと思います。 

ほかにありませんか。 

米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） まず、副町長にお伺いいたします。 

副町長、昨年こちらに副町長としてこられ、初の予算でございます。 

先ほどもお話の中でいきなりの方向転換をするのではなく、費用の精査をしながら、

そのままの事業を継続してきたとおっしゃいましたが、県からお見えになって、県での

お仕事のスキルを生かされて、非常に私としては期待しておるわけでございます。 

その中で、今回令和２年の予算において、副町長のアドバイスはどのようなものをさ

れたのか１点お聞きするのと、それから予算案の概要の８ページと９ページですが、10

ページと 11 ページです、申し訳ございません。 

まず、10 ページの保育園運営のやま保育の実施ですけれども、この中で 14 万円を使っ

て自然保育活動のフィールド等の整備をされる予定になっておりますが、その内容はど

のようなものか。 

それから 11 ページの子育て支援センターの運営で、報酬費が 638 万円充てられており

ます。その人数とそれから昨年対比として増えているのか減っているのか。 

町長の方針ですと、切れ目のない子育て支援をしていくというお話でしたので、この

子育て支援センターにどのくらいの力を入れているのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） それでは副町長、お願いします。 

○副町長（久保友二） 予算編成にあたってどのようなアドバイスをしてきたかというご質問

でございます。 

正直申し上げて、今回の予算編成大変苦しいものがございました。当初の要求レベル

で約歳入と歳出の乖離が６億円ほどございまして、当然各箇所から要求してくる予算に

明らかに不要なものがあるわけではないですけれども、それだけの乖離をどうやって納

めていくかというところでございます。 

やはり一番私の方で気にしたのは、特にその給付の関係、補助金だとか給付の事業で

すけれども、これはやはり政策目的、当初の政策目的と今の実態が本当に合っているの

かということを改めて担当箇所で見直してもらいたいというところを一番強く各担当に

は申し上げて、予算編成にあたってきたところでございます。 

以上でございます。 
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○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） ２点ご質問いただきました。 

やま保育の関係と子育て支援の関係、ご質問いただきました。 

まず、やま保育の事業につきましては、やま保育の認定に伴いまして、県の整備費用

の補助金が活用できるようになっております。この事業の内容につきましては、予算に

計上させていただいた部分につきましては、部奈の地区にあります部奈でフィールドと

して今まで使わせていただいておった部分の入り口の整備から木の伐採等の部分の事業

を申請してございます。 

２つ目の子育て支援の報償費の関係 638 万１千円の部分でございますが、これ子育て

支援センターの３名分と相談員１名分の４人分の報酬となっております。 

昨年と対比しまして、人数は変わりございませんが、それぞれ１年間経験が増えたと

いうことで、その分の報酬が上がっている状況となっております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） まず、副町長にお伺いいたします。 

まず、積み上げの中で６億円に乖離があったということですが、その中で令和２年度、

この予算でいくら乖離を縮小させてお使いになれたかどうか。 

それから次のやま保育ですが、やま保育はせっかく認定を受けられているわけですか

ら、そのフィールドの予算も県の方から補助金が下りる中で、フィールド整備の長期、

短期でもいいんですが、３年から５年のきちんとした計画表があっての上の令和２年の

予算であるのかどうか。 

それから子育て支援センターの報酬の件でございますが、４名ということで今、昨年

度と変わりはないということですが、ではどの部分で令和２年度は充実させていくのか。

この予算でどう充実させていくのか。 

それからあと、出張相談を多分されているというようなことをお聞きしたんですが、

それについての費用はどのぐらいを見込んでいらっしゃるのかをお聞きをいたします。 

○議長（米山俊孝） 久保副町長。 

○副町長（久保友二） いくらというお話でございましたけれども、端的に申し上げますと、こ

の予算案、予算概要の３ページのところに記載させていただきました。 

正直申し上げて、来年ではなくて来年再来年以降に先延ばしをさせていただいた事業

もあります。そういったものも含めて、ただやはり税収等入ってくる歳入等、それから
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どうしても支出しなければいけない区分の乖離については、財政調整基金の取り崩しと

いうことで、 終的には 6,650 万円の財調の取り崩しというような形で編成させていた

だいたところでございます。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） やま保育の関係、年間計画に基づいてということでございますが、

単年度の計画の中でこういったものが必要になったらその所有者、また地域の方と一緒

に考えながら計画を立てていくというのが現在のスタンスとなっております。 

長期的な計画も確かに必要ではございますので、またいろいろ検討しながら、また関

わっていく地域の皆さんと一回お話をする中で、いろいろな整備の計画について検討を

進めてまいっていこうかと思っております。 

子育て支援センターの関係で、運営の強化の部分はどの部分かというご質問いただい

ております。例年どおりの事業を充実させていくというのがメインになってこようかと

思います。 

近ですが、子育て支援センターにお見えになって、それぞれお子さんの悩みですと

か、次の保育園につながっていく相談がかなり多くなっております。それに伴いまして、

役場で行う健診ですとか、個別の相談等も出てきておりますので、そういった部分で間

を取り持って保育園ですとか保健師、またそれぞれの心理士等につなげながら、中間的

な役割として担っていくような形を一層強化していきたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） 副町長、今回予算も昨年より少なく抑えていられて、事業縮小傾向にある

わけでして、私は町長に期待いたしましたのは、まだ就任されて間もないわけですけれ

ども、やはり県との情報ですね、早い情報の入手、または交付金をいかに取ってきてい

ただけるかというようなことを期待しておったわけでございますので、その辺のところ

をいかがであったかということをお聞きしたいのと、それからやま保育ですけれども、

せっかく認定されていらっしゃるわけですから、やっぱり園児さんもだんだん増えてい

らっしゃるというふうに推察いたします。福与ですよね。 

ぜひともこういう交付金を活用するには、計画的に進めていただいて、やることがた

くさんあると思いますよね。トイレや東屋や水場を作ったり、それから転倒防止の柵を

作ったりというまだまだやることはあるので、やはり地元の方の意見をお聞きしながら

も計画的に進めていただく方が良いのではないかと思います。 
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そんな点についてとそれから子育て支援の運営でございますけれども、今、相談と強

化していかれるということですので、町長の方針でもありますような切れ目のない子ど

もの支援をよろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 久保副町長。 

○副町長（久保友二） 予算規模の話がございました。予算概要の４ページをご覧いただきた

いと思います。歳出の方の合計が 60 億 5,300 万円ということで書いてございますけれど

も、ご覧いただくように教育費の中の町民体育館の改修が約３億円ほど終了に伴って減

額になっておるというのが一番の大きな原因でございまして、その部分を除けば逆に増

えているという状況が見て捉えるかと思います。 

それから私の役目として補助金を取ってこいというようなご要望もありましたけれど

も、その辺にはちょっとお答えできないのかなと考えておりますのでよろしくお願いい

たします。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） やま保育についてお答えしたいと思いますが。 

福与保育園のやま保育に認定は、これは福与保育園に限ったことではない。つまり各

保育園の園長が、その園のリーダーとして、それぞれの園で特色ある保育が行われるよ

うなそういう起爆剤になればいいなという、そんな思いもありました。 

それからもう１つは、実際来年もそうなんですが、遊びの楽校まつかわを使って、す

べての保育園でやま保育の研修をします。その研修をする一番の根っこにあるところは、

保育の原点に立とうということです。保育園の現場は、なかなか行事等に追われて保育

士主導の保育が行われているという現実もあります。もっともっと子どもたちが周りの

環境に十分関わり、その中の関わりを見て、必要な支援を保育士が与えていくという、

そういういわゆる保育の原点に立つにはこのやま保育がいいだろうということで、持ち

込んできておりますので、そんな趣旨も理解していただいて、環境づくりとして交付金

等を使っていくということも計画的に考えていきたいと思いますが、子どもたちの保育

等というその視点に立ってやっぱり一番望ましい保育をしていくということを考えたと

きには、やま保育という、その自然体験や周りの環境に働きかけていくという、子ども

たちの姿を保育士が大事に見守るという、この保育の原点をしっかり共通基盤として立

つという、そんな意味合いもあるということでお含み置きいただければとそんなふうに

思います。 

以上でございます。 
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○議長（米山俊孝） ほかにございませんか。 

川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） それでは私の方は２点お願いしたいと思います。 

まず、令和２年度の予算書の中で個人的な考えを述べさせてもらうと、これが目玉だ

というのはちょっと私的にはなかったかなというふうに思っております。 

それで始めさせてもらいますが、概要書でありますが、概要書の中であります。それ

以前にこの予算の中で人口減少対策についてでありますが、定住移住、そして子育て支

援というふうに予算が載っておるわけでございます。 

概要書の中の８ページには、移住定住対策として若者定住住宅取得祝い金、また順番

でいきますと 10 ページには出生子育て支援金。また 14 ページいきますと今度は初めて

でありますけれども、ＵＩＪターンに関しての支援金。17 ページには入学祝い金等々の

補助金があります。 

この中で今日質問したいのは、８ページにあります定住住宅取得金祝い金、これにつ

いては昨年も予算200万円計上されております。これの若者定住に対してですけれども、

去年の実績、またどうしたらもらえるのかというような細かいとことをちょっとお聞き

したいと思います。 

２点目でありますが、一般会計の予算書の中で 45 ページをお願いしたいと思います。 

これに関しましては、支所及び出張所費ということで、45 ページの中の 13 使用料及び

賃借料、防犯カメラ賃借料 13 万２千円、それから 14 の工事請負費エアコン設置工事、

またトイレ洋式化工事、ここは載っています。これはちょうど細かいことでありますが、

またあとで質問の中で出てきますので、この２点について説明を求めます。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 若者定住対策の定住住宅所得祝い金の件でございます。 

まず、昨年度実績、昨日補正でもお願いした件なんですが、20 軒を予定しておったの

が 23 軒。ですから今年度は 23 軒ということになりそうです。 

その用途というのかな、空き家ですとか、あるいは新たに新築をされてこちらに若い

方が定住されたときに支払うという形でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 矢澤住民税務課長。 

○住民税務課長（矢澤 覚） 一般会計の 45 ページの使用料の防犯カメラの賃借料でございま

すが、こちらにつきましては支所の防犯対策ということで、こちらの方２基防犯カメラ
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ということで設置をしまして対策の方を行っていく、それの賃借料、借りるという賃借

料の予算になっております。 

それから工事請負費の関係のエアコンの設置、それからトイレの洋式化でございます

が、エアコンにつきましては会議室の大きな会議室のエアコンの方を設置をしていくと

いうことで、こちらにつきましては夏場等児童館の子どもさんたちがお昼寝等で利用さ

れるというようなこともありますし、区の方からの要望の方も出ておりますので、こち

らの方の設置工事を行うということでございます。 

トイレにつきましては、女性が２基、それから男性の方が１基設置をするというよう

なことで計画の方をしております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員、今のエアコンとトイレの件とそれから防犯カメラの件、これ所

属委員会の件でありますので、委員会の方でお願いしたいと思いますので、 初の定住

の方だけ対応でお願いしたいと思いますけれど、よろしいですか。 

エアコン、今、住民税務課長の方で回答ありましたので。 

○３番（川瀬八十治） すいません、この支所については今、住民課長でしたけれども、その中

身は住民課でしたけれど、支所は総務課かまちづくりだと担当はと思ったもんで質問し

たんですけれども、その改善センター自体はその会議室を住民税務課なんですか。 

○議長（米山俊孝） 矢澤住民税務課長 

○住民税務課長（矢澤 覚） 管理の方は住民税務課の方でしております。 

○議長（米山俊孝） よろしいですか。 

川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） そいじゃ改善センター上片桐支所については、すべて住民税務課とい

うことでいたしますので、今後については担当委員ということでそちらの方で質問をさ

せていただきます。 

それでは、先ほど定住住宅の方でありましたけれども、空き家、また新築ということ

でありましたけれども、ひとつは先ほど 23 軒ということで本来 20 軒のこれ予算だと思

っておりますが、このもらえるというか、要するに補助金を受けるまでにはどうしたら

いいか。例えば今は要するにお支払いをしたと。補助金を払ったということであります

けれども、もらうにはどうしたらいいんですかということを私聞いたと思うんですけれ

ども、結局よそから移住してくる若者が土地を取得して家を建てる中で、どうやったら

もらえるのかとか、そういうとこを聞きたかったわけです。 
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○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長、答弁がちょっと内容違ったようであります

ので、これ１回目ということでお願いします。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 申請をしていただく形になります。町へ申請をしてい

ただく形になります。 

ホームページ上でアナウンスをさせていただいております、それをご覧になって町へ

申請していただく、そんな形でございます。 

○議長（米山俊孝） もう一度小木曽課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 町へ申請をしていただきます。それによって支払いが

発生します。 

周知方法は、ホームページでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、申請方法と言いましたけれども、その申請方法の中でホームページ

だけしか周知されてないということになると、町内のそのホームページ見る人が幾人お

るかというとこであります。 

逆に私が今言いたいのは、申請があるというのはきっと町へ住民票が移ったりいろい

ろしてからでないと申請できないという形になると思うんですけれども、それ以前にそ

ういうのをもっと大々的な発信をして、移住をしていただく。松川町に土地を買って家

を建てたいなというような考えを持っていただけるような発信方法はないものかと。単

純に申請があったで補助金を支払いましたよということは、確かに 23 軒あったのは実績

かと思いますけれども、そうでなくてもっとどんどんそういうことが問い合わせがある

ようなことができないかというふうに思っておるわけでございます。 

いずれにしましても、若者がどんどん入ってきていただいて、子どもが生まれて、活

気のある町になるようにするには、やっぱりそういうとこも大事じゃないかというよう

に思っておりますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 松川町のホームページ上、比較的わかりやすいところ

に定住サイトというのがございます。そこをクリックしていただくと、様々なその町へ

来るとどういうような形の助成を受けられるよという、そういうものが示してございま

す。 

また、実は年間何回か移住定住セミナーというのがございます。長野県、あるいはも
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っと絞って南信州ですとか、来たい皆さん方が集まるそういうようなシーンがございま

す。そういったところでもご案内をしておる、そんなような状況でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員、もう一回。 

○３番（川瀬八十治） 一回プラスになるかわかりませんけれど、いずれにしましても、私の言

わんとすることは、子どもが増えるということが一番かなというふうに思っております。 

で、そういういい制度がありますので、どんどんどんどん発信をしていただくという

のがまず１点目であります。 

それで申請という段階でわからない状況では困るなというふうでございますので、ぜ

ひ住民登録されたあとになるか、それ前の申請になるかわかりません。しかし、きちっ

としたこういう制度もっと広げていくのがいいんじゃないかなというふうに思っており

ますので、ぜひそこら辺をくどいようですけれども、周知できる発信方法をいま一度考

えていただきたいというふうに思っております。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 承知いたしました。 

○議長（米山俊孝） ほかにございませんか。 

大蔵議員。 

○４番（大蔵 洋） ３点お聞きしたいんですけれども、１点目は冒頭熊谷議員の方からスク

ラップアンドビルドに対する今回の当初予算の反映についてはお答えいただいているの

で、この点については町長に対して、一応昨日の施政方針演説終わりに２年をかけて見

直していきたいということが記載されております。 

町長も第５次総合計画の策定委員として関わってこられたので、この総合計画には思

い入れも強いと思うんですけれども、やっぱり住民が住みたい、住んでみたい。それか

らこれから町をしょって背負って立つ若者が、特に住みたいというようなものをアピー

ル、そこに重点的にやっぱり予算付けしていく必要があると思うんですよ。 

確かに総合計画というのは必要なものばかりです。ですけれども、昨日の全協でも黒

澤議員の方から近隣と差別化するような施策も必要だと。報道では、2040 年問題として

1,700 余ある自治体の１／３が淘汰されるというような報道も出ております。 

これから本当持続ある地域づくりを目指していくには、外向けの事業も大事ですけれ

ども、住民目線が一番大事じゃないかと思うんですけれども、この点についてお聞きし

たいのと、あともう２点は、昨年９月に議会で小中学校の保護者の皆様にアンケートを
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実施させていただきました。いろいろなご意見ご要望をいただいたものを集約して、教

育委員会事務局の方にも伝達していると思いますけれども、保護者の皆様のご意見、要

望が今年度の予算にどのように反映されているかという観点から２点お聞きしたいと思

います。 

いずれも昨年度から始めた事業なんですけれども、予算書のページ 95 ページの教育費

の教育委員会事務局費 18 節の負担金及び交付金ということで、松川町学力検定料補助金

40 万３千円、それからもう１つは概要の１８ページ、同じく教育費の社会教育費、２目

の公民館費としてサマーチャレンジスクールまつかわ 56 万４千円が計上されておりま

す。 

学力検定補助金につきましては、昨年の６月の第１回の補正予算で英語検定受験料補

助として 60 万１千円要綱を作成され、小学生１人当たり 1,100 円で 110 人分。中学生が

１人当たり 2,400 円で 200 人分ということで計 60 万１千円なんですけれども、今回の３

月の補正で 50 万円が減額補正されております。ということは、10 万１千円の補助金が活

用されたと私は理解しておるわけですけれども、この小学生何人、中学生何人の内訳を

お聞きしたいと。 

それからもう１点の方のサマーチャレンジスクールまつかわなんですけれども、夏休

みの子どもの居場所づくり、自習する子どもの育成等を目的に開始された事業なんです

けれども、保護者の皆様へのアンケートにも「大変良い事業であり、拡充をお願いした

い」と。多くの意見が要望が寄せられております。 

12 月の定例会の一般質問の町長の答弁の中でも、「子育て支援に必要な施策として拡

充を図っていきたい」と答弁されておりますが、昨年度確か 60 万円だと私は記憶してい

るんですが、今年度 56万４千円と同額程度になっているということで、なぜもっと拡充

していただけなかったのか、その理由についてお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 予算全般の考え方、またご意見としてお伺いしたところでございます。 

外向けではなくて住民目線のものがというのは、大変そのとおりでございます。それ

と同時に、ほかの地域から松川町で特色を出したというのはまたそれはまた外向けの話

でございます。このバランスは確かにとらなければならないということ。 

また、若者たちをこういう場というか、若者たちをその町を担うようなところに引っ

張りだしてくるというのは、私のミッションとしてやっております。 

そういう中では、予算をかけてというよりは、まずはそういう中に飛び込んでいって
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話をするということからやっていきたいと思っておりますので、その中で今回、若者と

一緒に話をする場というのも設けさせていただいたところでございます。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 学力検定のご質問いただきました。 

英語検定につきましては、受験者の小学校で中学生が受験されたものが 13 名、中学生

で中学校の受験が 89 名ということで、それぞれ補助申請をいただいておるところでござ

いますが、半分ぐらいの補助申請しかまだ上がってきておりません。 

ということで、一応受験者全体の部分は確保してあるということでございます。 

○議長（米山俊孝） 塩倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（塩倉智文） 昨年度チャレンジスクール松川につきましては、20 人の定員で

行うという予算立てでございました。実際には延べ実人数で 55 名、それぞれの講座をと

った方々で一番多い講座で 49 という講座がありました。 

その実績を受けまして、今年度の予算立てにつきましては 80 人の定員で、昨年はその

分を予算を組み替えてこう次第に充てたということがあります。 

それを受けまして、今年は 80 名の定員として４教室を一度に行うという予算立てにし

てあります。 

したがいまして、講師代につきましては 36 万円と町の職員で夏休みにやっていただけ

る方を含めておりますので、講師につきましては 15 日の 180 教室分の講師代を盛ってあ

ります。それが 36 万円でございます。 

また、上片桐の教室を昨年は行ったんですけれども、その需要がないときは上片桐か

ら大島にバスで移動させるということもありまして、昨年も今年もそのバス代を計上は

してあります。昨年は、そのバス代を講師に組み替えましたので、それが必要がなくな

って、上片桐で行える場合は上片桐にして、予算を削りたいと思います。 

この概要の中には入っていないんですけれども、実際にはテキスト代も皆さんに提供

する予定で、それが 33万円の予定で盛っておりますので、事業自体は昨年よりも拡充さ

せております。 

○議長（米山俊孝） 大蔵議員。 

○４番（大蔵 洋） 総合計画につきましての改訂版につきましては、昨日の議案の審議の中

でも多くの議員の方から様々な意見が寄せられております。 

そこら辺を踏まえて、ぜひこの２年をかけてどういうような住民住みたい町をつくっ
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ていくかということで、ぜひ町長には頑張っていただきたいと。 

多くの住民の方から町長、当選されてまだ今年１年まだ迎えてないわけですけれども、

「温かい目で見てやってほしい」という意見が寄せられております。「２年間は、そうい

う温かい目でやってくださいよ」というような意見をいただいておりますので、ぜひ頑

張っていただきたいと思います。 

答弁は結構ですので。 

この一応検定につきましては、小学生 113 名、それで中学生が 89名ということで申請

はされているけれども、まだ検定を受かってないということなんですかね。どういうこ

となんですかね。ちょっとよくわからない。今の説明ですと。 

検定を受けたと言って申請は出されているけれど、今回その 50 万円が減額補正されて

いますよね。そこら辺もう少しわかりやすく説明していただきたい。 

それからサマースクールチャレンジについては、この予算書の中ではよくわからない

んです、さっき言った。 

内容的に去年よりも拡充されているというお話をいただきましたので、これは保護者

の皆さんからも「非常に良い事業なので拡充して今後も続けてやっていってもらいたい」

というお話聞いておりますので、今、その拡充をしてあるというお話なので、この件に

ついては結構です。 

下井課長、お願いします。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） すいません、説明が悪くて申し訳ありません。 

昨年、令和元年度の受験者数につきましては、小学校 13 人、中学生 89 人の実績があ

りました。 

補正予算で減額にした部分につきましては、実績が少なかった部分と現在までに補助

申請が補助金の申請が出てきてないということも含めてもう 50 万円の減額をさせてい

ただいたという言葉足らずで申し訳ありませんが、そういった部分で補正の方は減額を

させていただいております。 

ちなみに本年度、この予算計上させていただいた部分につきましては、小学校の予定

で 30 人、中学校の予定で 100 人ということで 130 人分の予算を計上をさせていただきま

した。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 大蔵議員。 
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○４番（大蔵 洋） 今、13 人の 89 名で約 10万円が使われたと計算的に合わんような気がす

るんだけれど、それでいいんですかね。減額されているんですけれど、その 60 万１千円

以外のほかにもどこかからその原資は出ているわけです。 

それと３回目なんで、保護者の皆様から「英検だけでなく数検、漢検も考えていただ

きたい」ということなんですけれども、これ要綱作らないと予算計上ということは多分

できないと思うので、そこら辺検討されたのかどうか、その点２点お答え願います。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 先ほど申しました小学校 13、小学校 89 は延べ人数です。１人で複

数回、複数チャレンジしていただいた部分もありますので、１人一回分の補助というこ

とでカウントしておりますので、これより内数になってくるかと思います。 

数検と漢検につきまして、サマーチャレンジの方で取り組みをいただいております。

数検の受験者すべて延べ人数ですが、小学校 13 人、中学校 22 人。漢字検定につきまし

ては、小学校 180 人、中学校 102 人の実績があります。 

また、算数検定ですとか漢字検定につきましては、要望いただいておるのは認識はし

ておりますので、またその分検討をしながら進めてまいりたいなと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） ほかにございませんか。 

菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） 予算についての質問でございますが、農林水産の方の 77 ページの 18 節

およりての工事負担費ということで、およりての森の遊歩道整備事業についてのご説明

をしていただきたいと思います。 

それに伴いまして、概要の方ですが、４ページ、商工費の 2,558 万６千円の減につい

ての説明をいただきながら、フォレストアドベンチャーのスタッフの増員というような

形のご説明をいただきたいと思います。 

それから概要の 14 ページ、およりての森の公園事業についての周辺の一帯を森林公園

としての整備をしたいという形。そのおよりての森の遊歩道に伴いまして、この事業が

どういう形でどういうように進めていくのかというところをお聞かせ願いたいと思いま

す。 

それに伴いまして、フォレストアドベンチャーも清流苑、およりての森、旧青年の家

の一帯の森林の活用したフォレストアドベンチャーの運営についての誘客を図る手段と

しての予定と申しますか、手段についてお聞かせ願いたいと思います。 
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以上です。お願いします。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） よろしくお願いします。 

まず、一般会計の 77 ページの方からお願いします。 

およりての森の遊歩道の整備事業ということでありますが、これにつきましては昨日

の全協、あるいは本会議の方でご決定いただいた辺地計画の中にも入っている事業でご

ざいます。辺地計画に従いまして、遊歩道を整備していくということで、継続事業とい

うことで、今年はあおなぎの池から東へ向かう遊歩道墓整備を行っていきたいというこ

とで考えております。 

それからフォレストアドベンチャーのスタッフの増員、４ページ、概要の４ページの

フォレストアドベンチャーのスタッフの増員ということですが、これにつきましてはや

はり安全ということが一番です。今までのスタッフでは、特に非常に混雑期においてな

かなかその目が行き届かなくてちょっとヒヤリとする場面もあったということもお聞き

しています。 

やはり万が一事故があっては決してそういうことがあってはなりませんので、やはり

スタッフをある程度増員して、安全には万全を期していきたいということの中での増員

ということでご理解をいただければと思います。 

減額の 2,558 万６千円の減額の理由ですけれども、これにつきましてはここにありま

す観光地域づくりの推進事業ということであります。具体的には、観光まちづくりセン

ターの方に委託をしております委託料関係が大きい原因かと思っております。 

それからフォレストアドベンチャーの誘客を図る手段ということでご質問をいただき

ました。ご承知のように、昨日の補正予算の中でもフォレストアドベンチャーの利用者

の減ということで減額補正をさせていただいたところであります。 

気象的な要因はともかくといたしまして、やはり他施設等にやはり競合が出てきてお

るということの中で、そこのところはやはり今後てこ入れをしていくということで、ほ

かの観光資源との連携ということはもちろんでございますけれども、あるいは滞在交流

プログラムとの組み合わせということも考えていかなくてはいけませんが、やはり後発

の施設は、キッズコースに代表されるように松川町にはないコースが充実してきており

ます。やはりハード的な整備も検討をしていかなくてはならないと考えております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員。 
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○６番（菅沼一弘） およりての森の一般会計の方ですが、昨日もそういう説明があったとい

うことでございますし、それからこれは継続的な事業で行われるんではないかと思いま

すが、そんな形で大体このおよりての森のその遊歩道の整備事業というのは今年１年で

終われるかどうか。継続でやっていく距離があるかどうか、それをお聞かせ願えればと

思います。 

それからフォレストアドベンチャーのことにつきまして、増員される理由は安全を第

一という形の中で行われるというお話でございましたのでこれは大事なことかな。ただ、

冬場休まれる、11 月の終わりから休まれるその間が費用がかかるわけですけれども、こ

れは保険か何かで補償していくのかな、そんなことでよろしいでしょうか。 

それからフォレストアドベンチャーの周辺でございますけれども、これは清流苑、お

よりての森や旧青年の家の一帯の森林資源を活用してというようなことで 2,280 万５千

円というような予算でございますが、この中に青年の家のことについて、今、先般です

か、町長壊すというようなお話で、それがよろしいかどうかお答えをいただければと思

います。 

それからもし壊すとすれば今、体育館やいろんな形で残されているものについて、耐

震補強をされたりしているんですが、それはどんな考えでおられるか、それを踏まえて

ご説明いただければありがたいと思いますが。 

その２点お願いします。 

○議長（米山俊孝） まず、米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） およりての森の今後のということなんですが、およりての森に

つきましては 100 年の森構想ということで、アドバイザーの先生方をお二方お迎えして

おりまして、そのアドバイスをいただきながら整備をしていきたいと思っております。 

遊歩道の整備ということで大きなお金がかかりますけれども、これもちょっと予算の

つき具合であれですが、１年では終わりません。複数年で計画をしておりますので計画

どおり進めてまいりたいと思っております。 

また、議員の皆さんにもご参加いただいております植樹祭等によりまして、また整備

も図っていきたいとそんなふうに考えております。 

それからフォレストアドベンチャーのスタッフですけれども、今年はテスト的に冬場

の通年運用もやってみました。そういうことの中で、今年はたまたま暖冬で雪が少なか

ったもんですから非常に条件が良かったんですけれども、そういったことで冬場通年運

用も図るということであります。 
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費用のこともご提言いただきましたけれども、費用につきましては増えるといっても

アルバイトをある程度常時雇用ではありませんので、そこは繁忙期とそうでない時期、

シーズンオフの時期はうまく事業調整をさせていただいて、経費のかからない形で考え

てまいりたいと、そんなふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 青年の家については、一般質問で出ておりますけれど、お答えできる範囲

がありましたらお願いしたいと思います。 

宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

先ほど議長からもありました一般質問でもございますので、また簡潔にでございます

が、今年の４月ぐらいを前も議会の皆様とお話をする中で、今年の４月ぐらいをめどに

今後のその計画も含めて提示していくというお話をさせていただいておるところでござ

います。 

また、町として除却の方向でという話し合いを現在しておる 中として認識をしてお

りますのでお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） まだ議決もされないようなお話をお聞きさせていただきました。申し訳

ございません。 

そんなことで理解をさせていただいていきたいと思います。 

それからフォレストアドベンチャーについては、やっぱりおよりての森の周辺のやっ

ぱりメーンの施設だと思っております。 

それからツリードームについても、今後先般、昨年度の予定的なものは良かった、悪

かったかについてはまた委員会というか、全協の方で聞かせていただきますが、そんな

点も踏まえて、これからも継続していただいた方が良いかな、そんな感じを持っており

ます。 

以上、３回目でございますので終わります。 

○議長（米山俊孝） ここでお諮りします。 

12 時まで残すとこ５分切っております。継続しても延長になると思いますので、ここ

でいったん休憩に入りたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） それでは予定どおり１時までの休憩といたします。 
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休  憩  午前１１時５６分 

再  開  午後 １時００分 

 

○議長（米山俊孝） それでは再開してまいります。 

総括質疑ですが、ほかにありませんか。 

黒沢議員。 

○７番（黒澤哲郎） それでは、まず全体のこの予算について、まず町長にお聞きしたいなと思

っているんですが、１点目は。 

我々来年度の当初予算ということでありまして、しっかりした予算を作って運営をし

ていかなければならないと考えているのは全く同じであるわけでありますけれども、町

長の当初の施政方針、予算案の概要についての説明がありましたけれども、その一番

後のところに「十分なご審議をいただきましてご賛同賜りますようお願い申し上げます」

というふうに述べられました。書かれております。 

私、今回、この予算案の提出の仕方については、非常に疑問を持っておりまして、新規

事業、それから拡充事業等新しいものが入っているわけであります。こういった予算を

予算の説明について、昨日初めて説明をされて、そして審議をしてくれということであ

ります。 

私、議会運営委員会の副委員長もしておりまして、議会をスムーズに進めていく上で

もこういう新規事業については議会が始まってから問題点等指摘させていただいても修

正する期間もありませんので、前もって事前に説明をしていただき、協議をする方向が

よろしいのではないかということを申し上げてきました。 

そしてその場として先月、議会全員協議会も開催するという形態をとってきたわけで

ありますけれども、そういった中で全くこの新規事業、拡充事業についての説明があり

ませんでした。 

昨日の全協でも問題点を指摘させていただきましたが、もう既に議案に載っておりま

す。 

そういう進め方、今までも唐突な提案、こういったものは非常に問題がある。事前に

説明をして協議をして進めていくことが、スムーズな行政運営になるということは申し

上げてきたにもかかわらず、今回も今定例会当日、新規事業等の説明を縷々されている。

審議すれば審議するほど賛同しにくくなるわけですね。問題点発覚しても行政側として

は訂正する場が時間もない。こういった形にならないように、前もってお願いをしてき
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たわけでありますけれども、今回全くその議会の意思が伝わっていないのか、突然の新

規事業等の説明提案になっている。この点についてどういうことなのか、町長からまず

きちんと説明をいただきなと思います。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 黒澤議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

私がなってからやはり度々そういうご指導をいただくといった場面が多ございました。

また、松川町議会のその今までのやり方というのも、現在学びながらというところもご

ざいます。 

昨日、全員協議会にて確かに提案させたもので、新しいものというのが森林資源を生

かした中山間地域の自立分散型生産社会の仕組みづくりについてというこの点と松川町

環境保全型農業推進事業についての拡充の一部。また、松川町ＵＩＪターン就業・創業

移住支援事業についての３点でございます。 

大きな金額のかかる大きなものについては、先月の全員協議会でお示しをしたのが、

その議会運営委員会のご指摘を受けての対応でございます。 

やはりある程度ご審議をいただいてという中でというのは大変理解はいたします。た

だ、今、この場もまたこのあと委員会でもご審議をいただいてのそれが一番大事な審議

と思っております。 

あくまでこういうことを考えておるというのを報告させていただくのが全員協議会と

いう認識でおりますし、またよく提案させていただいたときにまだまとまりきっていな

いようなところ、詰め切れていないようなところがある状態で出させていただいている

という部分が、今年何度が見受けられたかと思います。それはなるべく教えてほしいと

いうご提案をいただいた中で出させていただいているところでございます。 

そうはいっても同じように協議していかなければいけませんので、ご指摘はお受けし

ながら今後もやっていきたいと思います。 

本当に常に様々な新しいことが役場の中で生まれております。その伝え方についても

ちょっと今、課長会議でももんでおるところでございます。どんどん文書で出した方が

いいのか、もっと定期的に全員協議会等設けた方がいいのか、どういうやり方がいいの

かということはまたご相談をさせていただきたいところでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 町長よく理解していないのかなというふうに感じるわけですけれども。 
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今この議会は、十分審議をしますけれども、 終です。審議をしてこの予算でいいか

悪いかを議会は決めなきゃいけないわけです。決めるわけです。不備があれば駄目です。

だから事前に協議をしたり、説明を聞いたりして、いいものにしていくわけです。 

今日があるから、今回の議会があるからといって駄目なもので通すわけにいかないわ

けですよ。不備なもの、不十分なもの、良くないものを通すわけにはいかないんですね、

議会は。それでいいんですか。それで当初予算が通らなくてよろしいと考えているんで

すか。この場で審議してもらえればいい。じゃあ絶対に通る自信満々な案が出されてい

るんならそれでも結構でございます。 

そういうことですので、よくわかりました。私たちが言っていることが全く伝わって

いないということがよくわかりましたので、そのつもりで我々も対応をしていかなきゃ

いけないかなと改めて感じているところであります。 

それでは具体的な質問をしていきたいと思いますので。 

概要の７ページでございます。「くだものの里まつかわ」松川応援基金事業でございま

すけれど、一般会計の歳入の部分にも出てまいりますけれども、寄附金見込額 9,000 万

円ということであります。そして経費を引いて基金積み立てが 3,763 万円ということで

ありますけれども、これ前年度の今までの報告比較すると約 80％近くの増という見込み

かと思いますけれども、ここら辺のその根拠というのをご説明いただきたいなというふ

うに思います。 

それから先ほども出ましたが、15 ページのフォレストアドベンチャーの部分でござい

ます。既に指摘がありましたけれども、スタッフの増員で 339 万円ですね。課長答弁さ

れていましたが、補正もしたように入場者頭打ち減っているわけです。そして施設利用

料も減っているわけです。そこに主な財源、施設使用料が今年は記入されていませんけ

れども、昨日の補正の段階では 1,924 万円ということだったかなと思いますけれども、

こういう減収の中での予算、そして運営になっていくと予想される中で、安全面といい

ながらも単純に人を増やすという方向に行くという考え方、これ厳しい経営状況の中で

スタッフを増やす。安全対策ということならさらに安全対策を拡充する施策とかそうい

うのは検討した上でどうしようもないので、このスタッフ増員に踏み切ったということ

なんでしょうかね。 

その経営感覚からいくと、こういう予算の立て方、増員の仕方というのはあまり考え

られないんですけれど、この経営状態の中で。そこら辺をお聞きしたいと思います。 

その次は、予算書の一般会計の 107 ページであります。７目の旧青年の家管理費でご
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ざいます。 

これについて、縷々各施設に要するに需用費、役務費、委託料、それぞれありますけれ

ども、来年度の旧青年の家の利用計画を元にまず利用計画をお話しいただいて、それぞ

れの項目、節に関するどういう理由でこういう金額になっておるのかというのをご説明

をいただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 昨年度よりふるさと応援基金の関係 80％増の理由でご

ざいます。 

まず、昨年４月から返礼品の調達範囲を町内産から南信州産へ拡充させたことですと

か、あといろいろメニューを増やしてきたことで、今年昨年度実績が 2,700 万円くらい

だったのが寄附額が今年１億円超えを見込んでおります。そこで一応 9,000 万円という

収入を見込んだ、それが理由でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 続いて米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） フォレストアドベンチャーの職員の増の関係でご質問をいただ

きました。 

確かに議員申されることはごもっともでございます。今年度、入場者減が見込まれる

中、また今、コロナウイルス等の中、また他施設との競合の中、非常に厳しい経営環境の

中、なぜ人を増やすのかということ。経営ということを考えれば当然の疑問かと思いま

す。 

ここら辺は、現場とも話をしたんですが、やはりどうしても人間が手を出さなくては

いけないところ。人間の目でしっかり安全も確認して、監視をしなければいけない面が

あります。 

運営の中で、先ほども私申したかと思うんですが、やはりちょっとヒヤリとする場面

がありました。 

昨年、同様の施設で死亡事故もあったということで、そういった情報もありまして、

本部の方からも指示で、安全面には十分気をつけるようにということをいただいており

ます。事故やそういったことがありますと、施設、このフォレストアドベンチャーとい

う商標を使っている全施設にも迷惑が及ぶことになりますので、そこはやはり安全とい

うことを第一に考えて、こういった対策をとらせていただくということでご理解をいた
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だければと思います。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） あと青年の家の管理費の問題についてはどなたかが答えていただけます

か。 

関連費の根拠、事業がどうなっておって関連が生じるのかということのそういう質問

だと思いますが。利用計画に対しての。 

米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） 旧青年の家につきましては、予算的には教育費の方の予算にな

ります。 

それで今は、産業観光課の方も後利用の関係で観光が絡んでおりますので、説明をさ

せていただきますけれども、今後の利用ということでございますけれども、青年の家に

つきましては過去に社会教育施設ではもう使わないという決定を教育委員会の方でして

いただいております。そういったことの中で、社会教育施設としては貸し出さずに運営

していくということが決定をしております。 

そういった状況でもありましたが、私どもの方の事業ですとか、今までは私どもの方

の事業で旧青年の家のテスト運用というような形でサッカー塾の関係で貸し出しをして

おりました。それから今までは、要望があればお返しするという形で運営をしておりま

したけれども、次年度より昨年は町体の耐震化の関係がありましたので、体育館の方も

貸し出すということで運営をしてきましたが、町体の耐震化も終わったということの中

で、現利用者も非常に数が限られておりますので、その現利用者の皆さんにお話する中

で、次年度の利用につきましては、体育館、それから施設、施設も大分傷みが激しいとい

うこともあります。管理上の問題もありまして、当初の決定に基づきまして、次年度は

貸し出しをしないということで決定をして、４月からはそういう形でお願いをしていこ

うと、そういうふうに考えております。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 塩倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（塩倉智文） すいません、数字的な根拠のことについてお答えがありません

ので補足させていただきます。 

今の意思の決定につきましては、当初予算を組む前に決定できずに当初予算を組んで

ほぼこの予算書ができあがるころに意思決定をしてまいりましたので、この金額につき

ましては昨年同様に利用した場合のマックスの金額が載っております。したがいまして
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今般、住民の方にはご利用いただかないという方針の下、今後見直しまして、６月補正

以降の補正で減額してまいりたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） なんと申しましょうか、今、生涯学習課長も具体的な日にちを決定になっ

た日にちとかも言っていませんけれども、来年からは使わないという新年度からそうい

う話も初耳ですし、何の説明もないですね。 

昨日、全協で問題にもなりましたけれど、まちづくりセンターとかの事務所移転の問

題も詳しい説明がないですよね。青年の家の中で、旧青年の家の中で利用していたわけ

ですからね。まるで報告、説明もない。 

そして、この管理費については、費用だけは相変わらずこの社会教育費の中から出し

て、利用については産業観光課でやっていて、それで去年と同様なものを出していると

いうことですよね。利用する計画の説明、利用しないという説明もないけれども、そう

いう解体するという方向性だけは聞きましたけれどね、９月にね。決定じゃなかったか

らそのまま出しておいた。訂正して直す期間もなかったということなんでしょうかね。

そういうのが、今の実情かなというふうに思いますけれども、全くその部分でも説明が

足りないので、その事務所移転の問題。 

今、利用計画を聞いたわけですよ。そうしたら今、利用していたものがどうなるのか

という説明とか、そういうのがあって、そして利用計画に基づいて当然予算って組まれ

るものだと思いますけれども、そこら辺の連携もできていない中でこういう予算を出し

ていく。それもいきなりですよね。 

先ほど町長にも言いましたけれども、それで審議しろということですからね。もう不

備だってわかっているわけですよね。 

それで当初予算出すときに６月で補正をしますからこれ通してくださいということで

すね。なんとお粗末な案だと思いますけれども。 

３回目の質問なのでもう１つお聞きしたいと思います。 

保養宿泊施設事業特別会計でございますが、３ページ、歳入のところでございますけ

れども、それから見ていきますけれども、昨日あの補正予算の審議もありましたが、こ

の予算案、ほぼ昨年と変わらない予算案でございます。12 月に 1,000 万円余の減額補正

をし、さらに今回も 1,000 数百万円の減額補正となったわけですね。そういう案が出て

きたわけです。 

そういった中で、宿泊宴会料等歳入はほとんど変わらない。そして前年度繰越金も
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2,500 万円ってなっていますけれど、ほとんど変更のない。そして歳出においても同じな

わけですけれど、財調、要するに積立金だけが 20 万円というふうに 100 万円から 20 万

円というようにほんのわずかになっているという、そういうざっと言えばそんな予算に

なっていますけれども、どうやったらこういう見込みができるんでしょうか。 

コロナウイルスの影響まで組み込まなかったとしても、12 月の時点で 1,000 万円余の

減額になっています。全く同じほとんど同じ予算を立てる。そして将来見通しの積み立

ては一切しないということは、もう古くなったら古くなったでしょうがないかな。修繕

していくしかしょうがないかなという方向に変えたのかなともとれるような予算となっ

ています。 

来年度の収支がここに出ているわけですので、大方のどうしてこういうような予算に

なったのか、昨年同様の説明をしていただきたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） どうしてこのような予算になったのかということでございます

が、ご承知のように今年度は非常に不即の事態等々ありまして、厳しい運営をしてきた

わけでございますけれども、次年度におきましてもやはり何があるかわかりませんが、

ここへきてコロナウイルスという大きな障害が出てきておりまして、この年度末から年

度初めにかけて、また収束の見通しがない中、非常に不安な中での予算になります。 

予算編成の時期が大体１月くらいでしたので、その頃はまだコロナウイルスというの

はそれほど見込めなかったということがあります。 

いずれにしても、悪かった今年度より今年度と同じぐらいの予算でやっていきたいと

いう目標を示したいというそういう思いで、こういった使用料に関してはそういった形

で盛らさせていただいております。 

ただ、繰越金、昨今のコロナウイルスの状況でありますと、繰越金もなかなかこれだ

けの 2,500 万円の金額、同じ金額を見たんですけれども、これも確保できるかは非常に

先行きは不安なところがあります。 

それから財調の積み立てですけれど、これにつきましても基本的には余剰、余裕がで

きたら積み立てるというのが基本であります。基金ですので、当然利子の方が発生しま

すので、利子分は見ていかなくてはいけないということの中で、 低このくらいはとい

うことの中の積み立てということで計上ということであります。 

現状も厳しいですし、新年度も厳しさが予想されますが、予算の推移的なこちらの考

えというか思いはそんなことで編成したところであります。 
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以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 予算組みのその前段で話があったことはよろしいですか。ないですか、答

弁は。 

宮下町長。 

○町長（宮下智博） 黒澤議員の質問全体についてのお答えをさせていただきます。 

確かに今、様々な問題がある中で、正直本当に常に毎日いろんな対応の会議を重ねて

いるというのが実情になっております。 

その中で、なんとか回していきながらその場でできること、将来の見通しは常に考え

てはおるんですが、現状ちょっと大変なときでございます。職員も本当に全力でやって

いる中で、私ちょっと責任者としてそのお話の冒頭でございますが、やはり不備がある

のがわからないというような話もいただきました。ご指摘のことも確かにございますが、

基本的にはもちろん不備のない状態でまずは職員が作って出しているということは、こ

ちらとしては認識を持っております。 

そういう中で、もう少ししていった方がいいというような方向性をもんでいくことも

必要だとは思うんですが、士気が下がりますので、そこはちょっと訂正をさせていただ

きます。 

○議長（米山俊孝） 設備の利用方法について。 

米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） 昨日の全協の終わりにも川瀬議員の方からご質問ありまして、

お答えさせていただいておりますが、繰り返しになりますが、さかのぼりますと昨年の

１月に地方創生拠点整備の交付金の申請をさせていただいて、あの施設を森林セラピー

の基地として使おうということがありまして、交付金の方の申請を要望を上げさせてい

ただいた経過があります。 

その後、林檎屋本舗さんとの話し合いの中で話し合いが不調に終わりまして、それで

町の方の意向としてもその土地の契約上、更地にして返していただくという条項もあり

ましたので、そちらに移行をして、そちらでも交渉しましたが、林檎屋本舗さんとして

は自社、あるいは他社にほかの業種にお貸しする中でなんとか利用していきたいという

移行で更地の話はそれも不調に終わりました。 

そんな中、それで頓挫しておりましたところ、観光まちづくりセンターの方でぜひあ

そこを借りて利用したいというお話がありまして、それは一般社団法人であるセンター

の意向でありましたので、町は地主でありますので、それはセンターで使うということ
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であればそれは適当ではないかという判断でありました。 

それを昨年のちょっとうろ覚えで申し訳ないんですが、おそらく９月だと思います。

９月の全協で私が口頭で報告をさせていただいたと思っております。９月だと思います。

すいません、資料は用意しませんでした。口頭でした。 

そういったことで、議会の皆さんにもその経過をご説明申し上げて、観光まちづくり

センターの方で交渉に入って今の形があるというのが経過であります。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 今、予算審議ですから、旧青年の家の管理費についてお聞きしているわけ

です。どういう利用をしてどういう経費がかかるのかということを聞いているわけです。 

こういう予算が計上されていれば、その中に含まれてくると思います。電話代も光熱

費も入っていますからね。いいんですけれども、それ移るということは、じゃあそこの

予算はどこに計上されておるんですか。 

そして、生涯学習課長言いましたけれど、９月に言っているって産業課長が言ってい

ますね。それからも説明してきているって言っているんですけれど、そういう中で去年

と同じ予算案が出ているってどういうことなんでしょうか。もうちょっとその矛盾がな

いようにちゃんと説明をしていただきたいと思いますけれど。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） 黒澤議員のご指摘ごもっともかと思います。 

センターがただセンターがいつ移るというのがなかなか見通せなかったということも

あるんですけれども、いずれにしましてもそこのセンターが移る。そこで事務所として

利用しない。当然経費が減ってくるということを反映できなかったのは、もうそこは横

の連携がとれていなかったということで、もうお詫び申し上げるしかないと思います。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 塩倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（塩倉智文） 107 ページをご覧いただきますと、青年の家の管理費がございま

すけれども、この中で旧青年の家の管理で今後不要になってくると思われるものにつき

ましては作業員の部分でございまして、水道料、光熱費が水道料が若干減ってくる可能

性もございますけれども、あの施設冬場の凍結防止だとか、そういうところは閉じてい

てもかかるものでございますので、実際には管理、業務委託の 12節委託料の施設管理業

務が若干減る可能性はありましても、そのほかのものについてはおそらく減ってこない
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というふうに考えております。 

あの周辺を草刈りをせずに置いておくわけにもいきませんので、営業しなくても管理

については必要になってまいりますので、扉の開け閉め以外のことはほとんどかかると

いうふうに思っております。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） すいません、答弁が遅くなりまして申し訳ありません。 

林檎屋本舗の運営費は、当然賃借料も含めて、すべての経費はセンターの負担になり

ます。町は一切お金を支出することはありません。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） よろしいですか。 

まちづくり観光センターの方だということでありますので。 

久保副町長。 

○副町長（久保友二） 補足させていただきます。 

旧林檎屋本舗は、町が土地を宮沢にお貸しをして、上物は宮沢の建物であります。上

物を宮沢さんの方から観光まちづくりセンターに賃貸をするという形でございます。 

ただ、上物を賃貸するについて底地である町がその貸す先、どういうところに貸すか

ということに関しては、地主である町の了解を得て貸すと。つまりやたら変なものをた

なっこに入れないという条件で覚え書きを取り交わしているということであります。 

○議長（米山俊孝） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） そいじゃお願いいたします。 

私は、既存の事業のことについてお尋ねをしたいというふうに思いますが、まず１点、

ページ 63ページでありますけれども、保健衛生総務費があります。この中で日赤病院の

補助というようなことで１億 198 万３千円というものが日赤の方へ補助ということで出

ておりますが、これについてはもう数年前からこういう形態でありまして、ただ、特交

で 8,158 万６千円でありますか、これだけ国の方から来るということでありますので、

町の持ち出しは 2,000 万円と、こういうことだというふうに思いますけれども、まずこ

のことについて新しく就任した町長は１年ぼつぼつ経ちますが、基本的にどんなお考え

でおるかということをまずお聞きをしたいと思います。 

それからもう１点は、62 ページに児童館費があります。新型コロナのこともあったり
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して、非常に働くお父さん、お母さん、子どものことでいろいろとご苦労が多いという

ふうに思いますが、この中で町が果たしておる役割も非常に大きいというふうに思って

おりまして、事業としては素晴らしい事業だというふうに思っておりますが、この予算

が 2,503 万２千円、これだけかかっておりまして、問題はその児童館の構成員の皆さん

にお願いする報酬手当でありますが、これは 1,800 万円ぐらいかかっておりますので、

全体の 72％ぐらいが賃金といいますか、報酬だとこういうことでありますが、なかなか

運営していくに非常に困難があるというのは構成員の皆様の確保ができんとこういうこ

とお聞きをしております。 

で、運営についての運営というか、その児童館の要するに子どもたちに対する教育だ

とかそういうことについて父兄からご不満というのを聞いたことが今、ありませんので、

問題はその構成員の皆様をいかに確保して運営していくかということだと思いますが、

これについてその毎年毎年足りんとこういうことできております。 

今回、この児童館費を 2,503 万円、これだけ計上してありますが、その報酬手当が 1,800

万円ほど計算するとなりますけれども、毎年同じような格好で出ておるだけでありまし

て、その構成員の皆様を確保する段取りといいますか、新しい試みというのがなされて

おるかどうか、それをお聞きをしたいと。教育長にお願いいたします。 

それからもう１点でありますけれども、27 ページの歳入の中で民生費の委託金という

ことで、県から県の支出金で 188 万５千円お金が来るようになっておりまして、このも

のが民生委員の活動費として 188 万６千円ほぼ同額、民生委員の皆様方の活動費で支払

われておると、こういう現状があります。 

私がここで申し上げたいのは、県で出てきたものをそっくりそのままお願いをしてと

いうことでありますが、非常に町長も申されておるように、町だけではいろいろなこと

ができませんので、民生児童委員の皆様方にもかなりいろんな面でご協力もいただいて

おります。そういう中で、町として応分の負担をするだとか、活動費を出すとか、そうい

うようなことができんかどうかということをお聞きをしたいわけであります。 

昨日の非常勤といいますか、手当てのことがありましたが、福祉費というようなこと

で 14 万７千円でありましたか、これちょっと聞いてみんとわからんが、そのぐらい委員

の皆様には年の手当てとして出ているというふうに思っておりますが、結構いろんな面

でご苦労をいただいておって、どうもこれだけじゃ問題ではないかというふうに前々か

ら思っております。これらについてどんなお考えだかお聞かせをいただきたいと。 

以上、３点お願いいたします。 
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○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 森谷議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

下伊那赤十字病院に松川町から、町の実際の持ち出し 1,000 万円ですが、１億円以上

拠出しているということについての私の見解でございます。 

日赤病院、本当に地域の中核となっている病院でございます。松川町はやはりそれだ

け出しているということで、経営会議の方にも出させていただく中で、私としても当初

は結構出しているんだなって直感的な印象は持っておりましたが、実際に利用者の統計

を取ってみるとやはり松川の方が本当にほとんどなんです。その中で病院をなんとか維

持していかなければいけないということで、多少大きくなってもその覚悟で出し続けれ

ばいけないということがございます。 

また、昨日の話の中にも少し交えさせていただきましたが、厚生労働省から去年急に

出ました地域医療構想の話で突然名指しをされました。本当に地域の方にも不安を与え

たかなと思うんですが、これからは松川町としてもお金を出している以上は、経営努力

ということに関して一緒に促して考えていくということが大切だと思っております。 

また、その分の投資した分の効果が出ているかどうかということをもうちょっと見え

る形にしなければいけないというのが課題だと感じております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 児童館の運営について、お答えをしたいと思います。 

新型コロナウイルスの関係で明日までは学校で子どもたち預かりますが、あさってか

らは児童館でということで、なるべくその学校に迷惑かけないようにということで、一

番腐心したのはやっぱり構成員、人の確保でした。 

現員の児童館の構成員だけではなかなか回っていかないということもあって、春休み

についても学校の特別支援教育支援員、町費の皆さんにお願いしてお手伝いをしていた

だいているという現状があります。 

それで昨年から夏休みにもっとその小学生の子どもたちの居場所を作って、児童館だ

けではなくて、いろんな場所で活動ができるようにしてあげることも大事かなというこ

とでサマーチャレンジまつかわということで開校いたしました。 

それから５～６年生の利用についても、子どもたち一人ひとりのことを考えて中学生

に向かう自立の時期なので、なんとか１人で家の留守番ができるようなそういったとこ

ろもお願いしたいということで、これは今年ありました児童館の入館説明会の中でも私
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の方から保護者の皆さんにお話をさせていただいております。 

児童館の構成員の皆さんのその勤務時間が、どうしても午後から夕方、遅い人は７時

までとそういう時間帯なので、なかなか応募してくれないというそんな現実もありまし

て、今年はこの児童館費の中の12番の委託料のところをご覧いただきたいと思いますが、

この中で夏季長期休暇特別保育人材派遣委託という、これを今年度入れさせていただき

ました。90 万６千円ということで一応３人の方にお願いして、児童館に入っていただく

ように委託会社の方へお願いをしていこうということで考えております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 27 ページ、民生児童委員の交付金につきましてご質問ちょうだ

いしました。 

民生児童委員さんの活動につきましては、基本的には無償ということでございまして、

この県からもらいますこの交付金につきましては、費用弁償というような形で、活動中

の交通費の分に充てられる分ということでございまして、１人当たり 59,000 円というこ

とになっております。 

それに加えまして町としましては、福祉委員ということで委嘱を申し上げておりまし

て、この予算書で申し上げますと 53 ページになりますけれども、53ページの社会福祉総

務費の中の報酬福祉委員ほかというところで 430 万円ほど計上をさせていただいており

ますけれども、こちらにつきましては福祉委員としての活動ということで、その手立て

というような形で 14 万７千円を交付させていただいておりまして、概ね１名の委員さん

に月 20 万６千円ほどが年間で交付させていただいているというところでございます。 

ただ、この金額につきましては、やはり北部３町村の中で見ましてもちょうど真ん中

あたりということで、決して高くはない金額かというふうに思っております。 

また、私も報酬審議会等の中でまたこういった活動費について、若干見直しを求めて

いくというような形で今後提言させていただきたいと思っておりますので、そんな形で

お願いしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 町長のきちんとしたお考えをお聞きしたので安心はしておりますが、

松川インターができるときに救急病院ということで日赤がこの地へ来たと。もう幾年に

もなりますが、そういうときからのお付き合いでありますので、松川町は非常に縁がう

んと深いわけでありますが、隣の厚生病院は高森と豊丘で一生懸命支えておるという現
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状があります。 

日赤の場合には、飯伊の包括医療の中でもそれだけの位置があるんだと思いますが、

一番北の話でありますので、大鹿はいいんですが、中川だとか飯島だとか、そういう方

もご利用をいただいておるというような中でやっておるということだと思いますけれど

も、この 8,000 万円というのも３年ぐらい前は１億円だったと思うんだけれども、国も

お金がないんでだんだん減らしてくると、例えば１億円がもとならその分足りんとこは

町が一般の方から出さんならんとこういう現状がこれから出てまいります。 

そのことは当然町民の皆様の理解を得て、日赤本当に大事だでということでお許しを

いただいて、今まで来ておるというふうに思いますが、これから先を考えたときにはや

っぱしなかなか難しい面もありますが、中川や飯島、こことの連携も本当に大事になり

ますし、向こうは向こうで伊那中央だとか伊南病院だとか、抱えておるものがあります

ので、すべてが日赤というわけにはいかんと思いますが、日本赤十字というとこのお話

を聞くと、独立採算ということでありますので、松川町でこれからかなり支えんとそう

はいってもえらいことになるかなという気がしております。 

これも何もさっき町長がお話がありましたように、去年突然ああいうことがドカンと

出て、そうすると将来的にはどういう位置づけになるのよということがみんな不安にな

ります。 

そんなこともあって、結構大きい問題でありますが、今年の予算は去年と全く同じな

んで、これらについてもうちょっと本気になって考えんとなかなか難しい時代になった

というふうになったというふうに思っておりますので、ぜひ議会としてこれからも大事

だというようなお話でありますので、いろんな面で日赤の利用方法もまた町で考えてと

いうこともあります。福祉施設との併用というようなお話もあったりするんで、日赤と

いうことではなくて、あの病院が松川町にずっと残っていけるようなそういう施策が大

事だと思いますので、予算面での配慮をこれからもお願いしたいと思います。 

それから今、教育長のお話にあった人材派遣会社の３名の派遣というようなことで、

ちょっと私はご質問をして気がつかなんだけれども、いずれにしてもなかなか構成員の

人数が大変で、維持していくにえらいというようなお話をしうじゅう聞くわけでありま

す。聞くわけでありますけれども、事業としてはそれだけうんと大事な事業ということ

もはっきりしておりますので、子育ての支援の中でも たるもんだとそういうふうに思

っておりますので、ともかく人集めをいろんな考えの中でやっていただくということで、

半日というか、午後から来て７時までというようななかなか働いてもらうに大変な時間
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というふうに思いますが、少し俗な言い方であめ玉もちったあなめたり、いろんなこと

も考えて、人を集めてぜひお願いをするということが大事だと思います。 

ご努力のいったんはわかりましたので、今年のところはそういうことでありますが、

いずれにしてもやっておっていただく先生方の話を聞きますと、なかなか重労働だとい

う話も聞いておりますので、今、学校の支援員の方も今回は手伝ってもらうと。その方

も常時ということには当然いかん。今回、コロナの場合だけというふうに思っておりま

すが、ありとあらゆる方法で児童館が維持できるようにぜひお願いをしたいというふう

に思います。 

それからその今、米山課長からご答弁をいただいた民生児童委員でありますが、実際

の車を使ったり燃料代というのは今、59,000 円というふうにお聞きをしました。福祉委

員としての手当てもあるということでありますが、ぜひ真ん中ぐらいじゃなくてちっと

上の方へいくようにご努力をお願いしたいと思いますし、こういうもののその手当てと

いうのは、今、課長の方は報酬審議委員会というふうにお話があったけれども、今まで

もそんなとこにかけて決めたということはまずないと思うんで、事務局か理事者がそう

いうことだと思いますが、もう少し働いてくれるような環境を作ってやることが大事だ

というふうに思っておりまして、なかなかやっていただく方も毎年毎年探すにご苦労で

ありますので、そんなとこで少しは考えるべきだというふうに思っております。 

そんなことで質問結構でありますのでお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） ほかにございませんか。 

坂本議員。 

○８番（坂本勇治） それではお願いいたします。 

まず、45 ページであります。すいません、44ページ、支所及び出張所費の中で生田支

所の関係でありますが、ＪＡの関係でＪＡもこの支所に入ってて、松川町としても運営

しているかと思いますが、ＪＡの方でこの支所を閉鎖するというような話も聞いており

ます。直接２年度の予算に直接関係ないかもしれませんが、そこら辺の情報と住民から

の意見等をどのように聞いているかちょっと現在の段階をお聞きしたいと思います。 

それとページ 53ページであります。社会福祉費の中の元気センターでありますが、今

回予算に載ってきているのが建設委員会ということで載っております。既にもうハロー

ミヤの跡地、町が買い上げて大分経っておるわけですけれども、ここら辺の状況、予算

にこれしかないということは１年かけて検討していくのか。また、そこら辺の計画の様

子というのをお聞きしたいと思います。 
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もう１点、59 ページであります。児童福祉費の中の子ども育成会活動補助ということ

で 160 万円載っております。町長の２年の施政方針の中でも安心して子育てできる環境

づくりといったことで、子どもたちの育ててということで載っておりますが、この 160 万

円というのがもうしばらくこの金額で毎年載ってきております。 

一昨年ですか、公平公正ということで、確か均等割と人数割に１年だけ直した経過が

あったかと思います。今年について、その分配方法とこの 160 万円というのがずっと続

いていく中で、子育てに対してのどういう考えでこの 160 万円になったのか、そこら辺

の根拠をお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 初に矢澤住民税務課長。 

○住民税務課長（矢澤 覚） 45 ページの生田の支所の関係かと思いますけれども、それにつ

きましてＪＡさんの方から支所長を廃止をするというお話をお聞きしております。 

それであとあそこに資材が店舗があるんですけれども、そちらの方を地元との話し合

いの中で今後廃止のような方向で話し合いを進めていきたいというようなお話は聞いて

おります。 

それにつきましては、その話し合いを見ながら役場としても考えていきたいというふ

うに思っております。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 元気センターのことでご質問いただきました。 

旧ハローミヤの土地につきましては、平成 30 年度ですべて町が購入をさせていただい

ております。 

それまで検討を進めておりましたけれども、首長が替わる、選挙も控えているという

ような中で、しばらくその検討もストップをしていたわけですけれども、昨年 11 月に検

討委員会を再開いたしまして、さらに今年の１月末にもう一度検討委員会開催して、グ

ループワーク等もお願いをしてきたところでございます。 

そうした中で、検討の中で老人福祉センターの事業、それから旧北名護保育園で行っ

ている事業を１カ所に集めていくという。また、それに加えまして、やはりそのみんな

一緒という理念のもとで、「地域住民の皆さんが気軽に立ち寄って集まれる場所もその中

に加えた方がいいんではないか」というような意見を多くいただいております。 

そうした中で、スタッフの考えとしましては、現在その今ある建物をそのまま作って

いくということに関して、若干その狭さがあるというようなところを感じているところ
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でございます。 

そうした中で１月の末に行いました検討委員会のグループワークの中では、改築とい

ったようなところも案としては出させていただいたところでございます。 

今後、社会文教委員会があさってございますが、その中とあと 終日の全協の中でも

議員の皆様方からまたご意見を頂戴しながら、あの建物について 終的な方向を出させ

ていただきたいなというふうに思っております。 

そうした中で今回は、年度初めに行います検討委員会１回分の報酬ということで予算

を盛らさせていただいておりますけれども、具体的な設計費等につきましては内容が煮

詰まってきた段階で補正というような形をとらさせていただければというような形で考

えております。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 子ども会、育成会の活動補助についてご質問をいただきました。 

現在、今年度でございますが、均等割と８育成会に対しまして均等割と人数割り、そ

れに加えて事業費割ということで、この３つをそれぞれ計算をしまして、予算の範囲内

で補助金として補助金を出しております。 

この均等割が今年度というか、平成 31 年度から導入をされまして、１年経ったところ

でございますが、その以前平成 30年度の役員の皆さんにちょっとご協議をいただきまし

て、どういった形が公平公正なのかという部分をご協議いただきまして、この事業費割

を導入した経過がございます。 

その中でも、毎年ちょっとでも増やしてほしいというお話はいただいておるんですが、

事業が停滞しないようにいろいろ状況を見る中で、なるべく意に沿った形で活動を認知

症にならないように補助金を出していくという部分では、今のところこの数字が、この

予算額が妥当なところかなという判断で変更がされてきてないかなという状況かなと思

っております。 

いずれにしましてもまた新年度始まりまして、様子を見ていく中でそれぞれ活動され

ている会長さんにご意見を頂戴しながら、いろいろな面でお世話になっていますので、

検討をしてまいりたいと思っております。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） まず、生田支所の関係ですが、話は聞いているということです。しかし、

仮に来年度再来年度では３年ですか。の４月から廃止になるとすれば、町の意向という
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のは２年度中に方向を示していかなきゃいけないかと思います。 

そこら辺も含めた中で、予算に直接影響がないかもしれませんが、利用者、当然生東

の皆様は利用しているかと思いますので、そこら辺も含めて急に令和３年度になってか

らバタバタしないような形で進めていただきたいなと思います。 

それと元気センターでありますが、１回分だけの予算だけということでしたか、先ほ

ど。そうすると補正で臨時の補正もあるかもしれませんが、通常でいくと６月にまたこ

の調査費だとか、視察費だとかというのが出てくるのかどうか。また、建築の関係で入

ってくれば当然大きなお金がまた出てくるかと思うんですけれども、それで間に合うの

かどうか。 

方向性というのは、やはり先ほども黒澤議員が言いましたけれども、いかに早くやる

かというのと計画をきちんと立てて、その計画どおり、行程どおりにいかに進めていく

かということが大事だと思います。 

で、当然なぜここに元気センターを作るかというのが出たのも、老人福祉センターが

もう耐震診断によって駄目だということがわかってもう２年３年経っているわけで、そ

こを今現在も使っているということはいかに次の段階に早く進むかということだと思い

ますし、そこら辺も見込みでやっているだけじゃなくて、やはりきちんと計画を立てて

進めてもらいたいと思います。 

あと子ども育成会のことですけれども、一昨年の人数割と均等割になぜなったか。そ

の前に公平公正じゃないっていう意見が出て１年やったと思います。その中で育成会、

それぞれの地区からの育成会長が出てくる中で、当然この人数割にしたことによって増

えたところが多かった。増えたところから文句が出なかった。当然減ったとこから文句

が出た。その均等割と人数割にしたというのが公平だということで１年やってそういう

結果だったかと思うので、地区によってはかなり事業費がかかっている事業をやってい

る地区もあるそうで、その事業費割が入ることによって少人数でやっておるところは全

部手銭でやっている。また、地元の自治会からの協力費をもらってやっている。そうい

うのを是正して均等にして公平にするということで１年やったかと思いますので、それ

ぞれの教育、育成会長の皆様の意見を聞いてやったとはいってもやはり外の目も入れな

がら、ぜひ公正にやってもらいたいと。 

やはり本来だったらこの安心できる地域に残る行政とすれば、いつまでもこの 160 万

円が適正かどうかわかりませんが、増やしていく方向というのもぜひ見直してほしいと

思います。 
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○議長（米山俊孝） 矢澤住民税務課長。 

○住民税務課長（矢澤 覚） 生田の支所の関係でございます。 

こちらにつきましては、当初というか、一番 初は現生東会館の方にあった支所をＪ

Ａの生田支所の方へ間借りをさせていただいて、現在運営をしている状況でございます。 

それでＪＡのそういうようなお話がありましたので、それについてＪＡの方のお話、

それから地域の方とのお話を見ながら、こちらの方も検討をしていかなきゃいけないと

いうことを思っております。 

早めにこちらの結論を出して進めていきたいというふうに思っております。 

現在のところ、実は生田の支所の方で住民票等扱っておるのが月に２～３件というよ

うな状況になっておりまして、効率の面等それから役場、行政の面等を考えながら進め

ていきたいというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 元気センターの件でございます。 

当初の計画では、昨年７月に着工いたしまして、この４月からオープンというような

スケジュールで進めておりましたけれども、再考をし直すというような中でスケジュー

ルにつきましては、今後社会文教委員会、それから全員協議会の中でもお示しをさせて

いただきたいと思っておりますけれども、町民の方への合意形成というような部分も含

めまして、若干その周知の期間を設けたいというふうに思っております。 

来年度に入りましてから区の町政懇談会等もご説明を申し上げながらいきたいと思っ

ておりまして、現在考えておりますセンターのオープンにつきましては令和４年の４月

を目標に進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

そうした中で、設計の委託につきまして、６月の補正の中でお願いを申し上げていき

たいというふうに考えておりますので、そんな形で今は考えているところでございます。 

なお、老人福祉センター当初から耐震に問題があるということでございまして、この

まま使い続けるわけにはいかないということでございますので、という判断の中でコミ

ュニティカフェにつきましては、今年の４月から改善センターと上片桐地区公民館、上

片桐区のご了承をいただきまして、そちらの方で活動をしていきたいというふうに考え

ております。 

また、出張デイサービス行っておりましたけれども、そちらについては社会福祉協議

会の中で進めていきたい。 
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それからエコール親愛につきましては、宗源原の民家をお借りするというようなこと

で現在計画をしておるそうですので、４月以降は老人センターの方は使わないような形

で今、検討をしているところでございます。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 坂本議員からご質問いただきました。 

均等割、人数割にした経過とまた事業割を加えた経過につきましては、過去の会長さ

んにそれぞれシミュレーションを見ていただく中で、それぞれご理解いただいて、平成

31 年度進めてきたというふうに思っております。 

いずれにしましても、均等割、人数割のメリット、また事業割のメリット、それぞれ各

子ども会では捉え方が違うかとは思いますが、また令和２年度新しい会長さんと一緒に

年間通じて共有をしながら、いろいろ検討をしてまいっていくというのは毎年行ってお

りますので、ご理解をいただいてそんなふうに進めてまいりたいと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 生田支所については、効率ばかり考えるというのはまた問題が起きるか

もしれませんが、利用者数とか、あと地元の皆様、本当に利用者の皆様に理解をいただ

ければ、またそこら辺でまた方向性も見えてくるかと思いますし、 善の方法を１年か

けてでもきちんと作っていっていただきたいと思います。 

元気センターについては、本当いかに早くするか、早い方向性を出すか。 

やはり設計段階とか、利用する目的とか、いかに専門家とか、それこそ視察に行った

先からのアドバイス等きちんともらう中で、いいものを作っていただきたいと思います

けれども、できるだけ時間をかけずに早急に動いていただきたいなと。 

そこら辺、町長がどういう判断をして、どういう方向で行くかというのもちょっと

後に聞きたいと思いますけれども、よろしくお願いします。 

あと育成会の方ですけれども、やはり予算増額も考える中で、ぜひ検討をして公平な

分配で、この松川町の子どもたちが育つ中で、やはりこの地元に愛着がわくような方向

というのが、やはり地元のこういった育成会の活動だとも思いますので、ぜひ考えてい

ただければと思います。 

以上で質問を終わります。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 坂本議員の元気センターについて、私の考えと方向性についてにお答え
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をいたします。 

現在、元気センターの検討会議を重ねてまいりました。その中でやはり様々な意見は

確かに出てまいります。そういう中で、やはり激しく問われるのは、その「旧店舗を買っ

たのは拙速だったんじゃないか」というような言葉も大変いただく中、責任も感じなが

らやっております。 

また、その中でその根拠とはなりました老人福祉センターを一刻も早く、今の使って

いる状態からあそこは使わなくてもできるということになるんじゃないかというアイデ

アが出てまいりました。あれはあくまでソフト事業でございますので、建物があるから

そこでやるというわけではなく、いろんなところでできるんじゃないかというのは、こ

の元気センターの検討委員会の中から出てきた考えでございます。その考え取り入れま

して、この４月からやるというような話をまたあさっての委員会の中でも話をさせてい

ただきます。 

また、やはりいっぱいあるのは、あの建物をなんとしてもあのまま使うというのだと、

やはり四角四面なただ間取りだけ考えるというのになってしまう。そういう中で、きち

んと設計の力を持った方も入れながら、ただどういう機能が欲しいかというような今、

話になっております。 

あとすべてあそこで完結させるのではなく、あそこがあの地域のいろんな人の交流の

拠点となるようなものに生まれ変わらせないかというようなちょっと前向きな意見も出

てきておりますので、先般地域の居場所づくりというような講演会の中でもやはりそん

なような活発な議論が出ておりました。 

いろんな意見交えながら、実際に担う方を中心として今、話が進んでおりますので、

あそこの地点を使いまして、地域の社会的弱者と言われる方の拠点だけではなく、本当

に地域の子どもたちとか、子育て中の人が寄れるような場所、本当に気軽に人が寄れる

ということが大事だというような話に現在なってきて、いい流れになっておるなと感じ

ておるところでございます。 

とにかく早くしなければならないという老人福祉センターに関しては、現状少し対応

をさせていただきながら、あんまり拙速ではなくきちんと意見を聞いてやっていくとい

うことで、先ほど課長の方からもございました。あともう少し時間をかけてというよう

な現状でございます。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） ほかにありませんか。 
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島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今の元気センターの話については、ぜひ監査委員からの指摘事項にも

入っておりますので、早く取り組めというようなことが入っておりますので、そんなつ

もりでひとつ対応をお願いしたいと思います。 

私の方からは、全体に関することについてお伺いしたいと思います。 

昨日、町長の方から２年度の財政運営にかかる施政方針を示されたわけであります。 

そんな中で、思っておったことが私なりに思っておるわけですけれど、まず地方財政

政策がきちんとしておらなければ町村の予算というのはなかなかこの組むというのは非

常に難しくなってくるというようなことで、昨年度の地方財政の対策のポイントという

ような中では、国では 6,000 億円のこの財源確保を国の方で示してくるというようなこ

ともありますし、また地方財政の健全化という点では地方財源不足のその抑制といいま

すか、減少縮小というようなことで約１兆 8,000 億円くらいを縮小してきておる。その

中においても環境性能だとか、あるいは幼児、あるいは児童教育の無償化というような

ことで、国が全額補てんをしてくるというような中であります。 

しかし、この中でも臨時財政対策債というものが、だんだんこの国の方では縮小した

形で要求をされてくるというようなことでありますし、また一面私は学者の意見を参考

にしてひとつ言わせてもらうと、その先ほどから財政の問題でその財政調整基金という

ものを町では抱えております。そんな中であまりこの財政調整基金に町の一般会計から

積み立てていくということになりますと、国の方は 1,000 兆円以上のその借金をして各

地方へ配分していくということになると、国もたまらんぞよというようなことで、どこ

かの先生に聞いたわけですけれど、それがあんまりそういうの増えてくるということは、

その町村はその財政が豊かというか、余裕があるんじゃないかというようなことでだん

だんをそれを切ってくるよというようなこともちらっと聞いた覚えがあります。 

そんな中で質問をさせていただきますが、今、２年度のこの一般会計の予算を見ます

と、自主財源というものが 35.４、それから依存財源というのが 64.６％という形になっ

ております。それでこの中身をずっと見させていただきますと、この歳入の中で見慣れ

ん科目が入ってきております。というのは、この中には法人事業税交付金というものが

750 万円新たに入ってきておると。この法人事業税というのは、県税においては既に法人

事業税、個人事業税が財源として入ってきておる。今回改めてここの法人事業税交付金

というのがこの町村の方にもこれが配分されてきておるという形になっております。 

これは多分、事業税というのは県税しか入っておりませんから、県の方の何％かがこ
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ちらの方に回ってきたんじゃないかなというような気もあります。 

そんなことでこれをくるっと見てきますと、先ほど冒頭朝言われましたけれども、副

町長大変これをやりくりしながら、なんとかこの予算をまとめたのかなという思いもし

ないでもないということであります。 

朝は午前中には、熊谷議員からの繰入金の問題がございました。繰越金という問題も

ありました。繰越金を充てるというのは、いわゆる予算額以上に収入があったというよ

うなこと。それから経費削減によって不用額が生じたこと。予算を定めた支出が執行し

なかったというような部分について、繰越金というものはそれによって賄われてくると

いうことであります。 

今回の予算を見ますと、繰越金は１億 8,000 万円、前年度と同額であります。という

のは昨年度の当初予算の予備費が 2,500 万円。そして昨日の補正予算を見ますと約 5,700

万円ほどの予備費、約 3,700 万円ぐらい増えています。2,000 何百万円昨日の 終の補正

予算ではそういう形になっております。その足りないところは、その足りないところを

不用額に充てるか、需用費によって充てるかという形になろうかと思いますが、それは

そういうことだろうと思います。 

そんな中で、その町のこの予算を組むについて、その適正な規模というのはあると思

います。例えばここに出ておりますけれど、公債比率なんか６.５％書いてあります。そ

れから先ほども熊谷議員が言われておりましたけれど、経営収支比率が 87.６％という

ようなことを申し上げておりましたし、それからもっと大事なことは実質収支比率とい

うのがございます。昨年度は６.７％ちょっとかと思いますけれども、そうしたことがこ

の町の財政を均等というか、健全に持っていける財政運営だというふうに思っておりま

す。 

そこでお聞きいたしますが、この６.５％、公債比率６.５％と比率が出ておりますが、

標準財政規模というのはこの松川町はどのくらいに設定をした計算になっておるのかと

いうことを１点お聞きいたします。 

それからもう１つ、続いてでございますので、この概要の説明書の中に基金起債残高

の推移ということで、一番 後の方でございますけれど、これいつも気にしておるんだ

けれども、いつも気にしておるのは減債基金というのを気にして何回もご質問をしてお

りますが、なかなか納得いく回答が得られておらないというので、再度また質問させて

いただきますが、この減債基金の表をずっと見ていただきますと、ほとんど２億円で 10

数年来変わっておりません。これをやる必要があるのかどうかと。 
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この減債基金というのは、将来の負債に備えてこれを積み立てていくんだよというそ

ういう中で、この減債基金というのがこの設定されて今日に至っておるんだけれども、

今日に至りますと全くこの 10 年来２億円の弱、また２億円ちょっとオーバーしたぐらい

でこれがずっと 10 年何年ずっとこれそのまんまになっております。 

それで今年度の予算を見ると、やっぱし前年度と新しい年と比べますと２億 7,000 万

円に２億 7,000 万円。この利子分ぐらいを多くの減債基金に積み立てておる程度で、何

にもこれ役目を果たしておらないなと。ただ、死んだお金になっていっちゃうものと思

う。これについての考え方をご説明いただきたいというふうに思います。これが２点目

です。 

それでこの全体の中で、この今後の財政運営については、今、私申し上げましたけれ

ど、これらについての考え方をお聞かせいただければというふうに思います。 

それから１つ細かい点で申し訳ございませんが、この気になったのが、その職員の互

助会に対する負担金なんですけれども、これについてはこの字のごとく互助会負担金で

すから、これは性格、目的というものはどのような目的でされておるのかと。今までず

っとやっておりましたけれど、私ここの点についていっぺんも質問したことございませ

ん。 

互助会あっての職員の互助会組織であるとか、職員の資質向上のためにいろいろと使

っておるかと思いますけれども、どのようなことをしておられるのか。 

この互助会というのは、この管理職の皆様がこれに加入されておるのかどうなのかと

いう点についてお伺いいたしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 標準財政規模についてのご質問でございます。 

今年度 60億円ということで予算を立てさせていただいております。概ね２／３くらい

の規模が標準財政規模であろうということでございますので、概ね 40 億円となると思い

ます。標準財政規模については大体 40 億円かなというふうに想定をしております。 

すいません、減債基金については、ちょっとすいません、お時間いただければと思い

ます。 

すいません。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 互助会の関係でご質問をいただきました。 

互助会の目的は、職員の親睦が主の目的でございます。一緒の職場で働いておる職員
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の親睦を図っていきたいということであります。 

事業としましては、１年おきに旅行に有志の方が集まって行くということをやってい

ます。また、これも１年おきなんですけれど、それぞれスポーツの交流をやる年、あるい

は体操、運動、そういうようなことを取り入れながらやっています。 

今年度につきましては、スポーツ交流ということでワンバウンドフラバールバレーで

すか、それを職員で交流を持ってやっていきました。 

それからあと職員の慶弔関係ですね、結婚されたり、お子様が生まれたり、またご不

幸があったりとか、そんなようなときにお互い助け合うということで、その互助会費を

使って出してはおります。 

それからあとはそれぞれの年度末ですとか、年末ですとか、年度初めの歓送迎会、あ

るいはそういうようなときの交流会の費用も出しております。 

もちろん会費としても払ってもおりますけれど、補助的に出させていただいておりま

す。 

管理職も入っております。理事者も入っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 久保副町長。 

○副町長（久保友二） 減債基金の関係をお答えいたします。 

予算の概要の５ページをご覧いただきたいんですけれども、性質別の増減の主な理由

のところで、固まりでいくと上のところの義務的経費のところに公債費という形で令和

２年度予算では４億 3,000 万円ほど計上させていただいております。 

それであと 21 ページのところに今、町で抱えている起債、つまり借金ですね、借金の

残高につきましては、一般会計債とそれから企業会計の分を含めまして、87 億円ほど借

金の残高があるという状況でございます。 

当然毎年の予算の中で返すべきものは、この４億 3,000 万円というような形で見積も

ってちゃんと返していって、ただ新たに借り入れるものもございますけれども、そうい

った中で不即の事態等が起こったときに返すための財源が、毎年の歳入の中から捻出で

きないというようなことも想定されますので、減債基金という形で２億円ほどのものは

そういったためのときのための予備的なお金として積まさせていただいているという状

況でございます。 

○議長（米山俊孝） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 互助会の件については、すべてのあれ役職員、理事者含めて入っておる
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というようなことで、これは法定福利費とは別に一般の厚生費、厚生関係にお使いにな

っていると繰り越し対策としてということだろうというふうに理解をいたします。 

これ負担金って書いてあるもんでどこかに負担するのかという、そのことをちょっと

疑問に思ったんだけれど、どこかへ負担するんだかどうか、それはあとでいいです。 

それから標準財政規模が、今は小木曽課長の方から「大体財政の２／３程度で大体 40

億円ぐらいかな」とこういう答弁でございましたけれども、この資料を見ると公債費比

率６.５って出ているもんだから、そこに根拠があって出されておるんだろうなという気

持ちでお聞きをさせていただきましたけれども、昨年度の財政、これは町の標準財政規

模というのは 40億 7,700 万円強です。そうしたことですから、そんなには変わりないだ

ろうなという思いがいたします。 

そういう中で、非常にその標準財政規模というのは、すべてのこの比率に関連をして

くるというようなことで、財政運営を図っていく上では大変重要な指標になってくると

いうことではないかというふうに思います。 

そこでもう１つお聞きいたしますが、その今の財政調整基金、これいつもこの質問を

させていただいておるんだけれど、これは２億円は２億円でずっとこれ 10 年間こういう

ふうですけれども、減債基金はあるんですけれど、これ預金しておいてもこれ金利そん

なにつかないですよね、正直言って。今の段階では。０コンマ０何％しか金利つかない

です。借入金借りると多分役場ですから１.５かそこら２％弱なそれでお返ししておるん

じゃないかなというふうに思うんだけれども、自分だったら、民間企業だったらすぐこ

れ解約して借金払っちゃいます。それがやるんですよ、そういうことを。 

だけれども、このまんまずっと置くのがいいのかなということを今、副町長から聞い

たんだけれども、自分の思いはこのぐらいの金額が細かいものの借金は払っちゃった方

がいいんじゃないかというこの思いがするわけですが、そういう点についてはいかがで

すか。 

○議長（米山俊孝） 久保副町長。 

○副町長（久保友二） この減債基金の２億円が、今のいわゆる金利の状況だとか、そういうも

のに勘案して適当な規模であるかどうかというのは、正直申し上げてあまりしっかりと

検討していない状況でございますので、そこは改めて検討をさせていただきたいと思い

ます。 

通常考えるのは、起債の中で、借金の中で少し前に借りたようなもので利息の高いよ

うなもの、そういったものについては、繰り上げの償還をするための財源として減債基
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金というようなものを積んでおるわけなんですけれども、この経済情勢でそういった利

息の高いものもだんだんなくなってきているという状況もありますので、改めて精査を

させていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 互助会の負担金の関係でございます。 

互助会の負担金につきましては、今年度旅行の年でありまして、職員の有志が集まっ

て親睦を深めるために旅行行くというものでございます。 

そこへの補助がございます。それから役場の職員の駐車場ということでそれぞれ負担

をしておりまして、駐車場の方は自分たちで払っておる、そんなようなことでそういう

ようなことへの補助という部分もこの中に入っております。 

お願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今、互助会の件についてはよくわかりましたけれども、職員の士気高揚

のためにも必要なことだろうというふうに思います。駄目ということは一切言うわけで

はございませんが、有効にひとつ利用してもらったらと思います。 

それから減債基金については、常日頃ずっとこの計算すると絶対これ損だなと。でき

れば細かいものはこの中で払っちゃった方がいいんじゃないかということをずっと思い

ましたので、その見解をお伺いいたしました。 

ぜひ、また検討をしていただければというふうに思います。 

標準財政規模については、今、途中でございますから、はっきりした数字はないと思

います。そんなことで一応了解いたしました。 

以上で質問を終わります。 

○議長（米山俊孝） ほかにございませんか。 

間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 大分出尽くしたわけでございますが、３点ほどお伺いしたいと思いま

す。 

まず、内容の 17ページの学校施設の環境改善工事、それから 97ページの 14 節の小学

校の管理費、工事請負費等についてお伺いしたいと思います。 

それから３つ目としまして町長にお伺いしたいわけでありますけれども、学校の環境

施策についてでございますが、新町長になられましてこの松川町の学校の環境施策を今
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後何が足りなくてどう環境の整備をしていったらいいかというようなことをお伺いした

いと思います。 

まず、概要の17ページにあります令和元年度に作成した学校施設等長寿命化に基づき、

学校施設の環境改善工事に取り組みますということで、町のすべての学校内のトイレ環

境工事を実施設計を行っていくということであります。これはやはり現代においてこう

いう衛生環境をしっかり取り組むことが非常に大切なことであり、今、コロナウイルス

等々感染症等のやはりこういうトイレは元になるということで、大変いいことでござい

ます。 

これについて、トイレにもいろいろございますけれども、やはり昨今ではウォシュレ

ット、お尻を洗えるようなやはり設備にしていくことが大切かと思いますが、その点に

ついて。 

それから一般会計の 97 ページの小学校の管理費の関係でありますが、14 節でありま

す。学校施設の改修工事に予算が盛ってございますが、どんなような改修をしてまいる

のか。 

３番目には、町長に今、お伺いするといった点でございます。 

以上３点お願いします。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 間瀬議員さんからご質問いただきました 初の２点につきまして

説明をさせていただきます。 

概要の方の 17 ページの一番下、学校施設環境改善工事の内容についてご質問をいただ

きました。 

これにつきましては、学校施設等長寿命化計画を本年度まで策定を進めてきておりま

して、年度計画の中で一番 初に学校のトイレを進めていこうという要望、児童生徒、

また学校の方から保護者も含めましてご意見をいただきましたので、トイレの改修に入

ってまいりたいと思います。 

この長寿命化計画の補助をいただく年度につきましては、令和３年からということで

申請の準備を進めていくところで、令和２年度来年度でございますが、申請に向けて詳

細設計を組んで必要な費用を申請していくということで令和２年度に計上をさせていた

だきました。 

このトイレにつきましては、小学校移行と中学校の今、和式のトイレになっておりま

すが、それを洋式化にしていくということと併せて、匂いですとか冬場の寒さですとか、
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そういった部分もそれぞれ要望いただいております。 

現在のところ、どういうふうにどんなものをどんな形でというのは、まだ想定の中に

はありません。また、学校、保護者、児童等と一緒になって、それぞれどんなものがいい

か検討を進めてまいるというところで現在計画をしてきております。 

２点目の一般会計の 97ページの 14 節工事請負費のご質問をいただきました。 

各小学校、中央小と北小の改修にかかるものを２校分まとめてございます。 

まず、中央小学校につきましては、南校舎、「えみりあ」側の校舎の１階、２年生の教

室の床が大分目地が剥がれてきておったりしておりまして、床が見えたり穴がいろいろ

なものが落ちる隙間がだんだんひどくなってきております。これを床の修繕を考えてお

ります。これが約 104 万５千円です。 

もう１つ、中央小学校の校庭にあります遊具雲梯でございます。職員玄関のすぐ脇に

ある渡り棒というんですかね、雲梯が大分基準が耐えきれなくなったということで、こ

の雲梯を更新しようということで盛らさせていただきました。これが 61万６千円でござ

います。 

北小の部分でございますが、北小の校舎とグラウンドに渡るところの外トイレがござ

います。このトイレにつきましては、昨年洋式化について改修を行ってきました。本年

度も 2年目ということで 44 万５千円の様式化の改修を計画してまいります。 

２つ目ですが、北小の理科室が照明の強度がとれないということがありまして、この

理科室の照明のＬＥＤ化を行っていこうということで計上をさせていただきました。こ

れが 40 万７千円の部分です。 

以上、4点の改修工事を計画計上をさせていただきました。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは間瀬議員の学校の環境の整備について、私の考え方を述べさせ

ていただきます。 

目的としましては、まずは生徒が安心して学習できる環境を整えるということでござ

います。また、理由としてはやはり何か不安なこと、不便なことがあるとなかなか学習

の方に集中できないということがございます。 

具体的な事例としましては、今回まず上がってくるトイレの改修が具体的な事例とし

てなど使います。それによって生徒が安心して学習できる環境を整えるということでご

ざいます。 
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また、少しそのトイレのことに関しまして細かく言いますと、なぜトイレの改修を洋

式化を行うか、やるかということですが、やはりなかなかお通じが朝なくて、学校で我

慢してという生徒が現在おるというのはございます。その中で、洋式化をすれば少しし

やすくなるとか、なかなか家はもう各家庭洋式化が大分進んでおりますので、それも学

校が環境を合わせるということでございます。 

目的としましては、トイレの改修をそのために行いたいというような考えで今回行っ

てまいります。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） すべての学校のトイレの洋式化については、今、実施設計をこれから行

うということでありますが、ぜひともやはりお金は少しは余計かかりますけれども、洋

式トイレを本当にウォシュレット付きにいずれはもうどこでもサービスエリアでもどこ

でもなっておりますので、将来また直すとかそういうことにならないように、もうやは

り現代社会にマッチするそのような改修をしっかりとやっていただきたいと思います。 

それから男子トイレにおいても水洗化はしておるわけでございますけれども、それら

も何か改修する時点が来た折には、ぜひとも自動化にしていただくような考えで事業を

進めていただきたいと思います。 

２点目の小学校の管理費については、細かく説明をいただきました。 

それから３番の町長のお考えでありますが、やはり子どもたちそういう家庭でもそう

いう環境になっており、洋式化によることによって本当に子どもの気持ちが落ち着いた

り、そういう気持ちになると思いますので、もちろんそんな施策を大変大事だと思いま

す。 

町長にもう一度お聞きしたいのは、トイレだけではなくて、今、松川町の小学校、中学

校において、もっとこういうようにしてやれば子どもたちの環境が素晴らしくなるとい

うような町長のお考えがあったらお聞きをしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 併せてでいいですか。ぜひ 新式にというお話もございましたけれど。 

下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 洋式化に併せてウォシュレットですとか、男子トイレの自動化の

ご提案をいただきました。 

いろいろ含めまして、またそれぞれ協議をして進めてまいりたいと思っておりますの

でよろしくお願いします。 
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○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

私の考えというのは、こっから先はまたあるんですけれども、まずは学校長寿命化計

画というのをお金をかけてきちんと調査をしております。その危険部位をまずなくして

いくということがまず大前提かなとは思っております。 

その中でできることってそれに付随してありますので、そういう中で松川ならではの

この町で学ぶ子どもたちがここで良かったと思えるようなことをかなえるということが

私の使命かなと思っております。 

今、ちょっと担当課とも話してない中で具体的にいろいろということは現在控えさせ

ていただきますが、そういう気持ちでおります。 

○議長（米山俊孝） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） トイレ関係については答弁をいただきました。 

ぜひともやはり手をお尻に持っていくということは、やはり子どもたちもなかなか衛

生面でも敏感であると思いますので、 新式のものにぜひとも考えていただきたいと思

います。 

町長の答弁に関しましては、ぜひとも子どもたちのために良い環境づくりの施策をこ

れからも打ち出していっていただきたいと思います。 

以上であります。 

○議長（米山俊孝） ほかにありませんか。 

ここでお諮りします。 

休憩をとりたいと思いますけれど、異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） それでは３時 10 分までということで休憩をお願いします。 

 

休  憩  午後 ２時５４分 

再  開  午後 ３時０９分 

 

○議長（米山俊孝） それでは再開してまいります。 

次の方ご意見。 

黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 細かいところまでいきますとたくさん質疑したいところがあるわけでご
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ざいますけれども、委員会審議もございますので、３点に絞ってお伺いをしたいと思い

ます。 

まず、１点目でありますけれども、概要の方から申し上げます。７ページ、 初の防災

用備蓄倉庫の関係でございます。 

平成 30 年からということで、継続案件でありますけれども、これを整備するというこ

とに関しては議会としてもずっと賛同してきているわけでありますが、この予算に関し

て具体的な 終的な図面等を示されたのがこれも昨日であります。昨日見て驚いたわけ

でございますけれども、利用面、それから安全面等含めて、それから設備といいますか、

建物の部分も含めて、全協では様々な意見が出たわけでありますが、改めてお聞きをし

たいと思います。 

図面上からは、防災倉庫の接地面ですね、ベースが約 60ｃｍほど高い位置になってい

て、平らに整備して設置する形になっていないわけです。現状でもその段差の部分は土

手になっておりまして、安全面を考えてだか仮設のロープを張ったりしているわけです

ね。 

この整備計画予算に関しても、土手がそのまま残っている形になっていますし、出入

り口はロータリー側の部分からだけで、防災倉庫という中で緊急時等車がたくさん出入

りしたり、大型トラック等の乗り入れも必要になってくるかと思いますが、そういう非

常時の利用面においても非常に不便な作りになっています。土手もそのままなので、安

全面からもいかがなものかなということもありますし、きちっと平らに整備すれば有効

利用できる面積も広がります。裏側の名子井の部分に接する部分もきちっと整備をして、

土手をなくせばさらに利用面積も増えるかなというふうに思われます。 

なぜ、現状のままで平らにしないで、そういう安全面や利用面を考慮しないままに倉

庫を設置する設計としたのか。そこら辺のところをお聞きしたいと思います。 

次に、お聞きしたいのは、自然エネルギー関係でございますけれども、これも概要の

方で聞きたいと思いますが、12 ページになります。自然エネルギー推進事業で拡充とい

うことで、蓄電池設置事業補助というのが追加というふうになっていますけれども、こ

ちらもいまだ説明を聞いておりません。 

300 万円余の予算でございますけれども、どういうような形でどういう金額で補助す

るのか。これ前年度に比べてほんのわずかに増えているだけですけれども、規定もどう

いうふうになっているのか、どのくらいを想定しているのかということも何の説明もな

いのでわかりませんので、説明をしていただきたいなというところであります。 
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これもいきなり出てきた案ということになります。 

次に、これも概要の 15ページになりますが、観光地域づくり推進事業（地方創生推進

事業）というふうになっておりますけれど、丸の下から４つ目、ツリードーム移設整備

工事 850 万円というふうになっておりますが、これも今までに聞いたことないなという

感じで私はいるわけですけれども、もし違ったらすいません。 

また、どういうふうに移設をするのか。前も移設をしたと思うんですね。そして 850 万

円という大きな金額を投入して、町長も「ツリードームが目玉だ」と言っていましたが

収支を見ると非常になかなか利益が上がるというものではないわけでありますけれども、

今まで投資した額に対して、これが一般企業だったとしたら、全然黒字にはなってない

状況なわけですね。 

そういう中で、このさらにどういうふうにツリードーム移設整備をしていくのか。そ

こら辺のところを含めて説明をいただきたいなと思うわけです。 

以上３点お願いします。 

○議長（米山俊孝） 防災備蓄倉庫については、昨日も全協で話出ましたけれど、昨日と違うと

こというのはどうしてこの段差があったまま設計したのかその理由ということでありま

すので、その分を説明をお願いしたいと思います。 

田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 防災倉庫につきまして、現状の地形のままで計画した理由というこ

とでご質問いただきました。 

一体的に同じ面にして利用すればそれだけ活用方法が広がるんじゃないかというご提

案はごもっともなことと思います。ただ、現場の方は、約 60ｃｍ程度の段差があるとい

うことで、非常にあのところが道が真ん中がロータリーから入った真ん中が盛り上がっ

ておりまして、そこから奥の車庫があるところに向かっては 60ｃｍ程度の段差の高低差

があるということで、その部分をやはりすり合わせていくのにはかなりの造成が必要に

なってきて、建物自体は水平にして建てなければいけないんで、そこに建物を建てるに

はある程度大きな基礎も必要になってくると。 

当然何を優先するかということが、やっぱり一番求められると思うわけなんですけれ

ど、社会資本の交付金を計画の中で使うというふうに考えておりまして、それを活用し

ながらの事業ということもありました。 

そこで今の現在宅地が建てたあのレベルという平らな部分の状態をうまくというか、

その状態のままで活用しまして、あそこの部分に防災倉庫を建てて、残った平らな部分
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をいろんな車両がすぐに入ってこれるというような形にできるのじゃないかということ

で、あのような提案をさせていただき、また奥の車庫につきましても現在の職員の駐車

場というところもありますので、なるべく奥の方に邪魔にならないところの位置に作り

まして、残ったところで職員の駐車場としてもある程度活用を図っていきたいと、そん

な思いで計画したところであります。 

昨日も多くの議員の皆様から同様のご意見いただきました。また、このあと関係する

各課、また財政、それから委託業者、また議員の皆様からも委員会の折に現地も見ても

らいながら、ぜひ良い案をまたご提案いただければ大変ありがたいなと思っております。 

この事業、本当は年度末までにきちんとした形にというところではあったんですけれ

ど、正直繰り越しの方をさせていただきまして、設計の方は来年度、新年度の単価の入

れ替えもありますので、新年度の方に繰り越させていただいた部分がございます。そん

な中でなるべく早くご意見なんか等をいただきながら、いい案を決定していきたいと思

っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 池上環境水道課長。 

○環境水道課長（池上 徹） 自然エネネルギー費の補助の関係でございますが、蓄電池の設

置事業でございますが、これにつきましては１／３の補助で上限が 10 万円ということで

２軒を想定してございます。 

これにつきましては、当初、蓄電池の設置事業補助ということで、新規の事業で予算

の方を見積もりを作ったわけでございますが、実際に予算を編成していく段階で蓄電池

として単独で蓄電池だけ設置していくという場合もあるかと思いますけれども、全く新

しくお家を建てられる場合なんかで太陽光発電と併せて蓄電池を設置するということも

考えられるという形で、現行の太陽光発電設備の設置事業の方を拡充する形で計上させ

ていただいております。 

これにつきまして、規定でございますけれども、現在の要綱の方を全部改正するよう

な形で、それにつきましては今月のうちにすいません、整備をする予定で新年度からそ

の要綱で交付できるような形でただいま準備をしております。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） ツリードームの移設整備工事の詳細につきまして説明をさせて

いただきます。 

これにつきましては、先の本会議で可決をいただいた辺地債の計画の方にも載ってお
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る同じ事業で、辺地債の事業でやっていくということであります。 

内容につきましては、青年の家の縦道の北側に今、吊り下げ型のツリードームが１基

あるわけでございますけれども、それを南側の今２つついている方に移設をしたいとい

うこと。それに併せて吊り下げ型を据え置き型に地上に直接据え置きするものに併せて

いきたいということです。 

理由としましては、管理の面である程度まとめた方が管理がしやすいということが１

点。 

それからもう１つは、小さいお子さんがやはり吊り下げ型だとかけてあるはしご上る

に、はしごというか階段を上るに非常に危ないということがありまして、小さい小学生

低学年ぐらい以下のお子さんになると吊り下げ型の方は軽減されてしまって、それで逃

しているお客様が結構いらっしゃるということであります。 

そういったことで今回、経営のてこ入れということの中で移設をして、併せて今、レ

ンタルでやっておるトイレなんですけれども、これもトイレを整備をしたいということ

で併せて 850 万円の計上ということでお願いするものであります。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） まず、防災用倉庫の件につきましては、昨日も全協等で話をさせていただ

いたんですけれど、やはりこの本会議、住民の皆様も聞かれておる方がいらっしゃいま

すし、予算審議ですので、意見を述べさせていただきたいと思って質問上げさせていた

だいたわけですけれども、ここの概要のところにも「災害時の住民の保護と生活維持へ

の迅速な対応を行うために」って書いてあるんですよ。私は、今の今回の設計士のじゃ

あ迅速の対応に障害が出ると思っているんですね。 

で、先ほどとの繰り返しになりますけれども、有効利用もできない。安全面でも問題

がある。総務課長、我々の意見も取り入れてって言われましたけれども、この予算じゃ

できないですよね。多分ね。 

そして要するに計画と予算をセットですよね。それで我々がこれいいかどうか判断す

るわけですよ。判断しなきゃいけないわけですよ。 

これは先ほどの意見でも言いましたけれども、もっと事前に言われていれば直して出

してもらえればいいわけですけれど、そこら辺のところ理解してもらえないようなもん

だから突然出されたと思うんですよね。だからこれはちょっと認めがたい案じゃないか

なと私は思っております。 
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課長の説明はわかりましたけれど、昨日の全協の説明でもあのレベルを「要するに土

を取って平らにすることも検討した」っていうお話がありましたが、じゃあ下の土を取

ったらいくらかかるのかというのは検討してないということでしたよね。それで検討し

たとはなかなか言えないなと思うんですね。 

当然それも含めた予算をして、きちっと迅速に対応できるように安全で有効に活用で

きる倉庫を整備すべきだと思います。 

昨日の全協の中で、あとから土手を取るなんていうようなことがちらっと課長答弁で

聞かれたんですけれど、建物建ってから土手取るというのはどういうふうにするのかな。

どれだけお金がかかるんだろうなって思いましたけれども、これは非常に問題のある計

画だなというふうに思っております。 

まだ現状のままで作る方がいいという意見があれば、納得できるように答弁いただけ

ればいいかと思いますけれども。 

それからじゃあ次の質問ですね。この蓄電池整備事業、今、初めて聞きましたが、上限

10 万円で１／３ということのようですけれど、こういうのをやっていくことはいいこと

なんですけれど、通常の国の補助とかもあったんですよ、2019 年度。こういうのを新設

する上で、この家庭用の蓄電池を設置すると平均どのくらいかかるのか調査してありま

すかね。 

ちょっとこの補助率と上限で果たして設置できるのかなとかってちょっと疑問なんで

すけれども、これからそういうのを整備するということで、これもそうしてお示しする

というレベルで、予算だけは先に通してくれという、そういう提案なのかなって非常に

これも疑問に思う予算提案だと思いますが、回答をいただきたいと思います。 

次に、ツリードームでありますけれども、これで 850 万円かけてツリードームに今ま

でこれを併せるといくら投資したんですかね。当初初めてやるときには、これだけで済

みますということで、池の平の上にも１つ、青年の家の建物の上に１つ、動かすってい

っている部分に１つ、これも十分検討をして建てたはずですよね。これだけで済むから

というレベルでやったのが、１つ移動し、また１つ移動し、まとめてやった方が効率が

いいから当たり前のことですよね。そんなのはやる前からまとめてやった方が効率がい

いですよね。 

こんな計画で進めていっていいんですか。一般企業じゃ本当考えられない進め方です

よね。 

臨機応変にやるということが大事だという、そういう考え方もありますけれども、な
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んか場当たり的という方が合うんじゃないかなという、綿密な計画がされているのかな

というふうに感じますが、今までどのぐらい投資してきたのかというのもお聞きしたい

と思いますが。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） ご指摘ありがとうございます。 

言われましたように、やはりもう一度利便性、安全性、また計画の変更等も含めて、関

係課等とよく協議をし、また議員の皆様からのご意見いただきながら再度検討していき

たいと思っております。 

また、早急に造成の関係の積算等も実際にやってみて、具体的な数字の方も、概算の

数字の方もつかんでいきたいと思っております。 

○議長（米山俊孝） 池上環境水道課長。 

○環境水道課長（池上 徹） 価格の方でございますが、こちらなんですけれども、一応ネット

で見ますと一応低い方では 90 万円からということでございますが、実際に地元の業者な

んかにもお聞きしたところでは、そちらの方で調べた関係では 150 万円から 190 万円く

らいということでお聞きしております。 

確かに値段的には、まだまだ高いわけでございますけれども、昨年から固定価格の買

い取り制度で 10 年経った方がそういった金額が安くなってということも買い取り価格

が安くなるというようなことも起こっておりますので、そういった状況も踏まえまして、

補助を出すことによってそういった方でも蓄電池の方を設置していただくようなきっか

けになればということで、来年度から新規の事業として始めていきたいと思っておりま

す。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） お答えいたします。 

今までいくら投資してきたかというまず数字的なご質問をいただいたんですが、ちょ

っとすぐに数字手元に持ち合わせておりませんので、ちょっとお時間をいただければと

思います。 

それから場当たり的というようなご指摘もいただきました。確かにそういうふうに捉

えられる面もあろうかと思いますけれども、いずれにしましてもこちらの考えとしまし

ては今ある３つのものをなんとか少しでもいい方向に持っていきたい。経営のてこ入れ

をしていきたいということでもあります。 

利用者調査から分析する中で、やはり小さい子に使いやすいということの中で、据え
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置き型という要望がかなり調査の結果、ありましたので、やはりここは据え置きにして

いきたいということと、トイレもやはりレンタルでしたので、衛生的にもあまり良くな

いということの中で移設をして、据え置き型にして、トイレも今あるものの近くに持っ

ていって、管理面の効率の向上を図ってまいりたいと。そういった計画でありますので

よろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 防災倉庫については、しっかりやっていただきたいなと思っております

ので、繰り返しになりますが、前もってしっかり説明いただければ良かったかなと思っ

ております。 

それから自然エネルギーの蓄電池補助の関係でありますけれども、平均一般家庭の設

備を入れるのにも平均 100 万円ぐらいはかかるんですよね。そういう中で、１／３補助

といいながら平均が 100 万円ぐらいかかるんですよ。１／３補助といいながら 10 万円補

助。これってそういう普及していこうという意思が感じられる補助額じゃ全然ないんじ

ゃないかなという感じがしますね。 

ちなみに東京都は 60 万円ですね。１ｋｗあたり 10 万円という、そういうことです。

上限が 60万円と聞いております。 

皆に設置して普及していこうというのに見合う、やってもらえるようなものにやっぱ

りきちんと設定していかなきゃその駄目なんじゃないかなと。効果が出ないんじゃない

かなって思うんですよね。これだと値引率で値引きで終わっちゃうんじゃないかなと思

いますけれど。 

ツリードームの方に移りたいと思いますけれど、言い方悪くて場当たり的なんて申し

上げてしまいましたけれど、そう捉えられてもしょうがないんじゃないかということな

んですよ。要するにこういうふうに当初これだけだからと言っておったのが、どんどん

どんどん増えていってしまう。そうして利用人数って、町外のわずかな人たちが利用し

ているだけなんですよね。それで収益もほとんどない。だから設備投資と人件費と運営

費と併せて相殺したら全然黒字になるものじゃなってないんですよね。これで町民の皆

さんに納得していただける事業になるのかなということなんですよ。 

そこら辺のところ、どんなふうに考えておられるのか含めて 後の質問になりますが、

お願いします。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 
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○産業観光課長（米山清博） お答えいたします。 

確かに当初から多額のお金、地方創生推進交付金を利用、あるいは辺地債を利用する

といえども大きなお金がかかっていることは事実でございます。 

そんな中、今の運営体制がまず週末、夏休みやゴールデンウェークは平日もやります

けれども、週末であるということ。それから先ほど申しましたように、利用者の調査に

よりまして、小さなお子様をお連れの家族がなかなか問い合わせてしてきても吊り下げ

型を理由に泊まっていただけないということであります。 

いずれにしましても、まだ発足して２年目でございます。２年経つところでございま

す。正確に言うと１年半ぐらいですけれども、ここで３つ青年の家のこの跡地を利用し

てやろうということで決定して予算をお認めいただいて始めた事業でありますので、ぜ

ひここはこの移設とこの据え置き型、あるいはトイレの整備をする中で、これだけの投

資額に見合うだけの経営ができるように努力してまいるということでお願いするもので

あります。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 池上環境水道課長。 

○環境水道課長（池上 徹） すいません、先ほど申し上げました１／３、また上限 10 万円と

いう補助は、長野県の中でも既に蓄電池の補助金出しているようなところがございまし

て、そこの内容を見る中でそのような内容で出しているところが多くありましたので、

それに習うような形で今、現行の案としては考えさせていただいているところでござい

ます。 

○議長（米山俊孝） ほかにありませんか。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） ３点ございます。 

まず、１つ目は、マイナンバーカードの利用促進についてです。 

先日、私も確定申告を行いました。去年までは源泉徴収、それから年金の控え、それか

ら各種生命保険の証書が必要でしたが、今年は「マイナンバーカード及びマイナンバー

の通知カードがあれば、それは不必要だ」と言われました。 

そういう中で、コンビニ収納とか始まりましたが、この令和２年度のそのマイナンバ

ーを使った事業というか、そういったものが一切ないんですが、それはないんでしょう

かっていうのが１つ目の質問です。 

それから２つ目が、概要の 17 ページにあります先ほど学校のトイレの建設の問題が出
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ておりました。 

中央小学校、それから北小学校、中学校の３校を洋式化するということですが、この

基本設計、実施設計は別々に行うんでしょうか。それが２つ目の質問です。 

それから３つ目が、先ほど青少年の健全育成で各地区に総額で 160 万円の活動補助を

出しているというお話がありましたが、この活動についての割合が今年度から加わった

わけですが、活動報告と会計報告というのは、その予算立ての前に各団体から出ている

んでしょうか、出てないんでしょうか。 

○議長（米山俊孝） それではマイナンバーについて。 

矢澤住民税務課長。 

○住民税務課長（矢澤 覚） マイナンバーカードを使った事業はないのかというご質問でご

ざいます。 

住民税務課では、マイナンバーカードを使いましてコンビニ交付ということで３月か

ら開始をしております。それの利便性を広報をしていくということを今としては新事業

としては考えております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） ２点ご質問いただきました。 

小中学校の学校施設の改善、トイレの設計についてですが、現在３校別々にするか、

３校を１本でというのは、現在のところまだ考えておりません。 

過去にいろいろ事業を経験する中で、１本がいいのか、３本がいいのかってというの

を踏まえて、今後検討をしてまいる中で発注を行ってまいりたいと思っております。 

３つ目の育成会の補助金要望に関するご質問をいただいたかと思います。 

現在のところ、この町の予算を組むときに、育成会の皆さんの新年度の予算を出して

いただくというのは、現実無理の中で、４月に入ってそれぞれの育成会の皆さんが予算

を決めていただいたものをいただいて、それを調整しながら補助金を交付していくとい

うことで進めております。 

また、年度末、ちょうど今の時期でございますが、それぞれ総会を行って、監査を行っ

てきていただいております。それの実績報告、また会計監査を含めた書類をいただきな

がら、事業実施のチェックをしてまいっておるところが現状かなと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 
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○２番（佐藤史人） １つ目のマイナンバーですけれども、せっかくタブレットを購入して、そ

れで確定申告でも何人かがマイナンバーカードを作られたと聞いています。 

そういう中で、入ってくる方はマイナンバーカードを使ってきちんとその税金もそう

ですけれども、ちゃんと入ってきますよね。そうしたら２番目に必要なのは出ていく方

です。 

町長にお伺いしますけれども、町のその店舗やその役場の窓口もそうですけれども、

現在クレジットカードとか一切使えませんよね。清流苑もそういうところも一切使えま

せんよね。それを導入するお考えはあるんでしょうか。 

それから２つ目のトイレの件ですけれども、エアコンを巡っていろいろございました。

そうだとしたらどういう洋式トイレを入れるのかという基本設計ができれば、あとは何

台入る、中央小は何台、中学は何台、北小は何台で済むんじゃないでしょうか。そうすれ

ば設計料が少なくて済むんじゃないですか。それ２番目。 

それからやはり町の補助金、それから県の補助金、国の補助金をもらっている事業は、

きちんと次年度の前に会計報告とやっぱり事業報告は義務化しないと駄目だと思います

けれど、いかがでしょうか。 

以上、３点です。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 佐藤議員のご質問にお答えをいたします。 

まず、町の窓口に関してのクレジット利用の考えは現在ございません。大分引き落と

し等が増えてまいりまして、直接払う方のニーズというのはだんだんと減っていくと見

込んでおります。 

また、各店舗に関しましては、私がその導入、導入しないを言う立場にございません

ので、お答えのしようがないんですが、ただ、現在、去年あたりから政府が両手を挙げて

やっているのは要はキャッシュレス決済というのがございます。それに関しましては、

新井の商店街でもマーくんカードの事業組合ございますので、そこと一緒に今後検討し

ていく余地があるなという現在の考えを持っております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 設計費用の関係ご質問いただきました。 

和式を洋式にするということのほかに、現在和式の狭い空間で区切られたところを多

少広くしたりとか、それぞれ配置も検討していかなきゃならないという部分も現在それ
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ぞれの学校で想定がされてきております。 

そういった部分を含めますと、単純にこの洋式をいくつでいくらというのがちょっと

想定しにくい現状かなと思っておりますので、一応その部分を含めて設計に委託をして

まいろうということで計上をさせていただいております。 

あと活動報告の関係ご質問いただきました。年度末までに各育成会で監査していただ

いたものを年度末までにいただいてチェックをするというのは毎年行わさせていただい

ております。それぞれ町のもらったときの監査、またそれぞれの区会等での監査が行わ

れておると思いますので、そういった部分でチェックはしてまいっております。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それでは３番目の方から。３番目の方の質問ですけれども、まちづくり政

策課長にお聞きしたいと思いますが、やはり補助金をもらっている以上は、３年間続く

ものでもあっても初年度のきちんとした事業評価をして、町がそれを持っているという

のは大事だと思いますので、それはぜひやっていただきたいと思います。 

それから２番目のトイレの設計でございますが、１人の設計者が３校をやれば全く問

題がないと思いますけれども、いかがでしょうか。 

それから 初のキャッシュレスのレジの導入ですけれども、町長お聞きしているのは

清流苑だとか町のフォレストアドベンチャーを含めた観光まちづくりセンターが主にや

っている事業で、キャッシュレスのレジがないということを言っているんです。早急に

入れるべきだと思いますけれど、いかがでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 補助金に対する 終的な事業報告の件でございます。 

補助金交付要綱に沿って私ども進めております。また、こども課の課長とまた話をさ

せていただければと思います。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） １人の設計者の発注してという部分、ご意見いただきました。 

確かに３校の分を１つでまとめてというメリットと、３校別々にというメリット、そ

れぞれあるかと思います。 

いろいろな経験を踏まえて、それぞれ問題のないように、また安心して任せられるそ

のような部分を検討しながら進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。 
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○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） すいません、お答えの店舗という部分が各民間の話かと思いましてちょ

っとお答えを間違えましたが、元々これマイナンバーカードの話だったかと思いますが、

キャッシュレス決済に対しても今後検討はしていく余地があるというのは認識しており

ます。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） ほかにございませんか。 

米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） それでは 97 ページの小学校の 18 の負担金のところの総合型校務支援シ

ステムについてお聞きしたいんですが、これは教務の成績処理や出欠管理のソフトで管

理されているわけで、これはもう従来からあると思うんですが、その中で今回このシス

テム料として 96万円出てきたことについてお聞きしたい。 

それからあと概要の 12 ページの各種検診と予防事業についての乳児のロタウイルス

の予防接種と特定健診のドック補助金なんですが、これは新規事業ということで、それ

ぞれの人数とその１人あたりの金額をお聞かせいただきたいと、104 ページの 12 委託料

なんですが、公民館ですね。の委託料の設備保険点検と掃除委託点検なんですが、これ

は昨年は 150 万円だったんですが、220 万円に上がっているということで、その増額にな

った理由を説明いただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 初に下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 統合型公務支援システムのご質問いただきました。 

これにつきましては、昨年の 12 月の議会の補正予算でお認めいただいた部分で、それ

ぞれ学校の先生たちが使う質問の中で申されました成績ですとか出席管理、そういった

ものの生徒の管理も含めましたシステムの導入を現在進めてきておりまして、令和２年

度４月から本格運用する校務支援システムとなります。 

このシステムにつきましては、県のシステムを活用しまして、それぞれ小学校２校、

中学校１校、３校に入れてまいっております。 

その分の県の負担金が計上をさせていただいておるものでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） まず、ロタウイルスの関係でございますけれども、こちらにつき
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ましては乳幼児期の下痢症の主要な病原体ということで、胃腸炎等を引き起こすもので

ございます。 

今年の 10月から定期接種化をされるということでございまして、８月生まれ以降の乳

幼児を対象に定期接種化をされた分使用していくということでございます。 

人数につきましては 60人、金額３万円を１人当たり３万円を予定しております。合計

で 180 万円ということになっております。 

また、もう１つの特定健診のドック補助でございますけれども、今まで日赤病院で特

定健診を受けられた方には補助を出していたわけなんですけれども、なかなかそれ以外

のところで受けていただいている方に関しては、自分で自己負担で健診をいただいてい

たということでございまして、その方々を受診率を上げるというような観点で、30 名の

１人当たり１万円ということで 30 万円を今回新たに補助を始めていくということでご

ざいます。 

お願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 塩倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（塩倉智文） 委託料の増額の件でございます。 

今年度なんですけれども、新たに警備保障を入れることになりました。監査からの指

摘もございまして、全体的に公民館、図書館、それから町民体育館全体的な見守りをす

る警備システム。それから夜間の整備経費の委託料があります。夜間警備の導入費用で

50 万円。それからカードシステムの導入で 50万円。それから夜間の警備委託料で 24 万

２千円というものになっております。 

また、リース料もございまして、監視カメラを３台つける予定でございます。公民館

の入り口、図書館の入り口、それから町民体育館の入り口でございます。 

理由といたしましては、監査からも指摘もございますし、先日図書館へお見えになる

児童館の子どもさんで、不審者に声をかけられたという事案がありますので、当初公民

館にはそういうシステムを入れないというような方針でやっておりましたけれども、や

はりこのご時世ですので、防犯カメラ、それからシステム警備保障等必要になってくる

という事情がありますので、今年度導入したいというふうに考えております。 

○議長（米山俊孝） 米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） 総合型支援については、県のシステムと一緒にするということで、合理的

なシステムになってきて、教員の皆様も使いやすい、事務の皆様も使いやすいというよ

うに考えられます。 
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次のロタウイルス等は、かなり１人あたりが高額ですので、これがちょっと皆さんが

使っていただくような形はどういうふうにされるのかということと、それから特定健診

のドックも日赤以外の方に支給ということで 30人ということですが、そもそも特定健診

の受診率が 67.５％で低い中で、これが果たしてきちんと新規事業としてうまく運用さ

れていくかについてがちょっと疑問だと思うんですが、その点のその対策みたいなのは

どういうふうにされるのかと、それから公民館、ようやく監視カメラがついたというこ

とで、大変それは良い事業だというふうに考えますが、カードの入退室のカードをされ

るということで、それについてもう少し詳しく説明をお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） すいません、ちょっと説明不足で申し訳ありません。 

ロタウイルスのワクチンにつきましては、３回接種が必要になりますので１人当たり、

ですので１万円かける３回の 60 人分という形でございます。 

それで、該当者の方へ直接通知をさせていただきまして、そのまま予防接種を受けて

いただくというような形になってまいりますのでお願いしたいと思います。 

それから特定健診の方につきましては、現在 30人を見込んでおるわけなんですけれど

も、今の 67.３％、30 年度の受診率がそういうことだったんですけれども、30 人ってい

いますと率にしますと１.２％上がるというような形になります。 

今までなかなか受診に結びつかなかった方につきまして、こうした形でまた補助をす

ることによって、少しでも未受診者の方を減らしていきたいという思いがございまして、

実際のドックといいますと３万円から４万円かかってしまいますけれども、１万円を補

助することによっていろいろな医療機関で受診していただける機会を確保すると、そう

いった意味で今回計上させていただいたものでございます。 

○議長（米山俊孝） 塩倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（塩倉智文） 今、チャンネル・ユーでカード警備で入っているんですけれど

も、そのようなシステムというふうに思うんですけれども、ちょっと私そこまで詳しい

ことがわかりませんので、後ほど説明いたします。 

○議長（米山俊孝） 米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） 予防接種、それからドックに関しては、直接というふうな感じで該当者に

連絡をするということで、ぜひとも受診率を上げていきたいというふうに考えます。 

カードについては、じゃあ後ほど説明していただきたいと思います。 

以上です。 
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○議長（米山俊孝） ほかにございませんか。 

佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） すいません、３回目になりますが、お願いします。 

概要の 18ページ、生涯学習の推進ということで、公民館活動の充実というのがあるん

ですけれども、来年度は今年度に比べて若干減っているんです。その理由はなんでしょ

うか。 

それからその下のスポーツ振興事業の方で、ここはほんのちょっと上がっているんで

す。 

それで第６回南信州松川ハーフマラソン大会支援というのが載っていますけれども、

このマラソンの中でｔｏｔｏの補助金があると思うんですが、31 年度に予定されている

ｔｏｔｏの補助金の金額はいくらでしょうか。 

以上、お願いします。 

○議長（米山俊孝） 塩倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（塩倉智文） 全体的に公民館費が少なくなっていて、スポーツ費が上がって

いるというご質問だったかと思います。 

見比べてまず公民館長が会計年度職員になることによりまして、若干時間外手当ての

部分が増えてまいっております。 

マイナスになっている部分につきましてというご質問ですけれども、新たな事業とい

うのは組んではおりませんので、まず地区公民館への助成金が少し減っているというこ

とがあります。地区公民館の修繕費は、名護地区公民館と福与地区公民館での要望があ

りまして、その部分が若干減っていたかというふうに記憶しております。 

委託料につきましては、先ほど申しましたように、少し若干増えておりますので、昨

年度今年度の事業の精査によりまして計算した結果、若干下がっているのかというふう

に思っております。 

また、スポーツ費につきましては、今年度体育館の耐震工事が終わりまして、全体的

には落ちているんですけれども、その中で体育館を使った事業につきましてが復活して

おりますので、その分で電気料等かかってくるので若干増えているというふうに分析し

ております。 

あと清掃委託料が増えてまいりまして、昨年度１回分年間３回やっているのが毎年な

んですけれども、元年度につきましては１回分の予算の計上でございましたが、平成２

年度につきましては３回分ということで、その分が回っております。 
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ｔｏｔｏの収入なんですけれども、こちらが歳入の 32 ページをご覧いただいて、312

万円を計上してあります。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 小学習の推進というのは、町民の皆さんがやる活動について応援すると

いうことですよね。それで館長が任用職員になって残業が増えたとかというのでちょっ

と首をかしげてしまいます。 

そうしたらこの中で、公民館が今までやっていたけれども、これはやめてその分は公

民館の自主活動、今、自主活動を立ち上げるそのグループを募集していますよね。そっ

ちの方に回せないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

それからスポーツの方も、その体育館が耐震が済んで、これから利用される方が多く

なってくると思うんです。文化協会がやる文化祭も、もう去年から「えみりあ」の方でや

って体育館は使いませんので、その分も体育館は非常に使える期間が多くなるわけです。

だからその分は、今後増えたらどうなるんでしょうか。補正でまたやるんでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 塩倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（塩倉智文） 今年度館長任期でございまして、また４月から新しい館長を迎

えることになるかと思っております。 

また、新しい館長のもと、どんな事業をされるかということは、また館長の思いもあ

るかと思いますので、基本的な事業については今のところ今までの事業が載せてござい

ますので、スクラップした事業についてはございません。 

今、佐藤議員のお考えをお伺いしまして、また公民館というのは中央公民館の組織で、

それぞれの専門部もございますので、専門部の方々、また地区公民館もございますので、

その皆さんのご希望、ご要望をお伺いしながらお助けできるところをお助けし、私たち

の主導で行うものについてはまたやっていくというようなスタイルになるかと思います。 

ご意見ありがとうございます。 

あと体育館について増えてきた分はということですが、昨年度平成 30 年度までの実績

とそれから新年度の実績、平成元年度の実績と見比べていろんな必要経費は見ておりま

す。 

ＬＥＤ化になったことに伴うまた電気料もまた変化してくるかと思いますので、足り

なくならないような予算見積もりをした、心がけて行ったつもりでございますので、ま

たですが、電気料、それから使用料等何かで増えてきた場合には、補正予算になる可能

性もございます。 
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○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 公民館も体育館も大震が終わって全部使えるようになったわけです。そ

れから予約システムの方も長年の懸案であったそのネットで予約ができるというシステ

ムになったんで、やはり新しい年度が始まる前に公民館の皆さんとそれから利用されて

いる皆さんを集めて、今年はどういう活動をやっていくかってやっぱりそういった会議

を進めていく中で、補正で予算立てをしていってほしいと思います。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） ほかにございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） なしと認めます。 

これにて総括質疑を終わります。 

ここでお諮りします。 

令和２年度各会計予算の審査を各常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 異議なしと認めます。 

それでは令和２年度各会計予算の審査を各常任委員会に付託いたします。 

審査の結果について、３月 23 日に各常任委員長より報告をお願いいたします。 

 

散 会 

○議長（米山俊孝） 以上をもって本日の日程は終了しました。 

これにて散会といたします。 

なお、一般質問は３月 19 日午前９時 30分より行います。 

ご参集をお願いいたします。 

 

午後４時１２分  散 会 



 

 

 

 

 

令和２年 松川町議会 第１回定例会 

（第 １７ 日 目） 
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令和２年第１回松川町議会定例会会議録 

（ 第 １７ 日 目 ） 

 

 

令和２年３月１９日（木曜日）    午前９時３０分 開議 

 

 

開議宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 一 般 質 問 

１．熊 谷 宗 明        ２．中 平 文 夫 

３．島 田 弘 美        ４．川 瀬 八十治  

５．坂 本 勇 治        ６．米 山 郁 子  

７．菅 沼 一 弘        ８．佐 藤 史 人  

９．黒 澤 哲 郎 

 

散  会 

 

出席議員  １４名 

（別表のとおり） 

欠席議員   ０名 

（別表のとおり） 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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一 般 質 問 の 質 問 事 項 

令和２年３月１９日 

順 序 発言通告者 質   問   事   項 頁 

１ 熊 谷 宗 明 

１．新型肺炎コロナウイルスの感染拡大の対応について 

２． 「持続可能な地域づくり」SDGｓをどう進めていくの

か 

183 

２ 中 平 文 夫 
１． 第５次松川町総合計画[改訂版] 基本方針４ 安心

で安全な住みよい暮らしづくりについて 
197 

３ 島 田 弘 美 
１． 中学校の運動部活動について 

２． 支えあうまちづくりについて 
211 

４ 川 瀬 八十治 
１． 現在、町にある課題点に対して、どのように解決を

していくのか 
222 

５ 坂 本 勇 治 
１． 町の防災・減災について 

２． カスハラにどう取り組む（カスタマーハラスメント） 
234 

６ 米 山 郁 子 
１． 防災と復興に際しての女性の役割の重要性について 

２． 清流苑を健康増進施設認定に 
248 

７ 菅 沼 一 弘 １． 社会福祉関係について  258 

８ 佐 藤 史 人 

１．小中学校の特別支援教育について 

２．小中学校の不登校対策について 

３．子どもや保護者が ＳＯＳ を出しやすい環境づくりに

ついて 

266 

９ 黒 澤 哲 朗 

１． 町のリーダーとして令和２年度の方針と具体的改革

案は（所信表明に関する質問を含む） 

２． 旧青年の家あと利用について 

276 
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午前９時３０分 開 議 

開議宣告 

○議長（米山俊孝） 出席議員数が定数に達しておりますので、ただいまから令和２年第１回

松川町議会定例会を再開いたします。 

 

議事日程の報告 

○議長（米山俊孝） 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおりであります。一般

質問であります。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。 

株式会社チャンネル・ユーのケーブルテレビ生中継の許可をしてあります。 

 

＝＝＝ 日程第１ 一般質問 ＝＝＝ 

○議長（米山俊孝） 日程第１、一般質問であります。 

一般質問は、９名の議員より通告されております。通告の受付順序により順次発言を

お願いいたします。 

なお、発言者、答弁者ともに簡潔にお願いいたします。 

ただいまから一般質問を行います。 

 

◇ 熊 谷 宗 明 ◇ 

○議長（米山俊孝） 熊谷宗明議員。 

○９番（熊谷宗明） 皆様、おはようございます。 

今回は、新型肺炎コロナウイルスの感染拡大の対応について、また、「持続可能な地域

づくり」ＳＤＧｓをどう進めていくかの２点について、質問をさせていただきます。 

この 17・18 日には、小学校・中学校の異例ともいえる卒業式が行われました。在校生

と来賓の出席がない中、子どもたちはマスクを着用し、厳粛な中、忘れられない巣立ち

の日になったわけでございます。長い学校生活の中で初めてのことであったかと思って

おります。 

欧州各国では感染に歯止めがかからず、外出制限、移動制限が始まり、経済活動に影

響が出始めてきております。イタリアでは、16 日時点では感染者が３万人に近づき、死

者が 2,000 人を超え、スペイン・イランにおいても爆発的な増加は止まることがありま
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せん。まさにパンデミック、世界的流行であり、世界的な災害となったわけでございま

す。 

マスクはない、消毒液がない、確たる治療薬がない、そういった中、感染におびえなが

ら、自粛がいつまで続くのか、日々のニュースに一喜一憂し、町の皆様は不安の毎日を

過ごしているのではないかと思っております。 

町として、町長として、この現状をどう把握されているのか。また、どう対応していく

のか、まずお聞きをいたします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） おはようございます。 

熊谷議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

先ほど議員からございましたとおり、大変新型コロナウイルスの影響が大きく出てお

ります。当町のみではなく、本当に世界的な規模で現在危惧をされているところでござ

います。 

まず、松川町としましては、２月の６日に対策本部を立ち上げ、会議を重ねておりま

す。その中で今２つの方向性を持って動いております。 

まず１つが、住民の皆様に安心、安全な環境を整える、それを提供するということで

ございます。 

理由としまして、やはりデマも含めこういう時代なものですから、情報が大変錯綜す

る中でございます。そういう中でも感染を防ぐための適切な行動をとっていただくため

に、コントロールということが私たちの使命だと思っております。 

具体的に申しますと、春休みに入りまして、春休みになったんですが、先ほどござい

ましたように、休校の措置ということ。また、集団感染防止のための様々な呼びかけ。ま

た、各都市公園を中心としたトイレですが、３日に一回消毒をして回るなど、管理を徹

底をしております。 

それがまず１点目の住民の皆様に安心、安全な環境を整えるということが１点目でご

ざいます。 

また、２点目としまして、今回もう経済的なダメージが出始めております。それに対

して私たちが支えていくということを取り組んでまいります。 

理由としまして、やはり 初に言った対策、いわゆるその感染を防ぐための呼びかけ

ということに起因をいたしまして、現在、年度末で大変総会とか会合、また飲み会が増

える時期において、自粛を呼びかけていることもきっかけになりまして、やはり主に飲



 －185－ 

食業の方が中心となって被害を受けているという状況になっております。 

じゃあその中で対策というので、具体的に申しますと、現在、４月の１日から始める

ように調整をしております運転資金のための特別の小口融資資金というのと、もう１個

は、特別経営健全化資金というのを用意をしております。ちょっと今、金融機関また商

工会と調整中でございますので、何とかすぐに動けるように今、全力で対策をとってい

るというところでございます。利子補給とか保証料の補助などということを私たちがや

るということに今やっております。 

また、もう１つは、ちょっと今ここでお示しできる状態ではないので、もう少しでき

ることはないかなと、今、模索をしている 中でございます。 

以上が２点目の経済的なダメージを支えるという対策でございます。 

現状と現在の動きでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） ２月の下旬より対策会議を設けて進められているというようなことであ

ります。 

当初は３月 11 日までが自粛期間というようなことで、国の方針に従ってきたわけです

けれど、それが１週間延び、３月 17 日まで延長。それでまた１週間、３月 24 日まで自

粛延長というようなことで、１週間ずつ延長をしてきているのが現状かと思います。 

いつまでこういったことが続いていくのか、本当に気の休まらない日々が続いておる

わけですけれど、町として 善な政策並びに環境づくりというものに傾注していただき

たいと思っております。 

経済的なダメージにつきましては、具体的なことについてはまた後でお聞きをいたし

ます。 

それでは続きまして、 前線で働いております保健師の皆さんには、大変ご苦労いた

だいているところだと思いますが、保健師の役割の中で、町民の皆さんに対しまして、

今どんなふうに向かっているのかという点を課長にお聞きいたします。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） ただいま町長が申しましたように、新型コロナウイルス感染症

につきましては、現在、町でも対策本部を設置して対応にあたっているところでござい

ます。 

今回のこの新型コロナウイルス感染症につきましては、国で定めております感染症の
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予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づきまして、国、それから都道府

県、それから市町村の役割がそれぞれ明記をされているところでございます。 

町の保健師の立場といたしましては、依然終息の兆しが見えないこの新型コロナウイ

ルスに対しまして、町民の皆さんの不安にお応えしていくことが大変重要かというふう

に思っております。そうした中で、国や県から示される情報のほか、町独自のわかりや

すい情報の提供をはじめ、行事・イベント等の中止ですとか、延期の要請、ウイルスに感

染しない、ほかの人に移さない基本的な行動を、町のホームページを通じて呼びかけて

いるところでございます。 

保健師といたしましては、こうした情報とともに、電話あるいは窓口で、そして不安

のある方につきましては、ご相談に乗っておるところでございます。電話番号 36-7034 に

なりますけれども、そちらの方へぜひお問い合わせいただければというふうに思ってお

ります。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 保健師さんが、チャンネル・ユー、ケーブルテレビの中で注意喚起をされ

ておりました。延長するたびに注意喚起をチャンネル・ユーなどで呼びかけていただけ

れば、ありがたいなあと思います。今、課長が言ったように、電話番号 36-3024 という

ような 36-7034、そういったことで気楽に相談できる対応というのが一番大事かなと思

います。 

いろいろデマであるとか、そういったこともあろうかと思いますので、やはり町民の

皆様の不安にお応えしていくということが、保健福祉課にとって今、一番重要な点では

ないかなと思っております。 

そこで、感染リスクが高いのは、高齢者・妊婦さん、糖尿病や肺疾患の方というような

ことで言われております。こういった人たちには、どんなふうに対応しているのかとい

うことであります。また、こういう状況をピンチと、ピンチはチャンスというふうに考

えれば、規則正しい生活をすること。学校で言われている「早寝、早起き、朝ご飯」とい

うのをしっかりやるというようなこと。また、食での免疫力向上というようなことなん

かも、今大事なことではないかなと思います。 

免疫力が落ちた状況になると、やはりウイルスに感染しやすくなるというようなこと

でありますので、食事的なことは、やっぱり栄養士さんも関係してくるのではないかな

と思いますので、忙しい中でありますけれど、こういったことをぜひともやっていただ

きたいなあというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 
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○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） やはり今、議員さんがおっしゃられましたように、ご自分の体力

を維持していくということが非常に大事かなというふうに思っております。 

ホームページの方でも呼びかけをさせていただいておりますけれども、十分な睡眠を

取っていただくこと。それから栄養をきちんと、食事をきちんと取っていただいて、栄

養を取っていただくこと。それからうがいや手洗い、それから咳エチケット等の普段ど

おりの行動を心がけていただくことによって、そういった免疫力というのも維持できる

かと思いますので、そういったことにぜひご協力をお願いできればというふうに思って

おります。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） いろんな情報が錯綜する、日々違ってくるというようなことの中で、やは

り正しい情報を透明感をもって町民の皆さんに知らせて、それを町民の皆さんが共有し

ていくということに尽力していただければと思います。 

次に、医療機関との連携ついて、お聞きいたします。 

この点については、どんなことをやられておられるのか、お願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 今回の感染症につきましては、基本的には、指定感染症医療機関

というところが対応をすることになっております。しかし、今後の拡大の状況次第では、

地域の医療機関での感染者の受け入れも必要になってくるというふうに思われます。 

ただ、現段階におきましては、とにかく医療機関を守るということも大事なことだと

いうふうに思っております。 

町といたしましては、症状にかかわらず、医療機関を直接受診するということにつき

ましては、かえって感染リスクを高めることにもつながりますし、また複数の医療機関

を受診するということも控えていただきたいというふうに思っております。 

新型コロナウイルス感染症ではないかと不安をお持ちの方は、まず有症状者相談窓口、

こちらは飯田保健所になりますけれども、53-0435 が電話番号になりますが、まずはそち

らにご相談をいただきまして、そうしたことで医療機関でのクラスター発生の防止等に

もご協力をいただければというふうに思っております。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） もう１つ、重要なことをお聞きしますが、もしこの飯田下伊那管内、保健

所管内でコロナウイルスの感染者が発生した場合には、具体的にはどんな過程を踏んで、
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どんな状況下を考えておられるか、その点についてお聞きいたします。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 現在、対策本部の中で話し合いをしておりますのは、仮に伊那保

健所管内、それから飯田保健所管内で、感染経路不明の感染者が発生した場合というこ

とで想定しておりますけれども、町内の施設等の閉鎖も考えていかなくてはならないと

いうふうに考えております。 

現在、その対応を各課で検討中でございまして、来週にはそういったものも整理をし

て、事前の準備にあたりたいというふうに思っております。 

とにかく町民生活への影響を考慮して、そちらの方につきましては、慎重に判断をし

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 南牧村で、大阪のコンサートというか、ライブに行った方が、牧場の方が

感染をしました。隣にレタスの有名な川上村がありますが、その隣村でありますので、

公共施設が出入り禁止というようなことで伺っております。 

多分、飯田で感染者が出た場合は、松川町においてもそういう措置が執られるんでは

ないかなと思っておりますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） ただいまの私の答弁と重複する部分があろうかと思いますけれ

ども、松川町の場合は、上伊那とも接しておるわけでございまして、現在考えているの

は、飯田保健所、それから伊那の保健所管内の中で、そうした感染経路が不明という方

が発生した場合は、そういった施設の閉鎖等の措置を執っていく必要があるかというふ

うに考えております。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） こういったことがないことを望むわけでございます。 

先ほど、保健所の電話番号はお伺いしましたけれど、24 時間体制で相談を受け付けて

いるというようなことでありますので、何か不安なことがありましたら、そちらの方に

も連絡をしていただければと思っております。 

それでは次に、児童生徒を守るための対応について、教育長にお聞きをいたします。 

まず１点として、子どもたちへの感染につきましては、数例しか今、発生がないわけ

でございますが、子どもたちの安心、安全を担保していくというのは、町の大きな役割

であり使命であります。このことについて、現在どのように考えておられるか、まずお
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聞きをいたします。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 首相の休校要請に基づきまして、小学校は一昨日まで、中学校は昨日ま

で休校という措置を執ってまいりました。 

その前、休校に入る前も、家庭には、感染防止のための対策というようなことで、手洗

い・うがい・マスクの着用、それから栄養をしっかり取ること、それから睡眠を取るこ

と、呼びかけをしてまいりました。 

現状を見ておりますと、かなりそういったところでも意識を持って、春休みに向けて、

子どもたちは生活してきてくれているかなと、そんなふうに思っております。 

児童館の方でも子どもたちの預かりを実施しておりまして、名子の児童館で40名ほど、

それから上片桐の児童館で 20 名ほどの子どもたちが生活をしておりまして、この場所に

おいても、同じような形で感染予防の対応を取らさせていただいております。 

特に健康観察というところはしっかりしていきたいということで、職員にも話をしな

がら対応をしているところでございます。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） ３月２日から異例の国の要請によりまして休校を続けて、卒業式が終わ

り、春休みになって１か月間学校へ行けない日々が続くわけでございます。新聞報道で

もありますけれど、子どもたちが運動不足、それから友だちに会えないストレス、それ

から保護者の負担増というようなことが言われております。 

そういったことの中で、町としてどんなことについて取り組まれているかということ

でありますけれど、児童館には大勢行かれているというようなことを今お聞きしました

が、特に授業時間の時間数が、早くに休みになったことによって足りないわけでござい

ます。小学校２年生の分数も途中というようなことで、親が面倒を見たりしているとい

うような話を聞いておりますけれど、こういった状況について、テレビ寺子屋をやって

みるとか、そういったことについてはどうか。また、分散型登校であるとか、臨時的登校

というのも言われております。 

これは各自治体で決めることができると思いますが、そういった考えはないか、お聞

きいたします。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） ２週間ほど早く休校に入ったと、休みに入ったということで、各学校に
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欠落授業時数、それから未履修の内容についての調査をかけております。やはり各学校

とも、実際の授業時数、標準授業時数に足りない教科があったり、それから未履修の内

容が生じているというのは確かでございます。 

これについては、基本的に、来年度になってその履修内容が学習できるようにという

ことで、夏休みを短くすること。それから家庭訪問については実施しないというような

対応で、学校行事の精選も含めて、子どもたちの学習時間の確保ということで対応して

いきたい、そんなふうに思っております。 

それから臨時登校等、それから分散登校等の話もありますが、基本的には、４月の６

日が入学式・始業式ということになっておりますので、そこからきちっとした形でスタ

ートができるようなそういう体制づくりを、校長会と一緒に検討していきたいと、そん

なふうに思っております。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） ４月６日、しっかりとしたスタートが切れるように準備をお願いしたい

と思います。 

ＮＰＯ法人Ｈｕｇの皆様が、小中高校生を対象に居場所や食事の提供を始めてくれて

おります。学校ありきの社会から、多様な学びの場や居場所がある社会が求められてい

るというふうに感じております。多様な主体が動き出すことを期待するとともに、児童

館へ集まってくる子どもさんたちもお弁当を持参してくるわけでございますけれど、親

の負担等を考えると、給食室を利用した中での給食の提供というのも考えてみるべきで

はないかなと思います。 

東京都の狛江市や渋谷区では、休校中、学童保育に通う子どもたちに昼食を提供して

いるというようなことが、新聞報道でもありましたけれど、国でも休校中の給食の利用

は指定しないというようなことが言われておりますが、その点についてはいかがでしょ

うか。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 先ほど答弁漏れがありまして、テレビ寺子屋についてのお話がありま

した。これは、４年ほど前ですかね、５、６年生、４、５、６年生の算数を中心にして、

小学校の先生がチャンネル・ユーを使って授業をするという、そういう内容でしたので、

その再放送的なことは考えてもいいかなというふうに思っております。 

それから、児童館に来る子どもたち、給食はもちろんないので、子どもたちもお弁当
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を持ってくるわけでありますが、基本的に長期休業については、子どもたちがお弁当持

参でということをお願いしておりますので、その原則で今回も対応していきたいと、そ

んなふうに思っております。 

一方で、ＮＰＯ法人のＨｕｇさんの方からも、３年生以下の子どもたちを、私どもの

ところで預かって安くお昼を提供したいという、そんな申し出がありまして、これにつ

いては各学校に紹介をさせていただいております。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 未来を担う子どもたちのために、安心、安全な環境づくりをお願いしたい

と思います。 

町長、 初に言われました経済活動に対する影響でございますが、言われるとおり、

飲食店の経営者から私もお話を聞いております。非常に悲鳴に近い声をいただいており

ます。同じく公設公営である清流苑も始まっておりますけれど、これもどうなっていく

のか。 

また、今日の新聞でも出ておりましたが、いちご狩りがキャンセルが続いておるとい

うようなことで、観光業に対しても随分影響が出てきておりますとともに、また、中小

企業経営に及ぼす影響も未知数ということで、町として、やはりこれは後押しをしてい

くべきだと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） ありがとうございます。お答えをさせていただきます。 

大変おっしゃるとおり、現在、特に飲食業に大きな影響が出ております。また、観光の

方も大変不安をされておりまして、松川町を具体的に申しますと、まず 初に、さくら

んぼ狩りが一番メインで影響がかかってくるのではないかというご不安を今、いただい

ております。 

そういう中で、先ほど少し私は先に言ってしまいました。運転資金に関して、まずは、

現在も比較的他町村に比べて手厚い保障とはなっておるんですが、金融の運転資金を借

りたときの資金の利息の補助とか、また、信用保証料がかかりますので、その保証料に

対する補助というのを、４月１日の整備ができるように、現在全力でやっておるところ

でございます。 

また、観光に関しましては、また一緒に話を取り組んでいかなければいけないんです

が、やはり安心、安全だということのＰＲということのお力添えにはできるかなと思っ
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ております。入り口に入る前に消毒をしたりとかというところで、また、消毒液なんか

も全然行政でも手に入らないような状況になっております。 

皆さん、悲鳴を上げるだけではなく、地元の業者さんから現在消毒液をご寄附をいた

だいて、町内の施設に使ったりもしておりますので、何とかその辺をつなぎながら、行

政として、松川町のＰＲということができるのかなと思っております。 

具体的なことはまた課長の方から申し上げます。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） 現在の状況でございますけども、大まかなことは今、町長が申し

たとおりでございますけども、地元の飲食店、やはり観光が一番顕著で大きな影響が出

ているということでありまして、特に県内で感染者が確認された２月 25日以降に、宴会

等のキャンセルが非常に多くなっているというような状況であります。 

特にこの３月、４月は、ご承知のように、非常に年度替わりということで、歓送迎会で

すとか、いろんな団体の総会等がありまして、そういったものが軒並みキャンセルとい

うことで、非常にかき入れ時にお客さんがキャンセルが入るということで、地元のお客

様なので、キャンセル料もいただくわけにもいかないしということで、非常に苦慮され

ておる様子をお伺いしております。 

また、先ほど、さくらんぼ狩りの話も出ましたけれども、旅行業者の方の聞き取りで

は、観光まちづくりセンターを通して聞き取りをしたところ、この時期にさくらんぼ狩

りのツアー設定を行うんですけども、それが今の時点ではなかなかできないということ

で、キャンセル対応等々ありましてできないということで、見通しでは、３月末までに

この感染症の拡大が終息の見通しが出れば、ある程度こういったツアー設定もできると

いう見通しなんですけれども、４月以降にずれ込むとどうしても影響が出てきてしまう

んではないかということであります。 

清流苑におきましても、予約キャンセルは非常に深刻な状況であります。３月 16 日時

点の数字でございますけども、宿泊者で 1,312 人、宴会で 1,326 人、合わせて 2,638 人

のキャンセル。売り上げの減少額 2,080 万円ということになっておりまして、この数字

は、当然定型的な数字でありますので、飲み物代ですとか、レストランですとか、そうい

うものは入っておりませんので、そういうものを加味すると、さらに金額的には大きく

なるかなというふうに考えておりますし、当然ですが、新たな予約もほとんど入らない

状況ということで、非常に深刻ということであります。 

それから、製造業につきましては、業界にもよりますけども、総じて今のところその
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大きな影響は出ていないので、５月頃顕著になってくるのではないかという見通しです

けども、事業所によってはそろそろ影響も出始めているということを伺っておるような

状況でございます。 

特に自動車関連の製造業につきましては、国外の減産が始まったところであり、これ

から影響が出るだろうということでございます。 

対応策ということでありますけども、国においては、相談窓口の設置ですとか、あと

セーフティーネット制度の発動、県においては、融資の斡旋、県税の納税猶予等を実施

していくというふうに伺っております。 

町としては、これらの情報の提供や相談にきめ細かく対応してまいりたいと思ってお

ります。近隣町村でも、報道もありますように、資金の支援、それから補助金等もやって

いる市町村も出ておりますけども、商工会や料飲組合、果物観光協会の皆様からも、要

請支援もいただいております。町としても、今、金融支援を中心にまた独自の支援を考

えてまいりたいと思っておりますので、そんなふうに考えております。 

いずれにしても、的確な情報把握に努め、情報共有を図り、対応してまいりたいと、そ

のように考えておりますのでよろしくお願いします。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 世界的な国難、国難というか、大問題であります。先日のＧ７において

も、金融財政政策を含めてあらゆる手段を講じていくというようなことの声明が出てお

ります。国県の補助、それから町の支援というものも再度お願いをいたしたいと思いま

す。 

それでは次の質問に入りたいと思いますが、ＳＤＧｓについてでございます。 

今回、第５次総合計画の改訂版では、このＳＤＧｓの方針に沿って持続可能な社会と

いうのを目指していくという中で、改訂版が作られてきております。 

その中には、持続可能な地域づくりを、若い世代の皆様と考え方を共有したり、その

理念を経営方針に盛り込む企業や組織などで多様な主体と協力し、連携していくという

ふうに記されております。 

住民の皆さんとともにどう歩んでいかれるのか、まずお考えをお聞きいたします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

持続可能な地域づくりというのを実現するために、重要な視点として、「自治」という
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ことを今回、総合計画で位置づけをさせていただいております。 

地域づくりの主体というのがどちらにあるのかという話なんですが、住民の皆様のや

りたい地域づくりを、私たち行政がしっかりと支えていく、支援をしていくということ

が、基本的立場として考えております。 

また、そのために私たち役場の職員が地域に出て、住民の皆様としっかり話をする。

御用聞きに回るのではなく、ともに課題の解決をするということが、地域の皆様、また

職員としても成長の場となると思っております。そういう住民の方が主体となった地域

づくりというのを、今から転換していかなければいけないというふうに考えております。 

今まではどっちかというと、町が政策決定したものを、地域の皆さんに理解していた

だくために説明をするというような場でしたが、それを今までのまちづくり懇談会とい

うものを少し見直して、地域づくり懇談会というような形で地域に出て行って、私たち

が一緒に学ぶ、解決をする、対話をするということが重要だと考えております。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 町長の基本姿勢、住民自治、住民とともに歩むという、ボトムアップ的に

やっていくということは何回も聞いております。 

地域づくり会議並びに若者会議の中でボトムアップを図っていくということでござい

ますが、さらに 2030 年を背負う小学生や中学生、そういった人たちとの会議を持ってい

くべきではないかなと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） ありがとうございます。 

すいません、そうですね、本当に若い世代、小学校・中学校の世代で、現在私がこの立

場になるそのきっかけというものがやはりございまして、やはり小さい、まだ役場とか、

例えば議会とかが何をやっておるか全くわからない状態のときに、町の政策決定をする

ような場を経験するということがやはり大切なのかなと思っております。そういう場に

自分たちも出席して、主体的に意見を言って、全部が通らなかったとしても、それを年

上の人たちに聞いてもらったという経験が、将来こういう場で、じゃあ私たちも地域を

担おうという、その心のスタートの地点だと感じておりますので、当然そこは、私も保

護者でもありますので、学校に出向いて一緒に話をする機会というのを、実は今回も中

学校に対しては、校長先生と話をしておったんですが、休校になってしまったためでき

ておりませんので、新年度またやっていきたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 
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○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） ぜひ小中学生を対象にしたＳＤＧｓの考え方を広めていただき、次代を

背負っていただくような体制を整えていただきたいと思っております。 

次に、ＳＤＧｓのゴール№13 には、気候変動に具体的な対策をというのが目標であり

ます。 

近の地球温暖化は本当に異常でありまして、まさに天変地異であると私は感じてお

ります。こんなに雪が降らず、雪かきが必要ない年はあったでしょうか。農業経営にあ

っては、ここ数年、凍霜害、台風 19号などに見られるように、大型台風によって大打撃

を受けております。本年も大凍霜害の危険があるんではないかなと危惧をしておるとこ

ろでございます。これも地球温暖化が背景にあることは明らかであると思っております。

くだものの里松川町にとって極めて深刻な脅威であると感じておるわけでございます。 

そこで、各国、世界的に広がっております気候非常事態宣言、長野県でも、長野県をは

じめ白馬村、千曲市、池田町、 近では南箕輪村が宣言をしましたが、気候非常事態宣言

ということを当町でも行い、気候変動に向けた政策立案や計画などの対応を優先的に進

めていくということが、このくだものの里にとって非常に大事ではないかなというふう

に考え、提案をいたしますが、この点についてはいかがでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

地球温暖化の影響と考えるのは、本当に猛暑日の増加とか台風の大型化、また自然災

害の発生というのは考えております。本当に極めて深刻な脅威と今現在なっております。 

おっしゃられた長野県では、昨年 12 月に「気候非常事態宣言 2050－ゼロカーボンへの

決意－」というのを宣言をいたしました。これは、2050 年には二酸化炭素排出量を実質

ゼロにする決意という表明でございます。県内では、白馬、千曲、池田町が同様の宣言を

出しております。 

また、松川町でも、ちょうど３月３日に長野県の気候非常事態宣言に賛同を表明とい

うところでございます。 

今後、県の事業と歩調を合わせて取り組んでいく予定でおります。 

今後の取り組みについては、課長の方から答弁をいたします。 

○議長（米山俊孝） 池上環境水道課長。 

○環境水道課長（池上 徹） 町としての取り組みでございますが、このほど策定しました第

４次松川町環境基本計画の中の脱炭素社会の構築を基本方針に事業を行ってまいる計画
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です。 

主な施策としましては、自然エネルギー活用設備設置に対する補助事業の実施という

ことで、令和２年度の予算の方から、蓄電池の設置の方にも補助を拡充し、より自然エ

ネルギーの有効利用が図れるようになります。 

また、第３期松川町役場地球温暖化防止実行計画を策定しまして、役場施設での温室

効果ガス総排出量の削減を目指してまいりたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） 役場内でも地球温暖化防止実行計画を今年度策定するというようなこと

で、役場内だけではなくて、町内全体をとらえた温暖化防止ということも考えていただ

きたいなと思います。 

スウェーデンのグレタさんは、気候危機を訴える若者代表として活躍をしております。

グローバル気候マーチは世界各地で広がっております。純粋に将来を心配する若い世代

の声は、本当に貴重だなというふうに思っておりますし、白馬村の高校生たちが立ち上

がっております。そういった中でこの宣言を出したわけです。白馬高校の生徒たちの名

刺には「Ｄo it now」というのが印刷されているそうです。今、私たちは何ができるの

か、そういうことが今、松川町にとっても大事ではないかなと思っております。 

高森町ではバイオマスボイラーを設置いたしまして、ＣＯ２をゼロにするというよう

なことで、国からも注目をされておりますので、清流苑のボイラー等も考えていただけ

ていると思いますが、そんなことも考えていただければと思います。 

後でありますが、このＳＤＧｓの未来に向けたコンパスといたしまして、他人事で

はなくて自分事としてどうアクションを起こしていくかということでございます。 

今、町内では登録企業が１社のみというようなことで、このＳＤＧｓの考え方がなか

なか広がっておらないというのが現状でございます。これはお金がいる登録ではないの

で、気持ちやこうしようという気持ちがあれば、登録ができるというようなことであり

ます。各農家も登録ができるということでおります。 

広く浅くではなくて、深く広く、今後このＳＤＧｓの考え方を広めていくことが、町

にとっても重要ではないかなと考えますが、その点についてどういうお考えがあるか、

お聞きをいたします。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） ＳＤＧｓを自分事としてとらえ、それの拡大をしてい

くためにはというご質問かと思います。 
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実はこのＳＤＧｓを取り組む、盛り込もうというそういう過程なのですが、総合計画

改訂版を策定するにあたり、地域づくり会議を行ってまいりました。そのメンバーの中

にも、非常にこのＳＤＧｓに関心が高かったり、実際に取り組んでいらっしゃる方もお

見えになりました。そういうこともありまして、総合計画改訂版に取り組んだ経過があ

ります。 

そして、今後のことなんですが、それこそ自分事として考える取り組みの進め方、こ

れについてですが、実際にＳＤＧｓに対する関心が高い方、まさに先ほど申し上げた地

域づくり会議の中にそういうメンバーがいらっしゃいますし、また、まちづくり政策課

と松川高校と一緒になって、概ね 20 名ほどが、それこそ先ほど１社って言われました上

片桐のエコロユニオンさん、そういうのと連携しながら広げていくということ。そして、

実際に取り組んでいる方、まさにエコロユニオンさんですが、そういう活動をベースに

して、少しずつ町内に広めていくことを推進していきたいと考えております。 

町はそれを支援してまいりたい、支えてまいる、そういうような取り組み、あくまで

も自分として何ができるか、そこら辺を中心にうまくサポートしていければと、そんな

ふうに考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 熊谷議員。 

○９番（熊谷宗明） その取り組みは私も知っておりますし、いい取り組みであろうかと思い

ます。そういう気持ちがある人たちが、まず突破口を開いていくということが大事かな

と思います。高校生を含めた組織を立ち上げて、徐々にボトムアップじゃありませんけ

れど、そういうふうにしていただきたいと思っております。 

以上で一般質問を終わらせていただきます。 

 

◇ 中 平 文 夫 ◇ 

○議長（米山俊孝） 続きまして５番、中平文夫議員。 

○５番（中平文夫） それでは通告に従い、質問させていただきます。 

先ほどから熊谷議員の方からも異常気象といろいろのお話がありましたけれど、今年

は年始めから異常気象等で暖冬ということで、町全体としてももう既に災害が始まって

いるということであります。 

また、現在開かれている通常国会でも、超党派で議員連盟で気象異常事態宣言の採択

に向けて気運が高まっていましたけれど、国難と言える新型コロナウイルス対策が優先
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され、町としても喫緊の課題ということで、先ほど町長の方からもそれに対する対策と

いうことで安心安全な環境づくり、あるいは経済面の支援対策ということで力強い支援

策が言われておりました。 

また、一方で、そういった国難とも言えるこういった災害とは別に、恒常的に町とし

ても安心で安全な住みよい町を目指すということで、いろいろの課題を持ちながら対策

をたっているということであります。平成 29年には、地震予知連絡会議が、地震の予知

は不可能と発表して以降、土砂災害、水害災害が中心の災害対策にまちづくりをしてい

くという方に舵を取られて、非常に対策が急がれております。 

災害に強いまちづくりの町の基本方針ということで、今回の第５次松川町総合計画の

改訂版の基本方針の４番目のところに安心で安全な住みよいまちづくりという項目があ

りますので、それについて質問をさせていきたいと思います。 

災害の強い町ということになりますと、それの一助を担うのが消防団ということであ

りまして、消防団の方々の対策も団員数が減っているということでありますけれども、

その質問は一番 後の方にさせていただきますけれど、その前にそこに書かれている中

に読んでいきますと、なかなかちょっと理解できないようなところもありますので、そ

ういった点を中心にして質問させていただきたいと思います。 

初にさらに各種マニュアルの作成っていうのがありますけれど、災害に対するマニ

ュアルは相当数もう完備されていると思いますが、まだほかにどのようなマニュアルを

作成していこうとしているのか。あるいはその中に今、課題となっているハザードマッ

プはその中に入っているのかどうかというのを 初にお伺いしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） ありがとうございます。 

中平議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

総合計画の基本方針の４、安心で安全な住みよい暮らしづくりについてのご質問でご

ざいます。 

現在、松川町としましても大変年々予測しがたい災害が続いているという状況でござ

います。昨年の防災訓練も土砂災害の想定で行い、また、庁舎内でも図上訓練で土砂災

害想定を行ったところ、台風 19 号では全く同じような状態になって、図上訓練のように

次々と町中から情報が入り、それに対して指示を出して職員が動くというようなことが

ございました。今後もこういうことを続けていかなければならないと感じております。 

また、私、首長としましてもやはりそうはいっても経験が浅いということで、災害に
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対する学びということで、今、日本各地で様々な災害が起きた実際のその当事者の各首

長さんからお話を聞き取りながら、私たちとしてできることというのを作っている 中

でございますが、話を聞けば聞くほど災害が大きくなりますと、行政のみでは全く歯が

立たないということもよくわかってまいりました。本当に住民の皆様、また、民間との

連携がないとなかなか地域としての防災力が上がってこないということがわかってまい

りました。そのための取り組みとして、今回挙げさせていただいております。 

また、先ほどご質問いただきました各種マニュアルということに関しては、担当の課

長の方から答弁をいたします。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 中平議員の方から、今後マニュアルはどんなものを考えておるかと

いうようなご質問をいただきました。 

現在、町の防災の基本方針であります地域防災計画に基づきまして、避難所運営マニ

ュアル、職員初動マニュアル、また避難勧告等の判断基準及び伝達マニュアル、防災訓

練実践マニュアル等があるわけであります。 

今後、予定しておるものは、先ほど議員からも言われましたけれど、防災ハザードマ

ップの方を予定しております。来年度、浸水区域等を見直すような計画でおります。 

さらに来年度なんですけれど、地区防災マップというものを生東区の方で作成を計画

をしております。この取り組みを今後広げていきたいなというようなことを考えており

ます。 

それから計画、マニュアルといいますか、計画になってくるわけなんですけれど、国

土強靱化地域防災計画というものを来年度から取り組んでいくつもりでございます。こ

れにつきましては、今後発生が予想される巨大地震ですとか、大規模災害を想定しまし

て、脆弱性がある部分を検討した上で、 悪の事態をもたらさないような事前の備え、

そんな計画を作っていく予定でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） それぞれお答えいただきました。 

防災というのは、いくらやってもやり過ぎがないというように感じております。 

それで、ハザードマップを次年度作成予定ということで、令和２年度の当初予算案の

中にもハザードマップ作成ということで 400 万円。強靱地域計画策定ということで 500

万円が計上されております。 



 －200－ 

それで、ハザードマップは毎年作るんじゃなくて、何年かにいっぺんという形だろう

と。確か前は平成 27 年だったかと思うんですけれど、それについて今回それを更新する

という形だろうと思うんですけれど、これは完成はいつ頃になる予定でしょうか。 

それと先ほど言いました、先ほど言われてた地域の防災マップも含めて、完成予定は

どのぐらいになるかをお聞かせいただきたいと思う。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 現在のハザードマップにつきましては、平成 25 年度に土砂災害の警

戒区域の変更がございました。これを受けまして、言われましたように、変更をかけた

ものであります。 

現在、浸水区域等の見直しを主にやっていきたいと思っておりまして、年度中、秋頃

までには作っていきたいなと思います。 

できるだけ早く作成しまして、住民のお手元に届くようにしていきたいと思っており

ます。 

また、生東区の考えております地域防災マップにつきましては、これは１年をかけて

県の補助等も受けながら１年をかけてやっていく予定でございます。 

お願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） ハザードマップは、今年の秋頃、それで地域の防災マップについては１年

をかけて、しっかりしたものを作るということであります。 

しっかり作って、あの浸水地域をもう一回見直して有効に使えるハザードマップをし

っかり作っていただきたいと思います。 

地域の住民への防災の啓発活動ということを進めるというように書かれておりました。

これはどういったことをどのようにやっているのかを教えていただきたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 啓発活動につきましては、１つとしまして防災訓練でございます。地

域住民が、迅速な避難行動等がとれるよう訓練を実施しますとともに、町の災害対策本

部の設置訓練や各関係機関との連絡確認等を行うものでございます。 

新年度は、大規模地震を想定した訓練をしていきたいなと今、考えておるところでご

ざいます。 

また、２つ目でありますけれど、出前講座でございます。こちらにつきましては、自治

会等の要請を受けまして、防災アドバイザー、あるいは担当職員が出向きまして、防災
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研修の方を実施していきたいと思っております。 

３つ目は、チャンネル・ユーによる音声放送ですとか、広報まつかわによる定期的な

防災情報を発信をしていきたいと思っております。 

それから４つ目には、地震体験者の活用であります。こちらは、今年度も２団体に体

験をしていただきました。企業さんと学校でございます。新年度につきましても、地震

体験者を活用しまして、同じように企業ですとか、学校の子どもたちにも体験をしても

らいたいと考えております。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） 今、４つほど挙げられておりましたけれど、防災訓練、出前講座、チャン

ネル・ユー、それで体験等々ありましたけれど、その中で出前講座というのは各自治会

からの要請に基づいて、あるいは申請に基づいて、町の方で出かけていって行う講座だ

と思いますけれど、今までというか、今年どのような講座が地域の方で望まれて行った

か、あるいはその反響等についてもお知らせください。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 防災出前講座につきましては、テーマとしましては大規模災害に備

えてというようなテーマでなっておりますけれど、実際は地域の方々が知りたいテーマ

に合わせて講座の方をやらしていただいております。 

今年度、実際にやったものにつきましては、警戒レベルの広報のやり方をどんなふう

にしたら良いかというようなことをテーマにやったところがあります。また、防災備蓄

品、これに関することを中心にやったところもございます。 

また、うちの担当職員の中で震災の方を経験した者がおりますので、体験談を話した

と、そんなようなこともやっております。それから飯田ボランティア協会のアドバイザ

ーによる通常の講演等も行っております。 

反響でございますけれど、それぞれ呼んでいただいてやって、本当に関心をだんだん

に持っていただいて高くなっておるかと思っております。特に体験談みたいな話には非

常に興味深く聞いていただいたかと思っております。 

お願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） 平成 31 年度、令和元年度のまちづくり出前講座というところでホームペ

ージで見ますと、防災ということで大規模地震に備えてということで１項目になってお

ります。今、聞いておりますと、いろいろ住民の方が知りたいということで、備蓄品のこ
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ととか、体験とかいろいろあるもんですから、もし今度２年度にここに書くとすれば、

そういったちょっともう少し細かく書いて、住民の方がもう少し利用できる、利用しや

すいような形で掲載をしていただければ良いんじゃないかなと思いますので、そこら辺

のところはよろしくお願いします。 

次に、令和２年度の当初予算案に自治会組織のあり方検討、研究として、先進地域視

察というのが計上されております。この間、総括質問の中でもお答えいただいておりま

すけれど、それは島根県の雲南市というとこでそうでありますけれど、ここの市は平成

の大合併で６町村が合併しておるところであります。もちろんもう事前調査を行ってい

ると思いますけれど、自治会の組織の形態が松川とはかなり違う点が見えます。参考に

なる事例も多々あると思いますので、ぜひそれは成果を期待して、今後またそれの発表

をしていただければと思います。 

それに含めて松川町では、自治会の未加入者も年々増加傾向になっております。お隣

同士の関係も希薄になりつつある地域のつながりをどのようにして、良い関係性を図れ

ば良いかということが問題になってくるかと思いますけれど、そこら辺についてはいか

がでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 議員おっしゃられるとおり、自治会未加入問題に関し

てはやはりかなり深刻な部分だと思います。その理由を調べてみますと、やはりご高齢

になられて役員ができない。自分の自治会の活動に参加できないというような形があり

ます。 

そこで、私たちが考えておるのが、その自治会、その地域においてのそれぞれの皆さ

んのささやかでも良いですので、役割を見つけてまいりたい。そこで自分のそこの地域

での存在感を示してまいる、そういうようなことは非常に重要かと思います。そんなア

プローチもしてまいりたいと思いますし、また議員、先ほど来お話をされておられます

災害時の活動、これに関しても非常に重要な部分だと思います。自治会外といっても、

お互い助け合わなければならない部分、こういった部分も当然大事にしていかなければ

ならない部分。 

また、もう１つ、ごみの問題等もあります。そういった部分も含めて、雲南市にはより

具体的なところを突っ込んで視察に行きたい、そんなふうに考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 
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○５番（中平文夫） 自治会の件に関しては、ほかの議員の方もいろいろ言われておりますけ

れど、やっぱり災害のときに一番困るのが隣同士に誰がおるか。あるいはどこの方にご

高齢の方がいて、そこを特に面倒見なきゃいけないとかというようなことがなかなかわ

かりづらくなってきているのが現状であります。 

そこら辺をぜひ行って、良いとこを取得してきてもらって、ちょっと見ると向こうは

ＮＰＯ法人が 30いくつもあるということでありますので、ちょっと非常に形態が違いま

すので、ちょっと非常に形態が違いますので、ぜひ参考になるとこを見つけてきていた

だいて、町の方でもぜひ行かせていきたいと思います。 

今回の改訂版では、防災活動の指針が主に出ておりますけれど、設備関連に関しては

あまり触れてないように思いますけれど、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 防災力の強化につきましては、やっぱりハードとソフトと両面で進

めていく必要があろうかと思っております。 

避難情報を伝達する各種の設備ですとか装置、また施設の耐震化の方は徐々に進んで

きております。 

大規模災害に備えまして、新年度につきましては、防災倉庫、備蓄倉庫の設置の方を

計画をしております。また、引き続きまして、自主防災組織の施設整備事業の補助によ

りまして強化を図っていきたいというふうに考えております。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） ここには触れてないけれど、徐々に進めていくというようにだった、その

ようなお答えだったと思います。 

その１つとして、災害情報伝達システムの整備が、平成 30 年度にデジタル化に伴い、

約１億 6,000 万円で緊急防災減災事業債を利用してシステムの一新をする事業がありま

した。これはもう完成していると思いますけれど、この中に１項目入っていたのが、「全

町的に通信エリアをカバーするまでには至っていなかった」というような１項目がその

中には入っております。これは移動式の無線であったかと思うんですけれど、どのよう

なわかりやすく言うとどういうところをここで整備したかをお答えいただきたいと思い

ます。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 30 年度に防災行政無線の移動系のデジタル化の事業の方を行いまし

た。これは、消防車両ですとか、避難施設、あるいは災害対策本部に移動系のものを配備



 －204－ 

しまして、持ち運びのできる防災無線でございます。 

この移動系の通信状況でありますが、松川町のこの河岸段丘の地形によりまして、ど

うしても安定しない場所があるわけであります。特に天竜川沿いの地域と生東区の山間

地域が安定しない場所でございます。 

この受信環境の悪い状況を改善しようということで、新年度になりますけれど、大島

側に基地局を増設をいたしまして、通信エリアの拡張を図っていきたいという考えでご

ざいます。 

財源につきましては、緊急防災事業の記載措置を受けまして実施をしたいと思ってお

ります。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） 全町的に通信エリアがカバーできないところがあるというところで、令

和２年度の当初予算案の中にそれを改善するために 2,700 万円を計上しているというこ

とでありますけれど、これは議会と語る会等々でもたびたび地区からも、無線の整備を

したんですけれど、非常に聞きにくい、あるいは通信ができないというところがあった

ということで、先ほど言われたように、生東区と天竜川沿いというところで、今回大島

側に基地を設けるということになりました。 

で、それで全部がカバーできるようになるのかどうかを教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 調査によりますと、ほぼカバーできるわけであります。ただ、どうし

ても谷間の場所ですとか、建物内のようなところにつきましては、やっぱり通信の方が

弱いところが出てきてしまいます。 

災害時におきましては、情報伝達のツールとしまして、なかなか１つでは補うことが

できませんので、町としましては同報系の防災無線のほかにＪアラート、また個別受信

機、防災アプリ、またメールですとか、ホームページによりまして、様々な方法を使って

避難行動等呼びかけていきたいと考えております。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） 実際に災害が起きたときに、一生懸命整備したシステムが機能しないと

いうことになりますと、非常に問題になろうかと思います。 

今、言われたように、様々なスマホを使ったりとかいろいろの件だと思いますけれど、

そういうものをＪアラートを使ったりとかいろいろして、万全に備えるというお話であ
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りましたけれど、ぜひ谷間等々についても通常に使えるようになれば非常に良いんじゃ

ないかなという気がしますので、ぜひそこら辺を再考していただいて、もう少し整備を

していただければと思っております。 

次に、この文書の中に消防団の出火出動時の体制強化のための予防活動という文面が

ありました。これを読んで、消防団やっている方々はわかるかもわかりませんけれど、

一般の町民の方々はこの文面を読んでどういう予防活動なのかなというように感じます。

なかなかイメージがわかないという気がしますので、具体的にどういうものかを説明し

ていただきたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 予防活動の関係でございます。 

やはり火災を出さないためにも予防活動は非常に重要なものと考えております。 

実際やっておりますのは、現在、春及び秋の火災予防週間、そのときの広報活動、その

ときの広報活動。また、火の元査察といいまして、定期的に消防団が各戸を回らせてい

ただいておる関係。それから方面隊ごとでありますけれど、月例の広報活動をやってお

ります。月初めと月の中間２回ほどやっております。それから女性消防班による広報活

動もやっております。 

このような予防消防活動を通じまして、防災意識の高めていただけるようにしていき

たいと思っております。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） 具体的には、火災予防運動、あるいは消防団の巡回等々女子消防団の広報

活動等々があると言われておりますけれど、あの文面だけではちょっとそういうものが

くみ取れないものですから、もう少しわかるようにこれからチャンネル・ユー等々も通

じて、言っていただけた方が町民の皆さんもわかると思っておりますので、そこら辺も

よろしくお願いします。 

次に、災害に強い行き届いた森林整備を行うために森林所有者に向けて森林経営計画

への参入を促すとともに、計画内での施業を滞りなく実施したいというように書かれて

おりました。 

平成 30 年度の民有林の森林経営未計画面積は 179ｈａ。令和５年度にはそれを 140ｈ

ａまでにしたいということであります。 

説明では、森林から策定済み箇所、企業所有、赤松森林を除いた面積ということにな

っております。整備すれば災害に強いということでここに書かれておりますけれども、
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これはどのような事業なのかを説明していただきたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） 森林経営計画の内容についてご説明をしたいと思います。 

森林経営改革とは、森林所有者、または森林の経営の委託を受けた者が、森林の施業、

要するに植林ですとか、そういった間伐ですとか、そういった管理ですね、及び保護に

ついて、作成する５年を１期とした計画であります。 

森林経営計画では、基本方針で森林の持っている多面的機能を高度に発揮しうる森林

経営として、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持管理を図るための森

林施業を推進すべき森林という規定がございます。 

具体的には、災害防止、土壌保全機能を高めるため、複層林施業を行う森林について

は皆伐を行わないということで、複層林というのはいくつかの樹種が植林されている森

林ということでございます。これについては、皆伐を行わないということです。 

それから複層林施業を行わない森林について、要するに樹種を単一の樹種でいく森林

ということです。それについては、90 年製程度まで皆伐を行わないということでありま

す。 

また、災害防止、土壌保全機能を高めるために、適正な間伐による森林整備を行い、林

床の裸地化の縮小及び回避を図る施行を推進するということで、堅い文書になりますが、

要するに裸の山にしないということがそれをなるべくしない、回避していく、縮小して

いくということで、災害に強い森林づくりを進めていくということでございます。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） 裸の山にしない、土壌保全というのが大きな目的かと思いますけれど、３

月の補正では、森林環境譲与税ということで 228 万円が計上されておりますけれど、こ

れはどのように町として使っていくのか、使っていくのがいいのかということをちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 米山産業観光課長。 

○産業観光課長（米山清博） ご質問のように、森林環境譲与税、基金もお認めいただいて、積

み立ても始めたところでございます。 

先ほどの森林経営計画につきましては、所有者が明確なものについては計画を立てる

ことができるんですが、非常に里山荒れておる中で、所有者がはっきりしないものもあ

ります。長いこと相続の登記もされていないというようなそういった誰が管理しておる
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かもう明確ではないという森林も少なからずありまして、そういったものにつきまして

は森林経営計画により管理ができませんが、やはり森林の保全、国保保全という観点か

ら、そういったことをやる必要性の高い区域につきましては、先ほどの森林環境譲与税

を活用した森林経営管理制度という制度によりまして、今度これは市町村が森林組合等

の林業経営者に委託して管理を行っていくという制度になります。 

この制度を使いまして、森林経営計画に準じた災害に強い森林づくりに努めてまいり

たいということでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） そういうことでありますので、ぜひこれを活用して、山が荒れないよう

に、ぜひ観光課の方でもぜひ対策をとっていっていただきたいと思います。 

じゃあ 後の方になりますけれど、消防団の確保策ということであります。 

災害ということになると、どうしても消防団というのが非常に結びつくんですけれど、

消防団の活動、活躍で高齢者世帯も含めて、非常にお世話になっているのが現状であり

ますけれど、少子高齢化が進む中で、特に少子化が進んでいる中で団員の確保というの

が非常に難しい喫緊の課題にはなっております。 

これを見ますと、目標は平成 30 年には 277 名であるのを令和５年には 296 名というよ

うに数字がなっておりますけれど、少子化が進む中でこの目標の団員数を確保するのは

非常に困難ではないかなと思いますけれど、どのようにしてこれを確保しようとして考

えているのでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 団員確保のご質問いただきました。 

現在、町の定数が 296 名ということで、やはりその定数に向けて確保に努力していき

たいという思いでございます。 

消防本部としまして、消防団の活動内容を広報しまして、加入の働きかけを行ってい

きたいと思っております。 

また、庁内企業へも従業員の加入依頼をしていきたいというふうに考えております。

限られた人数ではあるんですけれど、やはり消防力を落とすわけにはいきません。新年

度の目標としまして、３つを掲げさせていただいております。個々のスキルアップによ

ります消防力を維持するために事業の選択と集中ということで考えております。 

それから２つ目には、不活動団員の根絶によりまして、活動人員の確保をしていきた
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いと思っております。 

また、３つ目には、消防団の活動を広く知ってもらって、新入団の確保を図っていき

たいという３つ目の目標になっております。 

勧誘活動を早く行いまして、また、勧誘にも工夫を凝らしながら確保に努めてまいり

たいと思っております。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） 今の話はよくわかるんですけれど、私は質問したのは、少子化が進む中で

は非常に難しいんじゃないかなということを考えているもんですから、この 296 名とい

う目標そのものを少し考えなきゃいけないんじゃないかな。今、３つほど言われました

けれど、それはそれとしていいんですけれど、そういうことをしていかないと、ただ単

に目標だけ作っているだけで結果的には達成できないというようなことがありますので、

現状に即したような形で考えていくのも１つじゃないかなと思っております。 

この改訂版の前に機能別団員という任命制度がありましたけれど、これは今も今回に

は書いてありませんでしたけれど、それは継続されていくのでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 機能別団員につきましては、今後も継続を考えております。 

ＯＢ団員ということで、やはり知識ですとか技能、またその経験は非常に大きな力に

なってこようと思います。 

引き続き機能別団員の協力をもらって活動をしていきます。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） じゃあそれはそれで継続していくということでぜひお願いしたいと思い

ます。 

先ほど、課長の方の答弁にも若干入っておりましたけれど、団員が少なくなっている

ということで、昼間の団員数が非常に少ないということで、１つの提案として町内企業

と連携をとって、企業で働く他町村の若手社員に勤務時間内での松川町の消防団への協

力依頼体制、そういうものをお願いする。あるいはそういう体制を作ることが可能かど

うか。あるいは、これは松川町ばっかじゃなくて、広域でも同じようなことが言えると

思いますので、全体として広域も含めて、今後は消防団の減に対する対策というものを

考えていかなきゃいけないと思うんですけれど、そこら辺について何かお考えがあれば

教えてください。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 
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○総務課長（田中 学） ただいま議員さんの方から提案ありましたように、その点は大きな

課題かと思っております。 

現在も松川町の消防団協力事業所という制度がありまして、そこに登録していただい

ておる事業所が３社あるわけであります。やはりそのように、消防団の実情をしっかり

知ってもらって、若手従業員が消防団に加入できるように理解を求めたり、また加入促

進にぜひ協力をしていただける、そんなようなことを改めて企業側の方にもお願いをし

ていきたいと思っておるところであります。 

あとご提案いただきました町外からの勤務されておる授業員の方が、非常時のときに

応援してもらったらどうだというようなご提案もいただきました。ただ、消防団活動、

非常に危険も伴うものでありまして、連携の訓練等も大切なところでございます。やは

りそういうようなところで慎重にやっていく必要もあろうかと思います。 

ご意見いただきましたので、また後方支援というような形で、例えば水利の確保です

とか、誘導の手伝いですとか、そんな危険があまりないような形の後方支援、そんなよ

うなことも考えていく必要があるのかなと思っております。 

言われましたように、広域でのやはりこれは町だけじゃなくて、広く広域で考えるべ

きことだというようなご指摘もいただきました。どこも同じ悩み、課題は抱えておると

ころでございますので、また各本部の合同会議等もあるわけであります。そんな中で、

意見交換をさせていただくように持っていきたいとも思っておりますし、また広域的な

検討を働きかけるようにしていきたいと考えております。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） じゃあその件に関しては、前向きに検討していって、ぜひ広域でも考えて

いっていただきたいと思います。 

消防団の方で、町外にいる方からお話聞いたことがあります。災害ということで、火

災ということで連絡が来て、途中から飯田にいる人なんですけれど、飯田から飛んでき

たらもう消えていたというようなこともありますので、そういう方がわざわざここまで

来なくてもいいような体制を全体で考えていく必要があろうかと思いますので、ぜひ今

までの堅いイメージじゃなくて、もう少し消防団を後方の方でそういうふうに活用して

いただけるような形を仕組みを作っていってもらうのも１つの手じゃないかなと思いま

すので、そこら辺でなんかお考えがあったら聞かせていただいて聞きたいと思いますけ

れど、町長さん、なんかありましたらお願いします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 
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○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

本当に切実な声でございます。一昔前は、やはり自営業者が多かったもんでのですか

ら、町内での火災というともう先を争うように集まっているというのが松川町の消防団

でございました。 

ただ、今の現状を見ますと、大変町内外、普通に企業にお勤めという方が増えており

ます。そういう中でやはり企業側からもそういうちょっとお声もいただいておりまして、

「いくらの消防団だからとはいえ、うちの仕事を放ったらかして当たり前に出て行かれ

るということも正直困る」というような話もいただいております。 

社会現象でもございますし、その辺がやはりいろんな人を勧誘していかなければいけ

ないというところにもつながっていくと思います。 

自営業者のみに頼るだけでもなく、また地元の企業に頼るだけでもなくということを

考えていくという中では、やはり勧誘活動というのが大切になってくるかなと思います。 

以前、議会の皆様からご指摘をいただきましたただ口頭で家を回ってお願いします、

お願いしますだけではなく、ある程度こういうような取り組みをしている、またこんな

ような活動をしているというようなものをペーパーでお示しをしながらやっていくとい

うような取り組みもまた考えていきますので、なかなか消防団員だけに任せて、なんで

集まらんのだというようなことは避けていきたいと思いますので、地域での防災力を高

める当意味で重要なポジションとして考えてまいります。 

お願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 中平議員。 

○５番（中平文夫） ぜひ、地域の防災力を高めるということで、町長の方からもお答えいただ

きましたので、そういった点を切にお願いして、私の質問を終わりにしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） ここでお諮りします。 

休憩をとりたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 異議なしと認めます。 

それでは 11 時 15 分を再開としたいと思います。それまで休憩といたします。 

 

休  憩  午前１０時５５分 

再  開  午前１１時１０分 
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○議長（米山俊孝） それでは再開します。ご静粛に。 

 

◇ 島 田 弘 美 ◇ 

○議長（米山俊孝） 続きまして１１番、島田弘美議員。 

○１１番（島田弘美） まず、はじめに質問に入る前に、先ほど熊谷議員からも質問がございま

したけれども、今、新型コロナウイルス、非常に世界を駆け巡っておりまして、非常事態

だというふうに私は思っておるくらいなんです。 

いろんなイベント、あらゆるスポーツだとか、いろんなものが中止になったというよ

うなことでありますし、町としても町独自というか、先ほどもお話ございましたけれど

も、ぜひ、住民ニーズに沿った中で、迅速なその対応をぜひ町としてもお願いをいたし

たいということを特に冒頭申し上げさせていただきたいと思います。 

それでは通告に従いまして、２点ほどについて質問をしてまいりたいと思います。 

まず、１つは、住民からの声もある中で、中学校の運動部の活動方針についてお伺い

をしてまいりたいというふうに思います。 

文科省は、公立中学校の部活動は、週３回以上の休業日を設けることとされておりま

すけれども、これは国でいう働き方改革の一環として取り入れたものと理解をいたして

おります。これらに関わる教員の負担軽減を目的としたものとされているようですけれ

ども、これに対して松川町としてはどのような対策を講じているかということについて

まずお聞きをいたします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） ありがとうございます。 

島田議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

まず、部活動についてなんですが、やはり社会情勢の変化とか、価値観の変化によっ

て、今までどおりではちょっと難しくなってきているということが現状と認識しており

ます。 

それを受けまして、平成 30 年にスポーツ省から運動部活動のあり方に関する総合的な

ガイドライン、またそれを受けまして平成 31 年に松川中学校にかかる運動部活動の方針

というのを定めまして、それに基づいて負担軽減ということで、また、地域の方からも

応援をいただきながら運営を始めているところが現状でございます。 

細かい具体的なことは、また、担当の方からお答えをいたします。 

○議長（米山俊孝） 塩倉生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（塩倉智文） ただいま、町長が申し上げましたとおり、松川町では平成 31 年

４月に松川中学校にかかる運動部活動の方針というものを制定しております。この方針

の中で定めました運動部の活動基準については、４つの項目がございます。学期中は、

週あたり２日以上の休養日を設ける。平日が少なくとも１日。土日のうち１日でござい

ます。 

また、長期休業中については、休業期間の半分を休みとする。１日の活動時間は、平日

では２時間、それから休日は３時間といたします。あと放課後の活動時間を基本として、

朝練習を行わないとしております。松川町の中学校では、夏休み明けから朝練習を中止

しております。 

教員の負担軽減策といたしましては、顧問を２人体制といたしまして、交代して勤務

ができるように工夫をしております。町長申しましたが、外部の部活の活動員は２名活

動していただいております。 

生徒数が減少しまして、クラス数が減っていく中、教員が減員されてまいります。こ

の地域の中から応援いただく部活動活動員については、ますます重要になっていくとい

うふうに考えています。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今、縷々お話をいただきました。 

いずれにいたしましても、今、生徒を取り巻く環境というのは、今日の社会情勢は様々

に変化してきておると。そしてまた多様化してきておるというようなことで、日常生活

における身体的活動の機会や場が減少する中において、生徒の意識や変化、人間形成に

必要な社会性、仲間同士の思いやりであるとか、あるいは忍耐力などが心配されるなど、

様々な問題が生じてきていると言われております。 

特に中学生の時期は、子どもから大人へのちょうど境目に当たるというようなことで、

人間形成の道としても大切な時期であるというふうにも思います。豊富なスポーツ経験

は、その後のライフステージに大きな影響を及ぼすものと思われますし、友人、仲間づ

くりのためには大きな役割を果たすものとして思っております。 

今、塩倉課長の方から、縷々細かい７つの項目についてお話をいただきました。それ

について指針が出たので、そのようにやってきたんだろうと思います。 

そうした中で、答弁いただきましたけれども、こうしたことについて教育長はこのこ

とについてどのような見解をお持ちであるかということについてちょっとお聞きをさせ
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てお願いしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 今、島田議員に方から部活動の意義についてお話がありました。 

まさにそのとおりでございまして、技能の向上、体力の向上というのはもちろんです

が、やっぱり目標に向かって自分が努力していく、粘り強く取り組んでいくという、そ

ういう中で好奇心が生まれるし、またチームで取り組む中で協力心や連帯感も養われる。

また、勝つという、そういうことを通して達成感とか自己憂慮感、そういったものが育

っていくと思います。 

一方で、そのスポーツ離れというのも確かに深刻でして、平成 30年の松川中学校の運

動部活動の加入者が 50％を切りました。過去は、その 10年ぐらい前は、67％ぐらいです

かね。 

運動に親しむという、そういう機会をやっぱり積極的に取り上げていかなければいけ

ないなという、そんなふうにも思っております。 

しかし、先ほどの指針の中で話があったように、一方でその部活動の過熱化といいま

すか、勝利至上主義の中で部活動が行われているという、そういう実態もあります。こ

れについては、教育委員会もずっと改善を図りたいということで、スポーツ活動につい

て考え合う、そういうスポーツ活動運営委員会を設けてこれまで取り組んできましたけ

れども、ただ単にその活動を制限すればいいという問題ではなくて、効率的な練習、つ

まり短い時間の中の練習でいかに成果を上げるかということ。 

それから一方的に顧問の先生が、この部活動について子どもたちに指導するだけでは

なくて、生徒自身がどういう練習メニューでやっていけばいいかという、そんなことも

考えさせながら進めていく部活動。 

さらには、 近はゆる部活というそういう部活も出てきております。勝つということ

を目的とするんではなくて、スポーツそのものを楽しむという、そんな部活も出てきて

おりますので、そんなことも考えながら併せて検討していきたいと、そんなふうに思っ

ております。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今、縷々教育長の方からお話がございました。 

確かに今、スポーツ離れが 50％未満に切られてきたというようなことでございます。

これは少子化の問題も多分に影響しているだろうというふうに思います。 
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とりわけ今、学校教育の中で運動部活動は、スポーツに興味や関心を持った生徒によ

って自主的に行われることによって、より高い技能や技力、挑戦する中でスポーツの楽

しさや感動を味わい、充実した学校生活を経験するもので、将来忘れないものとなると

いうふうに考えます。 

先ほど教育長も申し上げておりましたけれども、体力健康増進はもとよりでございま

すけれども、自主性、協調性だとか、あるいは責任感、連帯感などを共有することは、こ

の大きなこの意義を持つというふうにも思います。 

一方で、その問題もあることも事実でありまして、今、言われたようにスポーツに携

わる子が少なくなってきたというようなこと。教育長は、効率性をいかに出していくか

という質の高い部活動にしていくかというようなことも言われました。 

そんな中で、今日の社会行政が多様化する中で、先ほど２時間の平日２時間の部活動

というお話がございました。長時間だとか、長期間にわたる行き過ぎた活動は、生徒の

心身ともに疲労の蓄積、あるいはけがによって、将来に禍根を残すことも考えられると

いうようなことで、そうしたことがというふうに短縮をしてきたんではないかなという

ふうに思います。 

一方、技量や記録にこだわって、大会等に勝つのみを重視するあまり、過度な練習を

強いたり、生徒の生活や成長に支障を来す恐れが懸念されますと。現に全国の中ではパ

ワハラ問題や体罰、暴力も報道をされておることも事実であります。 

このような中で、部活動が短い県は、学力が上位にあるとも言われております。長く

やっておるところは、上位から下に下がっておるということも言われておるわけでして、

それはこれは学習院大学の教授が調査した中でそうした結果を出してあるというような

ことで、平日２時間が妥当ではないかというお話のようでございます。 

このような状況に鑑みて、生徒の不安感ややる気を失わせる問題。これまでどおり責

任を果たしていけるかどうかという懸念がそうした中で懸念されると。予想されておる

と。指導者、特に指導者は、認識を持って対処すべきと思いますけれども、さらに練習方

法の工夫、質を高める、先ほど教育長が申された効率の問題、いかに効果的にやってい

くかということだろうと思いますけれども、そうしたことが必要になってくると。 

そうした中で、部活動に携わる先生方、指導者は、その地域の保護者の人たちの意見

を十分聞く努力をされているかどうかということをちょっと心配するわけですけれども、

その点についてはどのように感じておられるかをお聞きいたしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 
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○教育長（高坂敏昭） 部活動に関わる保護者の意見の聴取という話でございます。 

保護者の皆さん、本当に自分のお子さんの部活動への参加状況を見ながら、いろんな

思いを持っていらっしゃいます。例えば飯田市で１月、部活動なしの月を設けました。

そのあとにアンケート調査等もとっておりまして、見させていただきましたが、子ども

も大人もその良かったという意見とそれからいや、これはもうやめてほしいという意見

ほぼ同数なんですね。 

やはり部活動に向かうその子どもたちの意識もそうですし、保護者の意識もやっぱり

まちまちのところはやっぱりあると思います。 

その中で、どうやってその部活動を運営していくかということにつきまして、非常に

悩ましい部分があるわけですが、今、松川町、先ほど少しお話をさせていただきました

が、松川中学校スポーツ活動運営委員会というのを定期的に開催をしておりまして、そ

の中で学校の方を校長・教頭はじめ部活動の顧問、それから保護者会の代表の方々、そ

れから社会体育との連携もありますので、少年少女スポーツクラブ連盟の方々にも参加

をしていただいて、部活動のあり方についてどうあればいいか、今の状況等を見ながら

考え合う、そんな機会を設けて改善を図っていると、そんな現状でございます。 

○議長（米山俊孝） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 特にこのようないろんな様々な意見があるというようなことのお話で

ございました。 

教育委員会であるとか、学校との接点をよくまた関係者といいますか、その運動に携

わるものについて、その部活動のあり方というものはやっぱしこれからその接点を見い

だすというか、非常にその難しい面もあるかと思いますけれど、そうしたことをやっぱ

し話し合いを通じてやっぱし見いだしていかないと、保護者の中にはいろんな考えを持

つ方もおいでになるということでございますので、そうしたことはぜひ取り入れていた

だいて、やっていただきたいなというふうに思います。 

その中で、今、チラッと飯田市のお話が出ました。飯田市では、その学校での部活動の

延長として行われている社会体育での活動を中止をして、９月の完全移行を目指すとい

うようなことが新聞報道で載っておりました。 

この件についてですけれども、松川町としてはその社会体育との関係等について、ど

のような考え方でいられるか。もし、今、お答えができればお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 部活動の延長として行われているいわゆる保護者部活というものなん
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ですが、これ部活動終わってから保護者が責任者として、同じメンバーで部活動を続け

ると。これは駄目だよという指示は、２年前に出させていただきました。 

概ね町から出した方針に沿って運営をしてくださっていると思いますが、ですが、ま

だまだその部活動と同じメンバーで社会体育をしているというこの実態もあります。 

それで、以前からお願いしているのは、１人の子どもが部活動で練習をし、同じ子ど

もがまたそのあと、社会体育で練習しているということを考えると、１人の子どもにか

かる負担って大変ですよねと。これは絶対にその社体を進めている皆さんと、学校の部

活の顧問の先生と一緒に協議して、その子のために何がいいのかという、そこは大事に

考え合っていきましょうねという、そんな投げかけをしていただいております。 

まだまだ不十分な面は私はあると思っておりますので、子どもの健全な成長、心身の

成長ということをしっかり考えたときにやはり学校の部活と社会体育、しっかり連携を

とって考えあっていかなければいけない時期かなと、そんなふうに思っております。 

○議長（米山俊孝） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今、教育長の方からいろんなことを察知されているようでして、確かに

その学校での部活動が終わったあと、またその引き続いて１時間２時間やるというよう

なこともお聞きしております。 

そうしますと保護者も大変、子どもも大変、その宿題をやる時間がなかなか取れない、

疲れちゃうというようなこともちょっとお聞きしておることもありましてちょっとお聞

きしたわけですけれども、ぜひともそこら辺のところはやっぱしさっき申し上げました

ように、保護者、その指導者等々の連携を密にしていただいて、やっぱし楽しめる活動

にやっぱししていただくことが一番私は一番いいと思っていますので、そのようなこと

で引き続いてご指導をいただければというふうに思います。 

飯田市では、放課後の部活動はオフ期間として、全市型クラブ提案として、子どもた

ちに新たなスポーツに挑戦してもらう場にしたいとしておるということで、飯田市の教

育長は学校の教育活動であり、完全な下校を目指すというふうなことを言われておりま

す。その大きな方針としてやっていくということで、さっき言われましたけれど、アン

ケートをとって、これからの実態に進めていきたいというようなことが新聞報道に載っ

ておりました。 

いずれにいたしましても、その中学校生活の中で将来に向けた良い思い出の場となる

というふうなことにしないと、うまくないなということでありますので、自主性、連帯

感の中で例え失敗をいたしたとしても、お互いの痛みを分かち合えるようなそんな思い
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やりを育む場として大事なことじゃないかなというふうに思います。 

ぜひとも充実した部活動推進のために、地域、保護者との連携を深めていただいて、

中で進めていただきたいというふうに思います。 

それでは次の質問に移らさせていただきたいと思います。 

その支え合うまちづくりについてということで、大きなテーマを掲げさせていただい

ておりますが、今日は地元の住民の声の中でよく耳にすることについてでございますけ

れども、先般あるところで民生委員の方といろんな話をする機会がありまして、その中

で注目度が上がってきたなというのがそのいわゆる今、引きこもりのことであります。

引きこもりに対してどう対応していくかということであります。 

近年は、大変大人の引きこもりが社会問題になっていると言われておりますけれども、

このことについて、対応についてお聞きしたいと思いますけれども、昨今、引きこもり

の状況にある成人が、登校中の小学生を殺傷する事件や引きこもり状態にある我が子を

親が殺す事件など、非常にそうしたことが社会問題化されてきておるということであり

ます。 

先ほどは、新型コロナ問題を申し上げましたけれども、今は家から出ちゃいかん。ど

こどこ行っちゃいかん。そんな中で、お年寄りの皆さんは非常にそれに対してストレス

がたまってきているというような中で、だんだんとそうした背景の中で大人のお年寄り

の皆様がやっぱし引きこもってくるような事態があるというふうなことも言われてきて

おります。 

このような状況を見て、引きこもりとはどのような状態を指させているのかというこ

とで、できれば引きこもりに対するなかなか引きこもりというのは幅広くて言いがたい

わけですけれど、この引きこもりとはどのような状態を指しているのかということにつ

いてお聞きをいたしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 引きこもりの定義でございますけれども、親密な仲間関係を含

んで６か月以上社会参加をしていない状態。それから精神障害を第一の原因としないと

いうこととされておりまして、引きこもりというのは病名ではなくて、状態を説明した

言葉とされております。 

これは若年者、それから高齢者の方も同じ考えとして捉えてよろしいかと思っており

ます。 

○議長（米山俊孝） 島田議員。 



 －218－ 

○１１番（島田弘美） 今、お話ししました６か月以上、社会に出ておらない方というようなこ

とで、これは病名ではないということであります。 

その中でなぜこのような実態になってきたかというと、１つには、その雇用面、働く

場所の就労の場が少ない。高齢化になるとやっぱし働く場が少ないということで、外に

出る機会が非常に少なくなってきておるということ。また、職場でのパワーハラスメン

ト、あるいは介護などによってそうした目に遭っていると。また、それについて、現役時

代の不就労者の引きこもりの増とは地域の活動力を妨げるだけでなく、高齢家庭の負担

が大きくなっているとも言われております。 

国・県は、ともに引きこもりの実態に含めた取り組みが急浮上してきておるんですけ

れども、町としてその答弁できるだけの範囲で結構でございますが、町として地域で就

労できず、引きこもっている実態を調査し、支援策が必要と思うけれども、この点につ

いてもしご答弁ができればお話をお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） この実態調査と支援策ということで、町ではこの引きこもりに

つきましては、町民の方から寄せられる情報ですとか、特定健診を実施しておりますけ

れども、そういった中で未受診者の方の訪問をする際に情報収集を行っているところで

あります。 

また、先ほど民生委員さんというようなお話も出ましたけれども、昨年度民生委員さ

んが行いました調査の結果ですね、町内には 15名程度の方が引きこもりであるというよ

うな該当しているというようなことで思われる方がいらっしゃるということで、その大

半が 50 代、60代というような状況でございます。 

こうした方々に関しましては、保健師がそういった方々に接触可能な方について対応

をさせていただいておるところでございます。 

また、高齢者の方々につきましては、一昨年度まで２年に一回、65 歳以上の方を対象

にして、町内を２分化しまして、全員の方にダイレクトメールを発送して、生活機能評

価というのも実施をいたしました。これは普段の食生活ですとか、運動機能といったよ

うな生活上の機能面でのアンケートを調査をさせていただいたわけなんですけれども、

４年間ですので、実質お一人の方に２回ずつ調査をしたというようなことがございまし

た。 

そうした中で、そういったハイリスクの方ですとか、引きこもりというような状況と

考えられる方には、町で行っておりますコミュニティ・カフェをご紹介をさせていただ
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きながら、なるべく外に出ていただくようなそんなような方策もとらさせていただいた

ところでございます。 

○議長（米山俊孝） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今、課長の方から縷々ご説明いただきましたけれども、引きこもり状態

にある人への支援策を充実させるためには、全国各地で今、始まっておるのが、自治体

の民生委員であるとか、あるいは児童委員の協力を得る形の中でその実態調査を始めて

おるということが報道に載っておりましたけれど、大変そのことは大事なことだという

ふうに思っております。 

民生委員の私お話しした方とも話したわけですけれど、ぜひその点についてもよく言

っておるんだと。民生委員の中でもいろいろその問題についても話し合いをしておると

いうこともお聞きしておりました。 

引き続いて、そうしたことで取り組みをいただければというふうに思います。 

かつては、若い人が問題視とされておりましたけれども、現在は中高年齢と言われて

おると。国が 2019 年３月に公表した調査では、40 歳から 64 歳の引きこもり状態の人の

推計は約 61万人。80歳代の高齢者の親が、引きこもり 50 歳代の子どもの面倒を見る状

況をこの 8056 問題としてこれ言われておるというようなことで、8056 という問題が非

常に浮上してきているということを言っております。 

80 というのは、80 歳の親が 50 歳のあれを面倒見るという状況が非常に多くなってき

ているということであります。 

また、引きこもりの期間は、５年以上長期に及ぶ人は半数を超える 51％。うち退職し

た人たちが 36.２％。人間関係、病気、それぞれ 21.３％ということであります。また、

県の調査では、40歳以上の中高年齢層が約 63.１％というようなことで、10 年以上は 41.

１％、約 2,300 人弱ぐらいはおるんじゃないかというようなことも言われております。 

特にその引きこもり等の把握は非常に難しいということと、引きこもりの状況がある

ときに家族が隠すということで、なかなかその実態を把握するのは難しいとも言われて

おります。 

県は、困りごとがあれば抱え込まず、行政機関や支援組織に相談してほしいと呼びか

けておりますけれども、その中でその松川町ではもしこうした方について、先ほど課長

からありましたけれど、保健婦が対応しておられるというようなお話がございましたけ

れども、今、身近な相談窓口を設けてほしいという声もあるやに聞いております。その

点についてはいかがでしょうか。 
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○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 私ども今、申し上げましたように、その保健師の方でそういった

情報を収集しながら、個々に対応をさせていただいているところでございます。 

やっぱり身近なところにそういった相談窓口があるというのは、大変必要なことかと

いうふうに思っておりますので、引き続きそうした特にその窓口ということではありま

せんけれども、気軽にご相談いただければというふうに考えております。 

また、町ばかりではなくて、県の方にもいろいろな相談窓口がございます。ちょっと

３点ほどご紹介をさせていただければというふうに思っております。 

まず、本人、家族からのご相談につきましては、県に引きこもり支援センターという

のがございます。そちらの方で医療や教育、労働福祉などの関係機関へつなげれるよう

な相談に応じているということでございます。まず、それが１点目。 

それから２つ目といたしまして、対象者への支援ということで、より専門的な知識を

持った引きこもりサポーターという方がいらっしゃいまして、そちらの派遣事業という

のもございます。飯田市の勤労者福祉センターに連絡をしていただければ、相談に乗っ

ていただけるということですので、そういった方のご活用もよろしいかと思っておりま

す。 

また、３つ目といたしまして、生活就労支援センター「まいさぽ」という機関がござい

ます。こちらにつきましては、先ほど議員さんおっしゃったように、やはり雇用という

ところが大きな問題であります。その「まいさぽ」のところには、相談支援員ですとか、

就労支援員という方が常駐しておりますので、相談者の状況に応じた支援が行われるよ

う、支援につなげているということですので、そういった機関もご利用いただければと

いうふうに思っております。 

○議長（米山俊孝） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今、相談のこと、相談場所はどこにあるかということで、今、３つほど

県の機関としてお聞きいたしました。 

これやっぱり知らない方大勢おると思うんで、これなんかの広報の中でなんかこうし

たことがやっぱししてもらうといいんじゃないかなというふうに思います。 

それでは時間がございませんので、ちょっと飛ばさせていただきますけれど、引きこ

もりの人は本当に困っている人はＳＯＳを発しないということで、誰にも相談をしない

というのが実態じゃないかなという、１人きりで問題を抱えておるというようなことで

はないかというふうに思っております。 
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要は孤立させないことだとか、ひとりぼっちを作らないことだというふうに言われて

おりますけれども、なかなかそこの辺のところの取り組みが非常に難しくなってきてお

るというふうにも思っております。 

当町としては今後、こうした問題は少なからず今後発生をしてくる。聞いてみると 15

人程度ということでございますから、慌てることはないかなと思いますけれども、当事

者にとってみては、当事者勝手にとってみれば非常にその切羽詰まったこともあります

ので、ぜひそうしたこの相談窓口、今言われたことへの周知というか、そうしたことを

ぜひやっていただいて、万全を期していただきたいなというふうに思います。 

時間がなくなってしまったので、もう少し質問をしようと思ったんですけれど、なく

なりましたので、ぜひともこれを町民ともに情報共有しながら、一歩一歩前進するよう

な体制づくりというものをぜひ町としても積極的に取り組んでいただきたいことを申し

上げさせていただいて、私の方からの質問は終わらせていただきます。 

○議長（米山俊孝） なんか答弁ございますか。 

米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） やはり引きこもりの方は、外部とのやはりそういったコミュニ

ケーションというのが絶たれている状態でございますので、活字なり広報といったよう

な形で、またそういった情報提供の方は積極的にさせていただきたいというふうに考え

ております。 

また、今後、やはりその不登校というところからその引きこもりという方へ波及して

いってしまうというケースもございますので、そこら辺はまた学校等とも連携をしなが

ら、なるべくそういった方向に進まないようなそんな方法も充実していきたいというふ

うに考えております。 

○議長（米山俊孝） 島田議員。 

○１１番（島田弘美） 今、不登校というお話が出ましたけれども、島根県あたりではその不登

校によって引きこもり率というのは８割程度おるというようなことのデータも出ておる

そうです。 

ぜひ、そこら辺のとこを念頭に置いていただいてお願いをいたしたいと思います。 

以上で質問を終わらせていただきます。 

○議長（米山俊孝） ここでお諮りいたします。 

12 時まで約 10 分残す時間になってまいりまして、ここでいったん午前でも休憩とい

たしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
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（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） それでは 13時より午後の部再開いたします。 

 

休  憩  午前１１時４７分 

再  開  午後 １時１０分 

 

○議長（米山俊孝） それでは一般質問を再開してまいります。 

 

◇ 川 瀬 八十治 ◇ 

○議長（米山俊孝） ３番、川瀬八十治議員。 

○３番（川瀬八十治） それでは午後１番のトップバッターとして一般質問をさせていただき

ます。 

今回の質問は、新春のとき、商工会において、町長のあいさつの中で「課題も多いが、

１つ１つこなして、よりよい町になっていく瞬間に立ち会っている」という言葉があり

ました。 

まず、その課題としてどのようなことがあるのか。また、それに対して解決策が、どの

ような解決策があるのかをお聞きいたします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） ありがとうございます。 

川瀬議員の質問にお答えをさせていただきます。 

課題としてということで、具体例を挙げていきますといろいろになってしまいますの

で、大きく３つの方向で考えております。 

１つ目としましては、現在、訴訟へ移行しております行政上での手続きに関すること

だと思っております。 

また、２点目としては、建物や場所などの例えば後利用とか、今後の方針などがまだ

示せてない部分が町内にあるということでございます。 

また、３点目としましては、現在、各自治会などの組織を基とした持続可能な地域づ

くりというのがちょっと現状では今、厳しくなってきているという、大きく分けると３

つの今、課題を持って動いております。 

それぞれに関しての解決策という話でございました。 

１点目の訴訟に移行しております行政上での手続きのことですが、今回のことでやは
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り今までの仕事のやり方というのを襟を正すタイミングと思っております。今までやっ

てきた私たちの仕事に関する検証を今、しながら進めていくというところでございます。 

また、２点目の建物や場所の後利用とか、今後の方針というところに関しましては、

正直時間が経って難しい部分も多々あるんですが、それでも例えば元気センターのよう

に、地域の皆様、またそこで活動をされたいといっている方の気運が高まっているとい

うところもございます。やはり住民の皆様と一緒に話をしていくということがまず第一

と考えております。 

また、３つ目の各自治会などの組織をもととした持続可能な地域づくりが厳しくなっ

てきているということでございますが、総合計画の方にも盛らしていただきましたが、

地域づくり懇談会というような形で、住民の中に出ていく。また、それには２つの効果

がございまして、やはり地元の皆さんが地域づくりというのを自分事になんとか一緒に

考えていきたいというところ。また、町の職員、なかなか役場の中での仕事が今、多くな

ってきておりますが、今後を考えるとやはり地域に出なければいけないと思っておりま

す。そういうために、町の職員が、地域の住民の皆様と話をして、その地域のことで学ん

でいくというこの効果、人が育つということを考えております。 

以上、３点でございます。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、町長の方から大きく分けて３つの課題を答弁いただきました。 

細かくいえばたくさんあるかと思いますので、ここら辺につきましては、今、町長言

われたように、対策についてもしっかりと今後について検討というか、課題に向けての

解決に向けての対策をとっていただきたいなというふうに思っております。 

ただいま大きく３つに分けて答弁いただいたわけですけれども、私の方から質問を上

げてありますので、その点についてこれから質問させていただきます。重複するとこが

あるかと思いますけれども、その点については了承をお願いしたいと思います。 

まず、１点目でありますけれども、２番目の建物の後利用ということでありまして、

青年の家の後利用についてでございます。 

これは、体育館だけを残して、ほかの建物は撤去する方向でいるということでござい

ます。この件につきまして、１月の 24 日の日に町の方で開催されました自主防災会のリ

ーダー研修会がありました。そのときにその参加された住民の方から、「青年の家につい

ては、防災の拠点として利用したらどうか」というような意見があったというふうに聞

いております。その点につきまして、内容として、「中長期的に利用できる施設じゃない
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か」というようなことを言われたそうです。 

そのときの質問のときに総務課長の方で、「検討については今後する」というようなこ

とで答弁をしたというふうに聞いております。その件につきましては今、町長も言われ

ましたので、青年の家後利用に関連しておりますので、町長と総務課長の方から答弁を

いただきたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） まず、私の方からお答えをさせていただきます。 

やはりそのようなお話をやっぱ昨年の半ぐらいからちらほらと聞くようになっており

ますことも事実でございます。 

ただ、町としてあの場所としては、大きい方針としては、観光地域づくりの拠点とい

うようなところを示しておるところでございます。また、地域のその場所のことを考え

ますと、やはりちょっと外れになりますので、現段階ではなかなか総合的な防災の拠点

というのはちょっと厳しいのかなというような話をしておるところでございます。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 防災拠点につきましての活用の方を検討をさせていただきました。 

体育館につきましては、避難所として活用していきますけれど、他の施設につきまし

ては撤去をしたいというような方針でございます。 

理由につきましては、普段使わない万が一に備えての建物の維持が困難であるという

ような点でございます。 

築 40 年の老朽化が進んだ建物でございまして、使用に耐えられるように維持していく

には応急的な修繕費用の増加と継続的な維持管理の費用が見込まれるところでございま

す。 

屋根をはじめまして、内外壁や給排水設備、それから機械設備、それから電気設備等々

老朽化が進行しておる状況でございます。 

大規模災害に備えまして、避難できる場所があるに越したことはないわけであります

けれど、将来的な財政負担等を考えれば撤去の選択をしなければならないのかなと考え

ているところであります。 

避難所につきましては、「えみりあ」ですとか、地域の公民館、また自治会所等々、今、

利用をされておる施設を一時的に活用をしていただきたいと思っておるところでござい

ます。 

また、長期的な避難の対応につきましては、また利用可能な公営住宅、あるいは応急
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仮設住宅の建設等につきまして、また県とか、関連機関とも相談しながら、連携しなが

ら対応を図っていきたいと思っております。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、町長と総務課長、それぞれ答弁をいただきました。 

町長にお聞きします。地元の自治会とか、いろんな集会の中で懇談会に参加されて、

住民の方の意見を聞くというようなことで去年から就任以来、たくさんの自治会を回っ

て意見を聞いているというふうにおっしゃっておられたんですが、実際にその中で町長、

青年の家の近くということで、もちろん地元の方の意見が非常にあるかと思いますけれ

ども、そこら辺についての意見を集約というか、確実にしてからのこの解体というふう

になったのかということであります。 

今朝の新聞に南信州でありますけれども、住民の方から防災の拠点というような形で

請願書を議会の方へ提出をした新聞というか、報道がされております。 

やはり地元の方の意見等聞いておれば、早速というか、就任以来半年くらいでもうそ

れだけの結論も出さにゃいけないというふうになってしまったとこの原因というか、意

見をどのくらい聞かれたかというとこについて、ちょっと答弁をいただきたいと思いま

す。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） まちづくり懇談会という形で、72 の自治会の中で 44 の自治会から希望を

いただいて、私が実際に足運んだのはおそらく 40 の自治会だったと思います。 

その中で話をしていくんですが、やはりなんとかしてくれというような話はよく伺い

ました。止まってしまっていて、除却するなり、再利用するなり、とにかく早く話を進め

てくれということは多々ございましたが、地元、例えば西山自治会ですとか、大島区の

中でじゃあ防災拠点とか、具体的にどういうという提案はなかなかいただけない中でま

いりましたが、比較的皆さんは結論を急がれているというような話が一番多かったと考

えております。 

ただ、その中で、川瀬議員の地元の清一の自治会からは、防災拠点をという話が１つ

だけ挙がってまいりました。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、約 40くらいの自治会等の意見を聞いたということであります。 

その中で、地元については特に早い結論をというようなことを言われましたけれど、

また大きく分けて町の全体の考え方もあるでしょうけれども、正直言いまして、今、災
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害が、大きな災害が起きたときに、じゃあ先ほど総務課長の方から「えみりあ」等々の施

設を使用するというようなこともありましたけれども、どうしてもその中には大勢の人

が避難されたときに対応できるかということで、心配はした中でそういうことが起きて

きたんじゃないかというふうに思っております。 

今年の９月ころまでには結論をということでなっておりますけれども、やはりきちっ

と住民の方の意見を多く聞いて、 終的な結論を出すべきじゃないかなというふうに思

っております。 

この件につきましては、また何かの折に質問をさせていただきたいというふうに思っ

ております。 

今、防災について話がありましたので、私、去年の台風 19号の件につきまして、少し

質問をしたいと思っております。 

松川町、警戒レベル４になりまして、非常に大きな災害を心配されたところでありま

した。このときに避難勧告が出まして、この避難勧告に至るまでの経過等を簡単で結構

でございますので、説明を求めます。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） それでは経過等報告させていただきます。 

昨年の 10 月の 12 日でございますけれど、８時に自主避難所として「えみりあ」を開

設し、全町に対しまして避難行動を呼びかけました。また、午後５時でありますけれど、

天竜川上流河川事務所より町長の方へホットラインが入りまして、美和ダムの緊急放流

の連絡を受けました。これによりまして、天竜川が氾濫危険水位に達する想定ができる

ことから、午後７時 19時に浸水区域に指定されている地区に警戒レベル４、避難勧告の

方を発令させていただいたところでございます。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、細かく時系列別で言っていただきましたけれども、ここに避難を避

難勧告されたところが２カ所でありました。福与区と古町の東部自治会区でありました

けれども、実はそこは台城のとこが狭くなってて、大変水が水かさが増えるというとこ

でもあります。当然そこの避難勧告は問題ないかなというふうに思っておりますけれど

も、その上の宮ヶ瀬橋のとこでありますけれども、あそこも急に川幅狭くなっておりま

して、あそこの地区は天竜川、小渋川、そして松川が合流する地点で、非常に水かさが増

えるとこじゃないかというふうに思っております。 

そこの自治会が２つあるんですけども、そこへは避難勧告が出されなんだということ



 －227－ 

でありますが、それについては何か理由があっての避難勧告が出されなかったというこ

とをお聞きしたいと思いますが。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 避難勧告を発令しました理由につきましては、先ほどのとおり、天竜

川上流河川事務所長からのホットラインで伝えられた美和ダム放流の情報をもとに、天

竜川が氾濫した場合に想定される浸水区域としてハザードマップに着色をされています

場所を含んでおる自治会、あるいは区に対しまして、対策本部としまして判断をいたし

て発令をしたところでございます。 

発令当時は、雨の峠が超えておりまして、雨量の増加が見込まれない中で、ダムの放

流による水位の上昇量もある程度予測ができた状態でございました。 

ただいま、川瀬議員の方からご指摘いただきました他地区は安全であったのかと言わ

れていますと、その部分なかなか言い切れない部分があるんですけれど、言われますよ

うに、天竜川の形状から片桐・松川、また小渋川が合流したその下流の狭くなった宮ヶ

瀬のところ、確かに非常に危険を考えられます。 

ここのことにつきましては、今後十分発電にあたっては検討を要するものと思います

ので、今後の課題と受け止めさせていただきます。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、ハザードマップでそのところに該当するところの自治会というこ

とでありましたが、やはり先ほど中平議員の方からも一般質問の中でありましたように、

ハザードマップの確実なものを早く作っていただきたいということもありますし、私が

なんでこのようなことを言うかというと、そこにいらっしゃった自治会の方々、私のと

こは大丈夫だったんだねというふうに言われております。なんで私のとこは大丈夫なの

というふうに言われておりました。だから、これはハザードマップのことじゃないとい

うふうに私は判断しております。 

訓練であればそういうことをホットラインが流れてきたから、じゃあこことここは避

難しようということはいいんですけれども、９時ころからですか、放流が始まって夜中

にずっと流れてというか増水して、もし越水、また決壊なんていうことがあったら、夜

中の 12 時近くになる場合がある可能性があります。そのときにやはり非難されていなか

ったから非常に大災害になるんじゃないかというふうに私は思っておりましたので、あ

えて今日ここで質問をさせていただきましたわけです。 

やはり今、言われておりますように、50 年に一度、また 100 年に一度の大災害が起き
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ていると。それこそ生まれてきて初めて経験するようなというようなことを言われてお

ります。やはり防災に関しては、何が起きるかわからない想定で動くのがまず第一じゃ

ないかというふうに思いまして、やはり災害に対してそれの防災ということの認識につ

いてしっかりとしていただきたいなというふうに思っております。 

次の質問にまいります。 

リニア中央新幹線の掘削工事において、残土問題というかが出ております。町の方は、

県の方から指示というか、図面が出ました工事予定について、去年説明をいただきまし

た。 

これにつきましては、主要道路、県道飯島飯田線のバイパス、今、町谷線までしかつな

がっておりませんけれども、それの延伸とそれから上片桐停車場線のバイパスで、松川

大橋までつなげるという工事が図面を去年いただきました。 

これは、平成７年からずっと課題になっている、つながっていない道路でありまして、

やっと初めて図面が出たということでございます。 

これの経過と進捗状況等わかりましたら説明をお願いします。 

○議長（米山俊孝） 小沢建設課長。 

○建設課長（小沢雅和） その後の経過と進捗状況についてのご質問をいただきました。 

県道上片桐停車場線バイパス工事につきましては、これに関しましては県の事業であ

りますので、県の方へ確認をしたところでございます。 

現在は、道路計画の設計を行っているところと回答をいただきました。 

また、今月 24 日には、飯島飯田線上片桐バイパスの整備と上片桐停車場線バイパスに

ついて、上片桐区長と関係する自治会長、大島区長と関係する自治会長にお集まりいた

だきまして、それぞれ様々なご意見をいただければと、町の方で会議の方を計画をさせ

ていただいたところでございます。 

それらの意見をまとめまして、県と道路計画について協議を今後していきたいと考え

ているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、建設課長の方から進捗状況、県の方の事業でございますので、なか

なか詳細につきましてはわからないかと思いますし、３月 24日の日にこれの会議をもた

れるということで、私も出る予定でおります。 

やはり心配しているのは、当然ルートもさることながら、運搬ルートも含めて、いろ
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んな自治会が関与してくるかと思いますので、やはり早い説明、またどのような内容か

という詳しいところも必要じゃないかというふうに思っております。 

それでルートの件でございますけれども、やはりいろんなルートは検討されているか

と思います。 

で、昨日、上新井の信号のとこで交通量調査をやっておりました。これにつきまして

は、きっと小渋というか、大鹿線の方から、あれから来たとこの道路の交通量を調べな

がら、残土を飯田の方へ運ぶ関係も含めてきっと調査をされているのかなというふうに

思っているわけでございます。 

今、そのルートにつきましては、この間１月 29日の日に会合があったみたいですけれ

ども、やはり右折レーンがないために渋滞をするということで、非常に地元の方たちも

心配をしているところであります。 

正直言いまして、あそこの右折に関してですけれども、まだ本格的な今、運搬が始ま

っていないのに飯田方面から来まして、右折するダンプが何台か止まっておりますと、

当然あそこでもう渋滞が始まって、私も通ったときに何回か信号待ちをしなければあそ

こを通過できないというようなこともありました。 

ぜひ、そういう点は、当然今、これから飯田の方へ出るルートもありますし、今、上片

桐の停車場線のバイパスの県も含めて、ルートがわかり次第検討していかないと、地元

住民に一番負担がかかるんじゃないかというふうに思っておりますので、ここら辺につ

きましてはしっかりと協議していただきたいなというふうに思っております。 

この件につきまして、何かありましたら。 

○議長（米山俊孝） 小沢建設課長。 

○建設課長（小沢雅和） 国道の右折ルートに関しましては、ちょっと私の方は担当ではござ

いませんのでお答えできませんけれども、先ほど言いました24日の会議につきましては、

この道路計画について、区や地元自治会のご意見をいただく会であります。そのいただ

いたご意見をまとめまして、県と協議をしてまいりたいと思っております。 

その後、県ではこの道路計画に対して、地元のご理解いただくよう、地権者への説明

会及び地元への説明会を実施してご意見を伺ってまいる予定というふうに聞いておりま

す。 

また、盛り土の運搬ルートのこの上片桐停車場線バイパスの盛り土に対する運搬ルー

トの計画については、道路計画が設計の段階であるので、まだちょっと決まっていない

というようなことで、報告を受けている状況でございます。 
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また、24 日の会議につきましては、先ほどもお話が出ていましたけれども、飯島飯田

線の上片桐バイパスの先線の関係の要望方法をそれを会議の１つとしております。 

それともう１つは、上片桐停車場線バイパスの計画については説明して、交通の流れ

が変わることについて、皆さんからご意見をいただいて、それをまとめたものを建設事

務所に報告したいというふうにそういうふうに思っております。 

国道につきましては、少しご容赦いただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 小木曽まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（小木曽雅彦） 国道の右折の関係でございます。 

今現在、地権者の皆様方、そして長野県との協議を進めておるという状況でございま

す。 

なるべくいい方向になるように今、務めている 中でございますのでよろしくお願い

します。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） まず、国道の件につきましては、それこそ管轄が違うかと思いますの

で、その件はよろしくお願いします。 

で、先ほど３月 24 日に会合の中でありますので、それぞれの立場の方たちがお集まり

の中でありますので、しっかりとした意見収集をしていただいて、県の方へ上げていた

だくということを要望しておきます。 

このバイパスの工事つながりますと、ちょっといつになるかは私の方は把握しており

ませんけれども、上県道のバイパスがつながると非常に便利になるわけですけれども、

今現在の東原線が町道を使っておるわけでございますけれども、北の方から来ますと、

あそこの自治会のとこが非常に賑やかい、危ないというとこが静かになったり、また安

全度も軽減されるかなというふうに思っておりますし、それから南の方へ行きますと、

保育園、小学校、お店等がたくさんありまして、非常に心配していたところが、安全面で

はひとつ解消できるかなというふうに思っておりますが、そこのとこで心配するのは、

通行量が全部そちらのバイパスの方へ回ってしまうと非常にあそこは寂れてしまうんじ

ゃないかなというふうに私は心配しております。 

町としてそういうとこ、何か町長が具体的な施策を持っているかどうかをお聞きした

いというふうに思っております。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 
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○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

やはり上片桐、先ほどのまちづくり懇談会で回ってきますと、地元に買い物ができる

お店がないというのは確かに切実な思いでございます。 

ちょうど川瀬議員がおっしゃっているところのお店は行きますと、本当に上片桐区の

方が大変毎日入れ替わり立ち替わり立ち寄って、現在賑やかいところになっているとい

うことも把握をしております。 

ただ、同時にやはり先ほど議員おっしゃられたとおり、安全面での不安というのも地

元からも上がってきております。その両方をかなえるということは、正直厳しいかなと

は思っているんですが、ただ、目的として見ておりますと、通りすがりの人が確かにち

ょっと入らなくなる可能性は出てはくるんですが、見えないところにあるわけでもござ

いませんし、やはりそのことをずっと考えているとやはり道路が通せないということも

ありますので、そこは一緒にご理解いただきながら看板の設置とか誘導のことも考えな

がら、そうはいっても安全のことがまず第一かなと思っております。 

今度の３月 24 の話にもきっと上がってくるなと思っておりますので、そこでまたお話

をして、ともに反映できるところを探していかなければいけないと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 私ちょっと具体的な施策ということでありましたけれども、１つの例

といたしまして、今、思っているのは、非常にそこがさみしくなっている以前に北小学

校の老朽化を含めたことであります。 

松川町学校施設等長寿命化計画の中で、以前 10年ほど前に耐震工事をやられ、今回は

学校３校ともトイレの洋式化等を含めて、設計の予算 700 万円なにがしが計上されまし

た。 

昭和 40 年から 55 年もう経っている北小学校です。やはり昭和 40年代の建物、また中

学校は 50年代の建物といったら工法が違いまして、やはり安全度が全然違うのではない

かというふうに思っております。 

先ほど青年の家も築 40年で危ないというようなことも言っておりましたけれども、や

はり何年も使うということに対しては非常に問題があるかなというふうに思っておりま

すし、私が思うのは北小学校を建て替えて、園児の数が少なくなって小学生が減ってき

ますけれども、それに対して活性化をする意味で一番大事じゃないかと。延命措置のだ

けの工事じゃ駄目だなというふうに思っております。 
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やはり活性化の中で北小を建て替える。また、そこの周りに安い土地を提供して、10

万円の住宅の定住の補助金もありますけれども、正直申しまして、地元の企業の人と業

者と一緒にコラボして、10 万円にこだわることなくもっと大きな金を補助金として出せ

る、そういう施策がほしいなというふうに思っております。 

で、北小の建て替えなんかは、正直言ってお金がかかるかもしれません。しかし、子ど

もにかけるお金はいとまないというのが私は一番いいのじゃないかというふうに思って

おります。 

ぜひ、今後町長の目玉として、まず北小、次は中央小、どんどんあるかと思います。そ

ういう施策をとっていただきたいなというのが私の要望でありますが、この件につきま

して町長のお考え、また質問の方には入れてないですけれど、教育長の考えがありまし

たらお答えいただきたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 川瀬議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

学校に対する投資ということでございます。確かにおっしゃるとおりのところがござ

います。また、地域の学校に投資するというのは、子どもに投資するというだけではな

く、やはり地域のアイデンティティーとなっているところがやはり学校。前回の東小学

校のときにもおそらく随分議論になったところだと思います。地域から学校が消えてい

く可能性があるみたいな話になっていってしまうと、どうしても地域としてはやはり支

えるところがなくなってしまうので、そういう意味では北小学校への投資というのは、

確かにこの先としては考えていかなければならない。 

特に年数からしても、一番 初に考えなければいけないとこというのは重々認識をし

ております。ありがとうございます。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 町内の学校のあり方の検討につきましては、昨年度、教育懇談会を開催

させていただきまして、それぞれの地域の方々にもご出席をいただいて、町内３校のあ

り方についてご意見をいただきました。 

一番そのご意見いただく中で感じたのは、地域の方々にとって大事な学校という、こ

この基本は抑えたいという、そういうご意見をたくさんいただきました。確かに老朽化

は進んでおりますけれども、その学校のありようについては、もっともっとその地域の

方々と、それから学校の先生方と、私ども教育委員会も関わらさせていただきながら方

向をじっくり考えていく、これが大事かなというふうに思っております。 
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ですが、一方で、学校の方は長寿命化という形で対応させていただいておりますけれ

ども、学校施設というものが、これからの子どもたちの学びに果たしてふさわしいかど

うかという、そういう視点での検討も必要かなというふうに思っております。 

教室の形態も含め、これからの子どもたちの学びの場としてどういう学校施設を用意

していくか。これも魅力ある学校づくりの１つだとそんなふうに思っておりますので、

子どもたちが通いたくなる学校という視点でまた検討していきたい、そんなふうに思っ

ております。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 今、町長・教育長それぞれ答弁いただきましたけれども、やはり私は子

どもたちが元気な姿で勉強、遊んだりする姿を見たいというふうに思っております。 

今、北小学校、あんなに大きな建物いらないんですよ、正直言って。ですから小さいの

を建てろということじゃないですけれども、その時代に合った建物で結構かと思います。

ぜひ、検討をしていただきたいなというふうに思っております。 

後の質問になります。 

先ほど町長が、大きく３つと挙げていた中で、一番 初に訴訟問題ということで答弁

いただきましたけれど、その訴訟についてちょっとお聞きしたいと思いますが。 

これは副町長にお願いしたいと思います。 

入札については、県の入札状況、どのくらいの落札率等がわかるかということで、ち

ょっとというか知っている範囲でお聞きしたいなというふうに思っております。 

○議長（米山俊孝） 久保副町長。 

○副町長（久保友二） お答えをいたします。 

県の方で公表している入札でありますけれども、平成 30 年度の県のその工事の入札で

一番多いのが、この受注希望型競争入札というものなんですけれども、これの状況は平

均落札率が 93.１％というような内容になっておると承知しております。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） やはり県もそういう受注率とかありますし、町の町単のその土木工事

も含めてもやはり 90 何％というような形になっておりますので、ここら辺の訴訟のとこ

の論点が 100％に近いというとこが問題になっているのかというふうに思っております

ので、今、副町長が数字言われたのは当然町長の方には上がっているかと思いますので、

そこら辺についてはきちっと報告されているのかなというふうに思っておりますが、現
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実はやはり県もどこも 90 何％で落札されておるのかなというふうに思っております。 

町長にお聞きします。この訴訟問題、町長に上がっておるわけじゃないんですけれど

も、何もかたくなに自分でやらないというのは原因を追及しないかなというふうに 後

にそれだけお聞きします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

こちらの私の考えとして、やはり住民の皆さんから日々本当に様々な意見をいただく

ことがございます。ただ、今回、住民グループからの指摘を受けました。また、それに加

えまして、議会の皆様からも申し入れがございました。それも工事監査なんかの結果も

受けておりますので、現在問題とされておる学校のエアコン設置工事につきましては、

関係資料の分析やまた関係者から聞き取り調査ということを現在進めております。 

また、この問題については、住民訴訟となっておりますので、調査の結果もちろん出

していきますし、それによって明らかにある事実というのがあれば裁判の中で示してい

きたいなと思っておりますので、現在調査をしているという段階でございます。 

○議長（米山俊孝） 川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） ありがとうございました。 

今、調査中ということでありますが、しっかりとして調査していただきたいと思いま

す。 

ぜひ、町長、私９月のときも町を変えてくれと頼みました。今回もお願いしたいと思

います。 

ぜひ、思い切った町政、えっと驚くような町政を期待しております。 

よろしくお願いします。 

以上で、私の一般質問は終わりにします。 

○議長（米山俊孝） 川瀬八十治議員の質問を終わります。 

 

◇ 坂 本 勇 治 ◇ 

○議長（米山俊孝） 続きまして８番、坂本勇治議員。 

○８番（坂本勇治） それでは通告に従いまして、質問にしてまいりますのでよろしくお願い

します。 

町の防災・減災についてまずお聞きしますが、 初に消防団についてお願いいたしま

す。 
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午前中に中平議員の質問も関連しておりましたので、若干ダブるところがあるかもし

れませんが、よろしくお願いします。 

昨年から松川町の消防体制が、４分団体制から２分団体制に大きく変えてきました。

新しくなった消防団員の配置状況と幹部体制、また分団の地域割や方面隊等機能別団員

の位置づけを説明いただきたいと思います。 

それに伴い、住宅火災や林野火災を想定したときの想定人数の理想的な考え方や平日、

休日、また昼夜を想定したときの出動態勢等も説明していただきたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 初に私の方からお答えをさせていただきます。坂本議員の質問にお答

えをさせていただきます。 

消防団の皆様、本当に助けられているという状況でございます。日々、訓練を重ねて、

また実際の火事に出動して、 前線で消火活動を行うということができている消防団と

いうのは、全国的に見ても大変少なくなってきております。 

その中で、本当に松川町、先ほどの話題の中にもございましたが、会社員でありなが

ら消防団という方が増えている中で、松川町努力でなんとか保っていただいているとい

うところでございますが、やはり苦しくなってきたということで２分団制に移行したと

いうことで、その具体的なことにつきましては課長の方からまた答弁をいたします。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 消防団の団員定数につきましては 296 人でございますけれど、現在

欠員が 19人出ております。団員数につきましては、現在 277 人であります。本部が７人、

女性班 10人、分団が 260 人でございます。 

分団についてでございます。１分団が 113 人です。担当区域の方を２つに分けてござ

いまして、上大島方面隊が 39 人。上片桐方面隊が 74 人です。 

２分団につきましては、147 人です。３つの担当区域に分けてございます。名子方面隊

が 43 人、上新井・古町方面隊が 56 人、生田方面が 48 人でございます。 

それぞれの分団に車両５台が現在動いております。 

分団の組織体系でございますけれど、分団長を長としまして、方面隊長、副方面隊長、

主任班長、班長というような形になってございます。 

機能別団員でございます。現在、57 名おります。上片桐の方面隊で 18 名。それから上

新井・古町方面隊で 22名、それから生田方面隊に 17 名が現在いるところでございます。 

また、非常の態勢でございます。理想はということでありますけれども、理想は本当
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にその団員みんなが駆けつければいいんですけれど、現在概ね発生しておる非常の対応

の数でありますけれど、平日の昼間ですと約 50名前後になっております。それから平日

の夜間ですとか、休日につきましては概ね 80 名前後というようなくらいでございます。 

広域消防の方と連携しまして、消火活動にあたるという形ではあります。 

お願いします。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 大きく松川町の消防団の体制も変わったわけでありますが、先ほども言

われていました。団員確保が非常に難しい中であります。町内勤務者もどんどん減って

いる中で、町内勤務者でも仕事の内容によっては、非常の際にすぐに抜けられない場合

もあるかと思います。様々な状況を想定しながら、対応を考えることは非常に大事なこ

とだと思います。 

４分団体制のときの問題点がなんだったのか。また、２分団体制になって何が解決し

たのか。それと２分団体制での今の段階での問題点や改善点、会議や訓練等含めて、団

員や幹部の負担軽減はできているのか、そこら辺のところをお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） まず、４分団体制方２分団へということであります。 

こちらにつきましては、消防団のあり方検討会を平成 27 年度から重ねまして、形を作

ったわけでありますけれど、一番は問題というよりも人が足りなくなったということで

ございます。 

幹部を減らしまして、２分団にすることで組織強化を図ろうということでやってきた

ものであります。 

具体的には、分団によっては団員の定数が確保できなくて、さらに部活動団員が増え

る中で、なかなか分団としての消防活動ができなくなってきておるというような状況が

発生してきたためでございます。 

それで、現在は、統合された形で今回の移行を今、移行をして、スムーズな体制にとい

うことでやっておるわけであります。 

それで問題点ということでご指摘いただきました。２分団体制になったところなんで

すけれど、実質はやっぱりまだ５方面隊の体制で現在おるということです。なかなか統

合されて２年が経過したばかりでありますので、長年その４分団という地区単位の活動

が慣れてきている団員がまだまだ７～８割おるわけであります。やはりまだ旧態の形で

やっておるというようなところが、やっぱりまだ問題点を抱えておるかなということで
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あります。それをできるだけ変えようということで、現在の正副団長の方針もありまし

て、いろんなところで会議や訓練を減らして、できるだけみんなでカバーしていこうと

思っておりますし、また新年度に向けて検討会を立ち上げておりまして、分団体制に移

行できるようにということで今、検討をしておるわけでございます。 

それからこれによって、負担軽減はできてきたのかというご質問でございます。現在、

先ほども言いましたように、まだシフトをしておる段階でございますので、なかなか負

担軽減というところまではいっていないわけでありますけれど、できるだけ予防消防で

すとか、機関訓練につきましても時間短縮を図った訓練をするようにしております。 

また、団員ですとか、家族の負担軽減ということも含めまして、マーくん商品券です

とか、子育ての支援金の方を出しまして、応援等もさせていただいておるところでござ

います。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） ２分団に対してまだ間もないということで、過渡期かなという気もしま

すが、負担軽減をするということは訓練の時間、今も説明ありましたけれども、減らさ

ざるを得ない。あるいは回数を減らすといったことだと思いますけれども、ただ、非常

時に安全に消火活動を行うということは、技術の向上や支出の維持のために訓練も必要

不可欠だと思います。 

そんな中でまた負担軽減ということ自体が、相反するわけでありますけれども、町の

近の火災発生状況を見ますと、大きな火災が非常に少なくなってきているという中で、

非常にいいことなんですけれども、逆に考えると実践に伴う経験が、団員の経験が少な

いという中で、やはり実践に近い訓練も必要ではないかなと思うわけです。 

そんな中で、訓練の内容とか、資質維持につながる何か方法等は行っているのでしょ

うか。お聞きします。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） ただいま議員申されるとおり、やはり相反するとこがあるんですけ

れど、消防の基本はやっぱり安全でしかも非常にいかに早く対応できるかということか

と思います。 

これにつきましては、現在、団長・副団長を中心に見直しを図っておりまして、これま

で礼式訓練等も結構あったわけなんですけれど、この辺をやっぱりもとと講習会の方に

変更していくですとか、あるいは操法訓練のいろんな操法訓練の中の行事があったわけ

なんですけれど、そこら辺を統合していくというようなことも考えております。 
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それから今、新しい団長が考えておるのは、白馬村ですとか、栄村で大地震があった

その当時の実際にやった消防団長を招いて、講演会やってみたいなという話もございま

す。 

それからやはり実践という今、指摘があった面では、消防署とのやっぱり合同の訓練

を何回かやっぱり入れていって、実戦に向けたそのような訓練をしていきたいと、そん

なことを考えております。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 消防署との連携とか、いろいろその維持というのは、安全に消火活動とい

うのがやっぱり団員の安全というのを確保できるのが一番のやらなきゃいけないことだ

と思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

団員の形の中で、勤め先が町外か町内か、あるいは勤務体制で日中勤務だとか、勤務

時間がどのくらいだとか、また２交代制３交代制等、今、様々な業種があるわけであり

ます。 

この非常に出動できる状況の想定といいますか、そういった団員の勤める様子といい

ますか、状態っていうのを幹部の皆様や本部はどの程度知られているのでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 当然それぞれの方面隊ごとの隊においては、詳しく把握はしておる

かと思います。 

うちの方では、12 月、昨年の 12 月の検討会において、それぞれ今、問題になっておる

不活動団員がどのくらいいるかということで調査をさせていただきまして報告をいただ

きました。 

その中では、約 80 人程度、全体で 80 人程度が不活動団員だというような報告がござ

います。これは約３割弱が不活動団員ということになっております。 

このことにつきましては、大きな課題でございまして、やはり継続的に同年代の者た

ちが声かけをしたり、あるいは直接その人たちの状況を聞き取りにいくというようなこ

とを考えております。 

また、なかなか難しいんですけれど、やっぱり消防団としてやりがいがあって、参加

しやすくなるような消防団活動をみんなで研究していこうということの話し合いをして

おるところであります。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 各分団ではある程度把握しているのかなとは思うんですけれども、様々
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な場面でこういったデータというのを問題解決に必要不可欠ではないかと思います。 

必ずデータを分析、解析することで適切な解決方法というのが見えてくるはずです。

しっかりと現状を把握する中で、住宅火災で平日、昼間の火災では何人の団員が出動で

きるのか。何分で何人集まれるのか。様々な想定をする中で、また、団員の勤務状況も町

外勤務者が多い中で２交代制だったりとか、３交代制の勤務で、平日の昼間に自宅にい

る団員もいるわけです。そういった状況を把握することで、団の構成や車両の配置、ま

た、消火活動の指揮等に役立てていっていただきたいと思います。 

団員の聞き取り調査だとか、分団ごとである程度わかっているのであれば、今後もそ

こら辺をしっかりと把握していただいて、消防団の活動強化に努めていただきたいと思

います。 

次に、「消防団員は、一部の好きな人たちがやっていれば良いのでは」という人や「広

域消防署があるから消防団はいらないのでは」といった町民も少なからずいると聞いて

おります。自分たちの地域を自分たちで守る精神をもっと知ってもらう必要があると思

います。 

新井商店街の有志の皆様の消防団応援組もあり、大変ありがたいことではありますが、

町として一般の住民や事業者への広報への取り組みはどのようなことを行っているので

しょうか、お聞きします。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 町としましては、広報の方に毎年団長からのあいさつを勧誘ととも

に載せさせていただいたり、また区長、自治会長会の折に直接団長の方からまた消防団

活動のご協力、また加入促進につきましてもぜひお願いしたいというような呼びかけを

しております。 

また、毎月の広報活動等で防火等にも言っておりますけれど、今、言われますように、

消防の本来の必要性、その辺も今後しっかりＰＲしていきたいと思っています。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 住民でわかっていられる方は、本当にわかっていただいている。だけれ

ど、なかなか消防活動っていう実践を知らない方も少なからずおるわけで、そういう人

たちにやはり消防団がどのように必要なのか。身近で頑張ってくれているんだというの

はぜひ募集だけではなく、進めてもらいたいなと思います。 

町内勤務者が多かった時代に非常の際に出動できた人数を確保するということ。様々

な職種の団員を増やしていかなければ、その確保はできないと思います。また、団員の
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対象をいろんな場面で増やすことで解決できることもあるんではないかなと思いますし、

単純に団員を増やすことは簡単にはできません。今もいろんな場面で足りないというこ

とになっているかもしれませんが、地域の力で減災を考えたときに今までも松川町では

自治会の自主防組織の強化を行って、政策としても町でやってきていると思いますが、

やはり自治会単位で防災組織も非常に大事だと思いますし、自治会ごとで設備の充実も

大事です。ですが、自主防災力を上げるためにも、自治会や各地区、区単位の防災組織等

消防団とのつながりっていうのも大事じゃないかなと。これを強化することによって、

各地域の防災力というのが上がるんではないかと私は思うわけですが、いかがお考えで

しょうか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

本当に自主防の方にも大変今、支えていただいておるところでございます。また、先

ほど総務課長の方から広報に出たりとか、区長、自治会長会などでという話もありまし

た。また、各区の区会にも出ていただいておったりとか、特に各自治会で行われる防災

訓練は、消防団の方に主に指南役となってもらって、例えば消火栓の使い方、三角巾の

使い方、緊急時の担荷の作り方とか、様々な機会を通して、より身近に感じていただく

よう、消防団の方も努力をしていただいているところでございます。 

また、町としてやはり阪神淡路大震災のときの話でございます。消防団の方がやはり

同じように朝方ですので、被災されて崩れた自宅から出たときに地域の方に率先して呼

びかけたけれど、なかなか聞いてもらんえかったと。ところが、一回崩れた自宅に戻っ

て消防団のはっぴを引きずり出して、はっぴを着た状態で避難を呼びかけたら、にわか

に皆さんが言うことを聞いてくれるようになったということもございます。 

消防団というの数の確保も大事ですが、経験者を増やし続けていくということも大事

でございます。いざというとき、かつて消防団だった方という方が、ある程度各地域に

散らばっているということも大切ですので、地元の方の理解してもらいながら、１人で

も多くの理解者を増やすということも大切になってまいりますので、これからも頑張っ

ていきたいと思いますのでお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 先日もちょっと部奈で火事があって私もいったんですが、消防団ＯＢが

たまたまボヤで鎮火しました。消火栓でやったわけですが、昔やったことがあって、体

は動くんだけれども、号令だとか、合図だとか、放水はじめで手を挙げる。放水や目で横
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に手をやる。それを忘れちゃったんだか、一生懸命団員が向こうでやっているのに気が

つかなんで結局伝令に来たというような場面にたまたま遭遇しました。 

やはりそういった地元のＯＢの人をはじめ、住民の皆さんとの団員との交流とか、訓

練という難しいものじゃなくてもつながりを持って、合図くらいはこういうふうにする

んだにというようなのが年間何回でも集まったときにちょっとやるというのも大事かな

という気がしております。 

次の質問に移りたいと思います。水防について聞きたいと思います。 

天竜川水系河川整備計画が、中部地方整備局から、また、天竜川水系河川整備基本方

針というのが国土交通省河川局から出ています。 

町にもこういった冊子が来ているかと思いますけれども、松川町管内の整備計画も当

然載っておるわけでありますが、ごく一部しかありません。範囲が広いので、松川町だ

け集中してということは無理だと思いますが、未整備の箇所もたくさんありますし、特

に天竜川の河床低下について、データでもかなり下がっているという内容が書かれてお

ります。 

消火栓、支川については、県が委託されて管理しているわけですが、本流が下がって

いることによって支川の河床も下がっていると。場所によっては、堤防の基礎が下まで

現れ、増水したときには決壊するのではないかと心配しておるところであります。 

また、こういう状況というのを町としてはどの程度把握して、堤防を守るために堤防

外の低いところを埋めて堤防を守るとか、そういったことをどのように対応しているか

をお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 小沢建設課長。 

○建設課長（小沢雅和） それではご質問にお答えいたします。 

毎年一回、天竜川上流河川事務所と打ち合わせをしております。その会議の中で、今

現在の天竜川の堤防ですね。先ほど町議申しました天竜川水系河川整備計画、これでご

ざいます。これの中で整備計画がありまして、これは平成 21 年からありまして、この整

備計画の期間、概ね 30 年ということですので、今、もう 10 年経っていますので、残り

20 年のうちに整備をしていただくということになっています。 

それで天竜川の河床低下による影響がある支川ということでありますけれども、主に

福与地区にある４つの河川というふうにこちらは認識をしている状況でございます。寺

沢川、間沢川については、河床が低下したので影響はないということはありませんけれ

ども、あまり現在は喫緊の影響はないというふうに考えております。 



 －242－ 

それで福沢川・宮沢川については、これに関しましては影響があるというふうに考え

ております。 

福沢川については、帯工の下を水が流れてしまいまして、石垣の裏礫を吸い出してし

まい、町道に穴が開くという事案が多く発生をした状況でございます。 

そこで、飯田建設事務所へお願いしまして、昨年の８月に既存の帯工を計画の河床と

しまして、土を入れて河床の安定を図る工事を実施をしていただいたところでございま

す。 

現在は、河川に関しましては、落ち着いた状況となっておりますが、天竜川等の河口

の部分に関しましてはやはり河床が下がっておるというのが現状でございます。 

また、宮沢川に関しましては、町が管理する準用河川ということでありまして、定期

的に河川内の排土は行っております。しかしながら、天竜川との合流地点では、既存の

石積みが空石積みというふうになっておりますので、あまり良い状態ではないというふ

う認識をしております。 

将来的には、天竜川河川事務所と協議をしながら、こちらは改修をしていかなければ

ならないというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） もう一度、堤防の方はなかなか町で宮沢川以外は手をつけれないかと思

いますけれども、堤防の外を埋める残土についてもお考えがあればお聞きしたいと思い

ます。 

福沢川に関しては、昨年河床整理していただきまして、以前は河床整理を３年か４年

にいっぺんやってもらったんだけれども、ならすだけというような状態で、なかなか一

回雨が降るとまたすぐあらわれちゃうという状況が続いておりましたけれども、昨年や

ってもらって、埋めて、きちんと基礎を埋めてもらったらちゃんと真ん中を流れている

というのが続いております。あのままずっといってくれるのがありがたいことなんです

が、越流すると必ず外側の堤防は土で埋めてあるだけで、千曲川と同じような状態にな

るかなと思いますので、またそこら辺も含めて、また天竜川の整備の方法をお願いした

いと思います。 

先ほどもこの基本計画 30 年の中の 20 年なんですけれども、今、計画されているのが、

宮ヶ瀬橋、現宮ヶ瀬橋の西側の堤防と福与側でいくと福沢川から下流の一部かなと思っ

ております。 



 －243－ 

どっちも新しい天竜橋を見ますと、かなり上がっておりますが、現堤防がまだ２ｍ全

体で低いというような状態でもありますし、そこら辺も含めてまた町の方でも把握して

おっていただきたいなと思っております。 

次に、農地への井水への取水が先ほども言いました天竜川の河床低下により困難にな

っている箇所があります。また、昨年には、河床低下によりブロックの露出によって、カ

ヌーでの死亡事故も発生しています。 

町内での事故は、重大なイメージダウンになると思いますし、このような状態の中、

環境改善のために国や県への陳情活動というのも継続してやっていかなければいけない

のかなと。それが行政の責任ではないかと思います。 

河川愛護会も消防団との水防訓練がなくなった今、必要ないのではというご意見も出

ています。やはりこういった整備されていない箇所がまだいくつもある中で、この陳情

活動に河川愛護会も参加すべきだと私は考えますし、低い堤防や継続可能な水利の確保

等増水時の河川の監視等いろいろやることは活動はたくさんあると思います。 

そこで、河川愛護会の会長は、町長であります。陳情活動とか、河川愛護会の今後につ

いて、あり方をどうお考えかお聞きします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） まず、私の方からお答えをさせていただきます。 

河川愛護会、昨年一昨年もお世話になりまして、いろいろお話をさせていただく中で、

やはり同じようなお話、河川愛護会の方からもいただいております。 

地域によって、例えばこっちの前河原川と福与川、少し活動の内容、変わっていたり

もしますが、やはりどうしても実際に地元の方の目で見ていただくということがまず

初の異常の発見につながると感じております。 

その中で、台風 19 号の話で、大変全国その河川に関する陳情が増えております。私も

陳情に行ってはおりますが、ちょっとまたそこはどのくらい向こうが受けてくれるかと

いうこともございますが、つなげるのは私だと思っております。国や県への陳情という

こともまた今後検討課題の１つにはなってきたなと思っておりますので、ともにお願い

をいたします。 

○議長（米山俊孝） 小沢建設課長。 

○建設課長（小沢雅和） 河川愛護会の関係でご質問いただきました。 

松川町の河川愛護会に関しましては、町議申したとおり、会長に松川町長、副会長に

副町長と大島支部、生田支部より選出をしていただいているところでございます。 
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それで、この愛護会の目的なんですけれども、河川を愛護し、郷土の保全に寄与する

こととしております。また、内容としましては、水害防御に協力するいわゆる水防や河

川の巡視を励行し、河川損傷箇所の通報、何より河川環境の整備など、広く携わってい

ただいておる状況でございます。 

先ほども申しましたけれども、これから 20年の間には宮沢川から間沢川までの間のこ

れを国による堤防整備の計画がございます。そのときまでに何があるかわかりませんの

で、できればこのまま河川の監視を続けていただきたいというふうに思っております。 

町としましては、安心して生活できる地域となるよう、河川愛護会を継続していただ

ければ大変うれしく思っております。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 私も河川愛護会のメンバーの１人で、昨年からなったわけですが、やはり

大事なことだと思いますし、まだまだそういった改善箇所がこれからもずっと続いてい

くと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

次の質問に入りたいと思います。 

2018 年に新たに労働施策総合推進法が施行されました。その中にパワハラ、セクハラ

防止に関する規定があることで、パワハラ防止法とも呼ばれています。 

今年６月には、法律としてハラスメントが規定されます。昨年の５月にテレビの番組

で放映されたことで、全国でカスタマーハラスメント、特に行政カスハラについて問題

になっています。 

報道では、職員に対しての暴言や法律や条令を無視した無理な要求等を求めてくる住

民が増えているそうです。数年にわたって言いがかりを付けてきたり、週に何度も来庁

し、一回あたり数時間対応させたりといった事例が全国であるそうです。 

また、そういった行政カスハラにより精神障害により公務災害認定の例も相次いでい

るそうです。 

悪質なカスハラによる労働認定は、昨年の時点ですが、10 年で 78 人に上っているそう

です。また、そのうち 24 人が自殺をしているそうであります。 

松川町では、職員のメンタルの取り組みもしておりますが、理不尽なクレームや長時

間にわたる電話対応や来庁による一部の職員への拘束等、職員への負担が増えているの

ではないかと私は思っています。 

同じ人や団体からの長電話の実際の時間やその集計、また請求された資料を提出する
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ために作業時間の集計等資料として残しているのか。その事例に対しての対応策をどの

ようにしたのかをお聞きします。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） カスタマーハラスメントにつきましてなんですけれど、こちらは正

当な苦情とは違うわけであります。その境が非常に難しいわけでありますけれど、今、

議員おっしゃられましたように、長時間にわたる電話ですとか、居座りによる職員の長

時間の拘束。また、あるいは恐喝的な言動ですとか、インターネット等やメールを使っ

た執拗な攻撃、そんなことが該当するのかなと考えております。 

行政サービスがこう多様化している中で、町の行政への要求ですとか請求行為、また

不満ですとかご意見等もいただく機会は増えておるのかなというような自分なりに気は

しておるところであります。 

今、どのくらいのそのような事例等があるかというようなお話もいただきました。正

直このカスタマーハラスメントにあたる行為かどうかという線引きが、なかなか難しい

部分があったり、人による捉え方の差もあるわけであります。どこまでが該当するのか

わからないというような状況もあります。 

ただ、当然いただいたご意見ですとか、該当すると思われる事案につきましては、必

ず報告書としまして上に上げていくようになっております。それぞれ上司に報告し、理

事者の方までみてもらうような仕組みになっておりますのでお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） すいません、私の方から答えようと思ってて失礼しました。 

やはり地域の方がいらっしゃっていることは、私は年数長いわけではないのであれで

すが、聞いておりますとやはりここ 近増えているという結果でございます。 

一因としまして、やはり地元で例えば地元のいわゆる長老とか、普段の寄り合いとか

でそういうのを話す場というのが減っているということも１つの原因かなと思っており

ます。そのためにも自治会のつながりとか、地域のつながりというのを一刻も早くまた

作っていかなきゃならないなと思っているところでもございます。 

ただ、もう１つ、気軽にこういう行政にいろいろ言いたいことを言えるようになって

きたという時代になってきたということは、あながち悪い話ばかりでもないとは思って

おります。 

ただ、やはり職員の負担ということも考えなければいけない。その中で今、対応をし

ているところでございます。 
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先ほど総務課長の方からも答弁をいたしましたが、線引きが難しい中でちょっと重い

ものとか、大きいものに関しましては、詳細なものを残して全部書類として積み上げて

いるという段階でございます。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 非常にハラスメントという単一でいくとなかなか線引きが確かに難しい

わけでありますが、おそらく町民は町に良くなってほしいからこういうふうにしてくれ、

こういうデータをくれっていうことだと思うんですけれども、そこら辺をどういうふう

にとるかというところがあります。 

行政側の対応が悪いという場面も少なからずあるのかなと思うので、そこら辺も考慮

していただきたいと思いますが、こういったこのクレームへの対応策という何かマニュ

アルみたいなものはできているのかどうか。 

先ほど課長の方から、そういう事案があったら上司にだんだん報告して町長までいく

ということもありましたけれども、結局判断しづらい部分というのがかなりあるんで、

例えば 近読んだこのカスタマーハラスメントに関しての冊子、本を読んだんですけれ

ども、対応策として常に町民のものに対して録音しておく。それで精査をして町が直す

もの、またハラスメントに関わるものというのを録音して常に残しておくことによって、

どっちでも使える。当然お話ししていただいたやつはメモを当然とるかと思いますけれ

ども、それの確認もできるし、当然時間だとかそういったものもみんな記録に残るとい

う中で、あとからでもその対応にできるとか、当然そういったことの町が文書的なもの

でマニュアルがあるのかどうか、そこら辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） マニュアルについてでございます。 

職員の執務向上マニュアルの中にトラブル処理という形で苦情ですとか、抗議になっ

たときの手順、それから不当な要求の対応、また各種の事例集ということで掲載をして

あります。 

今年度も各課で２回ほど読み合わせの方をしていただいたところでございます。また、

長野県の職員研究センターのヘビークレーム対応研修というのに職員も参加をしておる

ところでございます。 

また、新年度になりましたら、職員の研修としまして、窓口接客とクレーム対応とい

う出前の研修を予定をしております。 

それから先ほど電話の録音という話もございました。町の電話機も録音機能は付いて
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ございます。ただ、町の電話につきましては、もう何百件というような相当の数の電話

が来ますので、なかなかすべて録音するとパンクしちゃうというかすぐにもういっぱい

になってしまうような状況です。 

必要なものについては、録音とるようにというような話はしてありますけれど、録音

するのにもやはり相手への許可を一言添えて録音とらせてもらうということで、なかな

かそうはいってもすべてがすべてできるというような状況にはなってないわけでござい

ます。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） まず、１つ注意してもらいたいのは、相手に録音の許可をとる必要はない

と思います。それをどう使っていくか、もし裁判になったときにどういうふうに使って

いくかというときに問題になるだけで、とるのは全く問題ないんで、ちょっと時間がな

いのではしょりますが、何年も前からちょっと言っていることなんですけれども、意見

としてお願いしたいんですが、職員の採用計画についてです。 

人事異動にあたるために事務職を優先して採用してきたと聞いておりますが、松川町

の採用にあたって専門職、やはり土木や建築、電気だとかＩＴだとか様々な専門職があ

るわけで、それに対してまた今回のようなクレーマー対策に対しての特化した職員の採

用をぜひお願いしたいなと。そうすることによって、今、起きている問題等も非常に解

決、スムーズに解決していくんじゃないかなと思っておりますので、ぜひそこら辺を早

急に取り組んでいただきたいなと思います。 

お考えがあればお聞きします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

ちょっと土木技術系の職員に関しましては、国や県でも今、現在確保が厳しくなって

いるという状況もございますので、今後の検討課題でございます。 

また、いわゆるクレーム対応というような一般の民間でいいますとそういう対応の職

員についてでございますが、やはりそれのみの仕事というよりは日々勤めている職員が

そういうことができるようになっていくということの研修を重ねていくということが現

在は大事だと考えております。 

と申しますのは、そういう相談窓口というのに専門的に電話が来るわけではなく、今、

日常的に突発的にいらっしゃるということが多くなっております。電話であったりとか
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窓口への来庁、また現場に出ている職員に対して急に発生するというようなことがあり

ますので、対応の専門職員というよりは、その対応ができる人を１人でも多く増やして

いくということがまず喫緊の課題かなと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 坂本議員。 

○８番（坂本勇治） 専門の職員って、そこへずっと置いておくわけじゃなくて、ほかの職員に

対しての教育ができればいいかと思いますので、ぜひ検討をいただければと思います。 

以上で私の質問を終わります。 

○議長（米山俊孝） 坂本勇治議員の質問を終わります。 

 

◇ 米 山 郁 子 ◇ 

○議長（米山俊孝） 続きまして１番、米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） それでは通告に従いまして、２点質問させていただきます。 

まず、はじめに防災と復興に際しての女性の役割の重要性についてお伺いいたします。 

松川町防災会議条例では、会議の委員定数を 40人としております。松川町の防災会議

に占める女性の割合は、平成 30 年４月１日現在で 40 名中１名、２.５％です。 

阪神大震災以降の防災、震災対応に女性の視点が入らず、配慮が足らないことや意思

決定の場に女性が参画していないことによる問題があったことが明らかになっておりま

す。 

要因として、都道府県における防災会議の女性の割合が４.１％であったことが背景と

されております。東日本大震災では、女性や子どものニーズを把握し、対応されたこと

により、避難所での良い事例が多くあります。 

内閣府は、防災会議における女性委員の割合を高めるよう求めております。 

町長は、チャンネル・ユーでの年頭のあいさつでも、防災についてお話をされており

ました。松川町の防災会議における女性が１名だけであるというこの状況について、ど

のように受け止め、女性の役割の重要性を認識されているのかをお聞きいたします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） ありがとうございます。 

米山郁子議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

ご指摘のとおり、松川町の防災会議、女性が１名という大変２.５％という非常に低い

数字となっております。 



 －249－ 

常に開かれている会議でないため、私も把握ができていなかったところでございます。

男女共同参画の視点というのが現在、特に避難所の運営に関して大きな男性のみではか

ける視点が大きいということが叫ばれております。 

また、先日も公民館の本館の会議でＨＵＧという防災避難施設の運営をシミュレーシ

ョンするというようなことをやってみました。やはり女性の視点がないとなかなか言え

ないところがあるということがよくわかりました。 

早速ご指摘をいただきましたので、先進事例とか他市町村を参考に、参画いただける

ようにしていかなければという思いになりました。 

現在、少ない原因としましては、あて職で構成されているということが一番大きいと

ころでございます。ただ、これは、条例の方をよく読んで改正等で対応できることです

ので、おっしゃるとおり大変重要な視点だと思っております。 

ちょうど昨夜も、松川町の赤十字奉仕団の総会がございました。そこでも話をさせて

いただいたんですが、やはりいざ緊急時になったときにやはり人と人のつながりができ

ている皆様の組織、そういう方の組織、特に女性のそういう声をかけられるような関係

ができているということが、いざというときの安心感にもつながるというようなお話を

させていただきました。 

今後、もう少し女の人を増やすということは考えて取り組んでいきたいと思っており

ます。 

○議長（米山俊孝） 米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） ただいま町長に女性参画必要であるというふうにこれからも取り組みた

いから条例の改定も考えていきたいというお言葉をいただきました。 

その視点から、内閣府の男女共同参画では、男女共同参画の視点からの防災、復興の

取り組み指針も公表されております。 

指針の中で、男女共同参画センターや女性センター等の女性参画担当部局の果たす役

割が非常に大きいとされております。松川町では、飯田下伊那郡の中で唯一男女共同参

画条例と計画が策定されている町でございます。条例がありますが、なかなか今現在、

生かされていないのが現状でございますが、男女共同参画の取り組みから防災会議での

女性の登用について、そのなぜ今までできなかったのか。今まで取り組もうとしたのか

の辺について少しお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 塩倉生涯学習課長。 

○生涯学習課長（塩倉智文） それでは申し上げます。 
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区会自治会に男女共同参画地区推進委員というのがあるんですけれども、その皆さん

にご協力いただきながら、開催しています男女共同参画の出前講座で、 初に防災に女

性の視点が必要だという内容のＤＶＤを流しております。 

この防災ＤＶＤでは、東日本大震災のときの避難所の教訓を生かして、避難所の開設

というような内容でございますけれども、既にこのＤＶＤを８つの区、それから 20の自

治会で行っていただいておりまして、この災害時に女性が大切であるということが、そ

れぞれの自主防災会を自治会を通して自主防災会の方には徐々に浸透させていっている

ところでございます。 

この出前講座のときには、女性の視点というのは必要だということで、アンケートを

頂戴したりということで、それが現在計画しております男女共同参画プランにも生かさ

れているアンケート結果を生かしているという状態になっております。 

先ほど町長も申しましたけれども、２月に行った公民館研究集会では、研究集会の中

で避難所開設訓練を行いました。この訓練についても、参加者の中から非常に大変勉強

になるものなので、区会へ戻って自分たちもやってみたいという要望が上がっておりま

す。 

こういうようなところから、学習活動を通じて、またこの学習活動を総務課につなげ

まして、避難所開設訓練だとか、そういうところで徐々に女性の視点が必要だというと

ころをさらに進めてまいればというふうに思っています。 

学習しながら、学習活動などを通じて防災活動の女性への参画促進だとか、災害対策

復旧復興における女性の視点の重要性を住民の共通認識にしていくというのが重要かと

いうふうに考えています。 

○議長（米山俊孝） それでは宮下町長。 

○町長（宮下智博） 防災者会議の人メンバーに女性が少ないということでございます。 

災害対策基本法に基づいてやっておるところでございまして、やはりなんというか従

前のあて職で主に行政の集まりみたいな形になってしまっているというのが、この条例

読み解くと 大の原因と感じております。 

その中で条例でございますので、松川であと独自に設定できるところでございますの

で、まずは条例の改正というところに手を付けないとなかなかできなかったのではない

かなというのが、ちょっとそこは過去のことですので推測も入りますが、そこまでのこ

とができていなかったということが１つの原因として考えておりますので、今後まずは

そこに触らないといけないという認識でございます。 
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○議長（米山俊孝） 米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） ＤＶＤ等でその防災に関する知識ですね、それを広く進めていっていた

だいているという実例をお聞きいたしました。 

また、町長から、条例が改正されていないために女性登用が遅れているというような

お話でございましたが、私、飯島町の条例も確認いたしました。ほとんど変わりござい

ません。 

その中で飯島町、実に６名、40 名中６名が女性の方でございます。同じ条例で同じよ

うな状態になっているのにもかかわらず、５名差がある。それはなぜかといいますと、

飯島町では日赤奉仕団の方が各地区からお願いしているということと、それから女団連

の方、それから女性職員の方も入れていらっしゃるという。やっぱり各地からお願いす

る。幅広く地域をまたがってお願いしている点がこの差だと思います。 

実際にこの差によっていざ災害が起こったときの違いが、私は現れてくるんではない

かと思いますので、決して条例を改定することだけが女性の登用を増やすということで

はないというふうに思っております。 

次の質問でございますが、現状としまして、やはり女性というのは家庭内で高齢者、

障がい者、乳幼児、介護、保育等非常に幅広く役割を担っております。まして医療や保

健、福祉等の専門職にも多く女性が携わっております。 

そうした女性の意見を取り入れることは、災害時の要援護者の視点を反映することに

もつながってまいります。 

避難所運営や被災者支援等において、いざ災害が起きたときにその防災会議だけの問

題ではなく、現場で女性が政策、方針の過程で参画して意見がいうことができるそうい

う組織づくりになっているのか、その辺のところをちょっとお聞きいたします。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） ただいま議員の方から参画できるような組織になっておるかどうか

というようなご質問をいただきました。 

現在、町の地域防災計画でございます。この改正のために前回、30 年の９月 27 日に防

災会議を開催いたしまして、その折の全面的に改定を行ったものであります。 

その改定した計画であります。その計画の基本方針のところには、地域の防災力向上

を図るためには、防災に関する政策、方針決定過程や防災現場への女性の参画を拡大し、

男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確立する必要があるというふうにしており

ます。 
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また、復興計画の策定においても同様な視点が必要であるとされておりますし、今、

言われましたように、避難所の開設運営、それから避難活動、物資の調達供給、また知識

の普及活動等あらゆる局面において、男女のニーズの違いに配慮する、そういうような

ことを記載をしてございます。 

本計画の中に男女共同参画の視点を反映した計画というふうに改訂を前回したという

ことになります。 

よろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） 男女共同参画の目線で改訂をしてくださったということで、やはりこう

いう改訂をしていただいたことを実践できるようなもう少し落とし込んだ仕組みづくり

というか、そういうものもやはり必要ではないかというふうに考えます。 

ぜひともその辺の具体性という、そういったところもこれから策定していっていただ

きたいというふうに思います。 

それとあと内閣府は、ですから具体的にしますと、避難所支援事例で避難所運営に女

性リーダーを設置して、その毎日そのリーダー会議を行って、運営責任者に報告したり、

その女性のニーズを反映したきめ細かな支援をすることによって、その避難所の運営が

非常に円滑に進んでいるという事例がございます。 

女性の視点というのは、やっぱり災害から受ける影響のやっぱり男女の違いに配慮で

きる。それから男女の人権を尊重し、安全安心を確保する、または保てることができる。

そういった内容によっては、常日頃からその関係を密にして、信頼関係を築き、災害時

に情報の共有も含め、速やかに対応できるようなやっぱりそういう仕組みづくりが必要

だとされております。 

そこでお聞きしたいのは、その復興時のそのリーダーの位置づけといいますか、その

リーダー研修ですね、そのようなものをどのように考えていらっしゃるかという点なん

ですが、先日伊那市では防災コーディネーター養成講座初級というのが３回コースで開

催されております。それで定員 20名のところが 30 名参加されて、そのうちの 10 名が女

性の方だそうでございます。 

やはり防災に関して、やっぱりニーズが関心があるというのがこれ見てとれると思わ

れます。 

地域の防災リーダー会議研修はされているようなお話を聞きましたが、幅広く町民全

体を対象とした女性リーダーの育成もそうですが、男女関係なくこういったその防災に
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関する知識、ＤＶＤだけではなく、やっぱりコーディネートできるような人材育成につ

いてどのようにお考えになっているかをお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 田中総務課長。 

○総務課長（田中 学） 事例等ご紹介いただきましてありがとうございます。 

担当としましても、過去のこれまでのいろんな事例からも女性の役割は非常に重要と

考えております。 

昨年の 7 月の自主防災リーダー研修会の折にも東日本大震災の体験を通じた避難所で

の女性の活躍のこれもＤＶＤだったんですけれど、それを見ていただいたということで、

各地区の自主防災会にぜひ女性の参画をお願いしたいというようなことをお伝えしまし

た。 

また、今後も機会あるごとに自主防災会の方には、女性の皆様の声を吸い上げていた

だけるような機会を作っていただきたい。また、ぜひ役員等に登用をお願いしていきた

いというふうに投げかけをしていきたいと思っております。 

それから先ほど言われましたように、伊那市の防災コーディネーターのコースという

ような話もございました。この辺は、これからやっぱり大切なことだなと今、お聞きし

て感じております。 

やっぱり女性も広く呼びかけて、防災に関心を持っていただいている方々、その方々

が今度リーダーになっていただけるようなそんなことを育成できるようなやっぱり研修

みたいなことを考えていかなきゃいけないかなと思っております。 

これまでもほかの議員さんからもいわれております。今後、検討していきたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いします。 

○議長（米山俊孝） 米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） 取り組みを期待したいところでございます。 

実際に先日、景観計画ですかね、策定委員会が設置されて、その女性の割合が実に半

分近くになっている取り組みをされました。行政として。これは非常に高く評価したい

と思います。 

やはりこういったそのあて職でありながら、きちんとその女性の登用をお願いしたい

という、こういう通知文を作ることによって、フィフティーフィフティーの委員会が現

実的に達成されているということは、非常に素晴らしいことであり、評価ができること

と思います。やはりこういうことをやっぱり行政として続けていくことが大切であり、

総合計画で令和５年度に 33.３％という低い目標を設定されましたが、これを続けてい
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けばもっと高い目標値を超えることは実現可能だというふうに私は信じておりますので、

ぜひ底上げですね、防災会議１名ですが、これを４名でも６名でも増やしていただけれ

ばまた底上げになって、女性の審議会比率上がっていくというように信じておりますの

で、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

次に、私の提案ですが、以前にこういった提案はされている議員もいるかと思います

が、清流苑を健康増進施設認定許可をとったらどうかという提案でございます。 

厚生労働省では、国民の健康づくりを推進する上で、適切な内容の施設を認定し、そ

の普及を図るため、健康増進施設認定規定を策定し、運動型健康増新施設、温泉利用型

健康増新施設、温泉事業プログラム型健康増進施設の３つの類型の施設について、大臣

認定を行っております。 

健康プログラムを消化すると、施設の利用料が医療費控除の対象にもなっております。

現在、全国の認定数は、運動型健康増進施設では 335、内定指定運動療法施設は 216 とそ

んなに多くはございません。 

やはりこういった温泉プール、スポーツ施設を持ち合わせた自治体というのは多分少

ないのではないかと思われますので、こういった数字ではないかというふうに考えます。 

松川町では、清流苑という本当に温泉プール、スポーツ施設がそろった素晴らしい資

源をお持ちです。観光だけでなく、やはり保養施設として使うならば、町民に生かす、施

設を利用して、町民の健康並び公益において常に利用していただくことが重要ではない

かと考えております。 

森林セラピーの事業を健康づくりと併せて検討しているという答弁も先日ございまし

たが、この健康増進施設認定についてのこの私の提案について、町長はどのように思わ

れるのかをお聞きいたします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

この健康増進施設認定ということでございます。この中で３種類ある中で、清流苑が

まずぱっと出るのは、温泉利用型健康増進施設かなと感じております。 

全国のリストを見てみますと、22 カ所ある中で長野県、上田市で１カ所まだあるだけ

ということで、やはり言い方なんですが、認知度が低いと言ってしまった方がいいのか、

まだまだ取り組みがないので先進事例になるとも言えるところでございます。 

今後、仮に施設認定検討していくとすれば、その方向でいく中で、営業面ですぐ優位

になるかというところはわかりませんが、医療費が控除になるということはＰＲとして
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はとてもできるところと思います。 

また、施設、認定のために整備とか専門スタッフの配置、また地元医療機関との連携

ということもやっていかなければならないので、すぐじゃあ今からということはできな

いんですが、ハードルが高いということはやるということにメリットがあるというとこ

ろも感じております。 

また、先ほど米山議員からもございました森林セラピープログラムも始めているとこ

ろでございます。 

やはりここにしかないものというのを作っていくその一助としては、この認定ってす

ごいいいものだなと思って、今回ご提案を受けさせていただいて、検討の中に入れてい

かなければいかないと思っております。 

ただ、現在、清流苑自体の運営自体が、今までと同じまま、このままずっといくという

のは厳しいという中で、今年令和２年度から運営形態を考えていくというところでござ

いますので、その中である武器の１つとして使えればという意味でご提言としていただ

きますのでお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） ただいま町長が、清流苑の運営形態について考えていかなければいけな

いというお話がございましたが、リブライディング将来構想を策定して、それを利用し

て変えていこうとされているというお話を先日されましたが、もう少しわかりやすく町

民に向けてお話しできたらと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） じゃあそっちの面でお答えをさせていただきます。 

清流苑ができまして 30年経ちまして、やはり当時としてはなかなかどこもかしこも作

ったいわゆる町営の温泉施設でございました。ところが、年数を重ねるごとにやはり行

政が運営するというのは厳しくて、どこもだんだんやめてくる中、清流苑は人気を保ち

ながら、また温水プール、またパターゴルフ場と施設、スポーツ施設と抱えながら、現在

も一定の人気を保ったままで来ているということが、現在メリットとして感じておりま

す。 

ただ、デメリットとしましては、やはり運営の母体が行政ということで、時代の変化

が激しくなってまいりますと、なかなか即対応ということが厳しいということがござい

ます。そこの中で、やはり清流苑、松川町の皆様にとって本当にアイデンティティーの

あるうちの町には清流苑があるって皆さんがおっしゃるような施設になったからこそ、
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ここでじゃあ一回きちんと腰を据えて、このまま行政運営のままでいいかどうかという

ことが問われております。これは、監査委員等からもずっと指摘をされてきたところで

ございます。 

また、経営会議というものを持っておりまして、その中でも盛んに言われてきたとこ

ろでございます。 

正直、簡単にじゃあどうするというのが、今の段階では言えないんですが、町が考え

ていく中で、清流苑というのが今後もまずはこの名前を残してやっていくということを

目指してするためには、運営母体というのを少し考える必要があるというところで、来

年からやっていくというところでございます。 

こうしますって今、ぱっと言えなくて申し訳ないんですが、流れとしてはそういう感

じでございます。 

○議長（米山俊孝） 米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） 考え方は、清流苑の考え方は、町民の保養上的立場とそれからやはり運営

していくには利益はトントンでやはり負債を抱えないような状態にしていくこの２面か

らの経営が重要ではないかというふうに考えるわけですが、ぜひともその委託でその方

向性を決めていただくのではなく、やはり町の全体として、また各課をまたいだ提案を

していただきたいなというふうに考えます。 

産業観光課だけの話ではなく、やはり清流苑等プール等は、健康増進に使えますので、

これはもう保健福祉課がどうやって使っていきたいかというのを考えていただくべきで

あると考えますし、また医療費控除は税務課が担当かなというふうにも思いますし、ま

た公園ありますよね、やはりそういった清流苑の公園の管理、それは建設課、どうやっ

て使ってもらうか、どうやって整備していくか、やはりこの課をまたいだそれぞれの担

当が、１つの課に任せるのではなく、みんなでやっぱり清流苑一帯をどうやったら町民

のために役に立つのかということを考えていただきたいというふうに思いますので、私

としては、ぜひ健康増進施設の認定も加えた今後の運営も視野に入れていただきたいと

いうふうに考えます。 

その件について、課をまたいだ件については、以下どのように考えられていますでし

ょうか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） ありがとうございます。 

とってもいいご提案だなと思います。 
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私もこの立場になってずっと考えておりますのは、今まである程度縦割りでやってこ

れた行政ではございますが、やはり先ほど来申しておるように、これだけいろいろ変化

がある中で、各課だけでやっているというのはどうしてもその課と課の隙間のような仕

事が今、大変出てきております。そういう中で、やはり清流苑の検討がひとつのその一

助に課の壁をもう少し薄くする、もうちょっとつながっていくということの一助になる

そのいいきっかけだなと思って今、話を聞かせていただきました。 

また、本当に清流苑自体が大変いい施設でございます。プールに関してもやはりあそ

こに通っている方というのは大変今現在、残念ながら工事中ではあるんですが、健康増

進ということでプール教室に通われて、一生懸命自分の足で歩くんだという結構ご高齢

の方とか、若い方がダイエットに通われているということもあります。また、保育園、お

子さんたち、小学校高学年までの間、生まれてからマタニティースクールとか保育園の

スクール、また小学校低学年、中学年、高学年と各スクールも大変人気になってパンク

状態なぐらいになっておりますので、本当に利用していかなければいけない大切な施設

と思っております。 

いいご提案いただきましたので、当然丸投げしてこういうふうに決まりましたという

のは、おそらく住民の皆さんに理解してもらえないことだと思っておりますので、当然

主体的にやっていきますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） 町長の前向きな答弁をいただきました。 

時にはやっぱりボトムアップだけではなく、トップダウンも必要になってまいります

ので、その辺のところも踏まえて、今後お願いします。意見として申し上げます。 

以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（米山俊孝） 米山郁子議員の質問を終わります。 

ここでお諮りします。 

休憩をとりたいのですが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 異議なしと認めます。 

３時 10 分までの休憩といたします。３時 10 分再開しますのでお願いいたします。 

 

休  憩  午後 ２時５５分 

再  開  午後 ３時１０分 
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○議長（米山俊孝） それでは再開してまいります。 

 

◇ 菅 沼 一 弘 ◇ 

○議長（米山俊孝） ６番、菅沼一弘議員。 

○６番（菅沼一弘） それでは通告に従いまして、質問させていただきます。 

社会福祉関係の全般についての質問でございますので、どうぞよろしくお願いをした

いと思います。 

まず、各議員の方から先ほどもいろんなお話がございました。現在、新型コロナウイ

ルスについて、いろんな風評被害など大変な今ことが起きているかと思いますし、また、

飲食店やそれからいろんな形の商業、いろんな形の中で大変厳しい状態になってきてお

るというのを推察しておりますので、またそんな点、商工会とも工業界ともいろんな形

で応援ができることがあれば、応援をしていってほしいな、そんな感覚でおりますので

よろしくお願いいたします。 

それでは質問に入らせていただきます。 

まず 初に、介護予防事業への我が町の取り組みについてのことについて、質問させ

ていただきます。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） 失礼しました。大変失礼しました。 

初に、介護予防事業への我が町の取り組みについてということで質問をさせていた

だきたいと思います。 

介護事業は、着実に充実されていかなければなりませんが、 も重要なのは、介護が

必要となることがないようにする予防事業ではないかと考えますが、この点について、

町長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは、菅沼議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

まず冒頭でございますが、確かに大変新型コロナウイルスのせいで町の皆さんも不安

に思っている。また、町内の商工業者に被害が出始めているという状況でございます。

一刻も早くその対策を練るよう今やっているところで、一番急いで４月の１日からでき

るように今、体制を組んでいるところでございますので、今後も全力で取り組ませてい

ただきます。 

先ほどの質問でございました。介護事業については、介護を必要になることがないよ
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うに、予防事業が一番大切ではないかという認識は私どもも同じでございます。 

現在、松川町では、65 歳以上の高齢者に占める介護認定者というのが 14.１％となっ

ております。平成 16年度の 17.７％をピークに、その後若干下がってきたんですが、平

成 27 年度まで 15％台で推移しておりましたが、現在 14％台ということでございます。 

誰もが健康で住み慣れた地域で暮らし続けていくためには、やはり介護予防が重要と

いう認識は同じでございます。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） ありがとうございます。 

そんな中で、もちろん予防していても介護が必要になる場合は多くあるわけでござい

ますけれども、少しでも予防を少なくする、できれば、本人にとっても非常によいこと

だと思います。 

そんなことで、財政的にも有意義なことだと思いますので、ぜひ介護に必要な場合が

多くならないような施策を考えながら進めていっていきたいと思いますが、福祉課長、

この点についてはいかがでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 財政的な面ということで、ちょっと今お話をいただきましたが、

平成 30 年度の介護保険給付費ですけれども、11 億 4,600 万円余ということになってお

りまして、国庫補助があったとしても、負担の方は徐々に年々増えているというような

状況でございます。これはすなわち、介護保険料にも影響してくるということでござい

まして、介護保険料は、３年に一回見直しを行います介護保険事業計画の中で定めてま

いります。 

そうした中で、現在第７期という介護保険事業計画の中で推進しておりますけれども、

介護保険料につきましては、第６期と同じ 4,900 円ということで、据え置きで現在させ

ていただいているところでございまして、これは県下５番目の安さでございますし、こ

の北部の５町村の中で見ましても４番目ということで、下位の方の順位でございます。 

こうしたことからも、介護予防の大切さというのは、そういった財政の面にも影響し

てくるということで、力を入れていく必要があるというふうに考えております。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） ここで第３期福祉総合計画の中にも、それはうたっておられます。そんな

ことでまたご説明をいただきながら進めてまいりたいと思っております。 

まだ次に、知的活動、適切な運動、それから栄養指導、介護を必要としない生活を長く
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送るためにはいろんな対策があろうかと思いますが、我が町では、どのような介護を必

要とする方を増やさないための取り組みをなされているかということでございます。 

社会福祉協議会もあるわけでございますけれども、そんな点をちょっとお聞かせ願い

たいと思いますが。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 大きく２つの事業が挙げられるかというふうに思っております。 

まず１つは、社会福祉協議会の方へ委託をしてお願いをしております、コミュニティ・

カフェの事業でございます。概ね 65 歳以上の方を対象にいたしまして、介護認定を受け

る前の方に対しまして、介護予防事業ということで行っているところでございまして、

メニューといたしますと、音読ですとか、脳トレ、パソコン教室、からだ長持ちお手入れ

体操、麻雀、よろず講演会といったような、手足、手先ですとか、体や脳を使うメニュー

を多く取り入れて実施をしているところでございまして、特に 近では、体操教室がか

なり人気がありまして、会場の関係から、月の利用上限を制限するほどご利用いただい

ているというような状況でございます。 

また、もう１つですけれども、町直営で行っておりますオレンジカフェという事業が

ございます。これは、軽度認知症の方をＭＣＩの方ですね、と診断された方やその疑い

のある方、また、認知症に関する相談を受けたいというご家族の方を対象に実施をして

いるところでございます。 

やはり皆さん方には、簡単な体操や脳トレ、趣味活動を通して、主に認知症の予防と

いうようなことで実施をさせていただいているところでございまして、効果としては、

これまで閉じこもりだった方が、オレンジカフェでの出来事を家族に話すことで、ご本

人も明るくなるし、家族も含め、家庭内の雰囲気も変化が出ていると、そんなような声

を聞かれますので、そういった効果的な活動をしているところでございます。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） 今の、またこのような活動を周知させながら、参加者を多く募り、介護の

認定の介護をする周知をどのようにしていくかということについても、具体的な例があ

ったらちょっとお聞かせ願いたいと思いますが、周知でございますけれど。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） まず１つ目の先ほどのコミュニティ・カフェですけれども、現

在、利用者数、令和元年度、今年度２月末までの累計ですけれども、4,896 名の方が今、

延べで利用されておいでになります。年度末には 5,000 名を超える方が、この施設をご
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利用いただいているというふうに考えられるわけでございます。 

以前は、先ほど島田議員さんのご質問の中にもありましたように、生活機能評価とい

うようなことで、ハイリスクの方を中心にお誘いをさせていただいておりましたけれど

も、現在、毎月、町で行っております介護保険の関係の説明で、65 歳の方を対象にした

ものと、後期高齢者医療の制度が始まる 75 歳以上の方を対象にした説明会を、毎月その

誕生日月の方をお呼びして説明会を行っております。そうした中で、こういったコミュ

ニティ・カフェへのお誘いをさせていただいたりですとか、あと、ふれあいサロン、各地

域にあるサロンですけれども、そちらの中で出前講座何かでこういったコミュニティ・

カフェへのお誘いをさせていただいているところでございます。 

もう１つ、オレンジカフェの方なんですけれども、こちらにつきましては平成 29 年度

から始めておりまして、今年度１月末までなんですが、1,729 名の方にご利用をいただい

ております。 

こちらの方も徐々にご利用の方は増えてきておるわけでございますけれども、こちら

につきましては、そういった認知症の疑いのある方ということでございますので、現在、

下伊那赤十字病院に委託して行っております認知症初期集中支援チームの方が実際にご

家庭に入って、その中で必要と思われる方をオレンジカフェの方へお誘いするというよ

うな形をやらさせていただいているところでございます。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） ありがとうございます。 

今、オレンジカフェじゃなくて、認知カフェの方は大勢な人数というような形に見受

けられるわけでございますけれども、大事なことは、オレンジカフェへ通える皆さんが

初期の段階だというようなお話でございました。これも大事なことだと思いますけれど

も、これをさっきもお話をさせていただいたように、予防事業にもつながるかと思いま

すので、そういう点でまた啓蒙、警鐘していただければと思っております。 

それでは、次の介護者ケアラーですけれども、支援策について、お伺いをしていきた

いと思いますが。自宅における介護を奨励されている現状にあって、ケアラー、要する

に介護をされる方の支援ということが重要だと考えておりますが、これについて質問を

ちょっとさせていただきたいなと思っております。 

このケアラーについての特別な何か措置とか、それから応援とか、そういう体制的な

ものがあったらお伺いをしたいと思いますが。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（米山政則） 介護者、ケアラーの方ですね、に対します支援につきましては、

主に４つの事業を、町が社会福祉協議会へ委託等をいたしまして行っているところでご

ざいます。 

まず１つ目ですけれども、介護者教室を実施しております。これは、介護者同士の情

報交換と交流ですとか、介護者のリフレッシュ、介護方法の基礎知識とか技能を身につ

けていただくというようなことで、町内の喫茶店等を会場にして年６回、隔月で開催を

しておりまして、毎回大体 10 人ぐらいのご参加をいただいているというふうに聞いてお

ります。 

それから２つ目といたしましては、在宅介護者のリフレッシュ事業というのがござい

まして、これは介護保険の認定者を在宅で介護されている方の、在宅で介護されている

介護者のリフレッシュを目的としたバス遠足ということで、年１回開催をしております。

今年度は 11 名の参加をいただいたということでございます。 

また、３つ目でありますけれども、やすらぎ支援事業といいまして、一人暮らしの会

の参加者等の家庭を、傾聴ボランティアの方が自宅を訪問いたしまして、話し相手です

とか、見守りを行っているという事業でありまして、こちらについては９名のご利用が

あったというふうに聞いております。 

また、 後４つ目ですけれども、緊急一時預かり事業という事業がございまして、急

な義理ができて施設を利用したいだとか、介護が必要な方を預けられる事業というよう

なことで、実際にはケアマネジャーさんが手配をいたしますので、昨年度の社協でのそ

の実績というのはなかったんですけれど、ほかの事業の事業所の方へはご利用があった

というようなことを聞いております。 

いざというときには、そういったこともご利用いただけるということで、大きくは４

つの事業を実施しているところでございます。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） ありがとうございます。 

介護のために仕事を辞めたり学校を辞めたりせざるを得ないというような介護者が、

将来の生活に困窮するようなことがないように、介護を担当する方の支援ということで、

いろんな形の考え方があろうかと思いますが、ケアラーへの緊急時における支援と日常

的な支援、それから休業・休息ができる支援、仲間、情報など、ケアラーが何を求めてい

るか、調査し、支援をしていかなければならないかと思いますが、そのようなことは実

施されているかどうか、お伺いをしたいと思いますが。 
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○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 先ほど申しました４つの事業というのが、今、介護者の方々から

要望をいただいて実施をしている事業でございます。 

また、今後実施をしていく中で、やっぱりいろいろな要望もあるかと思います。やは

り介護力を上げるということが、在宅で暮らしていくということの助けになるかと思っ

ておりますので、要望がございましたら、またそちらの方については検討をさせていた

だきたいというふうに思っております。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） 要望があればというような形の中で、またいろんな形で検討しながら推

進を進めていっていただければありがたいなと思っております。 

次に進ませていただきます。 

福祉施設の複合化についてということでちょっとお伺いをしていきたいと思います。 

県内でもＴ市では、住宅エリアの入居が、緊急時にある福祉施設エリア側の職員によ

るケアを 24 時間態勢を受けられるように、養護老人ホームとそれから高齢者向けの住宅

の機能を持つ複合施設を建設したらどうかということで、ある市では、それを検討し、

今現在建てられておるわけでございます。これについては、いろんな多機能の施設を複

合し、それからケアハウスと市営住宅を有機的に連帯させた全国でも例のない先駆的な

施設と評価されているというようなことでございます。 

松川町では、当町としては、今、話題になっている元気センターですか、それについて

いろいろな検討委員会を立ち上げられて検討をされている中ですけれども、そういった

ことの中で、そういう複合的な施設を造るとこも考えられておりますが、あまり規模の、

今の場所的なものは、施設的に大きいものができるという感じではないような気がしま

すが、場所によっては、そういう建物について検討できるかなと思うんですが、そこの

場所は、建物としては鉄筋コンクリート地上３階建てで、延べ約 6,000 ㎡くらいの大き

さで、養護老人ホームとかも一緒に含めて、個室を 70 室、それから１階・２階について

は、グループホームを１階に置き、これが９室。それから市営住宅に、２階・３階に 27

戸で構成されているような施設だそうでございます。 

そんな施設も今現在あるわけでございますけれども、今の場所に元気センターをとい

うことは承知しておるわけですけれども、もう少し併合的に特養ですか、ああいったも

のを全部統合、１つに複合して、今現在、協議会が社会福祉協議会があるような広い場

所に、２階・３階建ての建物で複合的なものを造ればと思うんですが、そんな点はいか
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がでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） 元気センターにつきましては、現在あそこの旧ハローミヤの建

物を拠点施設として、町内に空き家等を使って分散型にしていってはどうかというよう

な案が今出ておりますので、面積の狭さというか、そういったようなところについては、

そういう方法もあるかなというふうには考えているところでございます。 

それから、先ほどちょっとお話のありました、養護老人ホームとそういったグループ

ホームが１つになったような施設が県内もできてきたというようなことでありますけれ

ども、これにつきましても、元気センターと１つにということよりは、現実的に考える

と、今の特養の松川荘に、そういった機能を持たせるかどうかというところかなという

ふうに思っておるわけでございます。 

ちょうど今年度、医療と介護の検討会を立ち上げをさせていただいております。これ

は、今後、特養松川荘の方向性を検討していく場というようなことでありますけれども、

メンバーとすると、特養を管理する社会福祉協議会、それから医療とは切っては切れな

いものですから、下伊那赤十字病院、それと町の担当課という３者でこの検討会を進め

ているところ、立ち上げたところでございます。今後１年かけていろんなデータを収集

しながら進めていきたいというふうに思っておりますけれども、今後、必要に応じて専

門分野の方もメンバーに入れながら、検討も進めていきたいなというふうには考えてお

ります。 

全国では、地域の実情に合った様々な形態を取り入れたものを導入する市町村もある

と聞いております。ただいまのその施設、ご紹介いただいた施設もそうかと思いますけ

れども、松川町としてどういう形態が一番いいのかというようなことを、その医療・介

護の検討会の中でまた検討を進めながら、それから全国の情報も収集しながら、その場

で検討を進めていければというふうに考えております。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） ありがとうございます。 

確かに大変なことで、今言う医療も含めてというようなことで、日赤との話し合いも

ということも承知しておりますし、複合的にそういう市営住宅みたいな、これ町営住宅

ですか、それも踏まえたような建物も一緒に複合的に造れば、またそれなりの町営住宅

にも使える、そういう感覚でちょっと申し上げさせていただきました。 

そんな中で、一般住宅で生活しながら、施設側の福祉サービスを利用できるというの



 －265－ 

が特色のようでございますので、今お話のあったように、検討委員会でまた縷々検討し

ていただければありがたいなと思っております。 

そんな点、お願いをしておきたいと思います。検討委員会で検討していただけるよう

に、その点についてはどうですか。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） ご提案をいただきましたので、検討委員会の中では検討させて

いただきます。 

ただやっぱり、地域の実情、松川町では松川町のやっぱり形態が合った形態があろう

かと思いますので、どういった方向になるかというのは、また検討委員会の中でまた検

討させていただきます。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） わかりました。ありがとうございます。 

ここに第３期福祉総合計画の中の案の中に含まれておりますけれども、協働による地

域福祉の取り組みが求められているということで、よく言われるんですが、隣の人も知

らないというのは、都会の言い方だと思いますけれども、そんなことのないように、自

助・公助・共助、そんな３つの考え方は、やっぱり田舎でもこれからも必要かと思います

ので、そんな点を踏まえながら検討も話し合いもしていけたらなあと思っておりますの

で、この点についてちょっとお聞かせ願いたいと思いますが。 

○議長（米山俊孝） 米山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（米山政則） そうですね、だいぶいろいろな世帯のというか、家族形態も変わ

ってきて、お隣の方も知らないというようなことでは、またそういった助け合いという

のもないかというふうに思っております。 

今、自助・公助・共助というようなお話もいただいておりますので、そういったものが

拠点になって、元気センターもそうなんですけれども、お互いがこう助け合えるような

そんな施設にできれば、そんなことを考えております。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員。 

○６番（菅沼一弘） ありがとうございます。 

今、課長言われたとおり、そんなことを踏まえながら、これからも施設の検討、それか

ら今言う協働のまちづくりについても、一緒に考え、検討していっていただければと思

います。 

まだ時間が早いわけですけれども、一応私の質問を終わらせていただきたいと思いま
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す。どうもありがとうございました。 

○議長（米山俊孝） 菅沼議員の質問を終わります。 

 

◇ 佐 藤 史 人 ◇ 

○議長（米山俊孝） 続きまして２番、佐藤史人議員。 

○２番（佐藤史人） ２番、佐藤史人です。 

３月議会、今年度選挙がありますので、令和２年の大事な予算審議の議会でございま

すので、一番大事だと思いまして、本日はしっかりと質問をしたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは通告に従いまして、質問の方を始めさせていただきます。 

本日は、３つの質問がございます。 

まず 初は、小中学校の特別支援教育についてということでございます。 

全部で５つの項目にわたりまして質問をしたいと思います。 

まず１つ目の質問、対象児童数が増えている理由について、教育長、お願いいたしま

す。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

続ける。 

○２番（佐藤史人） 通告は教育長になっております。 

○議長（米山俊孝） 町長に 初は。 

○２番（佐藤史人） そちらで判断していただければ結構です。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは、佐藤議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

現在、特別支援の対象児童数が増えているということでございます。一因としまして

は、やはり行政側から支援が手厚くなって、様々な支援ができるようになったというこ

とで、件数が増加しているというふうに理解をしております。 

必要な生徒はずっとおるわけですが、やはり状況に応じてそれぞれの対応ができるよ

うになったということが、結果として件数が上がっているということの一因と感じてお

ります。 

また、必要な生徒には、適切な支援をこれからも続けていくという次第でございます。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 教育長、いただけますか。 
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高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 特別支援学級の在籍児童生徒数、これ確かに増えています。長野県は、

全国で一番この特別支援学級の在籍比が高いんです。 

その一番の原因は、特別支援学級は、自閉症、情緒障がいの子どもたち、それから知的

障がいの子どもたちと２つに分かれるんですが、一番その自閉症、情緒障がいの子ども

たちの増加、これが大きな要因だというふうに思っております。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それでは２つ目の質問、特別支援教育支援員について、ご質問いたしま

す。 

まず 初に、学校の配置希望と実際の配置数のギャップについてお答えください。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 希望すればきりがないわけでありまして、教育委員会としましては、具

体的にどの子に付けるのかという、その障がいの程度に応じた配置を行っております。

中央小学校が今年度６名、北小が２名、中学校が２名でございます。 

特に大きなギャップがあるというふうな認識ではおりません。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それでは２つ目の質問、支援員と担任の連携についてはいかがでしょう

か。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 支援員と担任との連携でありますが、そのクラスに入って、普通学級に

入っている支援員は、担任との連携が比較的取りやすいです。 

特別支援学級に入っている支援員については、なかなか現級との担任との連携が取れ

ないということで、これは時間設定をさせていただいて、放課後、その子の様子につい

て、担任の先生と必ず今日の状況はどうだったかということと、それから明日はどうい

うケアをしていくかという、その打ち合わせをさせていただいております。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それでは次の質問、６年間の雇い止め原則の廃止というのがございまし

た。それを受けて、今後の支援員の任用についてのお考えをお伺いします。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 会計年度職員の制度に従って行っていきたいというふうに思っており

ます。 
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それぞれの支援員の方々というのは、こちらで求めている要件、資格要件を持ってく

ださっている方々を採用しておりまして、例え５年過ぎても、またその人が適格である

というふうな判断をこちらの方でさせていただければ、当然、引き続き雇用ということ

で考えていきたいと思います。 

やっぱり子どもたちの前に立つ教員というのは非常に大事です。特別支援教育につい

てはなおさらですので、支援員の質の確保という面では注意を払っていきたい、そんな

ふうに思います。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それでは次の３つ目の質問に移ります。 

中一ギャップについてということで、松川町はご承知のように、松川中学校へ入るに

は、中央小学校とそれから北小学校の生徒が１年生になるわけです。 

１つ目に、中学校における特別支援学級担当と教科担当の連携について、お伺いしま

す。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 中学校の特別支援学級と教科担任との連携ということなんですが、特

別支援学級に籍を置く生徒が、そのクラスにいて教科担任の先生に来ていただいて、英

語や数学の指導をしていただくという、そういう例もあります。 

それから、これは普通学級の子どもたちとも一緒に授業ができるような場面、例えば、

美術だとか体育だとか、そういった面では現級の子どもたちと一緒の授業で展開してい

ますので、比較的何というのかな、教科担任とそれから特別支援学級の担任とは、結構

情報交換できるというふうに聞いておりますので、何かそこで困るようなことというの

は比較的少ないかなというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それでは次の、中学校の特別支援教育支援員の配置については、どういう

ふうにお考えなんでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） そうですね、先ほど２名配置ということでお話をさせていただきまし

た。１名は、学習室という場所がありまして、これはどちらかというと、特別な支援を必

要とするといっても、いわゆる知的障がいとか、自閉症、情緒障がいとはちょっと違う

学校不適応、教室になかなか入れないという、そういう子どもたちのケアをしている先
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生が１人。それからもう１人は、特別支援学級のサポートという形で、やっぱり個別な

対応の必要な生徒もいますので、その子の対応という形で当たらせていただいておりま

す。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それではその次の４番目、個別の指導計画等について、文部省の通達、そ

れから県の教育委員会からの通達によって、個別の指導計画を立てなければならないと

いうことになっておりますが、１つ、作成の時期と手順について教えてください。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 一人ひとりに合った丁寧な支援ということで、大きく分けると、個別の

教育支援計画という、これは長期のものです。それと個別の指導計画とこの２種類があ

りますが、個別の指導計画の方は、年度初めに立たせていただいて、学級ごとに評価し

ながら進めていくというそんな形です。 

特に 初に申し上げた個別の教育支援計画については、やっぱり医療等専門家の意見

も聞きながら、学校という場の中で、どういうふうに長期的な見通しをもって育ててい

くかという、一番根本的な計画を立たせていただいて、それに基づいて個別の指導計画

を作り、年度初めに立てたものを、学期が終わるたびに評価していくという、そしてま

た年度末に次の年度へつなげるという、そんな形で対応していただいています。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それではその個別の指導計画について、その作成するときに、保護者や専

門家の関与、関わりはどういったことがあるのでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 個別の指導計画については、例えばケース会議等が開かれる場合もあ

るんですね。この子の現在の状態の中で、やっぱり然るべき手立てが必要ではないかと

いうそんなときには、外部の方々にも入っていただいて、専門家の意見も聞きます。そ

れから家庭にお願いしたり、または家庭の方から学校の方にお願いする部分もあります

ので、そういうやりとりの中で、個別の指導計画の中に各保護者の意見、専門家の意見、

そんなものを入れながら作成しているというのが現状でございます。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それで今出ました個別の指導計画というのは、ある期間で変えていくと

いうことなんですけれども、その点検の見直しというのは、どういうサイクルで、どう

いう方々集まって、その点検と見直しをされているのでしょうか。 
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○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 各学校に特別支援教育の委員会がありまして、それを束ねているのが、

特別支援教育コーディネーターという方が各学校に１人ずついます。 

やはりその学校の中で特別支援教育が、学校の中心にきちっとすわるという、据えた

いという観点で、その子に関わる先生方が集まって、やっぱり１年間のその子の成長等、

それから次の年に向けたからの手だといったものを検討していく、こんな場を持ってい

るというのが現状でございます。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それでは、そういったいろいろな支援の支援教育の枠組みだとか仕組み

があるんですが、 後に、その周辺の理解を求めるための取り組み、地域だとか、文化協

会であるとか、社会教育、スポーツ団体だとか、育成会だとか、そういった子どもたち

を、中学生を応援する方々に、こういう特別支援の子どもたちにどうやっていきますか

というような、そういう理解を求める取り組みはやっているんでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 子どもたちが、特別支援学級に在籍する子どもたち、中学生というと、

校内でいかにその子がほかの子どもたちと交流ができるかというところも大事になって

きますので、当然インクルーシブ教育の観点から、様々な行事は、その子が所属する普

通学級を母体に活動ができるような、そんな展開をしております。 

それから、これは育成会にもお願いをしているんですが、当然その地域の中の子ども

会・育成会の中で様々な活動もありますが、それへの参加ということも積極的に行って

いただくようにしております。やっぱりその子を知る、障がいを知るということは、交

流を通してでないとなかなかわからない部分もありますので、積極的な交流の中でお互

いの理解を深めるという、そんな活動場面をたくさん取っていきたいと思っております。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） そうしますと、小中学校の特別支援教育、 初に質問したその中で、小学

校が何人、中央小学校が何人、中学校が何人、それから北小が何人というふうに、多分は

っきりしていると思うんですが、それ以外の２番目の質問、小中学校の不登校対策につ

いて、その学校に出てこれない人たちに、どういう町としていろいろな施策をやってい

るかという１つ目の質問で、教育機会確保法で示された国の方針転換の受け止め方につ

いて、教えていただきたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 
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○教育長（高坂敏昭） 教育機会確保法でありますが、不登校であることを問題にしないとい

う、極端な言い方なんですけれども、不登校の子どもたちを、学校外で様々な学びの機

会を提供していきましょうという、そういう発想で創られた法律だと思います。 

不登校の子どもたちの現状を見ますと、松川町の場合、完全な不登校というそういう

子どもたちはさほど多くはないです。何らかの形で学校には顔を出すことができる。た

だし、それが毎日というわけにはいかないと、そんな状況で、それぞれに居場所づくり

をしましょうという形で対応しておりますけれども、これまでの不登校対策というのは、

学校に復帰させましょうというのが大前提だったんですよね。それがかえって当人の子

どもも、それから保護者の皆さんも、かなり追い詰めてしまうという、そんな現実もあ

りましたので、この確保法の観点からいえば、休んでもいいよということ。それから学

校以外に学ぶ場もあるよという、そんなことを与えながら考えていくということをこれ

からしていかなければいけないなと、そんなふうに思っております。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それでは、その不登校対策についての松川町教育振興基本計画、松川町の

支援教育の中で不登校の対策について、その計画の数値目標を教えていただけますか。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 数値目標を設定するのがいいかどうか、つまり 30 日以上の不登校の子

どもたちの数を、今年はこれだけの人数にしますということを掲げることがいいかどう

かということ、教育委員会の中でも、先ほど申し上げた法律の趣旨からいえば、多様な

居場所を認めていきましょうという方向で考えれば、私は数値目標を掲げることはいか

がなものかなというふうに思っております。 

もっともっと積極的に、先ほどの多様な学びの場所という意味でいえば、学校に行っ

たか行かないかというよりも、自分が、その子が、どのような学びをほかで経験できた

かという、そっちの方が大事かなというふうに思います。 

したがって、これからは、不登校、学校に来られない子どもにとって、その子なりの学

びができる場所をどうやって提供していくかという、これが１つ課題になるかなという

ふうに思っております。 

飯田市の中間教室もそういう方向を目指しているというふうに聞いておりますので、

そんな場所と連携をとりながら対応を考えていきたいと、そんなふうに思っております。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 
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○２番（佐藤史人） そういう中で、今コロナウイルスの状況は、ちゃんと学校に来れる生徒

も、そうでないこの支援を必要とする不登校の生徒も、同時に家庭とか児童館とかそう

いうところにいるわけですけれども、その対策はとられてないんですか。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 休校で学校に来たくても来れない子、それからやっぱり心的なことが

あって学校に来れない子、いるわけでありますが、学校の方は、家庭訪問を通して子ど

もたちの様子を観察したり学習課題を渡したりという形での対応はしております。 

一番痛感したのは、国もオンライン学習という形で、学習の素材をいくつも提供して

いるんですよね。そういうものを使えば、学校に来なくても家庭で学びができるという、

そういった環境は徐々に整いつつある。それを利用しない手はないなというふうにも思

います。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それでは３つ目の質問です。これが 後の質問になります。 

子どもや保護者がＳＯＳを出しやすい環境づくりについて質問いたします。 

まず、１つ目に、相談できる機会を増やす取り組みについて質問いたします。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 大変難しい質問です。子どもたちが相談できる機会、これは誰に相談す

るかということはありますよね。親なのか、地域の大人なのか、学校の先生なのか、やっ

ぱりそれぞれがその子を受け止められるような環境づくりができないと、非常に難しい

なというふうに思いますけれども、基本的にはやっぱり学校がその子の受け皿となって

いくという現実の中では、やっぱりその子に関われるキーパーソンは誰か。養護の先生

であったり、教頭先生であったり、教科担任の先生であったり、それぞれその子によっ

て違うと思いますので、一番関わりやすい先生をキーパーソン、または外部の人がキー

パーソンになってもいいんですが、そういう人をその子の身近に置いて、常に関わりが

持てるようなそんな場づくりをしていくということで、学校とは連絡をとっております。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） その相談したいと思ったときの夜間や休日の相談体制について、お答え

ください。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 町の教育相談員、公民館に部屋を構えているんですが、その相談員が持

っている携帯に、その相談室の方へ電話をかけると必ずつながるようなそんな仕組みが
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できております。 

あと、保護者からも、その子どもの様子を見ながら、ちょっと心配だという話は結構

入ってまいりまして、そんなものを相談室の方も受けながら、各学校の専門の先生、ま

たは教頭先生につないでいくという、そんな役割をしていただいております。これは夜

間も土日もそのできるような状況になっていますので、24 時間受けられると、そんな態

勢ができております。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それでこの通告は、コロナウイルスがまだ、ちょっと締め切りが微妙だっ

たんですが、２つ目の質問で、参観日など学校行事に合わせた相談体制という質問だっ

たんですが、こういう状況なんですけれども、コロナウイルスの影響がなくなって解除

されて、普段どおりの学校が始まった場合の参観日など学校行事に合わせた相談体制と

いうのはどうなっているんでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 参観日に合わせて、例えばこの時間に保護者の相談を受け付けますよ

というそういう通知はしていませんね。 

一番大事なのは、結局、その子を預かる担任の構えだと思います。その担任の先生が、

保護者との間の信頼関係の中で、ちょっとしたことも、子どものちょっとした気がかり

なところも相談したいなと思って気軽に相談できるような、そういう雰囲気づくりに努

めてもらうことが、私は何より大事かなというふうに思っております。 

学校に来たときに、担任の先生が忙しそうにしていると、ちょっと声もかけづらいと

いうところもありますので、やっぱり保護者としっかり顔を合わせて、意思疎通が少し

でもできるようなそういう雰囲気づくりを、担任として心がけてほしいというふうに思

っております。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それでは、そのＳＯＳを出しやすい環境づくりの中で、 後に質問しま

す。 

タブレットを活用したＳＯＳのキャッチについて、お答えください。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） タブレットが、要するにインターネットを通してＳＯＳを発信すると

いうことだと思いますけれども、国の方では「24 時間子どもＳＯＳダイヤル」というの

を設けておりまして、そこでいつでも子どもたちの相談を受け付けるという、そういう
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取り組みをしております。 

それからそれ以外にも、法務局の関係でも「子どもの人権ダイヤル」というのがあり

ますし、都道府県の警察等でもそういった取り組みを行っております。児童相談所もそ

うです。 

様々な機関がそういった場所を設けておりますので、そういった紹介は、学校を通し

てさせていただきたいと、そんなふうに思います。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） そのＳＯＳを出す場合に、いろんな発信の仕方があるんです。親に発信す

る、友だちに発信する。それから今、問題になっていますけれども、ＳＮＳでいじめがあ

ったり、逆にその相談しようと思って行った先が、そうでなかったという場合が発生し

ています。 

で、今日の質問の中で、ちゃんとできる子はいいですけれども、特別支援教育を必要

とする人は、普通の授業も、普通の形で誰かの支援をもらわないとできないんですよ。

そのときに障がいのある方は、ＳＯＳは多分出せないと思います。 

今までの今日の３つの質問の中で、令和２年度、松川町の子どもたちをどういうふう

に育てていくかという教育長の、高坂教育長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 後の佐藤議員のご意見なんですが、私は、特別な支援を必要とする子

どもたち一人ひとりが、自分の声を発する力、それは必ず持っていると思います。私た

ちは、子どもたちの中にあるそういう力を信じて教育をしていきたいと、そんなふうに

思います。これがある意味、令和２年度の松川町教育委員会の基本的な構えです。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） それでは 後に、宮下町長、宮下智博町長として、松川町のリーダーとし

て、子どもの出産から保育、義務教育の小中学校の教育についてのお考えをお聞きした

いと思います。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

松川町のリーダーとしてという話でございます。出産からのステージで申しますと、

やはりこういう地域ですので、まだまだ人のつながりが残っているところでございます。

現在、子育ての中で親がよくワンオペ育児なんていう言い方もされておりますが、お母

さんのみとか、離婚されてお父さんのみとか、様々な家庭がある中で、やはりそういう
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現状、社会的な現状で、１人で子育てに臨まなければならないという社会的情勢の中で

は、やはり地域の力が使える可能性がまだあると思っております。ただ、現状、今の松川

でそれがすぐできるかというと、まだできてないというところも認識をしております。 

ただ、そのきっかけとしては、やはり都会ではなく、こういう地域が子育てに向いて

いる場所と思っております。それは出産から育児に関わるところでございます。 

また、行政としてできるところは、やはりそういうところで相談をしたくなったとき

に、まずパッと役場のところに行って、どこに行ったらいいかわからないとか、どこで

誰に聞いたらいいかわからないということを、これからなくしていくということが大切

なところだと思います。 

先ほど、発達障がいのお子さんの話もございました。特別支援教育になってしまうと

いうようなところもございました。やはりある程度どんなふうな育ちをしたかというこ

とがわかるということが、その後のその子にとって一番適切な対応をとれるというとこ

ろでもございますので、そういう情報を、きっちり個人情報を守った上で、私たちがつ

ないでいくということに、これから取り組んでいくということが大切だと思っておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 佐藤議員。 

○２番（佐藤史人） 通告した質問は以上ですので、私の方からお聞きすることはありません

が、私は、ご存じのように、一人暮らしでございます。私の甥は、４月から宮田村の中学

校の国語の教員として赴任します。ただ、こういう状況では、入学式も開かれるかどう

かわかりませんが、こういう状況だったんで、卒業旅行は取りやめて家に帰ってきまし

て、この間引っ越しを終わりました。教員住宅には入りません。自分で家を借りて、車が

必要になりますので、車も自分の負担で購入しました。大変甥としては頼もしいなと思

っております。 

今日、傍聴を午前中、元の松川町の保健婦、当時は保健婦です。○○さんが傍聴に見え

ておりました。 

今日、傍聴がない理由をおわかりでしょうか。コロナウイルス対策で、いつも傍聴に

来られている人たちは、本業のほかに学校に行けない子どもたちの勉強を教えて、お昼

を提供しております。それから商工会はじめ農業の経営者は皆さん、これからどうなる

か不安なので、その対策に追われております。 

宮下智博町長、今こそ非常時に備えて、本当に基本的な事務事業だけにして、あとは
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しっかり予備費を取って、この対応に備えるべきだと私は思います。 

で、町長が、選挙の時に公約に挙げた、「私には世代を超えた多くのブレーンがいる」

とおっしゃいました。町民皆さんがブレーンなんですよ。だから、町長が「困っておるで

教えてくんないよ」と言えば、みんな協力して教えてくれるんですよ。 

先ほど、ＳＯＳ、町長がＳＯＳを出したら駄目という松川町の規則はありません。私

も困ったときはＳＯＳを出します。そのときに一番気持ちにも寄り添ってくれるのが家

族ですよ。だから宮下町長を、孫だとか、息子だとか、ひ孫だとか、思ってくださる町民

がいるんで、頑張りましょうよ。 

私はそれを訴えまして、本日の一般質問を終わります。 

ご静聴ありがとうございました。 

○議長（米山俊孝） ここでちょっと先にお諮りしておきますけれど、このあと 終の黒澤議

員の一般質問になりますけれど、17 時を過ぎましても黒澤議員の一般質問が終わるまで

継続したいと思いますが、ご異議ございませんね。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） それでは、そういうことでよろしくお願いいたします。 

 

◇ 黒 澤 哲 郎 ◇ 

○議長（米山俊孝） それでは７番、黒澤哲郎議員。 

○７番（黒澤哲郎） それでは一般質問させていただきたいと思います。 

はじめに、前段で多くの議員の皆さんから質問されたりして、被るところもあります

ので、若干そういう部分は省いてというか、触れる部分もありますが、ちょっと箇条書

きでお示しした部分については、あえて箇条書きどおりという形ではないかと思います

けれど、ご了承いただきたいと思います。 

それではまず、大きく２つテーマを挙げさせていただいておるわけでありますけれど、

初は町のリーダーとして令和２年度の方針と具体的改革案はということで大きなタイ

トルで挙げさせていただきました。 

町長の方からは、議会の 初にこの令和２年度の町政運営に関する施政方針というこ

とで挙げていただいておりますので、こちらの中から質問もさせていただきながらとい

うことで、後でいきたいと思いますけれど。 

まず、この部分についてと、町のリーダーとしての町長とはという箇条書きの質問の

ところも含めてそのくらいのところまでお答えいただければありがたいなと思っており
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ますのでお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） ありがとうございます。 

黒澤議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

町のリーダーとしての町長とはということで、正直そうするとざっくりになってしま

うのはあれなんですが、当初から私やはり先ほど何人かの議員さんからも言われました。

ボトムアップではなく、リーダーシップもということも言われております。私、ずっと

その話をしてくる中で、これなんか表現する方法はないのかなってずっと考えておりま

した。 近、サーバントリーダーという言い方がされておるようでございます。要はト

ップダウン式のリーダーではなく、部下、また組織に耳を傾けていって提案をしてもら

う、提案を促す。大きい方向性は導くが、手段としては部下の自主性を尊重するという

リーダーのあり方というというところで、この間参加した会議の中でそういう話が出ま

して、すごく腹打ちをしたところでございます。 

ちょっと年齢もあって、なかなか弱々しく映るところもあるかもしれませんが、やは

り私の役目としてはまずは町の松川町としての町長として、町の皆さんのトップとして

やるというところ。また、組織の中で言えば役場の職員の中のトップとしてやっており

ます。 

どちらに対しましても、やはり私がすべて１から 100 まで方向性を示すという今まで

どおりのやり方ではなく、やはり私は方向性を示すだけで、あと具体的なやり方という

のを住民の皆様に問う。また、部下の皆様に問うというやり方で組織、また地域を育て

るということが私の使命だと思っております。 

そういう意味で、町のリーダーとしては、私はサーバントリーダーというものになり

たいというのが今の気持ちでございます。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 町長の信念といいますか、本音というか、今の答弁というのはもう就任当

時から今まで変わることなく何度も聞いている答弁かと思います。 

ただ、私がこういう部分をあえてお聞きするというのは、確かにそういうやり方もあ

って、それも一理あるし、いいと思うんですけれど、そのそういうリーダーのあり方と

いうのも、その１人だけでリーダーが存在するわけじゃありませんので、その組織なり

団体なりそれを見ながら、一番適切な方法を選択するというのが大事なことだと思うわ

けです。 
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で、確かにそういう形、理想ですよね。私もよく町長は、理想を追求しているなという

ことは大事なことですし、そういう高い理想を高い目標に向かっていくことはいいんで

すけれども、現実と合わない中でやっていても、この現場であるこの地方自治、この町

政運営をしていかなきゃならない中で、現場とそのやり方がマッチングしていないと混

乱を引き起こすと、うまくいかないということになるかと思います。 

その点について、私いつも両方を考えていかなきゃいけないということを申し上げた

いと思って本日も聞いたわけであります。 

方針と具体的改革はというふうにも聞いているわけですけれども、町長の今の答弁か

らはなかったんですけれど、これに書いてあるからいいですということなんですかね。

その改革案については。もし、あればお願いをしたいと思うんですけれど。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

今回、当初予算を組むにあたりまして、大変数多くの業務を抱えている役場の仕事で

ございます。そういう中で、やはり期間ちょっと短いというのがまず問題意識としてご

ざいました。 

例年のことのようでございます。やはり 11月ぐらいからいよいよ来年度の予算を組み

始めてというような毎年のことだったようなんですが、やはり本当に心から改革になっ

ているかいうと、やはりある程度間に合わせなければいけないというところがございま

す。 

今回、見えたのは、その場の毎年やっているということのつながりにどうしても頼り

がちで今まで来たということがよく見えました。その中で、改革として令和２年度から

２年間をかけて、松川町のこの今持っている仕事、本当にどういうこういうやり方がい

いのかどうかということを一つ一つ検証していく年にいたします。 

それは、決していい話ばかりではなく、今まで町でやってくれておったのにというよ

うなお声もいただかなければいけないところもあるかもしれません。それでも地域の方

が長く続けていくためには、１から 10 まで役場職員が一緒になって全部やりますやりま

すというようなやり方では育たない。私たちも育っていけないと思っております。 

役場職員側からしても、いろいろ言われる前に自分たちで全部考えましたと言った方

が楽なんですが、それでは変わらないと私が思っておりますので、それが一番大きな改

革としての決意でございます。 

また、地域づくりということに関して取り組みはじめます。大変難しいと思っており
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ます。難しいですが、それでも今のタイミングで始めないともう間に合わないと思って

おります。そのためにこれはちょっと答弁かぶりますが、地域に役場の職員が出ていく

ということのプラス。また、役場の職員と一緒に地域のことを作り上げるために一緒に

考えるということのプラス。人が育つということをテーマにやっていきたいと思ってお

ります。 

それには、あまり大きな予算をかけてということはまずはできません。まずはどんど

ん職員が出ていくということを重ねていきたい。 

この方向性を持っているというのは、将来的に今、役場がやっている仕事というのは

どんどん減っていくと予想しております。現在、書類を作ってのりで貼ってチェックを

して印鑑を押してというようなことは、だんだんＡＩ等にとって変わられます。ＲＰＡ

なんかも今、ございます。一回入れるとどんどん自動でできていくというようなことが

当たり前になってきます。 

そうしますと、私たちが今、やっている仕事なくなったときになんのために私たちが

いるのかって考えたときに、やはり住民の皆さんの中に出ていって地域を活性化するそ

の火付け役になるのが私たち行政職員だと思っております。 

その決意で今回書かせていただきました。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 町長から今、話を聞いた部分については、本当に大事なことだと思うし、

私もそう思っています。そういうことが大事で、これからの行政というのはそういうふ

うに変わっていくべきですし、以前私、職員の皆さんにホワイトカラーとブルカラーと

かってそういう話とかいろいろそういう議論もしたことあるんですよ。 

で、要するに役場のやる仕事というのは、要するに国からの委託業務とか、ただ上か

らの言われることを地方でその指示に従ってやってきただけから変わってくるという。

だからこの時代に合わせて役場も変わっていかなきゃいけないということは申し上げて

きたし、そういう意味では町長、そういう報告に改革していくという思いでおられると

いうことがわかっただけでもこれは共感できるし、同じ思いであるということです。 

ただ、その理想に近いそのことってすごく難しいことで、私は先ほども言ったように、

平行してやっていかなきゃいけないと思うんです。いきなりは変えられないので。 

それともう１つ大事なことは、その町長何度も言われる要するに人が育つ取り組み。

そして自分のこととして考えてもらうようにして、住民と話をしていく。すごく大事な

ことなんですけれど、要するに熊谷議員も住民のボトムアップとかいろいろ同じなんで
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すけれど、要するに私が言えば住民力ですね。住民力の底上げってすごく大事なことだ

と思っているんです。 

ただ、我々私たち議員もそうですけれど、町長も住民から住民福祉の向上について、

付託されているんですよね。要するに住民の皆さん、ほか生活や仕事がみんなあって、

それには専念しておる余裕なわけにはいかないわけで、ある程度の部分は町長にお任せ

したり、議員に代弁してもらう住民代表で代弁してもらう。そういう形で成り立ってい

るわけですから、だからそっちの部分もしっかりリーダーとして指導力を発揮していか

なきゃいけない部分というのがあるということを忘れないでもらいたいわけです。 

その前段の理想の部分は同じ思いですけれども、もう１つしっかり住民から付託され

ているんだという意識を持ってもらって、そっちをやりながらいかないと片手落ちにな

ってしまうよということを 初に結論から申し上げておきたいなと思うわけです。 

次の質問に移っていきたいと思いますけれども、そういう中で、その町が抱えている

課題をどう認識しているか、その解決に向けてというような質問を箇条書きにしていま

したけれども、これも川瀬議員とか聞いていただいております。 

その答弁で、町長が大きく要するにいっぱいあるんで、ここで言ったら大きく絞って

言えば３つだということで挙げられました。それはいいです。行政訴訟の関係と後利用

の様々な関係、自治組織のってこれはいいんですけれど、そのたくさんある課題をそれ

はなんですかというのを聞きたいわけなんですよ。住民も、私も、そういう課題意識を

町長がどういうふうに持っておられるかというのを聞きたいんです。聞きたいし、それ

に対応する対策を聞きたいんです。 

そういうのがこの方針に示されているのかなと思ってお聞きしたりみると、そういう

のはあまり出てないんですよね。そこが一番聞きたいところなんです。 

今日も時間が経過していますけれど、確かにいちいち挙げてもらって、それで議論し

ておったら時間足りないんですけれど、だからこういうところに示していただいて、こ

ういう方針でこういう施策をとっていきますというのを示してほしいなと。 

就任当時から、私も一般質問でも具体性に欠けているよと。持っているんなら挙げて

くれということを再三言ってきました。今回、来年度予算の案を提出するときに出され

るこの令和２年度の施政方針、この中に盛り込まれてほしいなと期待していたんですけ

れど、また今回もそういう部分については載っていない。 

そして、答弁はこの課題の部分についても同じく住民と話をしていく。これでは、期

待外れになってしまうんですね。先ほど言った付託されている部分が片手落ちかなと、
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そんなふうに思うわけであります。 

それで、この施政方針の中からいくつか聞いていきたいと思いますが、残りも半分過

ぎてしまいましたが。 

職員に大まかなことを指示してやっていくという、そういうやり方だということもこ

れにも書かれていますし、そして指示をして、事業全般にわたって精査して予算編成し

たということでした。 

今回、その精査して出された来年度予算案は、各委員会で否決されましたね、それで

修正されました。こういうことは今までないようなことかなと、めったにないことかな

と、近年ないかなと思っているんですけれど、どうしてこういうふうになっちゃったん

でしょうかという町長の見解をまずお聞きしたい。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 質問にお答えをいたします。 

今回、確かに各常任委員会で当初予算、否決をされて修正案という形で出させていた

だいたところでございます。 

私、その中でも確か申し上げておるので、やはり原因として議会の皆様とのもう少し

情報共有ができていなかったということは散々ご指摘をいただいているところでござい

ます。 

また、改善策として全員協議会と今後定例会をしていきながら、町ともう少し距離を

詰めていかなければならないということが一番の原因だったと思っております。 

また、たくさんある中で、やはり細かいところまでのきっちりとした目が届いていな

かったということがもう１つの原因だと思っております。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 原因を述べていただきましたけれども、そういうふうに町長が述べられ

たとおりのことを事前に我々は先に申し上げておったはずです。議論がなくて、いきな

り提案ではこういう結果になる恐れがありますよということは事前に言っていたわけな

んですけれども、どうしてやっていただけなかったんでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをいたします。 

議題にもよるんですが、ずっと提案してきたものもございますし、やはりここに来て

だんだん動いてきたというものもございます。 

タイミングとして、出し方の中なんですが、ちょっと委員会の中でもございました。
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やはりあまり固まってないうちで出してしまうと、それがその本当にやるのかどうかも

わからない状態で出すというのも難しいところで、ある程度詰めてからとなりますと、

場合によっては難しいタイミング的に急になるというところもございます。 

具体的に申しますと、今回ギガスクールと言って、各小中学校に全員にタブレットを

というような整備でございますが、国から示されて、今年度の補正予算に載せてほしい

というような話をお示しをいたしました。やはりそれもタイミング的に話が上がったの

が年明けてからでございますので、急になってしまったというようなところもございま

す。ただ、ずっと暖めてきた中で、先ほども少しありました雲南市への視察等は、もう少

し早く出せたものとして反省をしておるところでございます。 

ので、ものによってでございますが、やはり提案とか緊密な連携がとれてなかったと

いうところは多々あるところかなと思っております。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） ここで町長に言っておきたいと思いますが、町長の言葉の中で多々ある

のが、今もありましたけれど、その決まってない部分でだからまだ出せないとかいらな

いという部分がしょっちゅうあるんですね。多々何回も聞いているんですよ。 

今回決めて出した予算案がボロボロなわけですよ。 

そういう考え方は、改めた方がいいと思います。決まったものが完璧なら、我々議員

が言うことは何もないという案ができてくればいいかと思いますけれども、そうじゃな

いと思います。我々も住民代表で考え持っているんだから、そういうのを盛り込みなが

ら、みんなが納得できる案を議論して作るんじゃないでしょうかね。それを決まってな

いのでまだ出せません。 

そして、何も相談しなんで新規事業なり、載せてきたのが今回の来年度予算じゃない

ですか。だからこういう問題が起こっているわけですよ。否決というような。そこをし

っかり認識していただきたい。 

はっきり言って国の予算委員会じゃないですけれど、どんな事業も予算が関連してく

るわけですよ。町長が決めるわけじゃないです。決まったら出すとか、そういう認識は

改めた方がいいんじゃないかなと私は思っておりますけれど、町長はいかがですか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） すいません、言葉の中で確かに語弊がありますね。 

決まったらというのは、決定、議決をされるのは皆様で私は提案の方でございますの

で、そこは確かに認識のちょっと思い違いでございました。 
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○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 議論なしで予算案をいきなり出すというのは、自分たちが決めてこれで

いいんだということを示しているということと同じなんですね。事前に何も協議がない

中で提出してくるという、これは非常に行政運営にも影響してきますよね。予算が通ら

ないなんていうことになれば。そういうことをしっかり考えた上で、行政運営がうまく

いくためには議会の理解も得て、住民の理解も得て、進めていくというのがいいわけで

すから、しっかり議会とも協議をしたり、住民の意見も聞いたり、事前に、そうしていい

ものを作り上げていっていただきたいなと申し上げておきたいと思います。 

今のやり方では、うまく進んでいくとは思えないと私は考えております。 

総括質疑でも質問させていただきましたが、減額補正がなぜこんなに起きるのか。そ

うしたら町長の答弁は、「ある程度余裕を持たせた予算にしておかなきゃいけないからだ」

という答弁がありましたけれども、結局ここの部分も総括の中で見ていっても、補正予

算の事業の中で６月に補正しますからなんていうのがすぐに答弁して返ってくる。精査

された予算になってないからなんですよ。だから減額補正なり、補正がたくさん出てく

るわけですよ。 

その認識を町長、「精査している」って言いますけれど、この間の副町長の答弁の中に

も町長忙しいからその部分は私が代わってしっかりやっているということでしたけれど

も、町長ね、やっぱり町長に期待している部分はやっぱり外交も大変ですよ。外務大臣

じゃないけれども、町長という立場いろいろあるし、いろいろ忙しいけれども、今の松

川町はそういうところにも政策だとか、事業計画とかそういう部分にも、一歩町長踏み

込んで、大変だけれど、関わっていかないと、町長が言われている大方針だけ指示を出

して、そういうやり方でないという、そのやり方でうまくいけばいいですけれど、その

やり方でうまくいっていないのが現状だということを認識してほしいわけです。 

町長、もう一歩踏み込んで大変だけれど、いかないと、いろんな様々なミスの部分だ

とか、改革の部分だとかが進んでいかないわけですよ。 

前町長が、「私は言っているんだけれど、なかなかことが進まない」という答弁をした

のは頭の中にずっと残っているんですけれど、指示をしているだけでは言い方を変える

と丸投げなんですよ。それで回っていけばいいですよ。そこのところを私は申し上げた

いなと思っておるわけです。 

町長の考えていることとか、理想としていることもよくわかるけれども、これが現実

なんだということで大変だけれども、町長一歩踏み込んでやってほしいなと思います。 
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用意していたものがいっぱいあるのにどんどん過ぎてしまいました。 

１点、消防団の話ね、いっぱい議員から出ましたけれど、私パンフレットというかあ

れ作れっていって、できないんですか。できてないんですか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） パンフレットの話をお答えさせていただきます。 

提案いただいた時点で、ほぼほぼ勧誘が終わっておりましたので、今、次年度に向け

てということで、先ほど答弁の中でしたかな、用意をさせていただきますので、それは

本当にいいご提案だと思いましたので。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 12 月に申し上げたんですけれども、間に合わなかったということですか

ね。 

町長、「次年度に向けて」って言われました。そのいつまでにというのはとっても大事

なことだと思います。 

来年度の募集をするまでにはということは、もう 12 月の前にはできているくらい。成

人式のときとか、そういうときには間に合うようなぐらいに、しっかりそこで指導力を

発揮して、そのリーダーというのは改革者とかそういう意味もあって、指導者でもある

んです。そういう意味も持っているんです。だからしっかりそこをやっていただきたい。

さっきも言ったように一歩踏み込んでお願いしたいと思います。 

あと持続可能な農業のところ。町長、若武者と一緒にやっているころからもうかる農

業とかって言っていたけれど、これがなかなか具体的になっていないかなって思うんで

すけれど、その点とか後継者問題どんなふうに考えていますか。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

農業の後継者問題、確かにそういう話をしたと思います。なぜかという話でございま

すが、魅力がないとなかなか継ぐ気になれないという中で、例えばもうかっているから

帰ってくる、あるいは父親が楽しそうにやっているから帰ってくる、母親が楽しそうに

やっているから帰ってくるというようなことにしていかないと、なかなかただ補助金を

付けて楽だとか、そういうのではなく、本当に仕事としてやりがいがある農業を作ると

いうのが、一番後継者が帰ってくるための要件だと思っております。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 後の方に終わりにという町長のところに、「その将来に向けてやるべき
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ことをすべきことを確実に実行していかなければならないと認識している」と書いてあ

るんですけれど、そのすべきことというのはなんなのかということが書かれてないんで

すよ。それはそういうのを書いてほしいんですけれど、すべきこととはなんでしょう。 

○議長（米山俊孝） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） お答えをさせていただきます。 

自治会の持続可能なというのが、今回１つのテーマとなっております。 

一番 初の方に多分絡めて私書いたんだと記憶をしておりますが、やらなきゃいけな

いことを冒頭に書いておいて、それを受けて終わりにやったような気がします。 

本当に地方自治、なかなか持続可能性というテーマは、どこでもかしこも聞かれるよ

うになっております。松川町でもやはり地域を歩いていると、自治会の運営自体が厳し

いという話を聞いております。そこを私たちの手でなんとかしていかなければならない。

それがまずは地域のためにすべきことというようなところで受けております。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） すべきことをしっかりうたってほしいなと思います。 

さらにと続くんですけれども、「持続可能な町政運営のために」ってということで書か

れています。「行政のスリム化等取捨選択やリニューアルが重要と考えている」と書いて

あるんですよね。それで、町長もさっき言われた「２年間かけてやっていく」と言ってい

ましたけれど、２年間じゃあ遅すぎると思います。もっとスピーディーにやらなきゃ。 

そして、ここに取捨選択ってありますよね。「ただし、切り捨てるのが目的でなく、あ

くまで」ってちょっと書いてあるんですけれど、確かに切り捨てるのスリム化のために

目的じゃないと思うんですけれどね。これよく読むと切り捨てるのは目的じゃないけれ

ど、手段でしょ。手段なのかなって読めるんですよ。 

さっと読むとそれきり捨てるのが目的じゃないのかなってとれるけれど、そういうふ

うにも読めるということは言っておきたいと思いますし、スリム化する前にやっぱりや

ってほしいのは、その町長が思っているのは、職員負担の軽減というのも念頭にあると

思うんですよ、さっきも言われましたけれどね。職員負担。そういう中で、人員が増やせ

ない中、やっぱりスリム化して、軽減して、うまく回していくということも考えている

のかなと思いますけれど、ぜひやってほしいのはやっぱり効率化の部分だと思います。

さっきも言ったように、ぱっとＩＴを使って効率化できる部分だとか、車検切れ問題の

ときにも言いましたけれど、ああいうこともすぐやってもらいたいと思うんですよ。チ

ェックできるように。そういうことを申し上げておきたいと思います。 
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後に青年の家の部分について、時間がなくなってきてしまいましたけれど、青年の

家の後利用については、４月に方針出すって言っていましたけれど、やっぱり住民の意

見しっかり聞いてください。検討委員会も立ち上がっていないし、あれ町の財産ですよ

ね。どう活用できるかということを例えば元気センターでもいいし、特養でもいいし、

前に出た避難所、防災倉庫としてだって活用できる。そういうあらゆる利用を検討した

上で駄目なら除却でも結構、取り壊すでもいいと思いますけれど、そういう期間を設け

るべきだと思います。 

で、とりあえず雨漏りだけ修理しておいて、じっくり検討していく、これが大事じゃ

ないかなと思っております。 

駆け足になってしまいましたけれど、一応申し上げたいことはなから申し上げました

ので、以上をもちまして私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 黒澤哲郎議員の質問を終わります。 

通告のありました一般質問は、以上で終わります。 

 

散 会 

○議長（米山俊孝） 以上をもって、本日の日程は全部終了しました。 

これにて散会といたします。 

 

午後４時４５分 散  会 



 

 

 

 

 

令和２年 松川町議会 第１回定例会 

（第 ２１ 日 目） 
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令和２年第１回松川町議会定例会会議録 

（ 第 ２１ 日 目 ） 

 

 

令和２年３月２３日（月曜日）    午後３時００分 開議 

 

 

開議宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 議案第１２号 令和元年度松川町一般会計補正予算（第４回）について 

第 ２ 議案第１３号 令和元年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）に

ついて 

第 ３ 議案第１４号 令和元年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回）につ

いて 

第 ４ 議案第１５号 令和元年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第４回）につい

て 

第 ５ 議案第１６号 令和元年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第３回）に

ついて 

第 ６ 議案第１７号 令和元年度松川町水道事業会計補正予算（第２回）について 

第 ７ 議案第１８号 令和元年度松川町下水道事業会計補正予算（第３回）について 

第 ８ 議案第１９号 令和２年度松川町一般会計予算について 

第 ９ 議案第２０号 令和２年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について 

第１０ 議案第２１号 令和２年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について 

第１１ 議案第２２号 令和２年度松川町介護保険事業特別会計予算について 

第１２ 議案第２３号 令和２年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算について 

第１３ 議案第２４号 令和２年度松川町発電事業特別会計予算について 

第１４ 議案第２５号 令和２年度松川町水道事業会計予算について 

第１５ 議案第２６号 令和２年度松川町下水道事業会計予算について 

第１６ 請願・陳情の審査 
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陳 情 １ 妊婦を対象とした歯科健康検査の実施を求める陳情 

陳 情 ２ 「 低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求

める陳情 

陳 情 ３ 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める陳情 

第１７ 発議第 １号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書の提出につ

いて 

第１８ 総務産業建設常任委員会の調査中間報告について 

第１９ 継続審査・調査について 

第２０ 町長あいさつ 

閉会宣告 

 

出席議員  １３名 

（別表のとおり） 

欠席議員  １名 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のために会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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午後３時００分 開 議 

開議宣告 

○議長（米山俊孝） 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから令和２年第１回

松川町議会定例会を再開いたします。 

なお、本日、佐藤議員より、欠席の届けが出ております。 

 

議事日程の報告 

○議長（米山俊孝） 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおりであります。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。 

大島代表監査委員の出席をいただいております。 

株式会社チャンネル・ユーのケーブルテレビの生中継を許可してあります。 

 

日  程 

＝＝＝ 日程第１ 議案審議 ＝＝＝ 

◇ 議案第 12 号 令和元年度松川町一般会計補正予算（第４回）について 

◇ 議案第 13 号 令和元年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）について 

◇ 議案第 14 号 令和元年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回）について 

◇ 議案第 15 号 令和元年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第４回）について 

◇ 議案第 16 号 令和元年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第３回）について 

◇ 議案第 17 号 令和元年度松川町水道事業会計補正予算（第２回）について 

◇ 議案第 18 号 令和元年度松川町下水道事業会計補正予算（第３回）について 

○議長（米山俊孝） 日程第１、議案第 12 号、令和元年度松川町一般会計補正予算（第４回）

について、日程第２、議案第 13 号、令和元年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第４回）について、日程第３、議案第 14号、令和元年度松川町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第４回）について、日程第４、議案第 15 号、令和元年度松川町介護保険

事業特別会計補正予算（第４回）について、日程第５、議案第 16 号、令和元年度松川町

保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第３回）について、日程第６、議案第 17 号、令和

元年度松川町水道事業会計補正予算（第２回）について、日程第７、議案第 18 号、令和

元年度松川町下水道事業会計補正予算（第３回）について、議案第 12 号から第 18号の

令和元年度各会計補正予算につきましては、審査を各常任委員会に付託してあります。

その結果を順次報告をお願いいたします。 
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はじめに総務産業建設常任委員会の報告を間瀬重男委員長。 

○総務産業建設常任委員長（間瀬重男） 総務産業建設常任委員会の報告をいたします。 

本定例会において、総務産業建設常任委員会に審査を付託されました令和元年度松川

町一般会計補正予算（第４回）、令和元年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第

３回）、令和元年度松川町水道事業会計補正予算（第２回）、令和元年度松川町下水道事

業会計補正予算（第３回）について、３月 10 日・11 日の両日に委員会を開催し、理事

者、関係課長、係長の同席を求め、慎重に審査をいたしました。主な審査の内容と結果

を報告いたします。 

まず、一般会計補正予算です。 

「補正予算が通って、３月施行されるとどのくらい不用額が出るのか」との質問に「繰

越金がどれくらいになるかという質問かと思うが、一概には言えないが、60 億円くらい

の予算規模でやっていくと大体１億円弱ぐらいが不用額となる」との答弁でした。 

次に、特別会計補正予算です。 

保養宿泊施設バス購入費 300 万円、収入減の中で本当に補正で買わなければならない

状態かについて質問がありました。「送迎に清流苑３台のマイクロバスを動かしており、

１台が桑園横断線での事故で廃車になり、２台で動かしており、土日に関してはバスが

５台ほどいるが、町のバスを借りて運行している現状で、レンタルとかリースも考えた

が、バスの稼働率からすると買った方が良い。今、新車で買うということは非常に厳し

い。中古を探す中、距離数も少なくて、程度も良いのものが出たので購入した。コロナ

ウイルス問題で大変お客様が少なくなり、仕方ないが、購入当初はこんなことは考えて

いない。今後、通常業務に戻ったときには、完全に足りなくなり、現場での運用という

のは非常に厳しいものがあり、ご理解をいただきたい」との答弁でした。 

水道事業会計補正予算と下水道事業補正予算については、質問がありませんでした。 

審査を終結し、議員間討議を行い、採決を行いました。各補正予算とも賛成多数であ

り、当委員会では原案どおり認めることが妥当と決しましたので報告いたします。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 次に、社会文教常任委員会の報告を松井悦子委員長。 

○社会文教常任委員長（松井悦子） 社会文教常任委員会の報告をいたします。 

本定例会において、社会文教常任委員会に審査を付託されました令和元年度松川町一

般会計補正予算（第４回）、令和元年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

回）、令和元年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回）、令和元年度松川町
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介護保険事業特別会計補正予算（第４回）について、３月６日・９日の両日委員会を開

催し、理事者、関係課長、係長の出席を求め、慎重に審査をいたしました。主な審査の

内容と結果を報告いたします。 

まず、一般会計補正予算です。 

未熟児医療費の 99万円について質問がありました。「増の理由は、通常１～２か月で

退院するケースが多いが、長期にわたる入院が多いことによる」との答弁がありました。 

「予防総務費の訪問保健師の賃金199万９千円だったのが50万円減になっているのは

なぜか」という質問がありました。「これについては、３年間１回も受けない人が 300

人いるが、電話、置き手紙などで連絡をとり、ほぼ手を尽くし終えたため」との答弁が

ありました。 

また、総合健診の減額 250 万円についても質問があり、「うち 100 万円は婦人科検診の

減。150 万円は、総合健診の減である」との答弁がありました。 

「小学校管理費の需要費 140 万円の減について、電力会社を変えたとのことだが、ど

ういうことか。北小や中学校はどうなのか」との質問がありました。「電気購入を中電か

ら稲葉クリーンセンターで発電している電気に変えたことにより、北小が 10 万円、中央

小 38 万円、中学校 25万円ほどの減少となっている」との答弁がありました。 

「予備費が 938 万９千円と大きいが、各課からの減額補正の理由は何か」との質問が

ありました。「各課には、50 万円以上の不用額があれば出してもらうようにお願いした。

歳入と歳出の収支の中で、予備費に 938 万円余を計上した」と答弁がありました。 

公民館費社会教育指導員の賃金減 70 万円について「空席ができたり入れ替わりが多い

と聞くが、実際はどうなのか」との質問があり、「現在の方は昨年８月から。その前は

30 年７月に退職で、１年３か月勤務。その前は２年だった」との答弁がありました。 

次に、特別会計です。 

国民健康保険事業特別会計については、質問がありませんでした。 

後期高齢者医療で、「国保から移る人はどのくらいか」との質問に「150 人ほどで加入

者数は 2,038 人である」との答弁がありました。 

介護保険事業特別会計では、「水曜クラブの賃金が減だが、なぜか」との質問があり、

「水曜クラブは今年度で終了する。平成 28年に総合事業ができ、そちらへだんだん移行

したことによる」との答弁がありました。 

「居宅介護サービス給付費が 500 万円減だが、原因は何か」との質問があり、国では

地域包括ケアシステムということで、在宅での介護を進めているが、現状は施設志向が
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強いのが実情であり、予想より減額になった」との答弁がありました。 

審査を終え、議員間討議を行い、採決をしました。 

採決では、全員賛成であり、当委員会としては各補正予算案とも原案どおり認めるこ

とが妥当と決しましたので報告いたします。 

○議長（米山俊孝） 各常任委員会の報告を終わります。 

ただいまの報告について、質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

米山郁子議員。 

○１番（米山郁子） 私は、令和元年度松川町保養宿泊施設特別会計補正予算（第３回）につ

いて反対いたします。 

理由といたしましては、まず一般会計からの繰り入れでの購入である点。それから地

元業者を利用していない点。それから令和元年の売り上げが昨年度対比 2,600 万円減で

あり、３月のコロナによるさらなる減額が見込まれる点。それから１月 29 日に入札が完

了しており、専決と同等である点。 

以上の４点から反対いたします。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ないと認めますが、議案第 16 号反対討論ございましたので、

それぞれ一括採決を行うこと、該当案件のみ１本の採決を行います。 

それではまず 初に日程第５の議案第 16号、令和元年度松川町保養宿泊施設事業特別

会計補正予算（第３回）について、賛成の方のご起立をお願い申し上げます。 

（起立 11名） 

○議長（米山俊孝） 賛成多数であります。 

よって、議案第 16号、令和元年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第３回）

について議決されました。 

それではそれ以外の議案ですね、議案第 12 号・議案第 13 号・議案第 14 号・議案第

15 号・議案第 17 号・議案第 18 号、以上につきまして、一括の採決を行いたいと思いま

す。 

異議ございませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） それでは 12号から 18 号のうち 16 号を除いたものにつき、賛成の方の起

立をお願いいたします。 

（起立 12名） 

○議長（米山俊孝） 全員起立であります。 

各委員長の報告のとおり、決定することになりました。 

補正予算令和元年度松川町一般会計補正予算（第４回）について、議案第 13 号、令和

元年度松川町国民保険事業特別会計補正予算（第４回）について、議案第 14 号、令和元

年度松川町後期高齢者特別会計補正予算（第４回）について、議案第 15号、令和元年度

松川町介護保険事業特別会計補正予算（第４回）について、令和元年度松川町保養宿泊

施設事業会計補正予算（第３回）について、議案第 17 号、令和元年度松川町水道会計補

正予算（第２回）について、議案第 18号、令和元年度松川町下水道事業会計補正予算に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第 19 号 令和２年度松川町一般会計予算について 

◇ 議案第 20 号 令和２年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について 

◇ 議案第 21 号 令和２年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について 

◇ 議案第 22 号 令和２年度松川町介護保険事業特別会計予算について 

◇ 議案第 23 号 令和２年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算について 

◇ 議案第 24 号 令和２年度松川町発電事業特別会計予算について 

◇ 議案第 25 号 令和２年度松川町水道事業会計予算について 

◇ 議案第 26 号 令和２年度松川町下水道事業会計予算について 

○議長（米山俊孝） それでは続きまして日程第８、議案第 19号、令和２年度松川町一般会計

予算について、日程第９、議案第 20 号、令和２年度松川町国民健康保険事業特別会計予

算について、日程第 10、議案第 21 号、令和２年度松川町後期高齢者医療特別会計予算

について、日程第 11、議案第 22 号、令和２年度松川町介護保険事業特別会計予算につ

いて、日程第 12、議案第 23 号、令和２年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算につ

いて、日程第 13、議案第 24 号、令和２年度松川町発電事業特別会計予算について、日

程第 14、議案第 25 号、令和２年度松川町水道事業会計予算について、日程第 15、議案

第 26 号、令和２年度松川町下水道事業会計予算についてを議題といたします。 

議案第 19号から第 26 号の令和２年度各会計予算につきましては、審査を各常任委員
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会に付託してあります。その結果を順次報告をお願いいたします。 

はじめに総務産業建設常任委員会の報告を間瀬重男委員長。 

○総務産業建設常任委員長（間瀬重男） 総務産業建設常任委員会の報告をいたします。 

本定例会において、総務産業建設常任委員会に審査を付託されました令和２年度松川

町一般会計予算、令和２年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算、令和２年度松川町

発電事業特別会計予算、令和２年度松川町水道事業会計予算、令和２年度松川町下水道

会計予算について、去る３月 10 日・11 日両日に委員会を開催し、理事者、関係課長、

係長の同席を求め、慎重に審査をいたしました。 

主な審査の内容と結果を報告いたします。 

まず、一般会計予算です。 

観光まちづくりセンターの事業について、「今年も昨年同様、全部まちづくりセンター

に委託するのか、また、ハード事業か、ソフト事業か」との質問がありました。「3,400

万円は、センターに委託する金額で、うち 330 万円は生涯学習課の方で担当している。

外遊びプロジェクトの関係で産業課観光課分は 3,070 万円ですべてソフト事業」との答

弁でした。 

商工費の地域おこし協力隊員の報酬について、仕事内容の質問がありました。「協力隊

集落支援員の活動費の計上で、現在活動している方の継続と新井商店街の再生やシード

ルの会、ふるさと山の会等の会議や主要な方の聞き取り調査を行い、賑わい創出部分で

関わっていきたい」との答弁でした。 

商工費の観光地域づくり推進事業の１つとして、ツリードーム移設工事が 850 万円、

農家民泊の会の設立準備 100 万円について質問がありました。「ツリードームの移設工事

の 850 万円、内訳の方は移設に伴い、移設地に電気等の整備が必要で 200 万円。トイレ

等の整備 650 万円という内訳で、農家民泊について委託費として 100 万円計上。観光ま

ちづくりセンターで今の南信州観光公社の方では農泊をしているが、棲み分けをするこ

とで大人の個人客というものの受け入れを目指して考えている」との答弁でした。 

次に、デマンド実証運行支援業務 100 万円と２年度運行計画の質問に、「１月から生田

循環生田地区の午後の２便、１月から６月 30 日までを実証運航の期間で、今後の予定は

実証運行を見極める中で、７月１日より本格運行を目指したい。デマンド生田便１年間

の運行の予算である」との答弁でした。 

次に、総務一般管理費の中に下伊那郡町村会の負担金が 470 万円、広域で 1,400 万円、

北部組合で 200 万円としているが、今後の町村会の存続について質問がありました。「町
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村会の是非について、長い間話し合いをした経緯がある。13町村大小あり、似たような

悩みを抱えながらやっている町村があり、首長の中でも若手何人かは町村会の是非に疑

問もありながらもう少し利用しなければいけない話の中、賛否両論経論で、できればど

っちを使っても良いのでは」との答弁でした。 

次に、特別会計予算です。 

保養宿泊施設事業特別会計について、清流苑コロナウイルス問題で客数減少による従

業員の雇用確保について質問がありました。 

「一番手が空いてしまうのは、仲居と調理師になるが、仲居については当初から教育

委員会との話で、毎日１人か２人、児童館の方へ派遣している。また、プールの塗装や

目地修理作業や磨き作業を男での人にお願いし、今までできなかったことで仕事を作っ

ている」との答弁でした。 

水道事業会計について、上水道整備事業の中で、福与部奈地区への送水管布設委託料

550 万円について質問がありました。「委託料は、着工から竣工までの施工管理で、変更

があった場合の変更設計まですべて含まれている」との答弁でした。 

下水道事業会計について、下水道委託料、処理場の各管理業務で公共と農集排同じ業

者に委託をしているのか。また、業務内容について質問がありました。 

「公共、農集で委託業者は異なる。公共は、中央建設株へ令和２年度までの３年間の

複数年契約で委託している。農集は、長野県土地改良事業団体連合会へ単年度契約で委

託している。委託内容は、公共が管路施設、処理場運転管理、薬品と調達等を含めた包

括委託管理。農集は、処理施設５カ所の運転管理と薬品調達」との答弁でした。 

審査を終結し、議員間討議を行い、再質問のあと採決を行いました。 

令和２年度特別会計事業予算について、先に採決を行い、各事業とも賛成多数で採択

となりました。 

一般会計予算について、「観光費観光地域づくり推進事業費の委託事業や工事請負費等

の過剰な予算立てがされている」との意見が多数あり、採決の結果、全員反対で不採択

となりました。 

その後、令和２年度一般会計予算について協議したところ、審査の結果、当委員会議

員により一部修正案が委員長に提出されました。修正の内容は、議案第 19 号、令和２年

度一般会計予算、お手元に提出配布の 82ページ観光費について、一部を次のように修正

するものです。ご覧をいただきたいと思います。 

このことから、令和２年度一般会計予算は、修正案をもってして採決した結果、賛成
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５、反対１で採択されましたので報告いたします。 

以上であります。 

○議長（米山俊孝） 次に、社会文教常任委員会の報告を松井悦子委員長。 

○社会文教常任委員長（松井悦子） 社会文教常任委員会の報告をいたします。 

本定例会において、社会文教常任委員会に審査を付託されました令和２年度松川町一

般会計予算、令和２年度松川町国民健康保険事業特別会計予算、令和２年度松川町後期

高齢者医療特別会計予算、令和２年度松川町介護保険事業特別会計予算について、去る

３月６日・９日両日に委員会を開催し、理事者、関係課長、係長の出席を求め、慎重に

審査をいたしました。主な審査の内容と結果を報告いたします。 

まず、一般会計予算です。 

「上片桐支所の防犯カメラはどのような場所に設置するのか」との質問がありました。

「防犯カメラは、不法投棄防止用のカメラを借りて１台設置しているが、今回は解像度

の高い夜でも映せるものを駐車場と入り口に２台設置する」という答弁がありました。 

人間ドックへの補助金 30 万円について質問がありました。「健診率向上と窓口での保

健指導を目的に個人で人間ドックを受ける人に１人１万円を上限に支給する。30 人分を

計上した」との答弁がありました。 

旧青年の家管理費 436 万６千円について、「旧林檎屋本舗へ観光まちづくりセンターが

移転をしたにもかかわらず、なぜ旧来同様の予算が計上されているのか」との質問があ

りました。「青年の家は、観光まちづくりセンターに委託するツリードームのバックヤー

ドとしての機能を持たせることから、昨年度の利用状況で算出したが、執行段階で精査

をしていきたい」との答弁がありました。 

児童館費の構成員報酬 1,657 万８千円について、「足りているのか」との質問があり、

「名子児童館７人、上片桐児童館６人で計上した。足りない時期には、人材派遣を利用

して対応していく」との答弁がありました。 

図書館講演会講師ほかの 215 万円２千円について質問がありました。「図書館部員費

180 万２千円、講演会講師料 35 万円である。昨年と比べて若干増えているのは、休日業

務や日曜日の職員を少し増やしたいと考えているためである」と答弁がありました。 

日赤病院への補助金１億円について、今後の見通しと考え方について質問がありまし

た。「松川町が日赤病院へ１億円を補助すれば、その８割を国が交付してくれるという仕

組みになっている。国の今後の動向については、現時点ではわからない。ただ、町とし

ては、地域の中核病院であり、なくすわけにはいかないと考え、補助は続けていく考え
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だ」との答弁がありました。 

教育管理費委託料臨時運行バスほか 524 万４千円について、「臨時バスとはどのような

ものか」との質問がありました。「生田路線と部奈線、それぞれに 26 回分を計上した。

さらに部奈から福与のプールまで臨時バスを走らせる。通常のバスでは拾いきれない卒

業式、入学式、イベントの際にバスを運行するもので、一回につき生田線 24,200 円、部

奈線 23,100 円、福与線が 27,000 円となっている。ジャンボタクシー代 370 万円が含ま

れる」との答弁がありました。 

ホストタウン観戦ツアーについて質問がありました。「まず、観戦ツアー委託費は、バ

ス代 40 万円、運転手委託費 54,000 円である。ホストタウン自治体にオリンピック 30

枚、11 万 5,000 千円とパラリンピック 30 枚、84,000 円が優先的に渡され、消耗品費に

含まれている。小学生とボランティアスタッフを中心に連れて行きたいと考えている」

と答弁がありました。 

「保育園の未満児が増えているが、来年は何人くらいか」との質問があり、「上片桐保

育園 22 名、大島保育園 18 名、名子中央保育園 25 名、双葉保育園 25 名、福与保育園４

名、町外保育所４名である」との答弁がありました。 

次に、特別会計について報告をいたします。 

介護保険事業の老人福祉センター代替施設使用料 65 万７千円について質問がありま

した。「４月からコミュ・カフェについては、上片桐改善センターと上片桐地区公民館に

移転する。出張デイサービスは社会福祉協議会に。エコール親愛は宗源原の民家に移転

する。４月からは、耐震性に問題がある老人福祉センターは基本的には使用しない」と

の答弁がありました。 

国民健康保険事業と後期高齢者医療については、質疑はありませんでした。 

審査終了後、耐震工事が終了した町民体育館とハローミヤ跡地の現地調査をしました。 

議員間討議の後、再質問を行い、採決をしました。 

採決前の討論では、「旧青年の家管理費について、精査が足りず、過剰な予算立てがさ

れている」との意見が多数あり、採決の結果、賛成１、反対５で不採択としましたが、

その後、当委員会議員より一部修正案が委員長に提出されました。修正の内容は、議案

第 19 号、令和２年度一般会計予算、107 ページの青年の家管理費をお手元の資料のとお

り修正するものです。 

このことから、令和２年度一般会計予算は、修正案を持ってして採決した結果、全員

賛成であり、採択されましたので、ご報告いたします。 
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ちょっと記入が落ちておりましたが、特別会計予算案については、すべて採択となり

ましたのでご報告をいたします。 

○議長（米山俊孝） 間瀬議員。 

○総務産業建設常任委員長（間瀬重男） 先ほどの総務産業建設常任委員会で報告漏れがござ

いましたので、報告をさせていただきます。 

先ほどの総務産業建設常任委員会の末尾で報告漏れがございました。ただいまからそ

の分についてご報告申し上げます。 

議案第 19号、令和２年度松川町一般会計予算について、第１条中お手元の資料にもあ

ると思いますけれども、60億 5,300万円を60億 4,125万円と改めるものでございます。 

以上、報告漏れについてお願いをいたします。 

○議長（米山俊孝） 各常任委員会の報告を終わります。 

ただいまの報告について、質疑ありませんか。 

黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） まず、１点目でありますけれども、両委員長に質問をいたしますが、報

告の中に採決の結果、採択とか不採択というふうに報告をいただいておるんですけれど

も、否決、可決という、そういう認識でよろしいのかどうか、まずそれ１点目としてお

伺いをいたします。 

２点目は、総務産業建設常任委員会にお伺いをしたいと思いますけれども、当初予算

総務費に一般会計で総務費に防災備蓄倉庫の予算が計上されておりました。総括質疑で

も私質問をさせていただいていたわけですけれども、報告の中には、その防災倉庫に関

する質疑等の報告がございませんでしたが、どのような質疑、議論をされたのかどうか、

お伺いをしたいと思います。 

３点目であります。町側から提出された一般会計について、採決の結果、全員反対と

いうことで、否決ということになり、修正をされたということであります。その部分は、

観光費、観光地域づくり推進事業費の委託事業や工事請負費等に過剰な予算立てがされ

ているとの意見が多数あったということでありますけれども、どんな議論があって、ど

のように資料は添付していただいておるんですけれども、歳出、商工費のあたり、ここ

のところ、どういう部分が問題で、どういうふうに減額したのかというところ、もう少

し説明をいただきたいなと思うわけです。 

それでないとその修正案、これでいいかどうかというのの判断がちょっとできかねま

すので、その部分についてご説明をいただきたいなと思います。 
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以上です。 

○議長（米山俊孝） それでは１点目の表現の問題ですけれど、自席で結構でありますので、

初に社会文教常任委員長の松井委員長の方から、それについて報告をお願いいたしま

す。 

松井議員。 

○社会文教常任委員長（松井悦子） 採択という言葉についてですが、不採択ということは否

決ということでありまして、採択というのは可決という、そういった意味で書かせてい

ただきました。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員、よろしいですか。 

総務産建、間瀬委員長。 

○総務産業建設常任委員長（間瀬重男） 総務産業建設常任委員会でもそのような表現をさせ

ていただきましたが、採択は可決で不採択は否決ということでございます。 

○議長（米山俊孝） それでは続きまして２番目の件につきまして、間瀬総務産業建設常任委

員長、防災倉庫の件ですけれど。 

○総務産業建設常任委員長（間瀬重男） 防災倉庫についても質疑が行われました。 

今回のこの委員長報告に載せてございませんが、ちょっと紙面とかそういう意味で載

せてございませんけれども、しっかり防災倉庫についてもまず委員会の前に現地視察を

行い、なぜかと申しますと、問題点は 初に提案されたのは現地のまま段差のある中で、

その建設を行う方法がございましたけれども、現地視察を行う中で、町の駐車場の平ら

と同じ高さに設計変更をする中で、工事を行っていくということで説明もあり、私委員

としても了解したということでございます。 

もう１点でございます。商工費の観光地域づくり推進事業のツリードームの移転工事、

そのほか修正をした部分でございますけれども、お手元の資料の 82 ページをご覧いただ

きたいと思います。そこに 82 ページの中程でございますけれども、ツリードームの中程

ちょっと下でありますが、ツリードーム移転工事で 850 万円計上されております。これ

について、すべてをゼロにすることでございます。 

それから農家民泊の会の設立準備ということで 100 万円計上されておりますが、これ

もゼロにするということでございます。 

それから策定業務が 800 万円ございますが、250 万円に修正をするということでござ

います。 

以上、３点というか、３つの修正をもって予算を修正したということでございます。 
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以上であります。 

○議長（米山俊孝） 間瀬委員長、理由を求められておったと思いまので。 

○総務産業建設常任委員長（間瀬重男） これらの理由については、やはりツリードームが

近移転を毎年のように行われているのではないか。それからその辺のことが主に議論を

されたということであります。それについて、町側としては、今の２カ所に分かれてい

るものを１つにまとめて、効率やら安全性を高めていきたいということでございました

けれども、そのツリードームに関して、その移転とかそういうのが頻繁に行われている

というか、その辺がなかなかお金もかかることであるし、その辺について議会としては、

委員としては理解ができない部分があるということであるということであります。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） １件目は了解をいたしました。 

２件目の総務費防災倉庫の件でありますけれども、視察をし、町側から段差のあるも

のを除いてフラットにするという話があったということで、委員会の方では了解したと

いうことであります。そういうご説明をいただいたわけでありますけれども、予算には

そういう費用が盛られていないわけであります。 

委員会から出された修正にも載ってはいないと思うんですが、そこら辺のところ、町

側が確実にやるということの認識でよろしいのかどうか。その予算はどのように計上さ

れるのでしょうか。そこら辺のところをお伺いをしたいと思います。 

○議長（米山俊孝） 間瀬議員。 

○総務産業建設常任委員長（間瀬重男） お答えをいたします。 

その点につきましては、当初 3,000 万円ということでございましたが、やはり段差を

なくしたり、また一部設計、平面図等の設計にも変更があるという中で、今後６月補正

とか、補正を持ってその辺の対応をしていきたいとの答弁がございました。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 段差をなくす工事については、当初予算には盛り込めなかったけれども、

補正等で対応しながら、段差をなくした形での防災倉庫を設置していくということでそ

ういう確認でよろしいでしょうか。 

○議長（米山俊孝） 間瀬議員。 

○総務産業建設常任委員長（間瀬重男） そのとおりに受け止めております。 

以上です。 
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○議長（米山俊孝） 黒澤議員、よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

川瀬議員。 

○３番（川瀬八十治） 私は、当初予算、また特会については賛成の立場でおります。 

１点だけ意見を述べさせていただきます。 

ただいま、黒澤議員の方から話がありましたように、防災倉庫の件でありますが、確

かに 60ｃｍのあれをフラットにするための予算、これについてはやはり本来なら計上す

るべきだというふうに思っております。 

それから図面を見る限り、あの図面では棚を置いたりいろいろすると、防災倉庫にふ

さわしくないような図面でございます。おそらく備品倉庫というような形ではないかと

思います。 

また、金額につきまして 3,100 万円の予算を盛ってあります。ここら辺については、

しっかりと今後検討していただくということをお願いしまして、賛成の立場であります。 

以上であります。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。 

黒澤議員。 

○７番（黒澤哲郎） 私も 終的には賛成せざるを得ないかなという形で意見を述べさせてい

ただきたいと思いますが、各常任委員会でしっかり議論をしていただいた。それによっ

て、当初町側から提出された予算案は、両委員会でともに否決をされ、町と調整を行い、

議会の修正案というような形で修正をされて、両委員会でその修正案が認められてきた

と、そういう経過であります。 

本当に今３月の定例会の中で行われたそれぞれの常任委員会、しっかりと議論がされ

た結果が報告をされたと思っております。 

それぞれの報告に対して理解をし、賛成、本来であれば、修正されなければ認めるわ

けにはいかないというような状況であったかと思いますけれども、修正されてきた案に

対して、賛成ということで意見を申し上げたいと思います。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論はございませんか。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） それでは討論ございましたけれど、反対討論ございませんでしたので、

採決を行います。 

議案第 19号から第 26 号について、各委員長の報告のとおり、決定することに賛成の

方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（米山俊孝） 全員起立であります。 

よって、議案第 19 号、令和２年度松川町一般会計予算について、議案第 20 号、令和

２年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について、議案第 21 号、令和２年度松川町

後期高齢者医療特別会計予算について、議案第 22 号、令和２年度松川町介護保険事業特

別会計予算について、議案第 23 号、令和２年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算に

ついて、議案第 24号、令和２年度松川町発電事業特別会計予算について、議案第 25号、

令和２年度松川町水道事業会計予算について、議案第 26 号、令和２年度松川町下水道事

業会計予算については、原案のとおり可決されました。 

 

＝＝＝ 日程第 16 請願・陳情の審査 ＝＝＝ 

○議長（米山俊孝） 日程第 16、請願・陳情の審査を議題といたします。 

陳情１・陳情３につきましては、社会文教常任委員会に審査を付託してあります。審

査の結果について報告をお願いいたします。 

松井社会文教常任委員長。 

○社会文教常任委員長（松井悦子） 陳情の審査と結果について、社会文教常任委員会。 

令和２年度第１回松川町議会定例会において、社会文教常任委員会に審査を付託され

ました陳情１、妊婦を対象とした歯科健康診査の実施を求める陳情、陳情３、医師養成

定員を減らす政府方針の見直しを求める陳情は、令和２年３月９日開催の委員会におい

て、慎重に審査をいたしました。 

まず、陳情１についてですが、妊婦が歯科健康検査を受け、適切な歯科健診や口腔ケ

アを行うことは、妊娠期の口腔内環境を整え、歯周病による出産時のリスクを予防し、

生まれてくる子どもの虫歯や歯周病予防にもつながる効果的な方法である。「妊婦健診に

歯科健診も加えて実施をしてほしいという陳情者の考えに賛同できる」との意見が多く、

採決の結果、全員賛成であり、当委員会としては陳情１を採択としました。 

次に、陳情３ですが、2022 年度以降の医師養成定員を減らすという国の方針は、現況
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の医師の過重労働、とりわけ地方の医師不足を正確に判断しておらず、地域医療の崩壊

につながるものである。 

長野県の医師数は、全国平均を大きく下回る中、医師の要請数が減れば長野県への医

師の誘致がますます難しくなる。地域医療が守られ、地域住民が安心して暮らせるため

には、医師養成数を減らすことがあってはならないとの意見が多数であり、採決の結果、

全員賛成であり、当委員会としては陳情３を採択といたしました。 

○議長（米山俊孝） 以上で陳情１・陳情３についての報告を終わります。 

これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 討論なしと認めます。 

陳情１、妊婦を対象とした歯科健康検査の実施を求める陳情について、社会文教常任

委員長の報告のとおり、採択することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（米山俊孝） 全員賛成であります。 

よって、陳情１、妊婦を対象とした歯科健康検査の実施を求める陳情については採択

と決定いたしました。 

続いて陳情３、医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める陳情について、社会

文教常任委員長の報告のとおり、採択することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（米山俊孝） 全員起立であります。 

よって、陳情３、医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める陳情については、

採択と決定しました。 

続いて陳情２につきましては、総務産業建設常任委員会に審査を付託してあります。

審査の結果について報告をお願いします。 

それでは陳情２について間瀬委員長、お願いします。 

○総務産業建設常任委員長（間瀬重男） 陳情２について報告をいたします。 

本定例会において、総務産業建設常任委員会に審査を付託されました陳情２、「 低賃

金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情について、去る３
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月 10 日に委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。審査の内容と結果を報告いたし

ます。 

「昨年６月定例会にも同じような陳情があったが、東京の 低賃金をもとに全国一律

に是正しようとする考えは現実的でなく、このところの世界的コロナウイルス問題で、

当地域の農業や産業の先行きにも不透明なこの時期に、 低賃金を大幅に上げるという

ことは、中小企業の支援拡充策等も明確でなく、また地域間格差をなくすということは

なかなか難しい」という多くの意見があり、採決の結果、全員反対で「 低賃金の改善

と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情２については、当委員会で

は不採択となりましたので報告をいたします。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） 以上で陳情についての報告を終わります。 

これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

松井悦子議員。 

○１３番（松井悦子） この陳情は、 低賃金の改善だけを求めているわけではありませんね。

中小企業支援の拡充を同時に求めておるわけであります。 

中小企業支援の拡充もそうすると総務産建の委員会のご意向ということであると、中

小企業の拡充も不採択とそういうことになると思いますけれども、これは同時に中小企

業の拡充を支援の拡充をしっかり国がして、そして 低賃金も引き上げる。それによっ

て国全体がプラスの方向に動いていくと。購買力も増える。そして今、非常に大きな問

題になっておるとりわけ若い皆さんの賃金の低さ、これによっていえば個人の結婚の問

題にまで及んでおるというようなそういった非常に過酷な現状がある中で、どうしても

低賃金を引き上げる。そしてまた支払い能力に非常に困窮する中小企業に対しては、

しっかりした国の拡充をする。支援の拡充をする、そういったことが同時に必要だとい

うふうにここに求めておるわけでありますので、私はこの陳情に関しては、採択すべき

ものとそのように考えます。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。 

熊谷宗明議員。 

○９番（熊谷宗明） 私も賛成の立場で討論をさせていただきます。 
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松井議員の言われるとおり、この陳情は 低賃金の改善と中小企業の支援の拡充を国

に求めておるわけでございます。 

この中において、委員長言うように、国一律に是正するということについては、私も

疑問符を持つわけでございますけれど、ここに記述のとおり、経済協力開発機構ＯＥＣ

Ｄ諸国で言いますと日本は 低賃金、 低水準ということであります。 

国でも施策を講じておりますけれど、なかなか進んでいかないというのが現状であり

ます。 

非正規で一生懸命働いても月 11 万円から 14 万円の手取りにしかならないという現実

があります。これによって、人口減少につながっているというふうに思っております。 

自治体が一生懸命施策を講じても人口減少、少子化に歯止めがかからないというのは、

こういった 低賃金ということが起因としているというふうに考えております。 

合計特殊出生率って見ますと、日本は１.42、隣の韓国では 2021 年には０.82 人に低

下すると予測されております。 

韓国は、1997 年に経済危機のあとに非正規雇用職員がすごく増えてきたというのが原

因ではないかと考えられております。 

陳情趣旨のとおり、憲法が保障する健康で文化的な 低限度の生活を送るには、中小

零細企業への助成や融資、仕事お越しや単価改善につながる施策の拡充が、今まで以上

に必要であると考えると同時に、貧困の連鎖をやはり止めていかなければならない。そ

ういうことをやはり国に要求するべきであるという考えのもと、この意見書の提出を私

は求めていきたいと思います。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。 

島田議員。 

○１１番（島田弘美） 私は、反対の立場で討論させていただきます。 

今、両議員の賛成のご意見をお聞きしておりますと、かなり理想論に近い現実に非常

にあっておらないという感じがいたしました。 

今の実態を見てください。小規模事業者、それから経済の実体経済を見ていただくと、

それは理想は確かに上げた方がそれはいいわけでございますけれども、今、このことを

やったら中小企業、小規模中小企業、とても経営が立ちゆかないという側面があるわけ

です。 

加えて、これも意見書にもございましたけれども、説明にもございましたけれど、新

型コロナ問題で四苦八苦しておるこの究極のときにやるべきではないというふうに考え
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ます。 

確かに実体的に総論的に理想は理想でございますけれども、地域的な格差もあり、全

国一律というようなことで、1,500 万円をその時間給も上げるということでございます。 

今、長野県の平均賃金、１時間あたり 860 円という実情の中で、一挙に 1,500 円と倍

近く上げるというのは到底無理があるというようなことで、今回の陳情につきましては

単体といたしたいと思います。 

以上です。 

○議長（米山俊孝） ほかに討論ございませんか。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

陳情２、「 低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を陳情につい

て、総務産業常任委員会の委員長の報告では不採択でありますが、原則に基づいて、不

採択に賛成の方の起立を求めます。原則に基づいて採択、要するに意見に賛成の方の起

立を。委員長の意見は不採択ですが、原則に基づいて不採択に賛成の方の起立を求めま

す。これは何回これやってきたと思いますけれど、こういう言い回しでやらなきゃなら

ないということで。 

だから委員長の報告は不採択だけれど、要するに不採択は意見に対して採択すること

に賛成の方はということだもんで、不採択に賛成の方ということになるわけ。 

さっきと違わないと思いますけれど、もう一回朗読します。 

陳情２、「 低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情

について、総務産業建設常任委員長の報告では不採択でありますが、原則に基づいて採

択に賛成の方の起立を求めます。 

（起立３名） 

○議長（米山俊孝） ３名です。 

よって、陳情２、「 低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求

める陳情については、不採択といたしました。 

 

◇ 発議第１号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書の提出について 

○議長（米山俊孝） 日程第 17、発議第１号、医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求め

る意見書の提出についてを議題といたします。 
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説明を求めます。菅沼一弘議員。 

○６番（菅沼一弘） それでは朗読させていただきます。 

発議第１号、医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書の提出について。 

地方自治法第 99条の規定により、関係機関に提出するため、主題のことについて別紙

のとおり意見書の議決を求める。 

令和２年３月 23日提出。 

提出者、松川町議会議員菅沼一弘、賛成者松川町議会議員中平文夫、同熊谷宗明、同

黒澤哲郎、同川瀬八十治。 

松川町議長米山俊孝。 

医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書（案） 

日本の医師数は人口 1,000 人あたりＯＥＣＤ平均３.５人に対し２.４人と極めて少な

く、週 60 時間以上働く割合は職種別で医師が も高くなっています。特に、緊急や産科

では、１か月の平均時間外、労働時間が平均 80から 90 時間を超え、当直を含む 32 時間

連続勤務が強いられています。ところが、政府の骨太の方針 2018 年では、2022 年度以

後の医学部定員減を検討する方向を打ち出しされました。しかし、その根拠とされる厚

生労働省の医師需給の将来の推計は、医師の長時間労働がケースによっては 大週 80

時間とし、また医師需要は入院ベッド数を減らす地域医療構想に連動しています。 

この推計をもとに、医師の要請定数を減らしてしまうと医師の長時間労働を改善には

つながらないばかりか、深刻な医師不足が続く地域医療にも大きくな影響を与えること

が危惧されます。 

住民が安心して暮らせる救急医療や地域包括ケア体制の充実が図られるよう、引き続

き医師数を増やすことを強く求めるものです。 

記、2022 年度以後の医師養成定数減という方向を見直し、医療現場と地域の実態を踏

まえ、医師数をＯＥＣＤ平均以上の水準を増やすこと。 

以上、地方自治法第 99条の規定により、意見書を提出します。 

令和２年３月 23日。 

内閣総理大臣あて、厚生労働大臣あて、財務大臣あて、文部科学大臣あて、総務大臣

あて。 

長野県松川町議会。 

以上でございます。 

○議長（米山俊孝） 説明を終わります。 
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質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

発議第１号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（米山俊孝） 全員賛成であります。 

よって、議案第１号、医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書の提出

については、原案のとおり可決されました。 

 

＝＝＝ 日程第 18 総務産業建設常任委員会の調査中間報告について ＝＝＝ 

○議長（米山俊孝） 日程第 18、総務産業建設常任委員会の調査中間報告についてを議題とし

ます。 

調査について報告をお願いいたします。 

間瀬総務産業建設常任委員長。 

○総務産業建設常任委員長（間瀬重男） 請願について、総務産業建設常任委員会の報告をい

たします。 

令和元年度第４回定例会において採択された平成 27 年度以降の官製談合の疑いがあ

る入札の調査を求める請願書（以下請願書という）について、継続審査といたしました。 

よって、委員会に審査を付託されました請願書調査の主な内容と継続審査に至った経

過を報告いたします。 

平成元年 11 月 22 日に松川町議会あて。令和元年 11 月 22 日に松川町議会あて。 

町民有志６名により、請願書が提出され、12月定例会で議会として採択いたしました。 

調査期間として、所管事務調査連合審査会を設置し、両常任委員会の正副委員長で構

成する４役会を設け、会の進め方、調査方法などについて、所管事務調査連合審査会に

一任され、進行してきました。 

令和２年２月３日、請願者より直接意見を聴取。行政調査紹介書を提出。対象事業に

対する関連書類の提出。関係者への参考人聴取日、職員への聞き取り調査の調整を行い、
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議会としての準備を粛々と進めてきました。 

２月 13 日付けにて、長野地方裁判所へ損害賠償請求事件として、請願書提出者と同じ

町民より内容が重複する部分もある訴状が提出され、その後、その訴状内容が松川町に

送達され、現在に至っております。 

その間、２月 19 日、所管事務調査連合審査会を開催し、町長に出席を求め、調査紹介

所に対して説明を求め、請願人の主張する事実関係については、「松川町長が被告である

こと。裁判においても争点になることが見込まれる内容であり、回答を控える」また、

役場職員に対する聞き取り調査についても同様で、「ご理解をいただきたい」との回答が

なされ、議員も同意いたしました。 

議員からは、「訴訟に関係のない部分については、議会として聞き取り調査等行うのが

望ましい」との意見が出されていましたが、現時点では訴訟に関連のある案件も多く、

切り離して聞き取り調査は困難と判断し、議会として宮下町長に対し、以下の申し入れ

を行いました。 

１訴訟に関する案件について。職員関係者に対する調査を行い、精査する中で事実関

係の解明に務めてください。 

２訴訟以外については、今後の裁判に関連性が高いため、進捗状況を見極めながら、

議会としての対応をしていきますので、ご協力をお願いします。 

３訴訟の今後の裁判状況については、議会へ報告してください。 

以上、所管事務調査連合審査会としては、設置以来、請願書調査日程を作成し、４役

会 11 回、全体会４回を開催し、様々な課題を精査、検討し、現在に至る請願書調査の主

な内容と今後継続審査とする理由です。 

請願書調査について、去る３月 10日委員会を開催し、議員間討議を行い、所管事務調

査連合審査会の判断を重く受け止め、継続審査とすることについて、採決を行い、全員

賛成で委員会では継続審査が妥当と決しましたので報告いたします。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（米山俊孝） 以上で総務産業建設常任委員会の調査中間報告を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 質疑なしと認めます。 

これにて報告を終わります。 
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＝＝＝ 日程第 19 継続審査・調査について ＝＝＝ 

○議長（米山俊孝） 日程第 19、継続審査・調査についてを議題といたします。 

各常任委員長から目下委員会において、審査及び調査の件について、議会会議規則第

74 条の規定により、閉会中の審査・調査の申し出がありました。 

お諮りいたします。 

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の審査及び調査することにご異議はございま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（米山俊孝） 異議なしと認めます。 

よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の審査及び調査することに決定いたし

ました。 

 

（閉会決議） 

○議長（米山俊孝） 以上をもちまして、本定例会に付託されました議案はすべて終了いたし

ました。 

これにて閉会といたします。 

 

＝＝＝ 日程第 20 町長あいさつ ＝＝＝ 

○議長（米山俊孝） 日程第 20、町長あいさつであります。 

宮下町長。 

○町長（宮下智博） 定例会の閉会に際しまして一言ごあいさつを申し上げます。 

今定例会では主に令和２年度の当初予算のご審議をいただきました。先ほどございま

したとおり、各常任委員会では大変厳しい意見をいただきました。 

今後の改善策といたしましては、住民の代表であります議会の皆様との連携をより密

にしてまいります。 

これからも「一緒に育てよう一人ひとりが輝く笑顔あふれるまち、まつかわ」の実現

を目指し、着実な行政運営に努めてまいります。 

さて、世間では、新型コロナウイルスの話で持ちきりとなっております。今定例会で

も全員マスク着用という異例の対応となりました。 

先行きの見えない中での日々の暮らしに閉塞感を感じる方が増えております。松川町

といたしましても、まずは大きく影響が出ている町内の商工業者に対し、まずは緊急的
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な経済支援を準備しております。 

現時点では、先の見通しを持っている人というのは誰もいない状況です。そんな中で

も議会の皆様、住民の皆様とともに、松川町の役場職員も一丸となってこの困難に立ち

向かう覚悟で日夜対応をしております。 

幸いにも、皆様の日々の努力が実を結び、現在この地域では発生は確認されておりま

せん。それどころか、１月末には松川町で大変広がっておりましたインフルエンザもす

っかり影を潜めるという状況でございます。引き続き、気を緩めずに、また恐れすぎず

に日々の対応をよろしくお願いいたします。 

終わりになりますが、もうすぐ始まる令和２年度が少しでも穏やかで、良い年となる

ことを心から願いまして、閉会のあいさつとさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

閉  会 

○議長（米山俊孝） これにて、令和２年度第１回松川町議会定例会を閉会いたします。 

 

閉  会  午後４時２６分 



 

 

 

 

 

 

議員・説明員・事務局出席表 
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Ⅰ．議 員 出 席 表 

議 席 

番 号 
氏    名 

第１日 第２日 第１７日 第２１日 

3 月 3 日 3 月 4 日 3 月 19 日 3 月 23 日 

１ 米 山 郁 子 ○ ○ ○ ○ 

２ 佐 藤 史 人 ○ ○ ○ 欠 

３ 川 瀬 八十治 ○ ○ ○ ○ 

４ 大 蔵   洋 ○ ○ ○ ○ 

５ 中 平 文 夫 ○ ○ ○ ○ 

６ 菅 沼 一 弘 ○ ○ ○ ○ 

７ 黒 澤 哲 郎 ○ ○ ○ ○ 

８ 坂 本 勇 治 ○ ○ ○ ○ 

９ 熊 谷 宗 明 ○ ○ ○ ○ 

１０ 森 谷 岩 夫 ○ ○ ○ ○ 

１１ 島 田 弘 美 ○ ○ ○ ○ 

１２ 間 瀬 重 男 ○ ○ ○ ○ 

１３ 松 井 悦 子 ○ ○ ○ ○ 

１４ 米 山 俊 孝 ○ ○ ○ ○ 
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Ⅱ．地方自治法第 121 条の規定による出席者の職・氏名 

職   名 氏    名 
第１日 第２日 第１７日 第２１日 

3 月 3 日 3 月 4 日 3 月 19 日 3 月 23 日 

町      長 宮 下 智 博 ○ ○ ○ ○ 

副 町 長 久 保 友 二 ○ ○ ○ ○ 

教   育   長 高 坂 敏 昭 ○ ○ ○ ○ 

総  務  課  長 田 中   学 ○ ○ ○ ○ 

まちづくり政策課長 小木曽 雅 彦 ○ ○ ○ ○ 

住 民 税 務 課 長 矢 澤   覚 ○ ○ ○ ○ 

会 計 管 理 者 田 中   学 ○ ○ ○ ○ 

保 健 福 祉 課 長 米 山 政 則 ○ ○ ○ ○ 

環 境 水 道 課 長 池 上   徹 ○ ○ ○ ○ 

建 設 課 長 小 沢 雅 和 ○ ○ ○ ○ 

産 業 観 光 課 長 米 山 清 博 ○ ○ ○ ○ 

こ ど も 課 長 下 井 昭 二 ○ ○ ○ ○ 

生 涯 学 習 課 長       塩 倉 智 文 ○ ○ ○ ○ 

議 会 事 務 局 長 加 山 隆 浩 ○ ○ ○ ○ 

代 表 監 査 委 員 大 島 静 夫 － － － ○ 

 

Ⅲ．本会議に職務のため出席した者の職･氏名 

職   名 氏    名 
第１日 第２日 第１７日 第２１日 

3 月 3 日 3 月 4 日 3 月 19 日 3 月 23 日 

議 会 事 務 局 長 加 山 隆 浩 ○ ○ ○ ○ 

書       記 中 平 香 織 ○ ○ ○ ○ 
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以上、会議の内容に相違なきことを認め、地方自治法第１２３条の規定によりここに

署名する。 

 

 

 

令和 ２年   月   日 

 

 

 

 

松川町議会議長   米 山 俊 孝 

 

 

 

 

署 名 議 員   米 山 郁 子 

 

 

 

 

署 名 議 員   佐 藤 史 人 
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